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  １ 情報公開制度の目的 

 

 

那覇市は、民主的な開かれた市政を実現するためには、行政の持つ情報を広く市民に公開する必要があ

ると考えています。市民の「知る権利」を憲法で保障される基本的人権に内在する具体的な権利として位

置づけ保障し、行政に対しては「原則公開」を義務付けるのが情報公開制度です。 

  次の３点を制度の柱として、ガラス張りの市民参加の市政をめざします。 

    (1) 市の行政機関等のもっている情報は、原則としてすべて公開します。 

    (2) 市民のプライバシーは最大限に保護します。 

  (3) 非公開とする情報は、プライバシー保護や公的保護を図るための必要最小限とします。 

 

 

  情報公開制度の主な内容 

    (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員

会、消防局長、上下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人（市立病院）をいう。 

  (2) 対象となる公文書 

    実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関 

   の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。 

    (3) 公文書の公開を請求できる者 

    住所、国籍、年齢、個人、法人の区別なく、どなたでも実施機関のもっている公文書の公開を請 

   求できます。 

  (4) 非公開とすることができる公文書 

    実施機関のもっている公文書は公開が原則ですが、次のような情報が記録されている公文書は非 

   公開とすることがあります。 

    ①法令等により、明らかに守秘義務が課されている情報 

    ②個人に関する情報 

    ③公にすると会社などの法人等に著しい不利益を与える情報 

    ④公にすると行政の適正な執行に支障を及ぼす情報 

  (5) 公開の請求方法 

    公開請求は、請求書を窓口の市政情報センター（生活衛生課（那覇市保健所内）、上下水道局及び 

市立病院はそれぞれの窓口）に提出して行います。 

  (6) 決定に対する審査請求 

    実施機関の決定に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。 

    審査請求を受けた実施機関は那覇市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重し 

て、審査請求に対する決定又は裁決を行います。 

 (7) 費用の負担 

    閲覧、視聴、聴取は無料ですが、写しの交付を受ける場合は請求者がその費用（写しの作成に要す

る費用又は手数料、写しの送付に要する費用）を負担します。 
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  ２ 情報公開制度の運用状況 

 

 

  (1) この運用状況は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの1年分です。 

   (2) 公開請求件数は545件で、内訳は下記の表のとおりとなっています。(表１参照) 

   (３) 受付窓口別にみると、市政情報センター455件（うち教育委員会107件、選挙管理委員会4件、

監査委員0件、農業委員会0件、公平委員会0件、固定資産評価委員会0件、消防局長38件、議会0

件）、那覇市保健所（生活衛生課）47件、上下水道事業管理者43件、市立病院0件となっています。 

   (４) 月平均の請求件数は、約45件となります。 

   (５) 非公開、部分公開の理由内訳は下記の表のとおりです。(表２参照) 

   (６)  処分に対する審査請求は0件でした。（表１参照） 

 

     (表１) 情報公開請求の処理状況内訳                          
 

  

年  度 

 
 

審査請求 

 
請求件数 公 開 部分公開 非公開 取り下げ 

令和元年度 462 248 143 56（52） 15 0 

令和２年度 545 331 155 37（32） 22 0 

 

      ※  非公開欄のかっこ書きは文書不存在の件数です。 

 

     (表２) 非公開、部分公開の理由内訳 
 

    非公開  部分公開     計  

   法 令 秘 情 報 

   個  人  情  報 

    法  人  情  報 

   行 政 執 行 情 報 

    （時 限 秘） 

   文 書 不 存 在 

    そ    の    他 

0 

1 

1 

3 

（2） 

32 

0 

0 

75 

61 

14 

（2） 

5 

0 

0 

76 

62 

17 

（4） 

37 

0 

 

          合   計 37 155 192 

 
※ 複数の理由に該当する場合もあるので、各合計が必ずしも 

請求件数と一致するわけではありません。 



（表３）実施機関別処理状況

請求件数 公開 部分公開 非公開 取り下げ

総　務　部 13 5 3 3 2 0

企画財務部 3 2 0 0 1 0

経済観光部 19 13 4 0 2 0

環　境　部 17 8 7 2 0 0

市民文化部 10 6 2 1 1 0

福　祉　部 2 0 1 0 1 0

健　康　部 48 15 31 2 0 0

こどもみらい部 2 0 1 1 0 0

都市みらい部 108 83 22 1 2 0

まちなみ共創部 131 87 31 9 4 0

出　納　室 0 0 0 0 0 0

353 219 102 19 13 0

107 83 14 4 6 0

4 0 1 3 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

38 11 16 10 1 0

43 18 22 1 2 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

545 331 155 37 22 0

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

審査請求

監査委員

農業委員会

固定資産評価委員会

実施機関

公平委員会

教育委員会

選挙管理委員会

公　開　請　求　内　訳

小　　　計

合　　　計

上下水道事業管理者

地方独立行政法人
（市立病院）

議　　　会

消防局長
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（1）情報公開請求の内容

①市政情報センター受付分

通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１ １ R2.4.2

平成31年度（平成30年保管状況分）ポ
リ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処
分状況等の届出に係る事業場別集計
表

公開 R2.4.8
環境部

廃棄物対策課

２ ２ R2.4.2
首里城南ヒルズ建築協定（協定書一
式）

部分公開 R2.4.8 印影部分
第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３ ３ R2.4.3
二項道路の図面（那覇市道路種別マッ
プ４５L－NO2）

公開 R2.4.6
まちなみ共創部

建築指導課

４ ４ R2.4.3 ３０　首里石嶺4丁目分譲　地建築協定 公開 R2.4.8
まちなみ共創部

建築指導課

５ ５ R2.4.6
道路台帳　令和２年度分（那覇市〇〇
〇－〇－〇を中心とする）

公開 R2.4.13
都市みらい部
道路管理課

６ ６ R2.4.6
リサイクル届け出受付簿（令和２年３月
１日～令和２年４月６日　工事場所につ
いて）

部分公開 R2.4.8 個人のプライバシー保護のため
第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

７ ７ R2.4.6

①事業系一般廃棄物処理手数料改定
②事業系資源化物の排出区分及び処
理方法の適正化について
①②の会議録

部分公開 R2.4.9
環境審議会委員の氏名は個人
に関する情報であり、特定の個
人を識別することができるため

第7条第1
項第2号

環境部
環境政策課

８ ８ R2.4.7 那覇市道路種別マップ　　NO3 26-L 公開 R2.4.8
まちなみ共創部

建築指導課

９ ９ R2.4.8
道路台帳平面図（測定基図）　久米〇
丁目〇－〇

公開 R2.4.9
まちなみ共創部

建築指導課

１０ R2.4.13

平成３１年度及び令和元年度　発注工
事　工事名：城西小学校外６校及び中
学校４校冷房設備設置工事　工事名：
開南小学校外８校及び中学校２校冷
房設備設置工事　上記工事に係る「工
事費内訳書、項目別内訳書、科目別
内訳書、細目別内訳書、代価表、共通
費・諸経費計算書」の公開

１１ R2.4.13

平成３１年度及び令和元年度　発注工
事　工事名：安岡中学校屋内運動場改
築工事（機械）　工事名：安岡中学校防
音機能復旧工事（空調）　上記工事に
係る「工事費内訳書、種目別内訳書、
科目別内訳書、細目別内訳書、代価
表、共通費・諸経費計算表」の公開

１１ １２ R2.4.13

平成３１年度及び令和元年度　発注工
事　工事名：石嶺市営住宅第６期建替
工事（機械・１工区）　工事名：石嶺市
営住宅第６期建替工事（機械・２工区）
上記工事に係る「工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算
書」の公開

公開 R2.4.23
まちなみ共創部

建築工事課

１２ １３ R2.4.13 首里城火災の調査報告書の一切 非公開 R2.4.24 文書不存在
第12条第
2項

消防局
予防係

１３ １４ R2.4.15

指定避難所である小中学校（以下５校）
の体育館に使用している板ガラスの種
類と面積が分かる書類（最新のもの）
※図面や建具表など　小学校（３校）：
泊小、松島小、さつき小　中学校（２
校）：石田中、金城中

公開 R2.4.27
生涯学習部

施設課

１４
漫湖公園（古波蔵側）ジョギングコース
照明灯改修工事

部分公開 R2.4.28 単価表
第7条第1
項第4号

都市みらい部
公園管理課

１５
（仮称）ともかぜ振興会館建設工事（移
動観覧席）

公開 R2.4.27
まちなみ共創部

建築工事課

１６

開南小学校屋内運動場及びプール改
修工事（受変電設備）
城西小学校外６校及び中学校4校冷房
設備設置工事
神原小学校屋内運動場等改修工事
（電気）

公開 R2.4.28

生涯学習部
施設課

公開１０ R2.4.27
生涯学習部

施設課

１５ R2.4.17
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１６ R2.4.17

天妃小学校屋内運動場及びこども園
改築工事（電気）
神原小学校屋内運動場等改築工事
（昇降機）
開南小学校消火ポンプ室新築工事
神原小学校屋内運動場等改築工事
（機械）
安岡中学校屋内運動場等改築工事
（機械）
安岡中学校屋内運動場等改築工事
（電気）
上間小学校屋内運動場改築工事（設
備）
天妃小学校屋内運動場及びこども園
改築工事（機械）

１７ R2.4.17

安岡中学校防音機能復旧工事（空調）
開南小学校外８校及び中学校2校冷房
設備設置工事
泊小学校、金城小学校ボイラー煙突取
替工事

１８ １８ R2.4.20
宇栄原市営住宅第5工期建替工事（造
成）
・金入設計書

部分公開 R2.4.28
工事設計書内の決裁者の押印
刊行物から採用した単価の根
拠

第7条第1
項第4号

まちなみ共創部
建築工事課

１９ １９ R2.4.21

新旧対照表方式による条例・規則の一
部改正に関し、その手法について定
め、又は検討した文書、導入の経緯等
が分かる文書その他これらに関連して
作成し、又は取得した文書

取下げ
総務部

法制契約課

２０ ２０ R2.4.23
立候補予定者に対する通知した文章
の内容（事前運動として公職選挙法違
反に対しての通知）

非公開 R2.5.8

令和2年6月7日執行の沖縄県
議会議員一般選挙は沖縄県が
実施する選挙であり、沖縄県内
全選挙区の立候補予定者に係
るものは沖縄県選挙管理委員
会が通知することになっている
ため。

第12条第
2項

那覇市選挙管
理委員会

２１ ２１ R2.4.27

那覇市具志宮城区土地区画整理事業
出来形確認測量（平成6年9月）
・画地出来形図61街区　〇〇丁目〇番
地
・画地点成果表

公開 R2.5.7
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２２ ２２ R2.4.27
那覇市パレット市民劇場が指定管理さ
れた平成24年度ごろ以後の選定にか
かる資料および契約にかかる資料

部分公開 R2.5.21
当該法人等の権利、競争上の
地位その他正当な利益を害す
る恐れがあるため

第7条第1
項第3号

市民文化部
文化振興課

２３ ２３ R2.4.27
那覇市ぶんかてんぶす館の平成30年
度の選定にかかる資料および契約に
かかる資料

公開 R2.5.13
経済観光部
商工農水課

２４ ２４ R2.4.28
消防局から沖縄県防災危機管理課に
送付したパワハラの件（4月分）

部分公開 R2.5.11 個人情報
第7条第1
項第2号

消防局
総務課

２５ ２５ R2.4.30

土地区画整理法による換地図（平成１
７年１月２２日）　対象地：那覇市〇〇〇
丁目　〇番〇（２９２．９０㎡　旧地番：〇
番〇）１部　〇番〇（７０６．１７㎡　旧地
番：〇番〇）１部

公開 R2.5.7
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２６

①農連市場最後の工事と称する街路
整備工事は金秀建設の指揮のもとに
進められているが、その設計図も示さ
れていないが、その正確な設計図を提
示せよ。

公開 R2.5.21
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２７

②整備事業組合と金秀建設の契約文
書を提示せよ。
③まちなみ整備課がこの工事を管理
し、費用を持つということだが、まちなみ
整備課と整備事業組合（あるいは金秀
建設）との契約文書を提示せよ。有無
を明示すること。

部分公開 R2.5.21 法人等の代表者印の印影
第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
まちなみ整備課

２８ ２７ R2.5.7

現在、街路整備工事は請求者〇〇が
住んでいた水上店舗の最南端の堅固
な建物の上を道路にしているが、その
水上店舗の古い公図を提示せよ。現在
の水上店舗跡地の公図を提示せよ。平
成２６年５月３０日の県の認可時の水上
店舗の公図を提示せよ。有無を明示せ
よ。

非公開 R2.5.21 文書不存在
第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

公開１７ R2.4.28

２６

生涯学習部
施設課

R2.5.7
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２９ ２８ R2.5.7

①街路整備工事は認可権者の沖縄県
の指揮管理すべきだが、那覇市（まち
なみ整備課）が指揮管理することに
なった経緯を示す文書を開示せよ。
②平成２６年５月３０日知事が整備事業
を認可した時点で、那覇市は参加組合
員となったが費用は一切支払っておら
ず、平成２８年１月１２日まで農連市場
地区に那覇市有地はほとんど存在しな
かったが、平成２８年１月１２日の登記
によって新しい地番が付けられて以
後、那覇市の土地（所有地）がどっと増
えた。その理由を文書で説明せよ。文
書が無ければ「ない」と表示せよ。

非公開 R2.5.21 文書不存在
第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

２９ R2.5.8

令和元年度の「石嶺市営住宅第６期建
替工事（機械・２工区）」について作成さ
れました、内訳明細書及び諸経費（一
般管理費、現場管理費、共通仮設費）
及び諸経費計算書の文書

３０ R2.5.8

令和元年度の「石嶺市営住宅第６期建
替工事（機械・１工区）」について作成さ
れました、内訳明細書及び諸経費（一
般管理費、現場管理費、共通仮設費）
及び諸経費計算書の文書

３１ ３１ R2.5.8

令和元年度の「安岡中学校防音機能
復旧工事（空調）」について作成されま
した、内訳明細書及び諸経費（一般管
理費、現場管理費、共通仮設費）及び
諸経費計算書の文書

公開 R2.5.13
生涯学習部

施設課

３２ ３２ R2.5.8

令和元年度の「安岡中学校屋内運動
場等改築工事（機械）」について作成さ
れました、内訳明細書及び諸経費（一
般管理費、現場管理費、共通仮設費）
及び諸経費計算書の文書

公開 R2.5.13
生涯学習部

施設課

３３ ３３ R2.5.8

令和元年度の「開南小学校外８校及び
中学校2校冷房設備設置工事」につい
て作成されました、内訳明細書及び諸
経費（一般管理費、現場管理費、共通
仮設費）及び諸経費計算書の文書

公開 R2.5.13
生涯学習部

施設課

３４ ３４ R2.5.8

令和元年度の「城西小学校外６校及び
中学校４校冷房設備設置工事」につい
て作成されました、内訳明細書及び諸
経費（一般管理費、現場管理費、共通
仮設費）及び諸経費計算書の文書

公開 R2.5.13
生涯学習部

施設課

３５ 公開 R2.5.20
まちなみ共創部

建築工事課

３６ 部分公開 R2.5.20
公にすることにより、刊行物を発
刊する法人に著しく不利益を与
えることが明らかであるため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

３７ 公開 R2.5.18
まちなみ共創部建

市営住宅課

３８ 部分公開 R2.5.20 刊行物に係る部分
第7条第1
項第3号

生涯学習部
施設課

３９ 公開 R2.5.18
都市みらい部
道路建設課

４０ 公開 R2.5.15
都市みらい部
花とみどり課

４１ 部分公開 R2.5.19 刊行物に係る部分
第7条第1
項第3号

都市みらい部
公園管理課

４２ 公開 R2.5.20
都市みらい部
道路管理課

４３ ３６ R2.5.8

那覇市道路台帳（那覇３）測定基図
那覇３　０７－２１のページの真嘉比松
川線及び大道側の道路周回が確認で
きる範囲

公開 R2.5.13
都市みらい部
道路管理課

４４ ３７ R2.5.11
令和元年10月31日、那覇市消防局が
撮影した首里城火災の動画映像

公開 R2.5.14 消防局

４５ ３８ R2.5.14

令和元年度　件名：赤ちゃん用おしり
ふきについて、指名業者名、落札金額
（すべての入札業者、入札金額）、落札
業者名等をすべて開示せよ

部分公開 R2.5.27

予定価格
適用理由：市が行う入札業務の
性質上、予定価格を公開するこ
とにより、当該入札の適切な執
行に著しい支障を及ぼす恐れ
があるため。

第7条第1
項第4号

こどもみらい部
子育て応援課

４６ ３９ R2.5.22
那覇市首里〇〇町〇-〇-〇　道路台
帳図面　No.8-19

公開 R2.5.14
都市みらい部
道路管理課

４７ ４０ R2.5.26
令和2年度　街路樹維持管理業務委託
（那覇西地区・那覇東地区）

部分公開 R2.5.28
単価表
表紙決算欄の押印部分

第7条第1
項第4号

都市みらい部
道路管理課

公開

平成31年度発注工事の工事設計書及
び仕分書、内訳書

別紙参照

３０ R2.5.21

３５

まちなみ共創部
建築工事課

R2.5.8
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４８ ４１ R2.5.27

道路断面標準図　図面番号31-16
CAB管理移管図面作成業務
天久安里線（平面図）5-4　図面番号
31-5

公開 R2.5.28
都市みらい部
道路管理課

４９ ４２ R2.5.27

令和元年度の石嶺市営住宅第6期建
替工事（昇降機）に係る工事設計書
（鏡）科目別内訳書、科目別内訳書、
細目別内訳書、諸経費計算書

公開 R2.6.9
まちなみ共創部

建築工事課

５０ ４３ R2.5.27
令和2年度街路樹維持管理業務委託
（那覇西地区）の工事費内訳書（単価・
金額の記載のあるもの）

部分公開 R2.6.1

単価表
適用理由：単価表は、内訳書に
掲載している単価の根拠にも
なっており、今後発注予定の類
似工事費積算において工事費
を類推される等、事業執行に支
障を及ぼすため

第7条第1
項第4号

都市みらい部
道路管理課

５１ ４４ R2.5.27
令和元年度街路樹美化業務委託の工
事費内訳書（単価・金額の記載のある
もの）

公開 R2.6.1
都市みらい部
道路管理課

５２ ４５ R2.5.27
令和2年度街路樹維持管理業務委託
（那覇東地区）の工事費内訳書（単価・
金額の記載のあるもの）

部分公開 R2.6.1

単価表
適用理由：単価表は、内訳書に
掲載している単価の根拠にも
なっており、今後発注予定の類
似工事費積算において工事費
を類推される等、事業執行に支
障を及ぼすため

第7条第1
項第4号

都市みらい部
道路管理課

５３ ４６ R2.5.27

平成28年度天久安里線バス停上屋設
置工事
発注図面一式、金額入り工事費仕分
書、金額入り内訳書、代価表、共通費
計算書、その他一式
（2016/10/21　㈱RPM落札　20,300千
円　建設管理部道路建設課発注）

公開 R2.5.29
都市みらい部
道路建設課

５４ 公開 R2.6.11
まちなみ共創部

建築工事課

５５ 公開 R2.6.3
まちなみ共創部

市営住宅課

５６ 非公開 R2.6.2

最低制限価格は、事業課の作
成した工事費内訳書の内訳を
基に「那覇市建設工事等に係
る最低制限価格設定基準要
綱」第３条の規定により算出して
いるが、算出時に計算書を作
成していないため、文書が存在
しない。

第12条第
2項

総務部
法制契約課

５７ 公開 R2.6.8
生涯学習部

施設課

５８ 非公開 R2.6.2

最低制限価格は、事業課の作
成した工事費内訳書の内訳を
基に「那覇市建設工事等に係
る最低制限価格設定基準要
綱」第３条の規定により算出して
いるが、算出時に計算書を作
成していないため、文書が存在
しない。

第12条第
2項

総務部
法制契約課

５９ ４９ R2.6.2 那覇市道路種別マップ　４９－R(NO3) 公開 R2.6.3
まちなみ共創部

建築指導課

６０ ５０ R2.6.2

〇３・５・２０号　一銀線　事業地を表示
する図面　平面図
〇３・４・那８８号　真和志線　事業地を
表示する図面　平面図
〇３・４・那８９号　城東城北線　事業地
を表示する図面　平面図
〇３・５・那２２号　古波蔵上線　事業地
を表示する図面　平面図

公開 R2.6.4
都市みらい部
道路建築課

６１ ５１ R2.6.2

（仮称）日赤沖縄総合センター建設工
事
平成21年12月17日　第ＥＲＩ09034387
号申請における　法48条許可申請書
の写しの交付

部分公開 R2.6.16

法人代表者印の印影部分、特
定の個人が識別される情報、及
び通常公表されていない情報
で法人の不利益になるかどうか
不明確な部分。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築指導課

６２ ５２ R2.6.4 那覇市法定外公共物　N１－０９ 公開 R2.6.5
都市みらい部
道路管理課

６３ ５３ R2.6.5

令和１年度
天妃小学校屋内運動場及びこども園
改築工事（機械）
・工事費仕訳書　・内訳書

公開 R2.6.8
生涯学習部

施設課

６４ ５４ R2.6.5

令和1年度
石嶺市営住宅第6期工事（機械・１工
区）
・工事費仕訳書　・内訳書

公開 R2.6.18
まちなみ共創部

建築工事課

小禄市営住宅6号棟改修工事
小禄市営住宅7.8号棟改修工事
汀良市営住宅2-2号棟外壁補修工事
・内訳書　・仕訳書　・諸経費計算書
・最低制限価格計算書（法制契約課）

城岳小学校外壁補修工事（1工区）
城岳小学校外壁補修工事（2工区）
・内訳書　・仕訳書　・諸経費計算書
・最低制限価格計算書（法制契約課）

４７

４８

R2.6.2

R2.6.2
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

６５ ５５ R2.6.8 那覇市道路種別マップ66-R(No.2) 公開 R2.6.10
まちなみ共創部

建築指導課

６６

〇第一牧志公設市場環境改善工事
第一牧志公設市場解体工事（平成31
年度発注）
〇第一牧志公設市場建設工事（建築）
（令和２年度発注）
・金額入り工事費仕分書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

取下げ
経済観光部

なはまち振興課

〇石嶺小学校校舎改築工事（建築）
（電気）（空調）（衛生）（昇降機）
〇神原中学校校舎改修工事
〇神原中学校校舎解体工事
〇神原中学校校舎改築工事（建築）
（電気）（機械）
〇垣花小学校校舎改修工事
〇金城小学校空調機更新工事
〇上間小学校校舎及び屋内運動場解
体工事
〇那覇市真和志南地区活き活き人材
育成支援施設（仮称）建設工事（建築・
外溝）（電気）（機械）（昇降機）
上記は平成30年度発注
・金額入り工事費仕分書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

〇宇栄原小学校屋内運動場等改築工
事（建築）（設備）
〇宇栄原小学校屋内運動場解体工事
〇開南小学校屋内運動場及びプール
改築工事（受変電設備）
〇開南小学校屋内運動場及びプール
解体工事
〇開南小学校消火ポンプ室新築工事
〇神原小学校屋内運動場等改築工事
（建築）（電気）（機械）（昇降機）
〇神原小学校屋内運動場等解体工事
〇天妃小学校屋内運動場及びこども
園改築工事（建築）（電気）（機械）
〇天妃小学校屋内運動場解体工事
〇安岡中学校屋内運動場等改築工事
（建築）（電気）（機械）
〇安岡中学校屋内運動場及びプール
解体工事
〇安岡中学校防音機能復旧工事（空
調）
〇安岡中学校校舎改修工事
〇上間小学校屋内運動場改築工事
（建築）（設備）
〇城西小学校外6校及び中学校4校冷
房設備設置工事
〇開南小学校外８校及び中学校２校
冷房設備設置工事
〇真和志給食センター貯水槽解体撤
去工事
〇鏡原中学校屋内運動場及びプール
解体工事
〇高良小学校校舎及び屋内運動場解
体工事（１工区）（2工区）

〇与儀小学校改修工事
上記は平成３１年度発注
・金額入り工事費仕分書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

〇壼屋小学校屋内運動場照明整備工
事（電気）
〇壼屋小学校外２校及び中学校１校
環境整備工事（トイレ改修）
〇石嶺小学校設備配管切り回し工事
〇石嶺小学校設備配管切り回し工事
（その２）
〇与儀小学校改修工事
上記は令和２年度発注
・金額入り工事費仕分書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

６７

５６ R2.6.8

取下げ
生涯学習部

施設課

8



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

６８

〇（仮称）ナハメカルパーキング建設工
事（建築）（設備）
〇（仮称）ともかぜ振興会館建設工事
（解体）（建築）（電気）（衛生設備）（空
調設備）（舞台音響）（舞台照明）（昇降
機）（磁気探査）
〇那覇市文化テンブス館施設機能強
化工事（空調設備）
上記は平成30年度発注
・金額入り工事費仕分書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

〇宇栄原市営住宅第5期建替工事（解
体・2工期）（解体・ポンプ室）
〇石嶺市営住宅第６期建替工事（建
築）（電気・1工区）（電気・2工区）（機
械・1工区）（機械・２工区）
上記は平成3１年度発注
・金額入り工事費仕分書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

〇大名市営住宅第３期建替工事（E棟・
外構）（解体・ポンプ室）
〇宇栄原市営住宅第5期建替工事業
務委託（造成磁気探査）
上記は令和２年度発注
・金額入り工事費仕分書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

取下げ
まちなみ共創部建

築工事課

６９

〇平成30年度旭丘公園便所整備工事
（建築）（設備）
上記は平成3０年度発注
・金額入り工事費仕分書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

〇漫湖公園（古波蔵側）ジョギングコー
ス照明等改修工事
上記は平成3１年度発注
・金額入り工事費仕分書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

公開 R2.6.16
都市みらい部
公園管理課

７０

〇平成30年度石嶺駅前線照明灯工事
（第5工区）
上記は平成30年度発注
・金額入り工事費仕分書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

〇令和元年度小禄赤嶺線街路整備工
事（第11工区）
上記は令和元年度発注
・金額入り工事費仕訳書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

公開 R2.6.12
都市みらい部
道路建設課

７１

〇那覇市新文化芸術発信拠点施設建
設工事（建築）（電気）（機械・1工区）
（機械・2工区）（昇降機）（舞台照明）
（舞台音響）（舞台機構）

取下げ
市民文化部
文化振興課

７２ ５７ R2.6.8

那覇市〇〇〇〇　現場
〇〇組社長　建築指導課　環境保全
課が市役所で話した指導内容がわかる
文書
令和〇年〇月〇日

取下げ
まちなみ共創部

建築指導課

７３ ５８ R2.6.10

以下の学校に係る直近の都市ガス契
約関連書類（選択約款契約書含む）一
式
・高良小学校
・上間小学校
・真和志中学校
・安岡中学校

公開
生涯学習部

施設課

５６ R2.6.8
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

７４ ５９ R2.6.15

１、平成28年度真和志線実施設計業
務委託設計図面における平面図（２）、
縦断図（２）、横断図（10）
２、　3，４那88号真和志線事業地を表
示する図面平面図設計の概要を表示
する図面　標準断面図（１）標準断面図
（２）

公開 R2.6.17
都市みらい部
道路建設課

７５ ６０ R2.6.16

令和元年度識名公園磁気探査業務委
託
上記業務委託の当初入札に係る全て
の金入り設計書

公開 R2.6.17
都市みらい部
花とみどり課

７６ ６１ R2.6.17

2020年度5月26日（火）の20面、5月24
日（日）24面、5月31日（日）1面、6月3
日（水）23面琉球新報社に掲載された
「街頭演説」に写っている政党候補者
の分かる公文書　添付資料あり

非公開 R2.6.29

公文書不存在
適用理由：選挙の執行におい
て、新聞等に掲載された街頭
演説者を特定する必要はない
ので、公文書は存在しません。

第12条第
2項

選挙管理委員
会

７７

石嶺小学校校舎改築工事（電気）
神原中学校校舎改築工事（電気）
那覇市真和志南地区活き活き人材育
成支援施設（仮称）建設工事（電気）
開南小学校屋内運動場及びプール改
築工事（受変電設備）
神原小学校屋内運動場等改築工事
（電気）
天妃小学校屋内運動場及びこども園
改築工事（電気）
安岡中学校屋内運動場等改築工事
（電気）
壼屋小学校屋内運動場照明整備工事
（電気）

上記に係る
・金額入り工事費仕訳書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

公開 R2.6.26
生涯学習部

施設課

７８

（仮称）ともかぜ振興会館建設工事（電
気）
（仮称）ともかぜ振興会館建設工事（舞
台音響）
（仮称）ともかぜ振興会館建設工事（舞
台照明）

上記に係る
・金額入り工事費仕訳書
・金額入り内訳書
・共通費計算書

公開 R2.6.26
まちなみ共創部

建築工事課

７９ ６３ R2.6.17

那覇市体育施設について作成された
文書
①那覇市体育施設　平成30年度　事
業報告書・収支報告書
②那覇市体育施設　令和元年度　事
業報告書・収支報告書

公開 R2.6.30
生涯学習部

施設課

８０

那覇市公告第246号平成29年8月16日
工事名；高良小学校校舎改築工事（建
築）
数量と単価のわかる文書

公開 R2.6.24
生涯学習部

施設課

８１

那覇市公告第504号令和元年１２月３
日
工事名；石嶺市営住宅第6期建替工事
（建築）
数量と単価のわかる文書

部分公開 R2.6.25

刊行物から採用した単価の根
拠
理由：刊行物の発刊から1年が
経過していないことから、刊行
物等の販売への影響が見込ま
れ、利益を侵害するおそれがあ
るため

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

８２ ６５ R2.6.18

那覇市農連市場地区防災街区整備事
業組合（那覇市樋川２丁目6番の１）の
登記簿の写し。法務局では「見当たりま
せん」とのことに注意。

非公開 R2.7.2
公文書不存在：文書を那覇市
は保有していないため。

第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

８３ ６６ R2.6.22
大名市営団地用地測量の図面と座標
地番４３、１０１の隣接

公開 R2.6.26
まちなみ共創部

市営住宅課

８４ ６７ R2.6.22

2019年9月1日から2019年12月31日ま
でに付定のあった住居表示実施地区
の日付、新築物の住居番号、町名地
番が明記されている資料と当該の住居
表示台帳（見本添付）
　※CD：スキャナしたものを電磁的記
録で開示願います。

公開 R2.6.26
まちなみ共創部

技術総務課

６２

６４

R2.6.17

R2.6.17
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

８５ ６８ R2.6.24

平成28年度　真和志線実施設計業務
委託
設計図面（・平面図（１）・縦断図（１）・
横断図（３））

公開 R2.6.25
都市みらい部
道路建設課

６９ R2.6.24

安岡中学校屋内運動場及びプール等
磁気探査業務委託

上記業務委託の当初入札に係る全て
の金入り設計書

７０ R2.6.24

神原中学校屋内運動場等磁気探査業
務委託

上記業務委託の当初入札に係る全て
の金入り設計書

７１ R2.6.24

天妃小学校屋内運動場及びこども園
磁気探査業務委託

上記業務委託の当初入札に係る全て
の金入り設計書

７２ R2.6.24

宇栄原小学校屋内運動場等改築工事
磁気探査業務委託

上記業務委託の当初入札に係る全て
の金入り設計書

８７ ７３ R2.6.24

令和元年度識名公園磁気探査業務委
託（その２）

上記業務委託の当初入札に係る全て
の金入り設計書

公開 R2.6.25
都市みらい部
花とみどり課

８８ ７４ R2.6.24

令和元年度　久茂地7号（甲辰橋）橋梁
整備に伴う磁気探査業務委託

上記業務委託の当初入札に係る全て
の金入り設計書

公開 R2.7.2
都市みらい部
花とみどり課

８９ ７５ R2.6.24

石嶺市営住宅第6期建替事業業務委
託（建築磁気探査）

上記業務委託の当初入札に係る全て
の金入り設計書

部分公開 R2.6.29

刊行物から採用した単価の根
拠
理由：公にすることにより、刊行
物を発刊する法人に著しく不利
益を与えることが明らかである
ため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

９０ ７６ R2.6.24

石嶺市営住宅第6期建替事業業務委
託（造成その2磁気探査）

上記業務委託の当初入札に係る全て
の金入り設計書

公開 R2.6.29
まちなみ共創部

建築工事課

９１ ７７ R2.6.25
壷川市営住宅1号棟改修工事
2018/9/7公告分

公開 R2.6.26
まちなみ共創部

市営住宅課

９２ 公開 R2.7.6
まちなみ共創部

建築工事課

９３ 公開 R2.6.29
まちなみ共創部

市営住宅課

９４ 部分公開 R2.7.14

支出命令書に記載されている
組合の口座番号
理由：当該法人に著しく不利益
を与えることが明らかであるため

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
市営住宅課

９５ 非公開 R2.7.14 公文書不存在のため
第12条第
2項

まちなみ共創部
市営住宅課

９６

①平成31年度　番号１６９　宇栄原市営
住宅第5期建て替え工事（造成）
表紙、内訳書、単価表、共通仮設費内
訳書、現場管理費、一般管理費、間接
費一覧の全て（当初）設計書の文書

公開 R2.7.8
まちなみ共創部

建築工事課

生涯学習部
施設課

部分公開

小禄市営住宅7・8号棟外壁改修工事
小禄市営住宅6号棟改修工事
汀良市営住宅2-2号棟外壁改修工事
壷川市営住宅1号棟改修工事（その2）

農連市場地区の市営住宅（2－564－
５）の土地と建物について。①平成28
年1月12日前期土地は突然登記が変
わり、県有地から市有地となった。なぜ
か、その理由を示す文書。②前期土地
の取得に那覇市が支払った金額。誰
に支払われたのか③その後、13階のマ
ンションが市営住宅として建てられた
が、那覇市は、誰に、いくら支払ったの
か。④市営住宅の前身は眞豊マンショ
ンだったが、そこの居住者約100名は
整備事業組合によって強制的に退去さ
せられた。現マンションには子供がいな
ければ入れないということだが、それを
決めたのは誰か。市長か組合か。文書
で責任を明白にせよ。

R2.7.1

R2.7.3

８６

７８

７９

８０

R2.6.26

R2.7.6
一般社団法人　日本建設機械
施工協会により発刊された刊行

物に係る内容

第7条第1
項第3号
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

９７

②平成31年度　番号１80　松城中学校
東側線道路改良工事
③平成31年度　番号１８１　小禄赤嶺線
道路改良工事（第1工区）
表紙、内訳書、単価表、共通仮設費内
訳書、現場管理費、一般管理費、間接
費一覧の全て（当初）設計書の文書

部分公開 R2.7.17

刊行物から採用した単価の根
拠
理由：刊行物を発刊する法人の
権利、競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがある
ため。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

９８
④平成3０年度　番号８１　真和志中学
校屋外環境整備工事

部分公開 R2.7.7

刊行物から採用した単価の根
拠
理由：公にすることにより、刊行
物を発刊する法人に著しい不
利益を与えることが明らかであ
るため。

第7条第1
項第3号

生涯学習部
施設課

９９
⑤平成31年度　番号8　歴史散歩道整
備工事（上間地内）
⑦平成31年度　番号101　石嶺線（２）
街路工事（第33工区）

公開 R2.7.17
都市みらい部
道路建設課

⑥平成31年度　番号22　羽佐間公園
整備工事（土木）

⑨平成31年度　番号138　識名公園整
備工事（土木2）

９７

⑧平成31年度　番号137　石嶺線（2）
街路工事（第36工区）
⑩平成31年度　番号178　石嶺線（2）
街路工事（第3７工区）

部分公開 R2.7.17

刊行物から採用した単価の根
拠
理由：刊行物を発刊する法人の
権利、競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがある
ため。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

１０１ ８３ R2.7.3

以下の施設に係る直近の都市ガス契
約関連書類（選択約款契約書含む）一
式
・高良学校給食センター
・鏡原学校給食センター

公開 R2.7.16
学校教育部
学校給食課

１０２ ８４ R2.7.6 最新のPCB保管届出書の閲覧 公開 R2.7.14
環境部

廃棄物対策課

１０３ ８５ R2.7.8 那覇市道路種別マップ　NO3 25-R 公開 R2.7.10
まちなみ共創部

建築指導課

１０４ ８６ R2.7.8

2019年度　城岳小学校外壁補修工事
（２工区）
工事設計書一式（工事内訳書等　金額
が入っているもの）

公開 R2.7.9
生涯学習部

施設課

１０５ ８７ R2.7.8

2019年度　小禄市営住宅７・８号棟外
壁改修工事
工事設計書一式（工事内訳書等　金額
が入っているもの）

公開 R2.7.17
まちなみ共創部

建築工事課

１０６ ８８ R2.7.9
令和2年度　低濃度PCB廃棄物保管事
業者一覧

公開 R2.7.14
環境部

廃棄物対策課

１０７ ８９ R2.7.9
令和2年度　多量排出事業者（産廃/特
管）一覧、廃棄物処理計画

公開 R2.7.14
環境部

廃棄物対策課

１０８ ９０ R2.7.10

安岡中学校屋内運動場等改築工事
（建築）
金入り設計書

上間小学校屋内運動場改築工事（建
築）
金入り設計書

公開 R2.7.15
生涯学習部

施設課

１０９ ９１ R2.7.13

那覇市教育委員会生涯学習部施設課
（2019・2020年度　磁気探査調査業務）
・天妃小学校屋内運動場及びこども園
磁気探査業務委託
・宇栄原小学校屋内運動場等改築工
事磁気探査業務委託
・神原小学校屋内運動場等磁気探査
業務委託
・安岡中学校屋内運動場及びプール
等磁気探査業務委託
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代
価表・施行パッケージ、単価表一覧、
単価表

部分公開 R2.7.15

一般社団法人　日本建設機械
施工協会により発行された刊行
物に係る内容
理由：刊行物販売への影響が
見込まれ、利益を侵害する恐れ
があるため。

第7条第1
項第3号

生涯学習部
施設課

都市みらい部
花とみどり課

公開

R2.7.3

R2.7.3

R2.7.3

１００

８２

８０

８１

R2.7.10
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１１０ ９２ R2.7.13

まちなみ共創部建築工事課
（2019・2020年度　磁気探査調査業務）
・石嶺市営住宅第6期建替事業業務委
託（建築磁気探査）
・石嶺市営住宅第6期建替事業業務委
託（造成その２磁気探査）
・宇栄原市営住宅第5期建替工事業務
委託（造成磁気探査）
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代
価表・施行パッケージ、単価表一覧、
単価表

部分公開 R2.7.15

①工事設計書内の決裁者の押
印
②刊行物から採用した単価の
根拠
理由：①決裁者の押印が知ら
れると事業執行に支障を及ぼ
すため。
②公にすることにより、刊行物を
発刊する法人に著しい不利益
を与えることが明らかであるた
め。

第7条第1
項第4号

まちなみ共創部
建築工事課

１１１ ９３ R2.7.13

都市みらい部花とみどり課
（2019・2020年度　磁気探査調査業務）
・令和元年度識名公園磁気探査調査
業委託
・令和元年度識名公園磁気探査調査
業務委託（その２）
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代
価表・施行パッケージ、単価表一覧、
単価表

公開 R2.7.17
都市みらい部
花とみどり課

１１２ ９４ R2.7.13

都市みらい部道路建設課
（2019・2020年度　磁気探査調査業務）
・令和元年度久茂地7号（甲辰橋）橋梁
整備に伴う磁気探査業務委託
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代
価表・施行パッケージ、単価表一覧、
単価表

部分公開 R2.7.15

刊行物から採用した単価根拠
及び民間施工業者からの見積
金額及び法人名
理由：刊行物を発刊する法人及
び見積を提出した法人の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるた
め。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

１１３ ９５ R2.7.17
道路台帳写し
No.12-06　松川保育所周辺道路の幅
員

公開 R2.7.20
都市みらい部
道路管理課

１１４ 公開 R2.8.3
生涯学習部

総務課

１１５ 非公開 R2.8.3 公文書不存在
第12条第
2項

生涯学習部
総務課

１１６ ９７ R2.7.21
那覇市〇〇〇〇工事現場において道
路管理課が〇〇〇に行った指導の内
容が分かる文書

部分公開 R2.8.3 個人の氏名、連絡先
第7条第1
項第2号

都市みらい部
道路管理課

１１７ ９８ R2.7.27

３・４・那８８号　真和志線事業地を表示
する図面と平面図
s=1/1000-NoSeale

平成28年度真和志線　実施設計業務
委託
平面図（１）と横断図（８）

公開 R2.7.29
都市みらい部
道路建設課

１１８ ９９ R2.7.27

習近平氏が福建省福州市の党委員会
書記を務めていた時期（1991～1996）
に、那覇市と福州市の姉妹都市交流に
おいて、習氏が関連する交流イベント
に参加したり、那覇市からの訪問団に
面会したりした記録などです。それらの
概要や応答要領などがわかる文書の
公開

公開 R2.7.31
総務部

秘書広報課

１１９ １００ R2.7.27

事業地を表示する図面
平面図s=1/100
那覇市広域都市計画道路
３・４・那８９号　城東城北線

公開 R2.7.29
都市みらい部
道路建設課

１２０ １０１ R2.7.28

令和2年7月21日午前10時開札の
石嶺小学校屋内運動場等改築工事
（建築）
のくじ結果（応札者全社の入札時間）

公開 R2.7.29
総務部

法制契約課

１２１ １０２ R2.7.28

住所那覇市〇〇〇〇　〇〇〇〇の死
亡届の写しを請求した者が誰か分かる
文書
H30年12月14日から1年間

部分公開 R2.8.3

当該保有個人情報（開示・訂
正・利用停止）請求書に記載さ
れている、個人に関する情報
適用理由：個人に関する情報
であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の参考
記述等により特定の個人を識
別することができるものに該当
するため。

第7条第1
項第2号

総務部
法制契約課

R2.7.20

与儀公園（SL）Ｄ５１２２２
貸与陳情（めも含む）及び貸与申請書
とその回答（承認）書、車両貸借契約
書、Ｄ５１２２２の履歴を書いたもの

９６
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１２２ １０３ R2.7.29

平成30年度発注の
「那覇市新文化芸術発信拠点施設建
設工事（電気）」
「那覇市新文化芸術発信拠点施設建
設工事（舞台照明）」
「那覇市新文化芸術発信拠点施設建
設工事（舞台音響）」
以上、3件に係る資料
（・金額入り工事費仕訳書　・金額入り
内訳書　・共通費計算書）

公開 R2.8.7
市民文化部
文化振興課

１２３

令和2年度
若狭小学校校舎及びプール等改築工
事（建築）
石嶺小学校屋内運動場等改築工事
（建築）
垣花小学校屋内運動場及びプール改
築工事（建築）

非公開 R2.8.12

契約締結がなされていないた
め、公にすることにより契約事
務等に著しい支障を及ぼす恐
れがあるため

第7条第1
項第4号

生涯学習部
施設課

１２４

令和2年度　壼屋小学校外２校及び中
学校1校環境整備工事（トイレ改修）
令和元年度
安岡中学校屋内運動場等改築工事
（建築）
上間小学校屋内運動場改築工事（建
築）
神原小学校屋内運動場等改築工事
（建築）
宇栄原小学校屋内運動場等改築工事
（建築）
天妃小学校屋内運動場及びこども園
改築工事（建築）

部分公開 R2.8.12
（一財）経済調査会及び（一財）
建設物価調査会より発行された
刊行物に係る内容

第7条第1
項第3号

生涯学習部
施設課

１２５

平成30年度
神原中学校校舎改築工事（建築）
小禄小学校及び幼稚園耐震改修工事
石嶺小学校校舎改築工事（建築）
上間小学校校舎及び屋内運動場解体
工事
那覇中学校プール改築工事（建築）
松島小学校屋内運動場耐震改修工事
那覇市真和志南地区活き活き人材育
成支援施設（仮称）建設工事（建築・外
構）

上記16件にかかる工事費積算内訳書

公開 R2.8.12
生涯学習部
施設課

１２６ １０５ R2.7.30

道路管理課　令和2年5月発注
令和2年度　街路樹美化業務委託
令和2年度　道路除草業務委託

上記業務の①工事設計書（鑑）、②本
工事内訳書、③単価表、④間接費の
内訳書を金額入りでの開示請求をしま
す。

部分公開 R2.8.3

物価資料等の金額
適用理由：発行機関より、一定
の期間は非公開とする要望が
あるため。

第7条第1
項第4号

都市みらい部
道路管理課

１２７ １０６ R2.7.31

那覇市農連市場地区整備事業組合は
登記されてないにもかかわらず那覇市
は既に100憶を超える大金を事業組合
に支払っている。登記なしの組合に市
が大金を支払う法的根拠を文書で示せ

公開 R2.8.14
まちなみ共創部
まちなみ整備課

１２８ １０７ R2.7.31

若狭小学校校舎及びプール等改築工
事（建築）
垣花小学校屋内運動場及びプール改
築工事（建築）
石嶺小学校屋内運動場等改築工事
（建築）
内容：金入り設計書、諸経費、仕分書、
内訳書
　　　　別紙明細書

取下げ
生涯学習部

施設課

１２９ １０８ R2.8.3

那覇市〇〇〇丁目〇-〇
〇〇
上記の防火対象物使用開始届
消防署立会指導書

部分公開 R2.8.11

個人情報に関すること
適用の理由：個人に関する情
報であって、当該情報に含まれ
る氏名、年齢の記述により特定
の個人を選別することができる
ため。

第7条第1
項第2号

消防局
中央消防署

R2.7.29１０４
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１３０ １０９ R2.8.3

那覇市全域における防火対象物【消防
法施行令別表第一の（一）～（二十）】
の最新データで下記の項目を含む一
覧表

１．対象物名称
２．棟名称
３．所在地番
４．主用途（項分類）
５．棟用途
６．地上階数・地下階数
７．建物高さ
８．建築面積
９．延べ面積
１０．建築年月日
１１．消防同意年月日
１２．工事完了予定年月日
１３．使用開始年月日

部分公開 R2.8.17
防火対象物情報で記載されて
いる氏名等の個人情報

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

１３１ １１０ R2.8.4

令和元年度
平成３１年度石嶺線（２）街路工事（第３
３工区）

（工事設計書積算内訳書・諸経費計算
含む）

公開 R2.8.5
都市みらい部
道路建設課

１３２ １１１ R2.8.4

平成２６年度
平成２６年度松山公園整備工事（建
築）

（工事設計書積算内訳書・諸経費計算
含む）

公開 R2.8.11
都市みらい部
花とみどり課

１３３ １１２ R2.8.4
平成３０年度
那覇市新文化芸術発信拠点施設建設
工事（建築）

公開 R2.8.12 一式
市民文化部
文化振興課

１３４ １１３ R2.8.4

平成２９年度
大名市営住宅第３期建替工事（A棟・
建築）
大名市営住宅第３期建替工事（E棟・建
築）

平成３０年度
（仮称）ともかぜ振興会館建設工事（建
築）

令和元年度
（仮称）ナハメカルパーキング建設工事
（建築）

令和２年度
石嶺市営住宅第６期建替工事（建築）

（工事設計書積算内訳書・諸経費計算
含む）

公開 R2.8.14
まちなみ共創部

建築工事課

１３５ １１４ R2.8.4

平成３０年度
若狭市営住宅６号棟耐震改修工事

令和元年度
若狭市営住宅４号棟耐震改修工事

（工事設計書積算内訳書・諸経費計算
含む）

公開 R2.8.12
まちなみ共創部

市営住宅課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

平成２２年度
（仮称）新都心第２小学校新築工事
（屋内運動場・建築）
（仮称）新都心第２幼稚園及び保育
所新築工事（建築）
（仮称）新都心第２小学校新築工事
（校舎・建築）
（仮称）牧志・安里公民館図書館設
置工事（建築）

平成２３年度
安謝小学校運動場改築工事（建
築）
小禄中学校校舎改築工事（建築１
工区）
小禄中学校校舎改築工事（建築２
工区）
小禄中学校仮設校舎設置工事（２
工区）
小禄中学校仮設校舎設置工事（１
工区）

平成２４年度
真嘉比幼稚園園舎改築工事（建
築）
泊小学校屋内運動場・水泳プール
及び幼稚園改築工事（建築）
真嘉比小学校屋内運動場増改築
工事（建築）
平成２５年度
真和志中学校屋内運動場改築工
事（建築）
大名小学校校舎改築工事（建築）
寄宮中学校校舎改築工事（建築）
（仮称）前島・久茂地統合小学校校
舎・プール・地域連携・児童クラブ
建設工事（建築）
与儀幼稚園園舎改築工事（建築）
大名小学校仮設校舎設置工事（１
工区）

平成２６年度
真嘉比小学校校舎増築工事（建
築）
天久小学校校舎増築工事（建築）
安岡中学校校舎増築工事（建築）

平成２７年度
真和志小学校屋内運動場及び幼
稚園園舎改築工事（建築）
鏡原中学校校舎改築工事（建築２
工区）
鏡原中学校校舎改築工事（建築１
工区）
開南小学校耐震改修工事
鏡原中学校仮設校舎設置工事（２
工区）
開南幼稚園園舎改築工事（建築）

R2.8.4１３６ １１５ 公開 R2.8.18
生涯学習部

施設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

平成２８年度
城北中学校屋内運動場及びプー
ル改築工事（建築）
真和志中学校校舎改築工事（建
築）
城西小学校屋内運動場及び幼稚
園園舎改築工事（建築）
真和志中学校仮設校舎設置工事
（１工区）
真和志中学校仮設校舎設置工事
（２工区）
上間小学校及び幼稚園改修工事
（建築）
大名小学校屋内運動場改築工事
（建築）
城南小学校プール及び幼稚園園
舎改築工事（建築）

平成２９年度
鏡原中学校屋内運動場及びプー
ル改築工事（建築）
高良小学校校舎改築工事（建築）
旧久茂地小学校校舎等解体工事

（工事設計書積算内訳書・諸経費
計算含む）

１３７ １１６ R2.8.4

令和２年度
第一牧志降雪市場建設工事（建築）

（工事設計書積算内訳書・諸経費計算
含む）

公開 R2.8.17
経済観光部

なはまち振興課

１３８ １１７ R2.8.5

2019年度
城岳小学校外壁補修工事（1工区）
城岳小学校外壁補修工事（2工区）
2020年度
神原中学校外壁補修工事

公開 R2.8.12
生涯学習部

施設課

１３９ １１８ R2.8.5
2020年度
壷川市営住宅2号棟改修工事

非公開 R2.8.18

2020年度
壷川市営住宅2号棟改修工事
内訳書
適用理由：「壷川市営住宅2号
棟改修工事」について、契約に
係る事務を行っているため、非
公開情報にあたる。

第7条第1
項第4号

まちなみ共創部
市営住宅課

１４０ １１９ R2.8.6

工事名：平成24年度石嶺福祉センター
線街路工事第30工区
竣工図
図面番号：22-1、22-3、22-12

公開 R2.8.12
都市みらい部
道路管理課

１４１ １２０ R2.8.11

（2019・2020年度　磁気探査調査業務）
・第一牧志公設市場磁気探査業務
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代
価表・施工パッケージ、単価表一覧、
単価表

公開 R2.8.17
経済観光部

なはまち振興課

１４２ １２１ R2.8.11

（2020年度　磁気探査調査業務）
・石嶺小学校配管切り回し磁気探査業
務委託
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代
価表・施工パッケージ、単価表一覧、
単価表

公開 R2.8.19
生涯学習部

施設課

１４３ １２２ R2.8.14

令和2年度壷川市営住宅2号棟改修工
事
令和2年若狭市営住宅昇降機棟耐震
改修工事(1・2号棟間)
令和2年度若狭市営住宅3号棟耐震改
修工事
上記工事の当初入札に係るすべての
金入り設計書

部分公開 R2.8.25
契約に係る事務を行っているた
め

第7条第1
項第4号

まちなみ共創部
市営住宅課

１４４ １２３ R2.8.14

令和2年度神原中学校外壁補修工事
令和２年度鏡原中学校屋外環境整備
工事

上記工事の当初入札に係るすべての
金入り設計書

公開 R2.8.27
生涯学習部

施設課

R2.8.4１３６ １１５ 公開 R2.8.18
生涯学習部

施設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１４５ １２４ R2.8.14

令和2年度漫湖公園ジョギングコース
照明灯改修工事（その２）
令和2年度平成31年度福州園再整備
工事（土木）
上記工事の当初入札に係るすべての
金入り設計書

部分公開 R2.9.7
（一財）経済調査会及び（一財）
建設物価調査会より発行された
刊行物に係る内容

第7条第1
項第3号

都市みらい部
公園管理課

１４６ １２５ R2.8.14

令和2年度（仮称）大嶺コミュニティセン
ター建設工事（解体）
上記工事の当初入札に係るすべての
金入り設計書

部分公開 R2.8.24

刊行物から採用した単価の根
拠
適用の理由：公にすることによ
り、刊行物を発刊する法人に著
しく不利益を与えることが明らか
であるため。

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

１４７ １２６ R2.8.14

令和2年度森口公園整備工事（土木２）
令和2年度新都心公園整備工事（建
築）
上記工事の当初入札に係るすべての
金入り設計書

公開 R2.8.20
都市みらい部
花とみどり課

１４８ １２７ R2.8.14

令和2年度那覇市字具志地先船だまり
整備工事（ブロック制作工事その１）
上記工事の当初入札に係るすべての
金入り設計書

部分公開 R2.8.26

刊行物から採用した単価根拠
適用理由：刊行物を発刊する法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれ
があるため。

第7条第1
項第3号

経済観光部部
商工農水課

１４９ １２８ R2.8.14

令和2年度松山10号道路改良工事
令和2年度久茂地泊線道路改良工事
上記工事の当初入札に係るすべての
金入り設計書

部分公開 R2.8.20 刊行物から採用した単価根拠
第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

１５０ 非公開 R2.8.31

公文書不存在
適用理由：
①法律及び国の要綱等は、書
籍又は公共図書館等を利用す
ること等により、一般にその情報
を入手できるため。
②事業組合の登記及び組合員
については、確認した公文書を
保有していない。

第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

１５１ 公開 R2.8.31
まちなみ共創部
まちなみ整備課

１５２ １３０ R2.8.17

1　2019年10月31日の首里城火災に関
して「火災の原因及び損害調査に関す
る一切の書類」
２　那覇市首里城正殿に関する以下、
火災以前で直近の書類一式
消防同意審査書、仮審査書、消防用
設備等特例適用申請書、工場整備対
象設備等着工届出書、消防用設備、
（特殊消防設備等）設備届出書及び上
記に伴う指導経過書類一式

非公開 R2.8.27 公文書不存在
第12条第
2項

消防局
予防課

平成２２年度
（仮称）新都心第２小学校新築工事（屋
内運動場・建築）
（仮称）新都心第２幼稚園及び保育所
新築工事（建築）
（仮称）新都心第２小学校新築工事（校
舎・建築）
（仮称）牧志・安里公民館図書館設置
工事（建築）

平成２３年度
安謝小学校運動場改築工事（建築）
小禄中学校校舎改築工事（建築１工
区）
小禄中学校校舎改築工事（建築２工
区）
小禄中学校仮設校舎設置工事（２工
区）
小禄中学校仮設校舎設置工事（１工
区）

平成２４年度
真嘉比幼稚園園舎改築工事（建築）
泊小学校屋内運動場・水泳プール及
び幼稚園改築工事（建築）
真嘉比小学校屋内運動場増改築工事
（建築）

生涯学習部
施設課

R2.8.17

①那まま６７号（８月14日）に依って「補
助金交付要綱」が開示されたが不明な
点があるのでその開示をお願いする。
第1号の「宅集法第2条第5号の規定す
る「施行者」とは何を示すのか。第2条
の国の要項等の定める（１）（２）（３）の
要綱を具体的に示せ。②請求者は「登
記なしの組合に市が大金を支払う法的
根拠を文書で示せという請求には答え
ていない。そこで「市は整備事業組合
が登記していないことを確認している
か。組合の役員、組合員を確認してい
るか」明示されたし。

１２９

１５３ １３１ R2.8.19 取下げ
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

平成２５年度
真和志中学校屋内運動場改築工事
（建築）
大名小学校校舎改築工事（建築）
寄宮中学校校舎改築工事（建築）
（仮称）前島・久茂地統合小学校校舎・
プール・地域連携・児童クラブ建設工
事（建築）
与儀幼稚園園舎改築工事（建築）
大名小学校仮設校舎設置工事（１工
区）

平成２６年度
真嘉比小学校校舎増築工事（建築）
天久小学校校舎増築工事（建築）
安岡中学校校舎増築工事（建築）

平成２７年度
真和志小学校屋内運動場及び幼稚園
園舎改築工事（建築）
鏡原中学校校舎改築工事（建築２工
区）
鏡原中学校校舎改築工事（建築１工
区）
開南小学校耐震改修工事
鏡原中学校仮設校舎設置工事（２工
区）
開南幼稚園園舎改築工事（建築）

平成２８年度
城北中学校屋内運動場及びプール改
築工事（建築）
真和志中学校校舎改築工事（建築）
城西小学校屋内運動場及び幼稚園園
舎改築工事（建築）
真和志中学校仮設校舎設置工事（１工
区）
真和志中学校仮設校舎設置工事（２工
区）
上間小学校及び幼稚園改修工事（建
築）
大名小学校屋内運動場改築工事（建
築）
城南小学校プール及び幼稚園園舎改
築工事（建築）

平成２９年度
鏡原中学校屋内運動場及びプール改
築工事（建築）
高良小学校校舎改築工事（建築）
旧久茂地小学校校舎等解体工事

（工事設計書積算内訳書・諸経費計算
含む）

１５４ １３２ R2.8.21

那覇市教育委員会生涯学習部施設課
（2020年度　磁気探査調査業務）
・鏡原中学校磁気探査業務委託
・高良小学校法面磁気探査業務委託
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代
価表・施工パッケージ、単価表一覧、
単価表

公開 R2.8.31
生涯学習部

施設課

１５５ １３３ R2.8.24

2019年度の登記異動修正済の、地籍
図・家屋図shapeデータ。
※地番の他、字界・字名の情報も付加
可能であればお願いします。
※最新版に更新される毎年の時期に
ついてと、測地成果（JGD2000、
JGD2011等）についてご回答をお願い
します。
※コード表記等による読み替えを行っ
ている場合は、それを読み替えるため
の資料もお願いします。

公開 R2.9.4
企画財務部
資産税課

１５６ １３４ R2.8.25
古波蔵上線①国道３３０側
　　　　　　　　②国道５０７側

公開 R2.8.31
都市みらい部
道路建設課

１５７ １３５ R2.8.28

〇〇〇〇１/2　〇〇〇〇1/8他兄妹
1/8所有持ち分の〇〇〇～〇〇内２筆
那覇市〇〇〇丁目〇番〇の現
仮換地決定通知書　換地図　平成10
年3月17日～平成15年6月２３所有

部分公開 R2.9.10

公開決定文書以外の平成10年
3月17日～平成15年6月23日所
有、〇〇〇〇の仮換地決定通
知書
適用の理由：公開請求のあった
公文書が不存在

第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

生涯学習部
施設課

１５３ １３１ R2.8.19 取下げ
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１５８ １３６ R2.9.3

令和3年度使用中学校教科用図書採
択に関する資料
・採択協議会規約
・採択協議会委員・調査員名簿
・採択結果及び調査報告書
・採択協議会会議議事録
・学校・一般意見
・採択業務日程

部分公開 R2.10.9 調査員名簿
第7条第1
項第2号

学校教育部
学校教育課

１５９ １３７ R2.9.7

竣工図
H18年度　金城西線街路工事（第８１
区）
6号柱列式擁壁詳細図
〃配筋図（１１）
〃（12）
構造計算書　３－２９２

公開 R2.9.8
都市みらい部
道路建設課

１６０ １３８ R2.9.7

佐藤惣之助詩歌碑移設に関する下記
について
①　首里城公園の入口の移設場所に
設置する申請書を県へ提出した文書
の写し
設置場所の図面を含む
②　①についての県の決定文書の写し

非公開 R2.9.14
第12条第
2項

市民文化部
文化財課

１６１ 部分公開 R2.9.14
個人氏名、住所、資格関係情
報

第7条第1
項第2号

消防局
中央消防書
第二警備

１６２ 部分公開 R2.9.14
個人氏名、住所、資格関係情
報

第7条第1
項第2号

消防局
西消防署

１６３ １４０ R2.9.8

令和2年1月1日から令和2年12月31日
までに締結した損害保険契約の保険
証券写し。

・件名：土地区画整理事業に係る損害
賠償保険

まちなみ共創部　まちなみ整備課

公開 R2.9.10
まちなみ共創部
まちなみ整備課

１６４ １４１ R2.9.8

令和2年7月2日入札
那覇市字具志地先船だまり整備工事
（ブロック政策公示その１）
工事設計書

部分公開 R2.9.11 刊行物から採用した単価根拠
第7条第1
項第3号

経済観光部
商工農水課

１６５ １４２ R2.9.8

令和2年6月10日入札
令和2年度　石嶺線（２）街路工事（第３
８工区）
工事設計書

部分公開 R2.9.14
刊行物から採用した単価根拠
及び廃棄物等処分場の名称

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

１６６
１　2019年10月31日首里城火災に関
する那覇市消防局の小隊活動報告書

公開 R2.9.15
消防局
警防課

１６７

３　消防法第17条の3の3に基づき提出
された首里城正殿の消防用設備等点
検結果報告書（最新のもの）
４　消防法第8条に基づき提出された首
里城に関する消防計画書（最新のも
の）

部分公開 R2.9.15

消防用設備点検結果報告書及
び消防計画変更届出書内で記
載されている氏名等の個人情
報
適用の理由：個人に関する情
報であって、当該情報に含まれ
る氏名、その他の記述により特
定の個人を識別することができ
るものであるため。

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

１６８

２　首里城に関する以下の公文書
　黄金御殿の工事整備対象設備等着
工届出書及び消防用設備（特殊設備
等）設置届出書

非公開 R2.9.15
文書保存年数を経過している
ため、廃棄により文書不存在

第12条第
2項

消防局
予防課

１６９

米軍那覇港湾施設移設に関する文書
全て。
①「那覇港湾施設移設に関する協議
会」の文書すべて（会議録や資料）
③「県都那覇市の振興に関する協議
会」の文書すべて（会議録や資料）
④移設後の施設の位置や形状がわか
る文書のすべて
⑤その他

部分公開 R2.9.28

「那覇港湾施設移設に関する
協議会」の文書中、各参加者の
発言部分及び不存在の部分。
適用理由：市の機関と国、他地
方公共団体の機関との間にお
ける審議、検討、調査等に関す
る情報であって、公にすること
により、率直な意見交換若しく
は意思決定の中立性が不当に
損なわれるおそれがあるため。
「県都那覇市の振興に関する
協議会」の文書中、不存在の部
分。
適用理由：「那覇港湾施設移設
に関する協議会」第1回及び第
2回に書係る文書、第14回の配
布資料、「県都那覇市の振興に
関する協議会」第1回に係る文
書を保有していないため。

第12条第
2項

総務部
平和交流・男女

参画課

R2.9.8

R2.9.9

R2.9.9

別紙記載の２１施設の以下の公文書

（１）最新の防火防災管理者選任（解
任）届出書

１３９

１４３

１４４
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１７０
②「那覇港湾施設移設受け入れに関
する協議会」の文書すべて（会議録や
資料）

非公開 R2.9.28
那覇市は、「那覇港湾施設移設
受け入れに関する協議会」の構
成員ではないため。

第12条第
2項

総務部
平和交流・男女

参画課

１７１ １４５ R2.9.9

工事竣工図
・久茂地前島線
・泉崎牧志線
・久茂地7号線

公開 R2.9.10
都市みらい部
道路管理課

１７２ １４６ R2.9.9
那覇市〇〇〇－〇－〇で７月21日に
起こった火災の検証結果の資料

部分公開 R2.9.17 個人情報に関すること
第7条第1
項第2号

消防局
予防係

１７３ １４７ R2.9.11
令和3年中学校教科書採択
①那覇浦添採択協議会議事録
②那覇浦添採択協議会規約

公開 R2.10.9
学校教育部
学校教育課

１７４ １４８ R2.9.15

令和3年度用中学校教科書採択につ
いて
・採択協議会議事録（全）
・採択スケジュール（日程）
・調査資料（口語・書写・地理・歴史・公
民・数学・理科・音楽（一般）・器楽・道
徳・英語　全て）
・採択協議会委員名簿
・調査委員会調査員名簿（口・書・地・
歴・公・数・理・道・英）

部分公開 R2.10.23

調査委員会　調査員名簿（国、
書、地、歴、公、数、理、道、
英）
適用理由：公正な調査や調査
員の公務等に支障が出る恐れ
があるため。

第7条第1
項第3号

学校教育部
学校教育課

１７５ １４９ R2.9.15

R2年4月15日に那覇市〇〇〇-〇にて
発生した火災についての下記の文書
の閲覧及び写しの交付をお願いしま
す。
・火災原因判定書
・火災調査報告書

部分公開 R2.9.28 個人情報に関すること。
第7条第1
項第2号

消防局
予防課

１７６ １５０ R2.9.15

2020年度　壷川市営住宅2号棟改修工
事
上記工事の工事設計書一式（工事内
訳書等　金額が記入しているもの）
CDRへ写し希望

非公開 R2.9.16
契約に係る事務を行っているた
め

第7条第1
項第4号

まちなみ共創部
市営住宅課

１７７ １５１ R2.9.15

2020年度　神原中学校外壁補修工事
上記工事の工事設計書一式（工事内
訳書等　金額が記入しているもの）
CDRへ写し希望

公開 R2.9.24
生涯学習部

施設課

１７８ １５２ R2.9.15

令和3年度用教科用図書採択に係る
・採択スケジュール
・調査委員名簿（全教科）
・採択協議会委員名簿
・調査趣意書（国語・書写・美術・道徳・
英語）
・採択協議会議事録（国語・書写・美
術・道徳・英語）

部分公開 R2.10.23

調査委員名簿（全教科）
適用の理由：公正な調査や調
査員の校務等に支障が出る恐
れがあるため

第7条第1
項第3号

学校教育部
学校教育課

１７９ １５３ R2.9.17
金城西線道路詳細設計設計報告書
6号柱列式擁壁設計
３－２９０～３－３４３

公開 R2.9.24
都市みらい部
道路建設課

１８０ １５４ R2.9.17
2019年10月31日に発生した首里城火
災における119番通報の音声データと
音声記録

非公開 R2.9.24

2019年10月31日に発生した首
里城火災における119番通報の
音声データと音声記録
適用理由：当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述
等（文書、図画若しくは電磁的
記録に記載され、若しくは記録
され、又は音声、動作その他の
方法を用いて表されたいい際
の事項をいう。）により特定の個
人を識別することができるもの
（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む。）
又は特定の個人を識別すること
はできないが、公にすることによ
り、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあるものが含まれて
いると判断できるため非公開と
する。

第7条第1
項第2号

消防局
指令情報課

１８１ １５５ R2.9.17

平成28年度真和志線実施設計業務委
託
〇平面図（１）　　〇縦断図（１）　〇横
断図（１）

公開 R2.9.23
都市みらい部
道路建設課

１８２ １５６ R2.9.23

2019年10月31日に発生した首里城火
災にて、那覇市消防局が現場にて撮
影した火災の様子の動画。
（2019年11月8日に琉球新報が情報公
開請求を行って提供を受け、公式
Twitterに掲載されています）

公開 R2.10.1 消防局

R2.9.9１４４
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１８３ １５７ R2.9.23

令和2年7月20日入札
石嶺小学校屋内運動場等改築工事
（建築）
工事設計書

公開 R2.9.30
生涯学習部

施設課

１８４ １５８ R2.9.23

令和2年7月16日入札
若狭小学校校舎及びプール等改築工
事（建築）
工事設計書

公開 R2.9.30
生涯学習部

施設課

１８５ １５９ R2.9.23

令和2年7月22日入札
垣花小学校屋内運動場及びプール改
築工事（建築）
工事設計書

公開 R2.9.30
生涯学習部

施設課

１８６ １６０ R2.9.23

R3年度版中学校教科書採択に関する
・調査研究委員会議の日程
・調査研究委員会議の名簿（全教科）
・調査研究委員会議の報告書及び議
事録（全教科）
・採択協議会の日程
・採択協議会の名簿（全教科）
・採択協議会の報告書及び議事録（全
教科）

部分公開 R2.10.23

調査研究委員会議の日程、名
簿（全教科）、議事録（全教科）
適用の理由：公正な調査や調
査員の校務等に支障が出る恐
れがあるため

第7条第1
項第3号

学校教育部
学校教育課

１８７ １６１ R2.9.24 昭和50年航空写真（〇〇丁目〇-〇） 公開 R2.9.25
まちなみ共創部

建築指導課

１８８ １６２ R2.9.24

2019年度　10月31日の「首里城火災」
で出動した消防車両の車載カメラ映像
①西工作０１　AM3:09～
②中央ポンプ０１　AM3:00～AM5：10
③小禄ポンプ０１　AM5:37
④首里ポンプ０１　AM5：00～AM9：01
⑤国場ポンプ０１　AM5：50

公開 R2.9.30 消防局

１８９ １６３ R2.9.24
字〇〇〇番の建物について
消防法に基づいているのかの総合的
な情報がほしいです。

取下げ 消防局

１９０ 公開 R2.9.29
消防局
警防課

１９１ 非公開 R2.9.29
公文書非公開、現在調査中の
為

第12条第
2項

消防局
予防課

１９２ 公開 R2.10.21
まちなみ共創部

市営住宅課

１９３ 公開 R2.10.7
まちなみ共創部

建築工事課

１９４ １６６ R2.9.25
小学校・中学校の外壁改修・補修工事
2015年～2020年落札業者名

公開 R2.9.29
生涯学習部

施設課

１９５ １６７ R2.9.25 道路台帳平面図（測定基図）　6-14 公開 R2.9.30
都市みらい部
道路管理課

１９６ １６８ R2.9.28
真嘉比古島第一地区（土地区画整理
事業）地権者公証記録一式（古島〇-
〇-〇　地権者）

部分公開 R2.10.7

個人名
適用の理由：個人に関する情
報であって、公にすることによ
り、個人の権利利害を害するお
それがあるため。

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
まちなみ整備課

１９７ １６９ R2.9.28
タウンプラザかねひで与儀公園広場
放置バイク（ナンバープレートなし）に
ついての調査経緯の書面請求。

公開 R2.10.1
環境部

クリーン推進課

１９８ １７０ R2.9.29

那覇消防局管轄内における、危険物
（第四類：ガソリン、灯油、軽油、重油）
施設一覧表（名称、住所、油種、施設
種類、最大貯蔵量）
※少量危険物除く

公開 R2.10.12
消防局
予防課

１９９ １７１ R2.9.30

以下の場所の道路拡張図面
１．一銀通り
２．首里城東城北線
３．古波蔵1丁目～2丁目

公開 R2.10.1
都市みらい部
道路建設課

２００ １７２ R2.10.1
・測量ポイント
・座席面積成果表
（〇〇〇丁目〇-〇）

公開 R2.10.7
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２０１ １７３ R2.10.5

令和2年度の宇栄原小学校校舎棟昇
降機改修工事に係る工事設計書（鏡）
科目別内訳書、細目別内訳書、諸経
費計算書

公開 R2.10.8
生涯学習部

施設課

２０２ １７４ R2.10.5

先の那覇市市議会議員選挙に立候補
した「〇〇〇〇」が那覇市選挙管理委
員会に届け出た立候補届出関係書類
全ての開示を請求する。

非公開 R2.10.8
過去のの那覇市市議会議員選
挙の立候補者の中に「〇〇〇
〇」がいない。

第12条第
2項

選挙管理委員
会

２０３ １７５ R2.10.5
リサイクル届け出受付簿　令和２年８月
１日～現在（久茂地、泉崎）

部分公開 R2.10.7
個人が識別されるもの
適用の理由：個人のプライバ
シー保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

R2.9.25

R2.9.25

令和元年10月31日に発生した首里城
火災について
・火災原因の調査及び更新情報につ
いて

那覇市営住宅外壁改修補修工事
2015年～2020年落札業者名

１６４

１６５
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２０４ １７６ R2.10.5

米軍関係者に対する軽自動車税（原
動機付自転車含む）の課税額と一般税
率の場合の課税額との差額。以下の情
報
平成29年度、30年度、令和元年度の
以下の数字。
〇課税台帳
〇課税額
〇一般税率の場合の課税額
〇一般税率の場合の課税額と、課税
額の差額。
ただし、行政文書として上記のデータ
がない場合は、この公文書開示請求は
取り下げる代わりに、軽自動車の税を
所管する担当部局からデータを情報提
供として、メールでご提供願いたい。

取下げ R2.10.15
企画財務部
市民税課

２０５ １７７ R2.10.5

若狭小学校校舎及びプール等改築工
事（電気）
に関する
〇積算価格内訳明細書
〇見積比較表

公開 R2.10.7
生涯学習部

施設課

２０６ １７８ R2.10.5

第一牧志公設市場建設工事（電気）に
関する
〇積算価格内訳明細書
〇見積比較表

公開 R2.10.9
経済観光部

なはまち振興課

２０７ １７９ R2.10.5

平成28年度　真和志線実施設計業務
委託
平面図（２）、縦断図（２）
横断図（９）・（１０）・（１１）

公開 R2.10.7
都市みらい部
道路建設課

２０８ １８０ R2.10.6

令和2年度
若狭小学校校舎及びプール等改築工
事（建築）
石嶺小学校屋内運動場等改築工事
（建築）
垣花小学校屋内運動場及びプール改
築工事（建築）

上記に関する工事設計書積算内訳書
（諸経費計算含む）

公開 R2.10.6
生涯学習部

施設課

２０９ １８１ R2.10.6
令和3年度用教科書採択に関する資
料一式
・要項　・採択員名簿　・会議録　など

公開 R2.10.20
学校教育部
学校教育課

２１０ １８２ R2.10.8
平成30年度市道具志73号線実施設計
業務委託
設計図（一式）

公開 R2.10.7
都市みらい部
道路建設課

２１１ １８３ R2.10.9

2020年度　壷川市営住宅2号棟改修工
事
上記工事の工事設計書一式（工事内
訳書等　金額が記入しているもの）
CDRへ写し希望

公開 R2.10.19
まちなみ共創部

市営住宅課

２１２ １８４ R2.10.9
2019年１０月31日　発生の首里城火災
に関する那覇市消防局作成の最終報
告書及びそれに関する資料一式

非公開 R2.10.7
公文書不存在、現在調査中の
為

第12条第
2項

消防局
予防課

２１３ １８５ R2.10.9

先の沖縄県議会議員選挙に立候補し
た「〇〇〇〇」が那覇市選挙管理委員
会に届け出た立候補届出関係書類全
ての開示を請求する。

部分公開 R2.10.21

立候補届け出関係書類のうち
那覇市情報公開条例第7条第1
項第2号アに該当する情報以外
適用理由：公にされていない個
人に関する情報や付随する情
報にあたり特定の個人を識別
することができるため。

第7条第1
項第2号

選挙管理委員
会

２１４
第一牧志公設市場建設工事（電気）
〇工事内訳書 公開 R2.10.20

経済観光部
なはまち振興課

２１５

石嶺市営住宅第6期建替工事（電気１
工区、2工区）
（仮称）ともかぜ振興会館建設工事（電
気）

公開 R2.10.21
まちなみ共創部

建築工事課

２１６

安岡中学校屋内運動場等改築工事
（電気）
開南小学校屋内運動場及びプール改
築工事（受変電設備）
那覇市真和志南地区活き活き人材育
成支援施設（仮称）建設工事（電気）
天妃小学校屋内運動場及びこども園
改築工事（電気）

公開 R2.10.16
生涯学習部

施設課

２１７
平成30年度石嶺駅前線照明灯工事
（第5工区）

公開 R2.10.19
都市みらい部
道路建設課

R2.10.12１８６
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２１８
那覇市新文化芸術発信拠点施設建設
工事（電気）

公開 R2.10.26
市民文化部
文化振興課

２１５

大名市営住宅第3期建て替え工事（E
棟・電機1・2工区）
大名市営住宅第3期建替工事（A棟・電
機1・2工区）

公開 R2.10.21
まちなみ共創部

建築工事課

２１９ 石嶺小学校校舎改築工事（電気） 公開 R2.10.16
生涯学習部

施設課

２２０

１、令和2年度若狭小学校校舎及び
プール等改築工事（衛生）の工事設計
書（契約番号　工事第128号）
２、令和2年度若狭小学校校舎及び
プール等改築工事（空調）の工事設計
書（契約番号　工事第12９号）

公開 R2.10.22
生涯学習部

施設課

２２１
３、令和2年度第一牧志公設市場建設
工事（機械）の工事設計書（契約番号
工事第1１６号）

公開 R2.10.22
経済観光部

なはまち振興課

２２２ １８９ R2.10.12

令和2年度教科用図書那覇採択地区
に係る
・採択協議会規約　・協議会委員名簿
・採択事務日程　・調査研究報告書（音
一般　楽器のみ）　・調査員名簿　・調
査研究計画（日程）
・採択協議会会議議事録

部分公開 R2.10.23

調査員名簿　調査研究計画
（日程）
適用の理由：公正な調査や調
査員の校務等に支障が出る恐
れがあるため

第7条第1
項第3号

学校教育部
学校教育課

２２３ １９０ R2.10.13

令和2年度
工事名：神原中学校外壁補修工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧の全ての金
入りの工事設計書の交付

公開 R2.10.22
生涯学習部

施設課

２２４ １９１ R2.10.13

令和２年度
工事名：石嶺第二市営住宅改修工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧の全ての金
入りの工事設計書の交付

部分公開 R2.10.19

令和2年度
工事名：石嶺第二市営住宅改
修工事
上記工事に係る単価表

適用理由：法人に著しい不利
益を与えることが明らかである
ため

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
市営住宅課

２２５ １９２ R2.10.13

令和２年度
工事名：壷川市営住宅2号棟改修工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧の全ての金
入りの工事設計書の交付

部分公開 R2.10.19

令和2年度
工事名：石嶺第二市営住宅改
修工事
上記工事に係る単価表

適用理由：法人に著しい不利
益を与えることが明らかである
ため

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
市営住宅課

２２６ 公開 R2.10.15
消防局
総務課

２２７ 非公開 R2.10.14
公文書不存在、現在調査中の
ため。

第12条第
2項

消防局
予防課

２２８ １９４ R2.10.15
・銘苅小学校　全体配置図
　校舎各階平面図

公開 R2.10.22
生涯学習部

施設課

２２９ １９５ R2.10.16

那覇市消防局撮影の首里城火災映像
YouTube動画配信されている映像
配信は時事通信映像センターや新沖
縄通信等

公開 R2.10.16
消防局
総務課

２３０ １９６ R2.10.16

令和3年度用那覇地区教科用図書採
択に係る以下のすべて
・採択協議会議事録、採択日程、協議
会規約及び取り扱い運用等細則
・採択理由書、教科科目別調査データ
（調査書）の中学校全教科分
・採択協議会委員名簿、調査データ作
成委員（調査員）名簿
・教科書に対する学校・一般意見（集
約したもので可）

部分公開 R2.10.23

調査データ作成委員（調査員）
名簿
適用理由：公正な調査や調査
員の校務等に支障が出る恐れ
があるため。

第7条第1
項第3号

学校教育部
学校教育課

２３１ １９７ R2.10.16

若狭小学校校舎及びプール等磁気探
査業務委託　に係る表紙、積算内訳
書、総括表、代価表、単価表一覧、単
価表

公開 R2.10.29
生涯学習部

施設課

R2.10.12

R2.10.12

R2.10.12

R2.10.13

・首里城火災の際に、消防が撮影した
映像、画像

・首里城火災において、焼失した文化
財や、被害を受けた文化財につい

１９３

１８６

１８７

１８８
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２３２ １９８ R2.10.19

若狭小学校校舎及びプール等改築工
事（建築）
垣花小学校屋内運動場及びプール改
築工事（建築）
石嶺小学校屋内運動場等改築工事
（建築）
高良小学校屋内運動場改築工事（建
築）
開南小学校屋内運動場及びプール改
築工事（建築）
内容：金入り設計書、諸経費、仕分書、
内訳書
　　　　別紙明細書

公開 R2.10.30
生涯学習部

施設課

２３３ １９９ R2.10.19

工事名：平成４年度寒川線街路工事
（第10工区）
完成図　３/63    18/63
公園との高低差が分かる資料

公開 R2.10.23
都市みらい部
道路管理課

２３４ ２００ R2.10.21

2019年10月31日発生の首里城火災に
関し、出火時に現場勤務していた警備
員2名及び監視員1名に対する聴取の
結果資料一式

非公開 R2.10.22
公文書不存在、現在調査中の
ため。

第12条第
2項

消防局
予防課

２３５

金入数量票と経費計算書の公開をお
願いします。

若狭小学校校舎及びプール等改築工
事（衛生）
若狭小学校校舎及びプール等改築工
事（空調）
安岡中学校防音復旧工事（空調）
天妃小学校屋内運動場及び子ども園
改築工事（機械）
安岡中学校屋内運動場等改築工事
（機械）
神原小学校屋内運動場等改築工事
（機械）
開南小学校外８校及び中学校2校冷房
設備設置工事
城西小学校外6校及び中学校4校冷房
設備設置
石嶺小学校校舎改築工事（衛生）
金城小学校空調機更新工事
石嶺小学校校舎改築工事（空調）
金城中学校空調機更新工事

公開 R2.10.29
生涯学習部

施設課

２３６

金入数量票と経費計算書の公開をお
願いします。

石嶺市営住宅第6期建替工事（機械・2
工区）
石嶺市営住宅第6期建替工事（機械・1
工区）
（仮称）ともかぜ振興会館建設工事（空
調設備）
（仮称）ともかぜ振興会館建設工事（衛
生設備）
那覇市ぶんかテンブス館施設機能強
化工事（空調）
那覇市IT創造館基盤整備工事（空調）

公開 R2.11.4
まちなみ共創部

建築工事課

２３７

金入数量票と経費計算書の公開をお
願いします。

那覇市新文化芸術発信拠点施設建設
工事（機械・1工区）
那覇市新文化芸術発信拠点施設建設
工事（機械・2工区）

公開 R2.11.4
市民文化部
文化振興課

２３８

金入数量票と経費計算書の公開をお
願いします。

第一牧志公設市場建設工事（機械）

公開 R2.11.4
経済観光部

なはまち振興課

R2.10.22２０１
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２３９ ２０２ R2.10.22

新型コロナウイルス感染症の患者また
は無症状病原体保有者（那覇市保健
所に対する2020年10月20日までの届
け出分）のうち、以下の情報がわかる文
書
１）「新型コロナウイルス感染症の市内
発生状況」に掲載されている者のうち、
発症14日前から陽性判定日までの間
にGoToトラベルキャンペーン、GoTo
イートキャンペーンを利用していた者の
数
２）「新型コロナウイルス感染症の市内
発生状況」に掲載されている者のうち、
GoToトラベル事業、GoToイート事業に
参加する事業者で働いていた者の数

非公開 R2.10.29

公文書不存在
適用理由：保健所では行動歴
を調査しますが、その方が受け
ている割引サービス等の情報
は調査対象ではないため、請
求のある公文書は所有しており
ません。

第12条第
2項

健康部
保険総務課

２４０ ２０３ R2.10.23

平成28年度
真和志線実施設計業務委託
平面図（１）（２）・縦断図（１）（２）・横断
図（８）（９）

公開 R2.10.27
都市みらい部
道路建設課

２４１ ２０４ R2.10.23

・工事設計書（工事積算内訳書）
　工事名：真和志中学校屋外環境整備
工事
　2019年　4月18日改札　落札業者：大
晋建設（株）

公開 R2.10.27
生涯学習部

施設課

２４２ ２０５ R2.10.23

・工事設計書（工事積算内訳書）
　工事名：高良小学校屋内運動場改築
工事（建築）
　2020年　9月29日改札　落札業者：
（株）照正組

取下げ
生涯学習部

施設課

２４３ ２０６ R2.10.23

・工事設計書（工事積算内訳書）
　工事名：開南小学校屋内運動場及び
プール改築工事（建築）
　2020年　10月５日改札　落札業者：
（株）善太郎組

取下げ
生涯学習部

施設課

２４４ ２０７ R2.10.23

・工事設計書（工事積算内訳書）
　工事名：令和元年度識名公園整備工
事（土木２）
　2020年　２月21日改札　落札業者：
（株）善太郎組

公開 R2.10.28
都市みらい部
花とみどり課

２４５ ２０８ R2.10.26

(８・７那10号東門川・仲之川線　ほか14
路線)
事業地を表示する図面　平面図
設計の概要を表示する図面　表面断
面図

公開 R2.11.2
都市みらい部
道路建設課

２４６ ２０９ R2.10.26
那覇市道路台帳
測定基図　那覇６　　　　１７－１１

公開 R2.10.29
都市みらい部
道路管理課

２４７ ２１０ R2.10.28

那覇市教育委員会生涯学習部施設課
（2020年度　磁気探査調査業務）
・若狭小学校校舎及びプール等磁気
探査業務委託に係る表紙、積算内訳
表、総括表、代価表・施工パッケージ、
単価表一覧、単価表

公開 R2.10.30
生涯学習部

施設課

２４８ ２１１ R2.10.28

都市みらい部花とみどり課
（2020年度　磁気探査調査業務）
・令和2年度識名公園磁気探査業務委
託に係る表紙、積算内訳表、総括表、
代価表・施工パッケージ、単価表一
覧、単価表

公開 R2.11.6
都市みらい部
花とみどり課

２４９ ２１２ R2.10.28

まちなみ共創部建築工事課
（2020年度　磁気探査調査業務）
・大道こども園増改修工事業務委託
（磁気探査）に係る表紙、積算内訳表、
総括表、代価表・施工パッケージ、単
価表一覧、単価表

部分公開 R2.11.6

刊行物から採用した単価の根
拠
適用理由：公にすることにより、
刊行物を発刊する法人に著し
い不利益を与えることが明らか
であるため

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

２５０ ２１３ R2.10.29

・那覇広域都市計画道路３・３・那１７号
石嶺線設計の概要を表示する図面
平面図
・事業計画変更認可申請書
３・３・那１７号石嶺線

取下げ
都市みらい部
道路管理課

２５１

1・軍用地標準値２個所の直近の「不動
産鑑定評価書」
２・那覇軍港地主会7百余名の「請願
書」。その後の、請願書提出数及び西
岸に関する交渉回数（概数で）
３・軍港・空港両地主会連盟による「請
願書」

公開 R2.11.16
企画財務部
資産税課

２５２
1・国道506号線（小禄道路）用地（字〇
〇〇・字〇〇〇）に関する、南部国道
事務所からの「損失補償協議書」一式

公開 R2.11.12
総務部
管財課

R2.11.2２１４
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２５３ ２１５ R2.11.2
那覇市〇〇〇丁目〇番〇（地番）
那覇市道路台帳　測定基図　那覇６
16－７　小禄６５号

公開 R2.11.4
都市みらい部
道路管理課

２５４ ２１６ R2.11.4
リサイクル届け　受付簿　令和2年10月
1日から現在

部分公開 R2.11.5 個人が識別されるもの
第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

２５５ ２１７ R2.11.4

工事名「新都心牧志線新設橋工事（下
部工その1）」
完成図　25/18 25/17
現行時の護岸に関係する資料

公開 R2.11.9
都市みらい部
道路管理課

２５６ ２１８ R2.11.5
令和2年3月19日発送した添付文書に
ついて、その内容に対する記録文書
（調査内容）

公開 R2.11.6
市民文化部

市民生活安全
課

２５７ ２１９ R2.11.5

平成30年度発注
那覇市新文化芸術発信拠点施設建設
工事（建築）
「当初契約時」および「第4回変更（金
額増額）」の各場合に関する
①積算額内訳明細算出書　②別紙明
細
③代価表　④単価表　⑤見積比較表

部分公開 R2.11.19

「当初契約時」および「第4回変
更（金額増額）」の各場面に関
する⑤見積比較表の見積提出
業者の名称
適用理由：当該法人等又は個
人に著しい不利益を与えること
が明らかであるものに該当する
ため。

第7条第1
項第3号

市民文化部
文化振興課

２５８ ２２０ R2.11.5

令和２年度発注
第一牧志公設市場建設工事（建築）
「当初契約時」に関する
①積算額内訳明細算出書　②別紙明
細
③代価表　④単価表　⑤見積比較表

部分公開 R2.11.9
見積比較表の見積提出業者の
名称

第7条第1
項第3号

経済観光部
なはまち振興課

２５９ ２２１ R2.11.6

令和2年10月5日開札
開南小学校屋内運動場及びプール改
築工事（建築）
工事設計書
諸経費計算書及び仕訳書、内訳書

取下げ
生涯学習部

施設課

２６０ ２２２ R2.11.6

平成29年12月21日開札
大名市営住宅第3期建替工事（E棟・建
築）
工事設計書
諸経費計算書及び仕訳書、内訳書

公開 R2.11.20
まちなみ共創部

建築工事課

２６１ ２２３ R2.11.6

平成29年7月14日開札
大名市営住宅第3期建替工事（A棟・建
築）
工事設計書
諸経費計算書及び仕訳書、内訳書

公開 R2.11.20
まちなみ共創部

建築工事課

２６２ ２２４ R2.11.6

令和2年1月9日開札
石嶺市営住宅第6期建替工事（建築）
工事設計書
諸経費計算書及び仕訳書、内訳書

公開 R2.11.20
まちなみ共創部

建築工事課

２６３ ２２５ R2.11.6

平成28年7月19日開札
宇栄原市営住宅第4期建替工事（建
築）
工事設計書
諸経費計算書及び仕訳書、内訳書

公開 R2.11.20
まちなみ共創部

建築工事課

２６４ ２２６ R2.11.12

令和2年度入札
「那覇市GIGAスクール構内情報通信
ネットワーク環境整備委託業務」に係る
落札資料一式

公開 R2.11.26
学校教育部
教育研究所

２６５ ２２７ R2.11.16

・令和3年度使用中学校教科書採択協
議会の議事録（数学・美術・道徳・社会
科目について）
・教科書巡回展での先生のご意見

公開 R2.11.17
学校教育部
学校教育課

２６６ ２２８ R2.11.16

・石嶺中学校空調設備更新工事の工
事設計書
（金額入り工事費仕分書、別紙明細含
む、工事共通費計算書）（契約番号
工事第38号）

公開 R2.11.25
生涯学習部

施設課

２６７ ２２９ R2.11.18

下記工事に係る工事内訳、種目別内
訳、科目別内訳、中科目別内訳、細目
別内訳、別紙明細、代価表
①那覇市公告第138号
　　工事第53号
　　・若狭小学校校舎及びプール等改
築工事（建築）
　　・若狭小学校校舎及びプール等改
築工事（第1回変更契約）

公開 R2.11.24
生涯学習部

施設課

２６８ ２３０ R2.11.19
昭和55年11月19日に許可された総合
設計制度による図書一式（〇〇）

取下げ
まちなみ共創部

建築指導課

２６９ ２３１ R2.11.20
真嘉比古島第二地区　那覇市〇〇〇
番
清算金・賦課金が知れる情報の開示

取下げ
まちなみ共創部
まちなみ整備課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２７０ ２３２ R2.11.20

公文書の名称：
石嶺市営住宅第6期建替工事（建築）
大名市営住宅第3期建替工事（E棟・建
築）
大名市営住宅第3期建替工事（A棟・建
築）
宇栄原市営住宅第4期建替工事（建
築）

内容：金入り設計書、諸経費、仕訳書、
内訳書、別紙明細書

公開 R2.12.4
まちなみ共創部

建築工事課

２７１ ２３３ R2.11.20

10月19日（木）なはまち振興課と〇〇
〇〇職員数人が農連プラザに隣接す
る県有地A-2地区にマチグア案内図を
設置するというが、職員の話では〇〇
〇〇に50万円を支払うことになってい
るとのこと。
県有地（密集法で定められる使途があ
る）になはまち振興課が密集法にない
整備事業と全く関係ないマチグア案内
図を設置する根拠を示せ。
この企画の起案書、契約書など全ての
情報を提示せよ。

公開 R2.11.24
経済観光部

なはまち振興課

２７２ ２３４ R2.11.24

那覇市〇〇〇丁目〇－〇境界点番号
管理図（5街区）
那覇市〇〇〇丁目〇－〇座標面積成
果表

公開 R2.12.4
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２７３ ２３５ R2.11.25

〇〇年〇〇月に那覇市立中学校で起
こったわいせつ行為に関する学校から
の報告書
（事後調査の結果など関連事項含む）

部分公開 R3.1.5

個人の権利利益を害する恐
れ、学校が特定されること、個
人への問い合わせが想定され
ること

第7条第1
項第2号

学校教育部
学校教育課

２７４

令和2年度：若狭小学校校舎及びプー
ル等改築工事（昇降機）
に関わる種目別内訳書、科目別内訳
書、細目別内訳書、諸経費計算書

公開 R2.12.9
生涯学習部

施設課

２７５

令和2年度：第一牧志公設市場建設工
事（電気）
に関わる種目別内訳書、科目別内訳
書、細目別内訳書、諸経費計算書

公開 R2.12.9
経済観光部

なはまち振興課

２７６ ２３７ R2.12.2

令和2年度　発注工事
工事名：第一牧志公設市場建設工事
（機械）

上記工事に係る「工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算
書」の公開

公開 R2.12.9
経済観光部

なはまち振興課

２７７ ２３８ R2.12.2

令和2年度　発注工事
工事名：若狭小学校校舎及びプール
等改築工事（空調）
工事名：若狭小学校校舎及びプール
等改築工事（衛生）

上記工事に係る「工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算
書」の公開

公開 R2.12.16
生涯学習部

施設課

２７８ ２３９ R2.12.2

令和2年度　発注工事
工事名：石嶺中学校空調設備更新工
事

上記工事に係る「工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算
書」の公開

公開 R2.12.16
生涯学習部

施設課

２７９ ２４０ R2.12.2

平成28年度
真和志線実施設計業務委託
平面図（２）・縦断図（２）・横断図（８）
（９）

公開 R2.12.3
都市みらい部
道路建設課

２８０ ２４１ R2.12.2 那覇市壷川一丁目16街区の画地座標 公開 R2.12.4
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２８１ ２４２ R2.12.4
画地測量図
那覇市〇〇〇丁目〇〇〇〇

公開 R2.12.7
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２８２ ２４３ R2.12.7 那覇市道路種別マップ　３２－L（No.3） 公開 R2.12.8
まちなみ共創部

建築指導課

２８３ ２４４ R2.12.8 那覇市道路種別マップ　３７－R（No.3） 公開 R2.12.8
まちなみ共創部

建築指導課

２８４ ２４５ R2.12.8 那覇市道路種別マップ 9-R No.1 公開 R2.12.9
まちなみ共創部

建築指導課

R2.11.27２３６
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２８５ ２４６ R2.12.9

入札日：2020/06/26　工事名：石嶺市
営住宅第6期建替工事（電気・1工区）
入札日：2020/06/26　工事名：石嶺市
営住宅第6期建替工事（電気・2工区）
入札日：2020/0８/14　工事名：大道こ
ども園増改修工事（電気）
上記工事の当初入札に係るすべての
金入り設計書

公開 R2.12.22
まちなみ共創部

建築工事課

２８６ ２４７ R2.12.9

入札日：2020/05/13　工事名：壼屋小
学校屋内運動場照明整備工事（電気）
入札日：2020/0９/15　工事名：若狭小
学校校舎及びプール等改築工事（電
気）
上記工事の当初入札に係るすべての
金入り設計書

公開 R2.12.22
生涯学習部

施設課

２８７ ２４８ R2.12.9
入札日：2020/0８/21　工事名：第一牧
志公設市場建設工事（電気）
上記工事の当初入札に係るすべての
金入り設計書

公開 R2.12.22
経済観光部

なはまち振興課

２８８

入札日：2020/0７/２７　工事名：漫湖公
園ジョギングコース照明灯改修工事（そ
の２）

上記工事の当初入札に係るすべての
金入り設計書

部分公開 R2.12.18
(一財)経済調査会および（一
財）建設物価調査会より発行さ
れた刊行物に係る内容

第7条第1
項第3号

２８９

入札日：2020/11/６　工事名：令和2年
度福州園再整備工事（電気）
上記工事の当初入札に係るすべての
金入り設計書

公開 R2.12.18

２９０ ２５０ R2.12.9
那覇市新文化芸術発信拠点施設建設
工事（昇降機）の最低制限価格算出の
算定式についての詳細が分かる書類

公開 R2.12.9
市民文化部
文化振興課

２９１ ２５１ R2.12.9
石嶺市営住宅第4期建替工事（A7号
棟・昇降機）の最低制限価格算出の算
定式についての詳細が分かる書類

公開 R2.12.15
総務部

法制契約課

２９２ ２５２ R2.12.9
宇栄原小学校校舎棟昇降機改修工事
の最低制限価格の算定式についての
詳細が分かる書類

公開 R2.12.23
生涯学習部

施設課

２９３ ２５３ R2.12.9
若狭小学校校舎及びプール等改築工
事（昇降機）の最低制限価格算出の算
定式についての詳細が分かる書類

公開 R2.12.23
生涯学習部

施設課

平成31年度
・真和志中学校屋外環境整備工事
・神原中学校外構工事
・宇栄原小学校屋内運動場等改築工
事（設備）
・開南小学校屋内運動場及びプール
改築工事（受変電設備）
・泊小学校・金城小学校ボイラー煙突
取換工事
・城西小学校外6校及び中学校4校冷
房設備設置工事
・開南小学校外8校及び中学校2校冷
房設備設置工事
・神原小学校屋内運動場等改築工事
（電気）
・天妃小学校屋内運動場及びこども園
改築工事（電気）
・神原小学校屋内運動場等改築工事
（昇降機）
・開南小学校消火ポンプ室新築工事
・神原小学校屋内運動場等改築工事
（機械）
・城南小学校擁壁改修工事
・安岡中学校屋内運動場等改築工事
（機械）
・安岡中学校屋内運動場等改築工事
（電気）
・上間小学校屋内運動場；改築工事
（設備）
・天妃小学校屋内運動場及びこども園
改築工事（機械）
・安岡中学校防音機能復旧工事（空
調）

都市みらい部
公園管理課

R2.12.9２４９

２９４ ２５４ R2.12.11 公開 R2.12.23
生涯学習部

施設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

・令和元年度　松城中学校東側線道路
改良工事
令和2年度
・首里図書館2階機械室空調機器撤去
工事
設計書一式

２９５

平成31年度
・久茂地線泊線道路改良工事
・小禄88号道路改良工事
・若狭地内交流オアシス整備工事
・石嶺線（２）街路工事（第36工区）
・小禄88号道路改良工事（その２）
・石嶺線（２）街路工事（第35工区）
設計書一式（細目内訳書及び代価表
含む）

部分公開
「建設廃棄物実態調査報告書」
から採用した記載事項の「処理
場名」

第7条第1
項第4号

２９６

平成31年度
・松山10号道路改良工事
・歴史散歩道整備工事（上間地内）
・安謝中央線外１路線道路改良工事
・石嶺線（２）街路工事（第４１工区）
・牧志5号道路維持工事
設計書一式（細目内訳書及び代価表
含む）

公開

２９７ ２５６ R2.12.11

・平成30年度弁ヶ岳公園雨水排水整
備工事
・H３１　漫湖公園（古波蔵側）ジョギン
グコース照明灯改修工事
・令和2年度福州園再設備工事（電気）
設計書一式（細目内訳書及び代価表
含む）

公開 R2.12.25
都市みらい部
公園管理課

２９８ ２５７ R2.12.11

平成31年度
・識名公園整備工事（土木）
・羽佐間公園整備工事（土木）
・識名公園整備工事（土木２）
設計書一式（細目内訳書及び代価表
含む）

公開 R2.12.15
都市みらい部
花とみどり課

２９９ ２５８ R2.12.11

平成31年度
・石嶺市営住宅第6期建替工事（造成
その２）
・（仮称）ともかぜ振興会館建設工事
（移動観覧席）
・エコマール那覇敷地内道路擁壁補強
工事（その2）
・（仮称）ともかぜ振興会館建設工事
（外構及び駐車場整備）
・石嶺市営住宅第6期建替工事（機械・
1工区）
・石嶺市営住宅第6期建替工事（機械・
1工区）
・石嶺市営住宅第6期建替工事（昇降
機）
・宇栄原市営住宅第5期建替工事（造
成）
設計書一式（細目内訳書及び代価表
含む）

公開 R2.12.28
まちなみ共創部

建築工事課

３００ ２５９ R2.12.11

都市計画道路図面
※那覇市〇〇〇丁目〇番の土地に関
して、道路拡幅による収容対象面積を
知りたいので、その面積がわかる図面
の開示をお願い致します。

公開 R2.12.16
都市みらい部
道路建設課

３０１ ２６０ R2.12.14
境界点番号管理図　８５街区　金城〇
丁目
座標面積成果表　金城〇丁目〇-〇

公開 R2.12.21
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３０２ ２６１ R2.12.16

〇〇〇〇（沖縄県那覇市〇〇〇丁目
〇〇番〇〇号）に係る「防火管理者選
任（解任）届出書一式と消防計画作成
（変更）届出書一式」
※選任（解任）届出書は保管のすべて
希望、※消防計画の届出書（かがみ）
は保管のすべてと消防計画は最新の
み希望
※複合施設などは〇〇部分のみを希
望します

公開 R2.12.23
消防局

中央消防署
予防係

R2.12.24
都市みらい部
道路建設課

R2.12.11２５５

２９４ ２５４ R2.12.11 公開 R2.12.23
生涯学習部

施設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３０３ ２６２ R2.12.17

狭あい道路管理システム印刷物　識名
1丁目1025の付近　縮尺1/250
①印刷日時2020年12月17日9時40分
15秒　H31航空写真（A4カラー片面）
②印刷日時2020年12月17日9時42分
26秒　S50航空写真（A4カラー片面）
③那覇市現況地籍併合図　識名１丁
目1025-4付近拡大コピー（A3カラー片
面）平成11年12月那覇市税務部資産
税課
④建築基準法第42条第2項による道路
調書（2項道路調書）簿冊番号（７）頁番
号（144）ID（3500056）（A4カラー片面）

公開 R2.12.18
まちなみ共創部

建築指導課

３０４ ２６３ R2.12.17

防災街区整備事業　街路工事完成図
整備事業組合提出の資料（令和2年6
月）
そのすべての公開を請求する

公開 R2.12.24
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３０５ ２６４ R2.12.21

令和2年度　街路樹美化管理業務委託
令和2年度　道路除草業務委託

上記の金入り設計書（単価表を含むす
べて）

部分公開 R2.12.22 物価資料等の金額
第7条第1
項第4号

都市みらい部
道路管理課

３０６ ２６５ R2.12.21
石嶺市営住宅第6期建替工事（昇降
機）の最低制限価格算出の算定式に
ついて詳細がわかる書類

公開 R2.12.25
まちなみ共創部

建築工事課

３０７ ２６６ R2.12.21
第一牧志公設市場建設工事（昇降機）
の最低制限価格算出の算定式につい
て詳細がわかる書類

取下げ
総務部

法制契約課

３０８ ２６７ R2.12.21

令和2年度　（仮称）大嶺コミュニティセ
ンター建設工事（建築）
・工事設計書　積算内訳書（諸経費計
算含む）

公開 R3.1.6
まちなみ共創部

建築工事課

３０９ ２６８ R2.12.21

令和2年度　高良小学校屋内運動場改
築工事（建築）
令和2年度　開南小学校屋内運動場改
築工事（建築）
・工事設計書　積算内訳書（諸経費計
算含む）

公開 R2.12.24
生涯学習部

施設課

３１０ ２６９ R2.12.22

１．文書番号【那建都第8812号】
２．文書番号【土都第592号】※関連す
る内容一式
３．文書番号【那建都第9940号】
※すべて別図など別添含む

公開 R3.1.5
都市みらい部
都市計画課

３１１ ２７０ R2.12.22

那覇市〇〇〇丁目〇番〇
・間地図
・座標面積計算書
・画地出来形確認測量原図

公開 R3.1.4
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３１２ ２７１ R2.12.23

・工事設計書（工事積算内訳書）の公
開を希望します。

工事名：開南小学校屋内運動場及び
プール改築工事（建築）
（那覇市教育委員会　生涯学習部　施
設課）

令和2年10月5日開札　落札業者：（株）
善太郎組

公開 R2.12.24
生涯学習部

施設課

３１３ ２７２ R2.12.23
令和2年度の垣花小学校屋内運動場
及びプール改築工事（機械）について
作成された工事内容

公開 R3.1.5
生涯学習部

施設課

３１４ ２７３ R2.12.24

令和2年度
①開南小学校屋内運動場及びプール
改築工事（建築）
②高良小学校屋内運動場改築工事
（建築）
③石嶺小学校校舎屋内運動場等改築
工事（建築）
④若狭小学校校舎及びプール改築工
事（建築）

公開 R3.1.4
生涯学習部

施設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３１５ ２７４ R2.12.24
平成31年度・令和2年度道路維持管理
業務委託（那覇東・西地区）
金入り設計書（単価表含む全て）

部分公開 R3.1.5

単価表、諸経費算出欄、処分
費摘要欄
適用の理由：単価表及び諸経
費算出欄は、内訳書に記載し
ている単価の根拠にもなってお
り、今後発注予定の類似工事
積算において工事費を類推さ
れる等、事業執行に支障を及
ぼすため。処分費摘要要覧に
ついては、参考としている沖縄
県の報告書において、非公開と
されているため。

第7条第1
項第4号

都市みらい部
道路管理課

３１６ ２７５ R2.12.25
令和2年度久茂地7号（甲辰橋）橋梁整
備工事（その２）
積算資料

部分公開 R3.1.4
刊行物から採用した単価根拠
及び廃棄物等処分場の名称

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

３１７ ２７６ R2.12.28

（仮称）大嶺コミュニティセンター建設
工事（建築）

積算資料

部分公開 R3.1.15 見積書の発行元に関する情報
第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

３１８ ２７７ R3.1.4

2019年10月31日、那覇市消防局撮影
の、「首里城火災」の映像。
BS-テレビ東「にっぽんを守るこだわり
カンパニー（仮）」という番組にて、京都
市消防局の火災に関しての対策につ
いて取り扱うにあたり、【近年、重大な
火災も起きたため、より一層火災に気を
付けている】というご紹介の際に、首里
城が消失する映像を使用したく存じま
す。

公開 R3.1.5
消防局
総務課

３１９ ２７８ R3.1.6

真嘉比古島
換地図
出来形確認測量原図
座標面積計算書

公開 R3.1.13
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３２０ ２７９ R3.1.6

令和2年2月6日　受付　第103号　狭あ
い道路整備事前協議鏡　鏡裏面
・敷地現況図
・敷地計画図
・狭あい道路状況写真（現況写真）5枚

部分公開 R3.1.12
印影部分
適用の理由：個人情報保護の
ため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３２１ ２８０ R3.1.7
那覇市営住宅における網戸設置の方
針

公開 R3.1.29
まちなみ共創部

市営住宅課

３２２ ２８１ R3.1.7

真嘉比古島第二土地区画事業の宅地
造成で自立型擁壁を設置した別紙図
面（７か所）の従前地宅地の地籍現況
重ね図（当該設置宅地を中心にA３カ
ラー）

公開 R3.1.21
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３２３ ２８２ R3.1.12
那覇市〇〇〇丁目　〇〇〇〇
座標法面積計算書

公開 R3.1.19
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３２４ ２８３ R3.1.12
小禄金城地区（所在〇〇〇-〇-〇）座
標

公開 R3.1.19
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３２５ ２８４ R3.1.13

〇〇〇〇氏原告の固定資産税等課税
免除措置取消請求の住民訴訟（孔子
廟訴訟）R元（行ツ）222について、2021
年1月20日に最高裁大法廷R元（行ヒ）
262事件で開かれる弁論での陳述要旨
と、上告趣意書

公開 R3.1.15
都市みらい部
公園管理課

３２６ ２８５ R3.1.13 孔子廟訴訟の上告審での提出書面 公開 R3.1.15
都市みらい部
公園管理課

３２７ ２８６ R3.1.13

1月20日に最高裁大法廷で弁論があ
る、固定資産税等課税免除措置取消
請求事件（いわゆる松山公園の孔子廟
を巡る政教分離訴訟）（元（行ツ）222外
上告人　那覇市長　被上告人　〇〇〇
〇）の那覇市側弁論要旨

公開 R3.1.15
都市みらい部
公園管理課

３２８ ２８７ R3.1.13

1月20日に最高裁大法廷で弁論期日
が指定されている固定資産税等課税
免除措置取消事件（令和元年（行ツ）
第222号、令和元年（行ヒ）第262号）の
那覇市側及び相手側の口頭弁論書

部分公開 R3.1.15 相手方の口頭弁論書
第7条第1
項第2号

都市みらい部
公園管理課

３２９ ２８８ R3.1.13
那覇市〇〇〇丁目〇-〇
換地図
座標法面積計算書

公開 R3.1.22
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３３０ ２８９ R3.1.13

高良小学校屋内運動場改築工事磁気
探査業務委託　に係る表紙、積算内訳
書、総括表、代価表、単価表一覧、単
価表

公開 R3.1.18
生涯学習部

施設課

３３１ ２９０ R3.1.13

令和2年度：垣花小学校屋内運動場及
びプール改築工事（昇降機）に関わる
種目別内訳書、科目別内訳書、細目
別内訳書、諸経費計算書

公開 R3.1.15
生涯学習部

施設課

32



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３３２ ２９１ R3.1.13

令和2年度：第一牧志公設市場建設工
事（昇降機）に関わる種目別内訳書、
科目別内訳書、細目別内訳書、小経
費計算書

取下げ
経済観光部

なはまち振興課

３３３ ２９２ R3.1.13

那覇市が当事者となっている下記訴訟
で、最高裁に提出した弁論要旨
・最高裁判所令和元年（行ツ）第222
号、令和元年（行ヒ）第262号固定資産
税等課税免除措置取消（住民訴訟）請
求事件

公開 R3.1.15
都市みらい部
公園管理課

３３４ ２９３ R3.1.14

・事業地を表示する図面v平面図no
scale
 　那覇広域都市計画道路３・５　20号
一直線
・事業計画、変更認可申請書

公開 R3.1.15
都市みらい部
道路建設課

３３５ ２９４ R3.1.14
　建築指導課にて行っている「那覇市
内のブロック塀調査（安全点検）」に関
する一連の資料

公開 R3.1.20
まちなみ共創部

建築指導課

３３６ ２９５ R3.1.15

真嘉比古島第二地区自立型擁壁6か
所の設定について
①当該自立型擁壁の安全性確認申請
書
②上記の申請書に対する安全確認書
③擁壁の構造安全計画書

部分公開 R3.1.29

①当該自立型擁壁の安全性確
認申請書
②上記①の申請書に対する安
全確認済書
③擁壁の構造安全計算書（5箇
所）
適用理由：文書不存在

第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

３３７ ２９６ R3.1.15

令和2年度（令和2年4月～令和3年3
月）における、小禄中学校及び鏡原中
学校の1年生～3年生の定期テスト（中
間テスト及び期末テスト）のうち、英語、
数学、理科、社会、国語の5教科、美
術、技術家庭、保健体育、音楽の4教
科の問題、答案用紙、模範解答

公開 R3.3.30
学校教育部
学校教育課

３３８ ２９７ R3.1.19

件名：第一牧志公設市場建設工事（機
械）
開札日時：2020年8月21日

・工事内訳書（直接工事費、共通仮設
費、現場管理費、一般管理費）
・工事内訳明細書（直接工事費の内訳
及び内訳明細書）

公開 R3.1.26
経済観光部

なはまち振興課

２９８ R3.1.19

件名：石嶺市営住宅第6期建替工事
（機械・1工区）
開札日時：2020年1月15日

・工事内訳書（直接工事費、共通仮設
費、現場管理費、一般管理費）
・工事内訳明細書（直接工事費の内訳
及び内訳明細書）

２９９ R3.1.19

件名：石嶺市営住宅第6期建替工事
（機械・2工区）
開札日時：2020年3月5日

・工事内訳書（直接工事費、共通仮設
費、現場管理費、一般管理費）
・工事内訳明細書（直接工事費の内訳
及び内訳明細書）

３４０ ３００ R3.1.19

件名：開南小学校外8校及び中学校2
校冷房設備設置工事
開札日時：2019年11月18日

・工事内訳書（直接工事費、共通仮設
費、現場管理費、一般管理費）
・工事内訳明細書（直接工事費の内訳
及び内訳明細書）

公開 R3.1.22
生涯学習部

施設課

３４１ ３０１ R3.1.19

件名：城西小学校外6校及び中学校4
冷房設備設置工事
開札日時：2019年11月18日

・工事内訳書（直接工事費、共通仮設
費、現場管理費、一般管理費）
・工事内訳明細書（直接工事費の内訳
及び内訳明細書）

公開 R3.1.22
生涯学習部

施設課

R3.2.2
まちなみ共創部

建築工事課
公開３３９
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３４２ ３０２ R3.1.19

件名：安岡中学校防音機能復旧工事
（空調）
開札日時：2020年3月3日

・工事内訳書（直接工事費、共通仮設
費、現場管理費、一般管理費）
・工事内訳明細書（直接工事費の内訳
及び内訳明細書）

公開 R3.1.22
生涯学習部

施設課

３４３ ３０３ R3.1.19

件名：若狭小学校校舎及びプール等
改築工事（衛生）
開札日時：2020年9月29日

・工事内訳書（直接工事費、共通仮設
費、現場管理費、一般管理費）
・工事内訳明細書（直接工事費の内訳
及び内訳明細書）

公開 R3.1.22
生涯学習部

施設課

３４４ ３０４ R3.1.19

件名：若狭小学校校舎及びプール等
改築工事（空調）
開札日時：2020年9月29日

・工事内訳書（直接工事費、共通仮設
費、現場管理費、一般管理費）
・工事内訳明細書（直接工事費の内訳
及び内訳明細書）

公開 R3.1.22
生涯学習部

施設課

３４５ ３０５ R3.1.19

件名：石嶺中学校空調設備更新工事
開札日時：2020年10月29日

・工事内訳書（直接工事費、共通仮設
費、現場管理費、一般管理費）
・工事内訳明細書（直接工事費の内訳
及び内訳明細書）

公開 R3.1.22
生涯学習部

施設課

３４６ ３０６ R3.1.19
令和2年度　一銀線磁気探査業務委託
に係る表紙、積算内訳書、総括表、代
価表、単価表一覧、単価表

公開 R3.1.21
都市みらい部
道路管理課

３４７ ３０７ R3.1.19

（仮称）大嶺コミュニティセンター建設
工事業務委託（磁気探査）に係る表
紙、積算内訳書、総括表、代価表、単
価表一覧、単価表

公開 R3.1.25
まちなみ共創部

建築工事課

３４８ ３０８ R3.1.19

真嘉比古島第二地区土地区画整理事
業地区内に６宅地に自立型擁壁が設
置されている。
土地区画事業の宅地造成工事で自立
型擁壁の安全性を確認する関係法令
等の具体的条文　施行令及び要項等
の根拠となる書類一式

非公開 R3.2.2

自立式擁壁に係る技術基準に
ついては、那覇市情報公開条
例第2条（1）ア　官報、白書、雑
誌、書籍その他不特定多数の
者に販売されるもの及び実施
機関以外のものが無償頒布す
ることを目的として発行するもの
にあたるため

第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

３４９

〇〇年、那覇市立中学校男性教諭か
らわいせつ行為を受けた同校女子生
徒が高校入学時に自殺した問題に関
して
①〇〇年の、教員による女子中学生へ
対するわいせつ行為について、作成さ
れた調査報告書、文書

部分公開 R3.2.1 個人の権利利益を害する。
第7条第1
項第2号

３５０
②〇〇年〇〇月、被害学生の自殺に
関して作成された、調査報告書報告
書、文書

非公開 R3.2.1 文書不存在
第12条第
2項

３５１ ３１０ R3.1.20

・平成8年度金城東線（７・７那１）街
路工事全体平面図
・平成8年度度金城東線（７・７那１）
街路工事横断図
・平成8年度度金城東線（７・７那１）
街路工事
街路工事４・８号擁壁１　図示

公開 R3.1.25
都市みらい部
道路管理課

３５２ ３１１ R3.1.20
リサイクル届出受付簿
R2年12月1日～現在

部分公開 R3.1.25
個人が識別されるもの
適用の理由：個人のプライバ
シー保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３５３

宇栄原市営住宅第5工期建替工事（解
体・１工区）
宇栄原市営住宅第5工期建替工事（解
体・２工区）
・金入り設計書、諸経費、仕分書、内訳
書、別紙明細書

公開 R3.1.26
まちなみ共創部

建築工事課

３５４

高良小学校校舎及び屋内運動場解体
工事（1工区）
高良小学校校舎及び屋内運動場解体
工事（2工区）
・金入り設計書、諸経費、仕分書、内訳
書、別紙明細書

公開 R3.1.25
生涯学習部

施設課

学校教育部
学校教育課

R3.1.21３１２

３０９ R3.1.20
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３５５ ３１３ R3.1.22

2019年4月18日開札
宇栄原市営住宅第5期建替事業に伴う
既存住棟（A-10、11、14、16棟）の解体
工事
工事設計書
諸経費計算書及び仕分書、内訳書

公開 R3.1.26
まちなみ共創部

建築工事課

３５６ ３１４ R3.1.22

2020年10月5日開札
小禄支所及び小禄南消防出張所建設
工事に伴う小禄支所の解体工事
工事設計書
諸経費計算書及び仕分書、内訳書

公開 R3.1.25
まちなみ共創部

建築工事課

３５７ ３１５ R3.1.25

まちなみ共創部建築工事課
（2020年度　磁気探査調査業務）
・（仮称）大嶺コミュニティセンター建設
工事業務委託（磁気探査）に係る表
紙、積算内訳表、総括表、代価表・施
工パッケージ、単価表一覧、単価表

公開 R3.1.25
まちなみ共創部

建築工事課

３５８ ３１６ R3.1.25

都市みらい部道路建設課
（2020年度　磁気探査調査業務）
・令和2年度首里金城地区細街路工事
に伴う磁気探査業務委託
・令和2年度一銀線磁気探査業務委託
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代
価表・施工パッケージ、単価表一覧、
単価表

公開 R3.1.27
都市みらい部
道路建設課

３５９ ３１７ R3.1.25

那覇市教育委員会生涯学習部施設課
（2020年度　磁気探査調査業務）
・石嶺小学校屋内運動場磁気探査業
務委託
・垣花小学校屋内運動場及びプール
磁気探査業務委託
・高良小学校屋内運動場改築工事磁
気探査業務委託
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代
価表・施工パッケージ、単価表一覧、
単価表

公開 R3.2.2
生涯学習部

施設課

３６０ ３１８ R3.1.25 那覇市道路種別マップ　39-L（No.1） 公開 R3.1.26
まちなみ共創部

建築指導課

３６１ ３１９ R3.1.26

土壌汚染対策法の自主的調査に係る
土地の履歴調査の実施に伴い、下記
地番における以下の公的届出資料

１．水質汚濁防止法に係る特定施設設
置届出の有無
２．土壌の特定有害物質による汚染状
態に関する公的届出資料
３．特定有害物質又は特定有害物質を
含む個体・液体の埋設等に関する公的
届出資料
４．特定有害物質の使用等に関する公
的届出資料
５．自然的原因による土壌汚染に関す
る公的届出資料

調査対象とする地番：沖縄県那覇市〇
〇〇丁目〇番地

非公開 R3.1.27

請求のあった公文書は、実施
機関である市長への届出がな
く、当該文書を保有していない
ため。

第12条第
2項

環境部
環境保全課

３６２ 非公開 R3.2.1 文書不存在
第12条第
2項

環境部
廃棄物対策課

３６３ 部分公開 R3.2.2
個人情報のうち氏名等
適用の理由：個人の特定に関
する情報のため公開しない。

第7条第1
項第2号

環境部
クリーン推進課

３６４ ３２０ R3.1.26

土壌汚染対策法の自主的調査に係る
土地の履歴調査の実施に伴い、下記
地番における以下の公的届出資料

１．給油設備施設等に伴う設置・廃止
等に関する届出
２．危険物製造所等に伴う設置・廃止
等に関する届出

調査対象とする地番：沖縄県那覇市〇
〇〇丁目〇番地

非公開 R3.1.29

文書不存在
適用の理由：調査対象地番に
おける給油施設等・危険物施
設等の設置・廃止等に関する
届出がないため

第12条第
2項

消防局
予防課

３６５ ３２１ R3.1.26
首里石嶺町4丁目分譲地
建築協定書

公開 R3.1.27
まちなみ共創部

建築指導課

３６６ ３２２ R3.1.26

那覇広域都市計画道路　３・４・那８８号
真和志線
事業地を表示する図面　平面図
NO  Scale　（Ａ３カラー）

公開 R3.2.1
都市みらい部
道路建設課

土壌汚染対策法の自主的調査に係る
土地の履歴調査の実施に伴い、下記
地番における以下の公的届出資料

６．不法投棄に係る報告資料
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３６７ ３２３ R3.1.26

令和2年12月7日に発生した、アスファ
ルト舗装版の切断に発生する、有害汚
泥の不法投棄における、指導、指示事
項。

部分公開 R3.2.1
個人名及び携帯番号
法人代表者の印影

第7条第1
項第2号

環境部
廃棄物対策課

３６８ ３２４ R3.1.26

孔子廟訴訟
①提訴より経過の分かる文書
②できれば第一審から最高裁上告まで
の弁護団より提出された準備書面

公開 R3.2.5
都市みらい部
公園管理課

３６９ ３２５ R3.1.27

神原中学校外構工事（R元年度）
上間小学校屋内運動場改築工事（R元
年度）
上間小学校屋内運動場改築造成工事
（H30年度）
上間小学校校舎及び屋内運動場解体
工事（H30年度）
上間小学校及び幼稚園外構工事（そ
の２）（H30年度）
上間小学校及び幼稚園外構工事（そ
の１）（H２９年度）

金入り設計書、諸経費、仕分書、内訳
書、別紙明細書

公開 R3.2.8
生涯学習部

施設課

３７０ ３２６ R3.1.27

2019年度
工事名：高良小学校校舎及び屋内運
動場解体工事（1工区）
工事設計書（積算内訳表、総括表及び
代価表、経費内訳表）

2019年度
工事名：高良小学校校舎及び屋内運
動場解体工事（2工区）
工事設計書（積算内訳表、総括表及び
代価表、経費内訳表）

公開 R3.2.1
生涯学習部

施設課

３７１ ３２７ R3.1.29

宇栄原市営住宅第5期建替工事（造
成）
・入札日（2020/3/27）
工事設計書積算内訳書（諸経費計算
含む）

部分公開 R3.2.5
刊行物から採用した単価の根
拠

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

３７２ ３２８ R3.1.29

鏡原中学校屋外環境整備工事
・入札日（2020/7/10）
工事設計書積算内訳書（諸経費計算
含む）

公開 R3.2.10
生涯学習部

施設課

３７３
①令和元年度石嶺線（２）街路工事（第
37工区）
・入札日（2020/3/6）

公開 R3.2.1

３７４

②令和元年度久茂地7号（甲辰橋）橋
梁整備工事
・入札日（2020/2/14）

工事設計書積算内訳書（諸経費計算
含む）

部分公開 R3.2.1 廃棄物等所分場の名称
第7条第1
項第3号

３７５ ３３０ R3.2.3
道路台帳（〇〇〇-〇-〇）
北、南、西側西側各道路

公開 R3.2.4
都市みらい部
道路管理課

３７６ ３３１ R3.2.4
道路台帳
１．前島〇丁目〇-〇の市道
２．前島〇丁目〇-〇

公開 R3.2.5
都市みらい部
道路管理課

３７７ ３３２ R3.2.5
リサイクル法届け出　（R2年12月1日～
現在）

部分公開 R3.2.8
個人が識別されるもの
適用の理由：個人のプライバ
シー保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３７８ ３３３ R3.2.12

工事名：那覇市字具志地先船だまり整
備工事（ブロック製作工事その1）
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

部分公開 R3.2.17 刊行物から採用した単価根拠
第7条第1
項第3号

経済観光部
商工農水課

３７９ ３３４ R3.2.12

工事名：令和2年度　石嶺線（２）街路
工事（第38工区）
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

部分公開 R3.2.19

刊行物から採用した単価根拠
及び廃棄物等処分場の名称
適用理由：刊行物を発行する法
人及び特定の処分場の権利、
競争上の地位その他正当な利
益を害するおそれがあるため

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

３８０ ３３５ R3.2.15

・座標面積計算書（那覇市〇〇〇丁目
〇-〇）
・画地出来形確認測量原図　61街区
（2/2）

公開 R3.2.19
まちなみ共創部
まちなみ整備課

都市みらい部
道路建設課

R3.1.29３２９
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３８１ ３３６ R3.2.16

地籍調査（国土調査）に関連するシス
テム導入についての情報公開導入メー
カー、導入ソフト名、落札年月（導入年
月）、落札業者、契約形態（①リース契
約又は②買取）、料金（①リース：賃貸
借使用料、②買取：年間保守料金[令
和2年度]）
（担当部局名：まちなみ共創部技術総
務課）

非公開 R3.2.17

公文書不存在
適用理由：本市は、地籍調査
（国土調査）に関するシステム
は導入していないため、公文書
不存在。

第12条第
2項

まちなみ共創部
技術総務課

３８２ ３３７ R3.2.17

令和2年度　一銀線街路整備工事（第1
工区）
上記の金入り設計書
（本工事内訳書・明細書・代価表・単価
表・施工P・間接費の内訳含）

部分公開 R3.3.1
刊行物から採用した単価根拠
規定及び廃棄物処理場の名称

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

３８３ ３３８ R3.2.17

令和2年度　久場川公園整備工事（土
木）
上記の金入り設計書
（本工事内訳書・明細書・代価表・単価
表・施工P・間接費の内訳含）

公開 R3.2.18
都市みらい部
花とみどり課

３８４ ３３９ R3.2.17

令和2年度　新都心公園テニスコート人
工芝改築工事（土木）
令和2年度　遊具等設置工事
上記の金入り設計書
（本工事内訳書・明細書・代価表・単価
表・施工P・間接費の内訳含）

公開 R3.3.1

刊行物から採用した単価根拠
及び廃棄物等処分場の名称
適用の理由：刊行物を発刊する
法人及び特定の処分場の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるた
め。

第7条第1
項第3号

都市みらい部
公園管理課

３８５ ３４０ R3.2.17
道路台帳
0244　那覇市〇〇
安里中央線4.2m～4.5

公開 R3.2.18
都市みらい部
道路管理課

３８６ ３４１ R3.2.18

・事業地を表示する図面　平面図
NoScale
８・７・那10号　東門川・仲之川線ほか
14路線

・設計の概要を表示する図面
標準断面図　NoScale

公開 R3.2.19
都市みらい部
道路建設課

３８７ ３４２ R3.2.19
・境界点番号管理図　30街区1/500
金城2丁目
・座標面積成果表　金城〇-〇

公開 R3.3.2
まちなみ共創部
まちなみ整備課

・個人情報に関すること
第7条第1
項第2号

・法人等に関する情報
第7条第1
項第3号

・行政執行に関する情報
第7条第1
項第4号

３８９ ３４４ R3.2.19

・那覇市〇〇〇丁目〇番〇（平成9年9
月換地）
①座標面積計算書
②3級及び4級基準点成果簿

公開 R3.3.2
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３９０ ３４５ R3.2.22
2019年10月31日発生の首里城火災に
おける那覇市消防局の調査報告書

部分公開 R3.3.4
個人情報に関すること
法人等に関する情報
行政執行に関する情報

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

３９１ ３４６ R3.2.22 一銀線の都市計画決定図 取下げ
都市みらい部
道路建設課

３９２ ３４７ R3.2.22
2019年10月31日に発生した首里城火
災の火災調査書

部分公開 R3.3.4
個人情報に関すること
法人等に関する情報
行政執行に関する情報

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

３９３ ３４８ R3.2.22
那覇市消防局作成の首里城火災調査
報告書一切

部分公開 R3.3.4
個人情報に関すること
法人等に関する情報
行政執行に関する情報

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

３９４ ３４９ R3.2.24

①那覇広域都市計画道路３・４那88号
真和志線事業地を表示する図面　平
面図（Noscale）
②設業の概要を表示する図面
標準断面図（１）ｓ＝1/50
③標準断面図（２）ｓ＝1/50

公開 R3.2.24
都市みらい部
道路建設課

３９５ ３５０ R3.2.24

「29年度～令和2年度　自動車騒音常
時監視業務」
入札公告、仕様書、入札結果（落札業
者だけでなく入札参加業者の金額及
び業務の予算がわかるもの。仕様書の
つきましては令和2年度のみで良いで
す。）

公開 R3.3.3
環境部

環境保全課

３９６ ３５１ R3.2.24

「29年度～令和2年度　那覇市公共用
水域及び地下水の水質測定業務」
入札公告、仕様書、入札結果（落札業
者だけでなく入札参加業者の金額及
び業務の予算がわかるもの。仕様書の
つきましては令和2年度のみで良いで
す。）

公開 R3.3.3
環境部

環境保全課

消防局
予防課

部分公開 R3.2.25
・2019年10月31日発生の首里城火災

調査書類すべて
R3.2.19３８８ ３４３
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３９７ ３５２ R3.2.25
平成24年3月　道路台帳（ナハ４）
11-18、11-19、11-24

公開 R3.2.26
都市みらい部
道路管理課

３９８ ３５３ R3.2.25
那覇市道路台帳　測定基図　那覇２
道路台帳平面図（測定基図）　１１－１２

公開 R3.2.26
都市みらい部
道路管理課

３９９ ３５４ R3.2.26

鏡原中学校屋外環境整備工事　2020
年度
真和志中学校屋外環境整備工事
2018年度
大名小学校屋外環境整備工事　2016
年度
上記3件　金入り設計書、本工事内訳
書

公開 R3.3.9
生涯学習部

施設課

４００ ３５５ R3.2.26
平成27年度に提出した新規指定時の
書類一式

部分公開 R3.3.12
・住所、電話番号等の個人情報
が記載されている部分及び資
格証の書類

第7条第1
項第2号

福祉部
障がい福祉課

個人情報、個人の意見を含め
た宗教法人と個人のやりとり

第7条第1
項第2号

宗教法人の経営状況が分かる
文書、宗教法人が所持している
文書

第7条第1
項第3号

４０２ ３５７ R3.3.1

工事名：小禄支所等建設工事（造成）
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

公開 R3.3.4
まちなみ共創部

建築工事課

４０３ ３５８ R3.3.2

令和2年度　発注工事
工事名：宇栄原市営住宅第5期建替工
事（機械1工区）
工事名：宇栄原市営住宅第5期建替工
事（機械2工区）

上記工事に係る「工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算
書」の公開

公開 R3.3.12
まちなみ共創部

建築工事課

４０４ ３５９ R3.3.2
リサイクル届出受付簿
R2年2月3日～現在分

部分公開 R3.3.3
個人が識別されるもの
適用の理由：個人のプライバ
シー保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

４０５ ３６０ R3.3.2

令和2年度　発注工事
工事名：（仮称）大嶺コミュニティセン
ター建設工事（機械）

上記工事に係る「工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算
書」の公開

公開 R3.3.12
まちなみ共創部

建築工事課

４０６ ３６１ R3.3.2

令和2年度　発注工事
工事名：開南小学校屋内運動場及び
プール改築工事（機械）

上記工事に係る「工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算
書」の公開

公開 R3.3.3
生涯学習部

施設課

４０７ ３６２ R3.3.2

令和2年4月から令和3年2月（令和2年
度）の公立中学校の定期試験問題（英
語・数学・国語・理科・社会・音楽・美
術・体育・家庭科・技術）及び中学校3
年生の総合テスト、実力テストの試験問
題（英語・数学・国語・理科・社会・音
楽・美術・体育・家庭科・技術）

公開 R3.3.30
学校教育部
学校教育課

４０８ ３６３ R3.3.2
首里〇〇町〇丁目〇番地の接道する
道の種類と幅員、等高線のある道路台
帳図面

公開 R3.3.4
都市みらい部
道路管理課

４０９ ３６４ R3.3.3
道路台帳　16-14　〇〇町〇〇番〇
測定基図　山下12号
那覇６

公開 R3.3.4
都市みらい部
道路管理課

４１０ ３６５ R3.3.3

那覇広域都市計画道路３・４那89号城
東城北線事業地を表示する図面　平
面図1/1000
設業の概要を表示する図面 平面図
NOScale
標準断面図

公開 R3.3.4
都市みらい部
道路建設課

４１１ ３６６ R3.3.3

都市みらい部道路建設課
（2020年度　磁気探査調査業務）
・令和2年度　石嶺線（３）磁気探査業
務委託に係る表紙、積算内訳表、総括
表、代価表・施工パッケージ、単価表
一覧、単価表

部分公開 R3.3.11

刊行物から採用した単価根拠
理由：刊行物を発刊する法人の
権利、競争上の地位その他の
正当な利益を害するおそれが
あるため

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

環境部
環境保全課

R3.3.16部分公開R3.3.1

令和〇〇年〇月〇日に、宗教法人〇
〇より提出された、納骨堂経営許可申
請、及び平成〇〇年〇月から令和〇
〇年〇月まで宗教法人〇〇とで行わ
れた事前協議に関する文書一式

４０１ ３５６
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４１２ ３６７ R3.3.3

まちなみ共創部建築工事課
（2020年度　磁気探査調査業務）
・小禄支所等建設工事事業委託（造成
磁気探査）に係る表紙、積算内訳表、
総括表、代価表・施工パッケージ、単
価表一覧、単価表

部分公開 R3.3.9
施工パッケージ、単価一覧表、
単価表

第12条第
2項

まちなみ共創部
建築工事課

４１３ ３６８ R3.3.3

那覇市教育委員会生涯学習部施設課
（2020年度　磁気探査調査業務）
・開南小学校屋内運動場及びプール
改築工事業務委託に係る表紙、積算
内訳表、総括表、代価表・施工パッ
ケージ、単価表一覧、単価表

公開 R3.3.9
生涯学習部

施設課

４１４ ３６９ R3.3.4

平成31年度石嶺線（２）街路工事（第33
工区）
竣工図　配置平面図S＝1/150
平成26年度城東城北線実施設計業務
委託（A3白黒）　城東城北線　横断図
S=1/100

公開 R3.3.4
都市みらい部
道路建設課

・個人情報に関すること
理由：個人に関する情報であ
り、特定の個人を識別すること
ができるため

第7条第1
項第2号

・法人に関する情報
理由：法人等に関する情報であ
り、公開することにより、当該法
人等に不利益を与えるため。

第7条第1
項第3号

・行政執行に関する情報
理由：調査等に関する情報であ
り、公開にすることにより、率直
な意見の交換若しくは意思決
定の中立性が不当に損なわれ
る恐れ又は特定の者に不当に
利益を与え若しくは不利益を及
ぼす恐れがあるため。

第7条第1
項第4号

・個人情報に関すること
理由：個人に関する情報であ
り、特定の個人を識別すること
ができるため

第7条第1
項第2号

・法人に関する情報
理由：法人等に関する情報であ
り、公開することにより、当該法
人等に不利益を与えるため。

第7条第1
項第3号

・行政執行に関する情報
理由：調査等に関する情報であ
り、公開にすることにより、率直
な意見の交換若しくは意思決
定の中立性が不当に損なわれ
る恐れ又は特定の者に不当に
利益を与え若しくは不利益を及
ぼす恐れがあるため。

第7条第1
項第4号

・個人情報に関すること
理由：個人に関する情報であ
り、特定の個人を識別すること
ができるため

第7条第1
項第2号

・法人に関する情報
理由：法人等に関する情報であ
り、公開することにより、当該法
人等に不利益を与えるため。

第7条第1
項第3号

・行政執行に関する情報
理由：調査等に関する情報であ
り、公開にすることにより、率直
な意見の交換若しくは意思決
定の中立性が不当に損なわれ
る恐れ又は特定の者に不当に
利益を与え若しくは不利益を及
ぼす恐れがあるため。

第7条第1
項第4号

４１８ ３７３ R3.3.5
令和2年度発注工事　「垣花小学校屋
内運動場及びプール改築工事（建
築）」全ての金入りの工事設計書

公開 R3.3.9
生涯学習部

施設課

・個人情報に関すること
理由：個人に関する情報であ
り、特定の個人を識別すること
ができるため

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

消防局
予防課

消防局
予防課

消防局
予防課

R3.3.9部分公開

部分公開

部分公開

部分公開

R3.3.9

R3.3.9

R3.3.11

R3.3.5

R3.3.5

R3.3.5

R3.3.9
１　2019年10月31日発生の首里城火
災に関する那覇市消防局の調査報告

書

2019年10月31日の「首里城火災」の
「火災調査書」

2019年10月31日に発生した首里城火
災の調査資料すべて

2019年10月31日に発生の首里城火災
に関し出火原因及び損害額等につい

てまとめた調査の報告書一式

４１５ ３７０

３７１

３７２

３７４

４１６

４１７

４１９
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

・法人に関する情報
理由：法人等に関する情報であ
り、公開することにより、当該法
人等に不利益を与えるため。

第7条第1
項第3号

・行政執行に関する情報
理由：調査等に関する情報であ
り、公開にすることにより、率直
な意見の交換若しくは意思決
定の中立性が不当に損なわれ
る恐れ又は特定の者に不当に
利益を与え若しくは不利益を及
ぼす恐れがあるため。

第7条第1
項第4号

４２０ ３７５ R3.3.10
首里金城地区細街路　大アカギ東線
の図面
・平面図、横断図、縦断図

公開 R3.3.9
都市みらい部
道路建設課

４２１ ３７６ R3.3.10

龍柱の下請業者（三次請負）〇〇〇〇
との契約書は必要であることが、この那
覇市立工事関係書類一覧表に書かれ
ています。下請、再下請契約書とありま
すから、市は〇〇〇〇との契約書の写
しを収得していなければなりません。こ
れは市役所としての責務ですから、国
民に出してください。（収得してきてくだ
さい。契約書を。）

非公開 R3.3.24 公文書不存在
第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

４２２ ３７７ R3.3.11

那覇広域都市計画道路３・４那8８号真
和志線事業地を表示する図面　平面
図1/1000
設業の概要を表示する図面 平面図
NOScale

標準断面図（１）S=1/50

公開 R3.3.15
都市みらい部
道路建設課

４２３ ３７８ R3.3.15

建設工事に係る資材の再資源化等に
関する法律第42条第1項の規定による
報告書
報告日　令和3年2月26日
報告書　〇〇〇

部分公開 R3.4.2
個人が識別されるもの
適用理由：個人のプライバシー
保護のため

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

４２４ ３７９ R3.3.15
リサイクル届け出受付簿　令和３年３月
３日～令和３年３月１５日　（工事場所）

部分公開 R3.3.23 個人が識別されるもの
第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

４２５ ３８０ R3.3.15
土地区画整理図（真嘉比・古島土地区
画事業）
５５街区

公開 R3.3.18
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４２６ ３８１ R3.3.15

〇〇〇丁目〇〇番の土地に係る道路
位置指定について①位置指定申請者
より御庁に提出された関係法令に定め
る道路位置指定申請書その他の図書
一式。②当該申請に対する御庁による
位置指定の結果が記載された書類。③
現在までに位置指定道路の変更又は
廃止がなされている場合は、当該申請
に係る図書一式。④その他当該土地
の位置指定に関する図書

公開 R3.3.29
まちなみ共創部

建築指導課

４２７

①平成22年度から現在までの間に沖
縄県内においておいてPFOS ・PFOA
を含有する消火剤を放出（火災による
使用」、事故等による放出、訓練による
使用等あらゆる形態を含む）した事例
がわかる文書すべて
②平成30年度以降、那覇市内におい
てPFOS ・PFOAを含有する消火剤を保
有している事業所の場所がわかる文書
すべて。

⑤令和2年度の作成した那覇市が保有
するPFOS ・PFOAを含有する消火剤を
非PFOS ・PFOA剤に交換する予定が
分かる文書すべて

非公開 R3.3.26

公文書不存在
適用理由：
①の項目における、那覇市の
PFOS・PFOAを含有する消火
剤を放出した事例の公文書は
不存在。
②、⑤の質問事項の公文書未
作成のため不存在。

第12条第
2項

４２８

③那覇市が保有するPFOS ・PFOAを
含有する消火剤を保管（廃棄のための
保管を含む）している場所がわかる文
書全すべて
④令和元年10月31日に発生した首里
城火災において、PFOS ・PFOAを含有
する消火剤をしようしたか否かが分かる
文書すべて

公開 R3.3.26

４２９ 部分公開 R3.3.30

那覇市役所来庁説明配布資料
の一部
適用の理由：公にすることによ
り、当該事務又は事業の適正な
執行に著しい支障を及ぼすこと
が明らかであるため

第7条第1
項第4号

総務部
平和交流・男女

参画課

消防局
予防課

消防局
警防課・予防課

部分公開 R3.3.11R3.3.9

R3.3.17

１　2019年10月31日発生の首里城火
災に関する那覇市消防局の調査報告

書

⑥令和3年2月26日に那覇基地で発生
した消火剤流出事故に関して、那覇市

が作成した・取得した文書すべて

３７４

３８２

４１９
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

①市民の氏名、住所、電話番
号、特定できる文書
適用の理由：①個人に関する
情報を保護するため

第7条第1
項第2号

②法人の名称
適用の理由：②法人その他の
団体の情報であって、当該情
報を公にすることにより、当該法
人等に著しい不利益を与えるこ
とが明らかであるため。

第7条第1
項第3号

③職員が撮影した自衛隊敷地
内の写真
適用の理由：③国等の期間が
行う事務又は事業の性質上、
公にすることにより、当該事務
又は事業の適正な執行に著し
い支障を及ぼすことが明らかな
ため。

第7条第1
項第4号

４３１ 非公開 R3.3.26

20210226　泡消火剤飛散調査
適用理由：事業を営む個人の
当該事業に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該個
人に著しい不利益を与えること
が明らかであるため。

第7条第1
項第3号

こどもみらい部
こども教育保育

課

１．個人名、顔、個人の印影
適用理由：１．個人に関する情
報であって、特定の個人を識別
することができるため、又は公
務員等の権利利益を不当に害
する恐れがあるため

第7条第1
項第2号

２．法人代表者の印影、排出者
名、泡消火剤設備消火薬剤等
交換委託業者名等
適用理由：２．法人に関する情
報であって、著しい不利益を与
えることが明らかであるため

第7条第1
項第3号

３．基地施設の配置、機能及び
構造等に関する情報
適用理由：３．基地施設の配
置、機能及び構造等に関する
情報であって、国の事業の適
正な執行に著しい支障を及ぼ
すことが明らかなため

第7条第1
項第4号

４３３ ３８３ R3.3.16

R2年度発注の
開南小学校屋内運動場及びプール改
築工事（電気）
石嶺小学校屋内運動場改築工事（設
備）

上記工事に係る、工事費内訳書、諸経
費計算書、代価表　等

公開 R3.3.26
生涯学習部

施設課

４３４ ３８４ R3.3.16

R2年度発注の
（仮称）大嶺コミュニティセンター建設
工事（電気）

上記工事に係る、工事費内訳書、諸経
費計算書、代価表　等

公開 R3.3.25
まちなみ共創部

建築工事課

４３５ ３８５ R3.3.16

R2年度発注の
第一牧志公設市場建設工事（電気）

上記工事に係る、工事費内訳書、諸経
費計算書、代価表　等

公開 R3.3.26
経済観光部

なはまち振興課

４３６ ３８６ R3.3.17

那覇市広域都市計画道路
３，４那88号真和志線
事業地を表示する図面　平面図 No
ScaLe

公開 R3.3.23
都市みらい部
道路建設課

４３７ ３８７ R3.3.19
防音工事補助金交付決定通知書

H28　那覇市〇〇〇丁目〇〇〇〇
部分公開 R3.3.31

個人氏名、住所、補助金額
適用の理由：個人情報保護の
ため

第7条第1
項第2号

環境部
環境保全課

４３８ ３８８ R3.3.19

那覇市広域都市計画道路
３，４那88号真和志線
事業地を表示する図面　平面図 No
ScaLe

公開 R3.3.24
都市みらい部
道路建設課

４３９ ３８９ R3.3.22
リサイクル届出　受付簿　令和3年3月
16日～3月22日分（工事場所）

部分公開 R3.3.23 個人が識別されるもの
第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

環境部
廃棄物対策課

環境部
環境保全課

部分公開

部分公開

R3.3.30

R3.4.28

R3.3.17

⑥令和3年2月26日に那覇基地で発生
した消火剤流出事故に関して、那覇市

が作成した・取得した文書すべて

４３０

４３２

３８２
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４４０ ３９０ R3.3.23

令和3年3月12日開札
上間小学校屋内環境設備工事
工事設計書、諸経費計算書及び仕訳
書、内訳書

令和2年10月5日開札
開南小学校屋内運動場及びプール改
築工事（建築）
工事設計書、諸経費計算書及び仕訳
書、内訳書

公開 R3.3.30
生涯学習部

施設課

４４１ ３９１ R3.3.23

令和3年1月6日開札
宇栄原市営住宅第5期建替工事（建
築）
工事設計書、諸経費計算書及び仕訳
書、内訳書

令和3年2月12日開札
大名市営住宅第4期建替工事（解体・1
工区）（解体・2工区）
工事設計書、諸経費計算書及び仕訳
書、内訳書

公開 R3.4.6
まちなみ共創部

建築工事課

４４２ ３９２ R3.3.23

道路台帳平面図（測定基図）
1=500地形図
22-01
住所：那覇市小禄1丁目23-14
那覇市道鏡原小禄線、小禄19号線

公開 R3.3.24
都市みらい部
道路管理課

４４３ ３９３ R3.3.23

那覇広域都市計画道路
３・５・２０号　一銀線
事業地を表示する図面
平面図　NoScale

公開 R3.3.25
都市みらい部
道路建設課

４４４ ３９４ R3.3.24

工事名：上間小学校外構工事（その1）
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

公開 R3.3.29
生涯学習部

施設課

４４５ ３９５ R3.3.24

工事名：上間小学校屋外環境整備工
事
請求内容：金額入り工事設計書（一般
管理費、現場管理費、共通仮設費）及
び諸経費計算書

公開 R3.3.29
生涯学習部

施設課

４４６ ３９６ R3.3.25 那覇市道路種別マップNo.3 10-R 公開 R3.3.25
まちなみ共創部

建築指導課

４４７ ３９７ R3.3.26

学校管理運営規則第17条、保護者負
担軽減について、平成31年度、令和元
年度における市教委から学校への通
知文書及び届出された教材金額が分
かる文書

公開 R3.4.23
学校教育部
学校教育課

４４８ 部分公開 R3.4.23

①市教委への経過報告及び返
金の件についての文書
②全保護者への返金説明につ
いての文書、学年だより（３・５
年）
適用理由：

第12条第
2項

４４９ 非公開 R3.4.23

①春の遠足（H30.5.2）における
職員、バス賃不正（ただ乗り）に
ついて大道小から市教委への
経過報告及び返金の件につい
ての文書（伊江島観光バス利
用）
②学年だよりで周知。学年だよ
り（３・５年）は、保存期間1年以
上を経過しているため破棄され
ている。
適用理由：公文書不存在

第12条第
2項

４５０
那覇市〇〇〇丁目〇〇番地〇〇号
（私有地）の売却についての法律相談
結果

公開 R3.5.6
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４５１
那覇市〇〇〇丁目〇〇番〇〇の那覇
市と〇〇〇〇とで取り交わした土地売
買契約書。令和3年1月20日売買（登記
簿参照）

部分公開 R3.5.6
売買代金、特約条項、契約者
の印影

第7条第1
項第4号

まちなみ共創部
まちなみ整備課

４５２ ４００ R3.3.29

貸付市有地となっている那覇市山下町
〇〇－〇の土地につきまして、平成10
年度・平成20年度・令和2年度における
貸付面積、年額賃貸料、固定資産税
評価額及び賃貸料算出方法をそれぞ
れご教示ください。

公開 R3.4.12
総務部
管財課

４５３ ４０１ R3.3.29
那覇市道路台帳
測定基図　那覇２　11-11
〇〇〇丁目〇-〇（〇〇〇〇）

公開 R3.3.31
都市みらい部
道路管理課

学校教育部
学校教育課

R3.3.29

①春の遠足（H30.5.2）における職員バ
ス賃不正（ただ乗り）について大道小か
ら市教委への経過報告及び返金の件
についての文書（伊江島観光バス利

用）
②大道小から全学年保護者への返金

説明についての文書

R3.3.26

３９９

３９８
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

４５４ ４０２ R3.3.31

座標面積計算書
・14-1　・14-2　・14-3　・14-8
4級基準点
・H24.A7　・③K15　・A166
・H24.A8　・④A165　・21701
・21707　・21708
これらの点の記網図

公開 R3.4.12
まちなみ共創部
まちなみ整備課

４５５ ４０３ R3.3.31

私は、那覇市が保有する生活保護指
定医療機関のしおり（那覇市内に限る）
の全部の写しの開示の交付の請求を
提起します。
なお、個人情報は含まれないものを希
望します。

取下げ R3.4.1
福祉部

保護管理課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

1 １ R2.4.1 施術所台帳 部分公開 R2.4.7
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

2 ２ R2.4.1 施術所台帳 部分公開 R2.4.9
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

3 ３ R2.4.2 旅館業台帳 公開 R2.4.9 生活衛生課

4 ４ R2.4.6 理容所・美容所台帳 部分公開 R2.4.9
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

5 ５ R2.4.17 薬局台帳、店舗販売業台帳 部分公開 R2.4.20
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

6 ６ R2.5.1 施術所台帳 部分公開 R2.5.8
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

7 ７ R2.5.8 施術所台帳 公開 R2.5.12 生活衛生課

8 ８ R2.5.11 理容所・美容所台帳 部分公開 R2.5.12
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

9 ９ R2.5.21 理容所・美容所台帳 部分公開 R2.5.26
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

10 １０ R2.5.29 診療所開設届（医師開設） 公開 R2.6.1 生活衛生課

11 １１ R2.5.28 食品営業許可台帳 部分公開 R2.6.3
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

12 １２ R2.6.9
薬局台帳、特例販売業台帳、店舗販売業台帳、卸
売販売業台帳

公開 R2.6.11 生活衛生課

13 １３ R2.6.4 理容所・美容所台帳 部分公開 R2.6.5
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

14 １４ R2.6.1 施術所台帳 部分公開 R2.6.3
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

15 １５ R2.6.30 旅館業営業許可台帳・住宅宿泊事業台帳 非公開 R2.7.2
条例第12条第2項（公
文書不存在）

生活衛生課

16 １６ R2.6.26 旅館業営業許可台帳 部分公開 R2.6.30
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

17 １７ R2.7.2 食品営業許可台帳 部分公開 R2.7.3
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

18 １８ R2.7.1 施術所台帳 公開 R2.7.3 生活衛生課

19 １９ R2.7.13 理容所・美容所台帳 部分公開 R2.7.7
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

20 ２０ R2.8.3 施術所台帳 部分公開 R2.8.4
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

21 ２１ R2.8.18 衛生検査所台帳 公開 R2.8.19 生活衛生課

22 ２２ R2.8.5 理容所・美容所台帳 部分公開 R2.8.7
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

23 ２３ R2.9.2 施術所台帳 部分公開 R2.8.4
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

24 ２４ R2.9.2
生活衛生台帳（クリーニング、旅館業、興行場、公衆
浴場）

公開 R2.9.8 生活衛生課

25 ２５ R2.9.25 施術所廃止届 公開 R2.11.26 生活衛生課

26 ２６ R2.9.10 旅館業営業許可台帳 部分公開 R2..9.11
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

27 ２７ R2.10.1 施術所台帳 部分公開 R2.10.5
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

28 ２８ R2.10.13 特定建築物台帳 公開 R2.10.16 生活衛生課

29 ２９ R2.10.9 食品営業許可台帳 部分公開 R2.10.22
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

30 ３０ R2.11.2 施術所台帳 部分公開 R2.11.5
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

31 ３１ R2.11.11 病院名簿、一般診療所及び歯科診療所名簿 公開 R2.11.12 生活衛生課

32 ３２ R2.11.12 診療所開設届（医師開設） 公開 R2.11.16 生活衛生課

33 ３３ R2.11.9 旅館業営業許可台帳 部分公開 R2.11.20
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

34 ３４ R2.12.7 食品営業許可台帳 部分公開 R2.12.9
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

35 ３５ R2.12.9 施術所台帳 部分公開 R2.12.10
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

36 ３６ R2.12.22 歯科技工所台帳 部分公開 R2.12.24
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

37 ３７ R2.12.10
薬局台帳、特例販売業台帳、店舗販売業台帳、卸
売販売業台帳

公開 R2.12.11 生活衛生課

38 ３８ R3.1.4 施術所台帳 部分公開 R3.1.6
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

39 ３９ R3.1.6 歯科技工所台帳 公開 R3.1.7 生活衛生課

40 ４０ R3.2.1 施術所台帳 部分公開 R3.2.4
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

②保健所受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

41 ４１ R3.2.12 理容所台帳、美容所台帳 部分公開 R3.2.24
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

42 ４２ R3.2.24 旅館業営業許可台帳 公開 R3.3.2 生活衛生課

43 ４３ R3.2.25
理容所台帳、美容所台帳
食品営業許可台帳

部分公開 R3.3.3
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

44 ４４ R3.3.1 施術所台帳 部分公開 R3.2.4
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

45 ４５ R3.3.8 診療所廃止届（法人開設） 公開 R3.3.8 生活衛生課

46 ４６ R3.319 歯科技工所台帳 部分公開 R3.3.23
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

47 ４７ R3.3.25 理容所台帳、美容所台帳 部分公開 R3.3.30
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

1 145 R2.4.10
令和元年度5工区宇栄原地内公共下水道（雨水）工
事に関する資料の請求

公開 R2.4.20 下水道課

2 673 R2.6.25
令和元年度3工区首里石嶺町地内公共下水道（雨
水）工事に係る設計積算書（積算部分のみ）

公開 R2.7.3 下水道課

3 743 R2.7.3

①平成31年度　番号41　令和元年度　豊見城配水
池統送水管布設工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮設
費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一覧
の全ての金入り（当初）設計書の文書

部分公開 R2.7.16

［非公開部分］
水道資材統一単価
表、給水装置工事資
材統一単価表、建物
廃棄物処理場名
［理由］
当該法人等に不利益
を与える。（条例第7条
第1項第3号）

水道工務課

4 743 R2.7.3

②平成31年度　番号40　令和元年度　豊見城配水
池建設工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮設
費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一覧
の全ての金入り（当初）設計書の文書

公開 R2.7.16 水道工務課

5 743 R2.7.3

③平成31年度　番号39　令和元年度　6工区久茂地
地内再生水配水管布設工事
④平成31年度　番号38　令和元年度　6工区久茂地
地内再生水配水管布設工事
⑤平成31年度　番号37　令和元年度　5工区宇栄原
地内公共下水道（雨水）工事
⑥平成31年度　番号30　平成30年度　7工区西地内
公共下水道（雨水）工事
⑦平成31年度　番号28　平成30年度　11工区首里
石嶺町地内公共下水道（雨水）工事
⑧平成31年度　番号14　平成30年度　8工区樋川地
内公共下水道（雨水）工事
⑨平成31年度　番号4　平成30年度　6工区首里石
嶺町地内公共下水道（雨水）工事
⑩令和2年度　番号4　令和元年度3工区首里石嶺
町地内公共下水道（雨水）工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮設
費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一覧
の全ての金入り（当初）設計書の文書

公開 R2.7.16 下水道課

6 759 R2.7.7

3　2019年9月4日ころに発生した北谷浄水場送水停
止の事案に関し作成された報告書等、内部作成文
書の一切

公開 R2.7.20 配水課

7 759 R2.7.7

1　2019年4月10日ころに那覇市で発生した断水事
案に関し作成された報告書等、内部作成文書の一
切
2　2019年8月20日ころ及び同年9月10日ころに那覇
市金城で発生した給水管の異物混入事案に関し作
成された報告書等内部作成文書の一切並びに同時
案に関し那覇市上下水道局が家主に対して発出し
た同月19日付けの通知文書及び当該通知文書に
関する決裁文書
4　2019年9月20日ころに那覇市上間で発生した漏
水、同年同月23日ころに那覇市曙で発生した漏水
及び同年11月4日ころに那覇市首里石嶺町で発生
した漏水に関し作成された報告書等、内部作成文
書の一切

部分公開 R2.7.20

［非公開部分］
個人の氏名、住所、電
話番号、顔写真
［理由］
公開することにより当
該個人が識別され、プ
ライバシー侵害のおそ
れがあるため。（条例
第7条第1項第2号）

配水課

8 816 R2.7.14

那覇市上下水道局水道工務課
（2019・2020年度　磁気探査調査業務）
・令和元年度豊見城配水池建設工事に伴う磁気探
査業務委託
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代価表・施行
パッケージ、単価表一覧、単価表

公開 R2.7.21 水道工務課

9 817 R2.7.14

那覇市上下水道局下水道課
（2019・2020年度　磁気探査調査業務）
・平成31年度西地内磁気探査業務委託
・令和元年度首里石嶺町地内磁気探査業務委託
（その2）
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代価表・施行
パッケージ、単価表一覧、単価表

公開 R2.7.21 下水道課

③上下水道局受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

10 817 R2.7.14

那覇市上下水道局下水道課
（2019・2020年度　磁気探査調査業務）
・平成30年度首里石嶺町地内磁気探査業務委託
（その2）
に係る表紙、積算内訳表、総括表、代価表・施行
パッケージ、単価表一覧、単価表

部分公開 R2.7.21

[非公開部分]
建設廃棄物処理場名
[理由]
当該法人等に不利益
を与える。（条例第7条
第1項第3号）

下水道課

11 842 R2.7.16

令和2年度3工区国場地内公共下水道（雨水）工事
工事設計書

部分公開 R2.7.30

[非公開部分]
建設廃棄物処理場名
[理由]
当該法人等に不利益
を与える。（条例第7条
第1項第3号）

下水道課

12 922 R2.7.30

令和元年度3工区首里石嶺町地内公共下水道(雨
水）工事
上記工事物件に係る、全ての積算内訳書から単価
表までのすべての金入り設計書。

部分公開 R2.8.6

[非公開部分]
建設廃棄物処理場名
[理由]
当該法人等に不利益
を与える。（条例第7条
第1項第3号）

下水道課

13 960 R2.8.3

令和元年度
工事件名：平成30年度11工区地内石嶺町地内公共
下水道（雨水）工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮設
費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一覧
のすべての金入りの工事設計書の交付を希望しま
す。

部分公開 R2.8.7

[非公開部分]
建設廃棄物処理場名
[理由]
当該法人等に不利益
を与える。（条例第7条
第1項第3号）

下水道課

14 961 R2.8.3

令和元年度
工事件名：令和元年度3工区地内石嶺町地内公共
下水道（雨水）工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮設
費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一覧
のすべての金入りの工事設計書の交付を希望しま
す。

部分公開 R2.8.6

[非公開部分]
建設廃棄物処理場名
[理由]
当該法人等に不利益
を与える。（条例第7条
第1項第3号）

下水道課

15 1019 R2.8.12
2019年度に○○○○○○○○○○○であった○○
○○が、2019年10月末ころ那覇市上下水道局に提
出した「降格願」及びこれに類する書面の一切。

取り下げ 総務課

16 1024 R2.8.12

　令和2年度天久おもろまち地内配水幹線布設替工
事に関する設計書

部分公開 R2.8.21

[非公開部分]
水道資材統一単価
表、給水装置工事資
材統一単価表、建設
廃棄物処理場名、刊
行物から採用した単価
の根拠
[理由]
当該法人等に不利益
を与える。（条例第7条
第1項第3号）

水道工務課

17 1024 R2.8.12

・令和元年度3工区首里石嶺町地内公共下水道（雨
水）工事に関する設計書

部分公開 R2.8.21

[非公開部分]
・建設廃棄物処理場
名
・刊行物から採用した
単価の根拠
[理由]
当該法人等に不利益
を与える。（条例第7条
第1項第3号）

下水道課

47



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

※令和２年度は、市立病院に対する情報公開請求はありませんでした。

④市立病院受付分
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

審議会 4 2 2 2 2 1

審査会 1 0 4 6 1 2

　 當　原　直　子 消費生活相談員

當　山　清　久 行政書士

金　城　秀　樹 大学教授

前　原　信　達 那覇市自治会長会連合会・元会長

折　井　真　人 　　　　　（副会長）　　　弁護士

上 原 香 代 子 税理士

大　城　幸　子 行政評価事務所

伊 良 皆 進 功 司法書士

　　　　（２）那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会、審査会の開催状況

　　　　（３）那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会委員名簿

名前 職業

朝　 崎　  咿  　　　　　（会　 長）　　大学客員教授

宮　里　玲　子 那覇人権擁護委員協議会・会長
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（４）那覇市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿

渡名喜　庸安 学識経験者

名前 職業

上　原　義　信  　　　　　（会　 長）　　弁護士

当　山　恵　子 　　　　　 （副会長）　　税理士　　

仲　地　博 学識経験者

林　千賀子 弁護士
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Ⅱ 個人情報保護制度 
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  １ 個人情報保護制度の目的 

 

 

高度情報通信社会といわれる今日、個人情報がインターネットを通して迅速に処理できるようになり、

市民生活に便利さと豊かさをもたらした反面、プライバシー侵害の危険が高まってきています。 

那覇市の個人情報保護制度は一人一人の人権を尊重し、保護することを目的として、次の４点を柱に適

正な運営をめざします。 

   (1)  市が個人情報を扱うときのルールを定めています。 

   ① 個人の思想、信条などに関する情報は収集しません。 

   ② 個人情報は原則として直接、本人から収集します。 

   ③ 収集した個人情報は原則として目的外に利用したり、外部等に提供することはありません。 

   (2)  自分の情報は自分でコントロールできます。 

    市がもっている自分の個人情報について開示（閲覧、写しの交付）、訂正、利用停止の請求が  

   できます。 

   (3)  苦情も受け付けます。 

        自分の個人情報が保護に欠けていると思うときは、市や民間業者にその是正を求めることができ 

   ます。 

   (4)  民間業者の協力義務を定めています。 

        民間業者の個人情報の取扱いに不適正があると認められるときは、市長はその業者に対して指導及

び助言することができます。 

 

  個人情報保護制度の主な内容 

   (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員

会、消防局長、上下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人（市立病院）をいう。 

   (2) 個人情報の開示（閲覧、写しの交付）等を請求できる者 

     どなたでも市がもっている自分の個人情報について開示（閲覧、写しの交付）、訂正、利用の停止、

消去、提供の停止を請求できます。 

   (3) 開示（閲覧、写しの交付）等の請求方法 

     開示（閲覧、写しの交付）等の請求は、本人であることを確認することができる書類（例えば運転 

免許証）を窓口の市政情報センター（上下水道局及び市立病院はそれぞれの窓口）に提出して行いま

す。 

   (4) 決定に対する不服申立て 

    実施機関の決定に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。審査請求を受 

けた実施機関は那覇市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求 

に対する決定又は裁決を行います。 

 

   (5) 費用の負担 

     閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は請求者がその費用（写しの作成及び送付に要する費

用）を負担します。 
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  ２ 個人情報保護制度の運用状況 

 

  (1) この運用状況は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの1年分です。 

   (2) 個人情報の開示請求については、承諾が108件でした。(表１参照) 

   (３) 実施機関別請求件数は、市長が95件で、教育委員会6件、選挙管理委員会0件、監査委員0件、公

平委員会0件、消防局長8件、上下水道事業管理者2件、議会0件、市立病院が48件となっています。

（表３参照） 

   (４) 審査請求は1件でした。（表１参照） 

   (５) 個人情報の目的外利用等届出は451件で、その内訳は目的外利用21件、提供430件と 

   なっています。 

 

     (表１) 個人情報開示等請求の処理状況内訳                       

年度 開 示 請 求 内 訳 審査 

請求 

訂正 

請求 

利用停止 

請求 請求 

件数 

承諾 一部 

承諾 

拒否 取下げ 却下 

平成31年度 163 116 25 21 1 0 0 0 0 

令和2年度 159 108 24 18 9 0 1 0 0 

  

     (表２) 開示請求に対する一部承諾、拒否の理由内訳 

 一部承諾 拒否 

法令秘情報 0 0 

個人の評価等情報 1 ０ 

請求者の生命等を害するおそれの

ある情報 
0 0 

第三者の個人情報 21 0 

法人等に関する情報 1 0 

職務執行情報 0 3 

審議会の意見 0 ０ 

文書不存在 1 15 

合  計 24 18 

※複数の理由に該当する場合もあるので、各合計が必ずしも請求件数と一致するわけではありません。 



（表３）実施機関別処理状況

請求
件数

承諾
一部
承諾

拒 否 取下げ 却 下

総　務　部 6 6 0 0 0 0 0 0 0

企画財務部 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経済観光部 0 0 0 0 0 0 0 0 0

環　境　部 1 0 1 0 0 0 0 0 0

市民文化部 21 10 3 7 1 0 0 0 0

福祉部 39 25 10 3 1 0 1 0 0

健康部 9 5 2 1 1 0 0 0 0

こどもみらい部 5 2 2 1 0 0 0 0 0

都市みらい部 1 0 0 1 0 0 0 0 0

まちなみ共創部 13 7 1 4 1 0 0 0 0

出　納　室 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 55 19 17 4 0 1 0 0

6 2 3 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 0 0 0 0 0 0 0

2 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 42 1 0 5 0 0 0 0

159 108 24 18 9 0 1 0 0

選挙管理委員会

開　　示　　請　　求　　内　　訳

合　　　計

上下水道事業管理者

地方独立行政法人
（市立病院）

議　　　会

小　　　計

公平委員会

訂正
請求

利用停止
請求

消防局長

審査
請求

監査委員

農業委員会

固定資産評価委員会

実施機関

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

教育委員会
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（1）個人情報請求の内容
　①市政情報センター受付分
通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

1 1 R2.4.3 開示
区画整理事業終了の精算金額（支払額と銀行名に
ついてわかる情報）

承諾 R2.4.3

まちなみ
共創部　ま
ちなみ整

備課

2 2 R2.4.6 開示

①令和〇年〇月〇日に発生した〇〇〇学校におけ
るいじめ事案について、〇〇〇学校が把握している
詳細な事実経過　②上記①のいじめ事案に対し、〇
〇〇学校が加害生徒から事実確認の目的で聞き
取った内容　③上記①のいじめ事案に関し、〇〇〇
学校がその場にいた他の生徒から聞き取った内容

承諾 R2.4.17
学校教育
部　学校
教育課

3 3 R2.4.9 開示 〇〇〇〇とちゃーがんじゅう課とのすべての記録 一部承諾 R2.5.7

個人の氏名及び評価、診断、
相談等に関する情報部分
適用理由：個人が特定される
おそれ又は開示することにより
当該個人の権利利益を侵害
するおそれがあるため。また、
今後の指導に影響を及ぼす
おそれがあるため。

条例第12条
の2第1項第

2号

福祉部
ちゃーが
んじゅう課

4 4 R2.4.14 開示 戸籍謄本の発行履歴 承諾 R2.4.21

市民文化
部

ハイサイ市
民課

5 5 R2.4.15 開示 住民票の発行履歴 拒否 R2.4.21

公文書不存在（令和２年3月1
日から令和2年4月16日までの
期間の住民票の写し等交付
申請書はありませんでした。）

文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

6 6 R2.4.17 開示 〇〇〇〇の介護認定の書類 承諾 R2.4.30
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

7 7 R2.4.23 開示
平成３０年１月１日～平成３０年１２月３１日までの期
間、本人が請求した住民票の写し等交付申請書

承諾 R2.4.30
市民文化
部　ハイサ
イ市民課

8 8 R2.4.24 開示
戸籍謄本、抄本、附票の発行履歴
Ｒ１．７，３～Ｒ２．４、２４

承諾 R2.4.30
市民文化
部　ハイサ
イ市民課

9 9 R2.5.11 開示
住民票の交付申請書および戸籍に関する証明交付
申請書の写し
（令和元年６月１日～令和２年５月１１日まで）

承諾 R2.5.15

市民文化
部

ハイサイ市
民課

10 10 R2.5.14 開示
指導の対応記録（経過、是正計画）　違反建築物の
違反内容（住所：〇〇〇〇　〇〇〇〇）

一部承諾 R2.5.15

・開示請求者以外の個人情報
・法人に関する情報又は開示
請求者以外の事業を営む個
人事業に関する情報

条例第12条
の2第1項第

4号

まちなみ
共創部

建築指導
課

11 11 R2.5.19 開示
H31年2月10日に「〇〇〇〇」にて窒息事故、事故
報告書の開示を求む

承諾 R2.5.25
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

12 12 R2.5.19 開示
H30年10月30日調査票　要介護３（本人）介護認定
調査票の開示

一部承諾 R2.5.21

事故の報告者氏名（理由：法
人代表者以外の個人に関す
る情報で、特定の個人を識別
することができため）

条例第12条
の2第1項第

4号

福祉部
ちゃーが
んじゅう課

13 13 R2.5.19 開示
窓口申請による印鑑証明書の発行履歴（2015年1月
～2020年4月）

承諾 R2.5.22

市民文化
部

ハイサイ市
民課

14 14 R2.5.20 開示
令和2年3月31日の救急搬送時の記録書（〇〇〇〇
について）

承諾 R2.5.21
消防局
救急課

15 15 R2.5.21 開示
那覇市こども支援に関わった資料　2019年2月ごろ
（ひ孫の〇〇〇〇と孫の〇〇〇〇のこと）

一部承諾 R2.6.26

開示請求者以外の個人に関
する情報及び、職務上知りえ
た秘匿性の高い情報が含ま
れている

条例第12条
の2第1項第

4号

こどもみら
い部

子育て応
援課

16 16 R2.6.4 開示
2020年4月1日～同年6月4日間の印鑑証明の交付
の有無に係る情報について

拒否 R2.6.5

文書不存在（令和2年4月1日
から令和2年6月4日までの期
間の印鑑登録証明書交付申
請書は、ありませんでした。）

文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

17 17 R2.6.16 開示

モノレール事業で計画内の土地建物等の補償費の
額を知りたい。
土地建物の所在：〇〇〇〇
土地の所有者：〇〇〇〇

拒否 R2.6.18

文書不存在。建物等の補償
の文書は保存期間（10年）を
経過しているため廃棄済みで
す。なお、請求にかかる対象
地番（〇〇〇〇）は現存しま
せん。

文書不存在

都市みら
い部

道路建設
課

18 18 R2.6.17 開示
戸籍の附票の第三者からの請求について
2019.11.1～2020.6.7
戸籍に関する証明交付申請書の写し

拒否 R2.6.19

文書不存在（令和元年１１月１
日から令和2年6月17日までの
期間の本人請求以外の戸籍
に関する証明書交付申請書
は、ありませんでした。）

文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

19 19 R2.6.18 開示

１．私は現在、那覇市の生涯福祉サービスを受けて
おります。そのサービスの内容について、開示を請
求いたします。開示を求めるサービスの内容につい
ては、次のとおりです。
サービス開始から現在までの情報について
①　実際に受けたサービスの内容とその金額（でき
れば月額など一定の期間で計算したもの）（本人負
担分の有無、本人負担分があれば本人負担分も含
んだ金額）
②　実際にサービスは受けていないものの、障害福
祉サービスを利用できる「枠」として認定を受けてい
るサービスの内容及びその「点数」
③　補装具などの購入を補助した際の金額
④　那覇市重度心身障がい者医療費等助成制度を
利用していて、令和2年4月以降に助成された医療
費等の金額
⑤　そのた、①～④に関する全ての資料

一部承諾 R2.7.2

③補装具などの購入を補助し
た金額
理由：補装具などの給付実績
はなく文書不存在のため。
④那覇市重度心身障がい者
医療費等助成に係る情報のう
ち、開示請求者以外の個人に
関する情報の記載がされてい
る部分
理由：開示請求者以外の個人
に関する情報が含まれている
ため

条例第12条
の2第1項第

4号

福祉部
障がい福

祉課

20 20 R2.6.22 開示
障害年金の申請にあたり、心療内科の受診記録を
開示

拒否 R2.6.26

開示請求に際し、医療機関へ
照会を求めようとしたが医療機
関閉院となっていた。那覇市
国民健康保険課に残っている
受診記録を確認しようとした
が、保存年限5年のため、記
録が廃棄されている。開示情
報がなく、不開示となる。

文書不存在

健康部
国民健康
保険課

21 21 R2.6.26 開示 住民異動届（H30.7.16） 承諾 R2.6.29

市民文化
部

ハイサイ市
民課

22 22 R2.6.26 開示
〇〇〇〇
〇〇〇〇と那覇市の借地契約書写し

承諾 R2.6.30
総務部
管財課

23 23 R2.7.2 開示 介護認定の為の主治医意見書の写し 承諾 R2.7.8
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

24

①実際に受けたサービスの内容とその金額（できれ
ば月額など一定の期間で計算したもの）（本人負担
分の有無、本人負担分があれば本人負担分も含ん
だ額）
②実際にサービスは受けてはいないものの、障害福
祉サービスを利用できる「枠」として認定を受けてい
るサービスの内容およびその「点数」
③「移動支援」のサービスの内容と金額（①・②と同
じ）
④日用生活用具（収尿器等）などの購入を補助した
際の金額
⑤那覇市重度心身障がい者医療費等助成制度で
助成された医療費等の金額
⑥　その他、①～⑤に関するすべての資料

承諾 R2.7.21
福祉部

障がい福
祉課

25

私が、病院への通院や、訪問看護、鍼灸などに利用
した国民健康保険の次の情報について開示請求し
ます。期間は、平成29年5月から現在まで
①金額がわかる資料（月ごと）
②診療報酬明細書、施術費用明細書など請求内容
のわかるもの

承諾 R2.7.27
健康部

国民健康
保険課

26 25 R2.7.13 開示 主治医意見書の写し 承諾 R2.7.21
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

27 26 R2.7.14 開示
令和元年7月1日から令和２年7月1日までの住民票
の写し等交付申請書及び戸籍に関する証明交付申
請書の写し

一部承諾 R2.7.22

法人又は事業を営む個人の
権利、競争上の地位その他正
当な利益を不当に害する恐れ
があるため。

条例第12条
の2第1項第

5号

市民文化
部

ハイサイ市
民課

28 27 R2.7.15 開示 〇〇〇〇の救急活動報告書 承諾 R2.7.20 消防局

29 28 R2.7.16 開示
〇〇〇〇の平成31年3月分と令和2年3月分の介護
認定の調査結果の内訳書

承諾 R2.7.21
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

30 29 R2.7.20 開示
那覇市に提出した特別定額給付金の申請書（〇〇
〇〇）

取下げ
福祉部

福祉政策
課

31 30 R2.7.29 開示 主治医による意見書 承諾 R2.8.6
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

32 31 R2.8.4 開示
令和2年6月4日から令和2年8月4日までの戸籍謄
本、抄本、附票の戸籍に関する証明交付申請書の
写し

拒否 R2.8.6 文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

33 32 R2.8.6 開示

平成27年12月3日頃、那覇市消費生活センターに、
夫の〇〇〇〇が子供用玩具（光るびゅんびゅんマス
ター）で右目を受傷して相談した件。相談内容を記
載した相談票は令和元年5月28日付で情報の開示
を得た。今回は、相談票記載の国民生活センターの
商品テスト結果報告書の開示を得たい。

承諾 R2.8.11

市民文化
部

市民生活
安全課

34 33 R2.8.11 開示

第38回那覇地区中学校夏季テニス競技大会の参加
申込書で〇〇中学校から那覇地区中体連に7/14の
17時締切りのメールで送信された参加申込書で〇
〇〇〇が記された箇所

一部承諾 R2.8.24
請求にある当該生徒以外の
個人

条例第12条
の2第1項第

4号

学校教育
部

学校教育
課

R2.7.9 開示24
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

35 34 R2.8.11 開示

私に関して作成された下記一切の書類
①障害者総合支援法の認定に関する書類（診断
書、医師意見書、概況調査、認定調査票、サービス
の利用状況票、勘案事項調査票、特記事項、審査
会資料、区分認定通知書、介護給付費等支給決定
通知書、サービスの支給内容、支給量の決定にあた
り供された資料等）
②各支給決定に基づき実施された各介護サービス
に関する介護報酬の支給明細書
③サービス等利用計画案
④特別障碍者手当の認定に関する書類（診断書、
医師意見書、現況届出、所得状況届出、障害関連
の手帳、支給決定等）
⑤その他、私に関して作成された記録等一切
※令和2年7月2日付、那福障第〇〇〇号「保有個
人開示情報決定通知書」で開示済みの書類と重複
する分については、省略していただいて結構です
が、その場合、事務が煩雑になるのであれば、重複
分も開示していただいて結構です。
※御方にどういった記録が保管、作成されている
か、私にはわかりかねますので、作成保管されるす
べての書類を全てもれなく開示願います。

一部承諾 R2.9.9 医療機関の印影
条例第12条
の2第1項第

4号

福祉部
障がい福

祉課

36 35 R2.8.11 開示

私に関して作成された下記一切の書類
①障害者総合支援法の認定に関する書類（診断
書、医師意見書、概況調査、認定調査票、サービス
の利用状況票、勘案事項調査票、特記事項、審査
会資料、区分認定通知書、介護給付費等支給決定
通知書、サービスの支給内容、支給量の決定にあた
り供された資料等）
②各支給決定に基づき実施された各介護サービス
に関する介護報酬の支給明細書
③サービス等利用計画案
④特別障碍者手当の認定に関する書類（診断書、
医師意見書、現況届出、所得状況届出、障害関連
の手帳、支給決定等）
⑤その他、私に関して作成された記録等一切
※令和2年7月2１日付、那福障第〇〇〇号「保有個
人開示情報決定通知書」で開示済みの書類と重複
する分については、省略していただいて結構です
が、その場合、事務が煩雑になるのであれば、重複
分も開示していただいて結構です。
※御方にどういった記録が保管、作成されている
か、私にはわかりかねますので、作成保管されるす
べての書類を全てもれなく開示願います。

一部承諾 R2.9.9
事業所等の印影
委員長の氏名

条例第12条
の2第1項第

4号

福祉部
障がい福

祉課

37 36 R2.8.12 開示

私に関して作成された下記一切の書類
①障害者総合支援法の認定に関する書類（診断
書、医師意見書、概況調査、認定調査票、サービス
の利用状況票、勘案事項調査票、特記事項、審査
会資料、区分認定通知書、介護給付費等支給決定
通知書、サービスの支給内容、支給量の決定にあた
り供された資料等）
②各支給決定に基づき実施された各介護サービス
に関する介護報酬の支給明細書
③サービス等利用計画案
④特別障害者手当の認定に関する書類（診断書、
医師意見書、現況届出、所得状況届出、障害関連
の手帳、支給決定等）
⑤その他、私に関して作成された記録等一切
※令和2年３月１９日付、那福障第〇〇〇号「保有個
人開示情報決定通知書」で開示済みの書類と重複
する分については、省略していただいて結構です
が、その場合、事務が煩雑になるのであれば、重複
分も開示していただいて結構です。
※御方にどういった記録が保管、作成されている
か、私にはわかりかねますので、作成保管されるす
べての書類を全てもれなく開示願います。

一部承諾 R2.9.9 事業所等の印影
条例第12条
の2第1項第

4号

福祉部
障がい福

祉課

38 37 R2.8.13 開示
〇〇〇〇の所有していた土地
換地図　換地図全体図　換地処分通知
（〇〇〇丁目〇番〇含む2筆）

拒否 R2.8.26 文書不存在 文書不存在

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

39 38 R2.8.14 開示
地域保健課での発達相談に関する記録（すくすく教
室）

承諾 R2.8.19
健康部

地域保健
課

40 39 R2.8.14 開示 こども発達支援センターでの発達相談に関する記録 承諾 R2.8.25

こどもみら
い部

こども教育
保育課

41 40 R2.8.14 開示 地域保健課での発達相談に関する記録 一部承諾 R2.8.19
①心理士名
②検査者の所見

条例第12条
の2第1項第

4号

健康部
地域保健

課

42 41 R2.8.20 開示 特定定額給付金申請書 承諾 R2.8.21
福祉部

福祉政策
課
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

43 42 R2.8.25 開示

私が、病院への通院や、訪問看護、鍼灸などに利用
した国民健康保険の情報について開示請求します。
・診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施術療養費
明細書、訪問看護療養費明細書など、健康保険を
利用して支出した費用の明細が記載されている書類
一式をもれなく網羅的に開示してください。
・開示対象期間：診療機関が、平成27年1月1日～現
在まで

承諾 R2.9.23
健康部

国民健康
保険課

44 43 R2.8.26 開示

H29年1月19日付け、城間市長が当人に発出した文
書の起案書の写し。（一式）特に理由書の部分
文書の内容、当人が照会事項に対する土地区画制
度に対する回答書

承諾 R2.9.11

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

45 44 R2.9.7 開示
平成31年1月1日～令和2年9月7日
印鑑登録証明書交付申請書の写し

承諾 R2.9.10

市民文化
部

ハイサイ市
民課

46 45 R2.9.8 開示
〇〇〇〇の生活保護手当受給していた際の振込口
座のわかる資料

承諾 R2.9.18
福祉部

保護管理
課

47 46 R2.9.11 開示
令和2年7月21日那覇市〇〇〇〇火災の原因がわ
かるわかる文書

承諾 R2.9.17
消防局
予防課

48 47 R2.9.28 開示
真嘉比古島第一地区（土地区画整理事業）地権者
公証記録一式（〇〇〇〇）

取下げ

まちなみ
共創部　ま
ちなみ整

備課

49 48 R2.9.30 開示 借地契約の写し 承諾 R2.10.7
総務部
管財課

50 49 R2.10.6 開示
真嘉比古島第一地区（土地区画整理事業）につい
て請求人が原告となった換地処分取り消し訴訟に係
る那覇市と弁護士の調整協議等記録の全部

拒否 R2.10.20

本件が終局的に解決していな
い現段階（裁判外和解協議
中）においては、那覇市は尚
も交渉または争訟の当事者の
立場にあり、その調整及び協
議の内容を開示することは当
事者の地位を不当に害するお
それがあるため。

条例第12条
の2第1項第

6号

まちなみ
共創部　ま
ちなみ整

備課

51 50 R2.10.7 開示
「那まま第〇〇号　令和〇年〇月〇日」付けの那覇
市まちなみ共創部長　〇〇〇氏が請求人に宛てた
通知書に係る起案書及び添付書全部

承諾 R2.10.20

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

52 承諾 R2.10.27

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

53 拒否 R2.10.27

「那覇市の調整記録（弁護士
記録）」
適用理由：本件が終局的に解
決していない現段階（裁判外
和解協議中）においては、那
覇市は尚も交渉または争訟の
当事者の立場にあり、その調
整及び協議の内容を開示す
ることは当事者の地位を不当
に害するおそれがあるため。

条例第12条
の2第1項第

6号

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

54 承諾 R2.10.27

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

55 拒否 R2.10.27

「那覇市の調整記録（弁護士
記録）」
適用理由：本件が終局的に解
決していない現段階（裁判外
和解協議中）においては、那
覇市は尚も交渉または争訟の
当事者の立場にあり、その調
整及び協議の内容を開示す
ることは当事者の地位を不当
に害するおそれがあるため。

条例第12条
の2第1項第

6号

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

56 承諾 R2.10.28

市民文化
部

ハイサイ市
民課

57 拒否 R2.10.28

文書不存在（保有個人情報開
示請求書に本籍地は石垣市
とありますので、戸籍に関する
証明書交付申請書の写しは
ありません。）

文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

58 54 R2.10.30 開示
那覇市古島〇〇　〇〇〇〇名義の土地建物　立ち
退き料に関する資料

承諾 R2.11.4

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

59 55 R2.10.30 開示
令和2年3月19日発送した添付文書についてその内
容に対する記録文書（調査内容）

取下げ

市民文化
部

市民生活
安全課

R2.10.15

開示
平成30年1月1日から令和2年10月20日までの住民
票の写し等交付申請書及び戸籍に関する証明交付

申請書の写し

開示
真嘉比古島第一地区土地区画整理事業に係る換

地処分取消裁判の那覇の控訴に関する起案書一式
（但し訴状を除く）並びに那覇市の調整記録全部

開示
真嘉比古島区画整理事業換地処分取消裁判に係

る上告の那覇市起案書一式全部（但し、上告申立書
除く）並びに市の調整記録全部

R2.10.15

R2.10.20

51

52

53

57



通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

60 56 R2.11.2 開示

2020年7月上旬、まちなみ整備課長及び副参事と申
請人（〇〇）と那覇市立病院で話し合いをした時の
記録と録音を書面化した文書一式
なお、その後、7月下旬頃　真嘉比マクドナルド及び
銘苅のロッテリアで話し合った記録一式も含む。

承諾 R2.11.13

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

61 57 R2.11.5 開示
令和2年7月2日から令和2年11月5日の住民票の写
し等交付申請書及び戸籍に関する証明交付申請書
の写し

拒否 R2.11.13

文書不存在（住民票の写し等
交付申請書なし本籍地は旭
川市とありますので、戸籍に
関する証明書交付申請書の
写しはありません。）

文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

62 58 R2.11.9 開示
自宅出産に伴う救急活動報告書
令和2年11月2日

承諾 R2.11.9 消防局

63 59 R2.11.19 開示
介護保険の認定情報（調査の内容及び主治医の意
見書等）（特記事項含む）

承諾 R2.11.27
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

64 60 R2.11.24 開示
障害年金の遡及金を納めた書類が判るもの（納付
書）

承諾 R2.12.3
福祉部

保護第3課

65 61 R2.11.25 開示
令和2年11月17日10時7分頃小禄郵便局で搬送さ
れた〇〇〇〇の緊急搬送記録

承諾 R2.11.26
消防局
救急課

66 62 R2.11.30 開示
R2年2月15日夜中1時頃、那覇市内歩道上の電柱
にぶつかりケガを負い、救急車で豊見城中央病院ま
で搬送されたことが分かる書類がほしいです。

承諾 R2.11.30
消防局
救急課

67 63 R2.12.1 開示
那覇市所有　那覇市〇〇〇丁目〇番の宅地（99.25
㎡）の〇〇〇〇との賃貸借関係書類

承諾 R2.12.7
総務部
管財課

68 64 R2.12.1 開示
2016年7月3日から同年9月17日までの仲宗根整形
外科医院作成の診療報酬明細書

承諾 R2.12.2
健康部

国民健康
保険課

69 65 R2.12.10 開示 受診状況証明書 承諾 R2.12.11
福祉部

障害福祉
課

70 66 R2.12.14 開示 那覇市〇〇〇丁目〇番地〇の借地契約書の写し 承諾 R2.12.18
総務部
管財課

71 67 R2.12.17 開示 介護保険に係る認定調査結果及び主治医の意見書 承諾 R2.12.18
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

72 ・〇〇〇〇に関する書類の送付先変更の書類 一部承諾
・送付先欄
・申請者欄

条例第12条
の2第1項第

4号

73
・介護保険　還付請求書

・介護保険資格喪失書
拒否 文書不存在

74 69 R2.12.17 開示
国民健康保険　葬祭費支給申請書
国民健康保険　資格喪失届

一部承諾 R2.12.28

国民健康保険葬祭費支給証
明書：申請者記入欄、申請者
との関係記入欄、振込先口座
記入欄
理由：振込先口座記入欄情報
は、請求者自身の個人情報に
当たらないため。

②国民健康保険資格喪失届
理由：ハイサイ市民課にて死
亡届による国民健康保険喪失
処理のため、国民健康保険課
にて申請書類、手続きなし。

条例第12条
の2第1項第

4号

健康部
国民健康
保険課

75 70 R2.12.22 開示
2020年8月～12月まで
戸籍に関する証明交付申請書の写し

一部承諾 R3.1.8

戸籍謄抄本等交付申請書（郵
送用）中、開示請求者以外の
個人の氏名、住所、生年月
日、連絡先、続柄、使用目的
等。

条例第12条
の2第1項第

4号

市民文化
部

ハイサイ市
民課

76 71 R2.12.23 開示
救急活動報告書
2020.12．22日

承諾 R2.12.24
消防局
救急課

77 72 R2.12.28 開示 本人に関する主治医意見書 承諾 R3.1.8
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

78 73 R3.1.6 開示
〇〇〇〇の過去5年間の介護認定情報、認定調査
票、主治医意見書

承諾 R3.1.19
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

79 承諾 R3.3.1

80 一部承諾 R3.3.1
請求にある当該生徒以外の
個人

条例第12条
の2第1項第

4号

81 75 R3.2.5 開示 〇〇〇〇の介護認定調査資料 承諾 R3.2.9
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

82 76 R3.2.8 開示
期間平成15年から平成30年12月30日
認定情報（訪問調査票、主治医意見書） 承諾 R3.2.18

福祉部
ちゃーが
んじゅう課

条例第12条
の2第1項第

4号
条例第12条
の2第1項第

5号

84 78 R3.2.10 開示
医療保護変更届け3通（オキシヘルツメーター2回、
糖度計1回）の再発行をお願いしたい。

承諾 R3.2.17
福祉部

保護第3課

85 79 R3.2.15 開示 職員の履歴、名簿 承諾 R3.2.19
総務部
人事課

福祉部
ちゃーが
んじゅう課

学校教育
部

学校教育
課

①司法書士の職務上請求書
中、依頼者の氏名等。

②司法書士の職務上請求書
中、司法書士事務所職員の
氏名及び印影。追記申請書

市民文化
部

ハイサイ市
民課

開示

開示
平成30年度（入学時）から現在に至るまでの〇〇〇
〇に関する〇〇小及び教育委員会にあるすべての

文書

開示77

R2.12.17

83 R3.2.10

74

2020年2月1日から2021年1月31日までの住民票の
写し等交付申請書及び戸籍に関する証明交付申請

書の写し

R3.1.29

R2.12.24

一部承諾 R3.2.15

68

58



通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

86 80 R3.2.16 開示
〇〇〇〇の介護認定調査票
令和2年度分、令和3年度分

承諾 R3.2.18
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

・第三者の氏名、生活状況、
第三者に関する評価
適用の理由：開示請求者以外
の個人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別するこ
とができる情報であるため。

条例第12条
の2第1項第

4号

・交通事故に関わる実況見分
調書
・他機関へ確認した交通事故
の情報
適用の理由：開示することによ
り、公正な又は適正な職務の
執行が阻害されるおそれのあ
る情報であるため。

条例第12条
の2第1項第

6号

88 82 R3.2.18 開示
〇〇〇〇の介護認定調査に係る資料
（過去行った調査について残っている全て）

一部承諾 R3.2.18
平成31年3月8日調査の認定
調査票（特記事項）うち概況調
査票の一部

条例第12条
の2第1項第

4号

福祉部
ちゃーが
んじゅう課

89 83 R3.2.19 開示

令和元年又は平成31年作成の認定情報（事務局
用）と認定調査票

平成30年作成の認定情報（事務局用）と認定調査票

承諾 R3.3.2
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

90 84 R3.2.22 開示 主治医の意見書（かいご認定） 承諾 R3.2.26
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

91 85 R3.2.24 開示
印鑑証明書発行の履歴
R３．１、19～R３．２．24

拒否 R3.2.25

文書不存在
適用の理由：令和3年1月19日
から令和年2月24日までの期
間の印鑑登録証明書交付申
請書はありませんでした。

文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

92 ・母と小学校の面談　2021 1/12,2/26 一部承諾 R3.3.11 2021年2月26日の文書はない 文書不存在

学校教育
部

学校教育
課

93
・〇〇小学校での〇〇さん、母の1年生からのスクー
ルカウンセリングの記録

拒否 R3.3.5
本人を特定できる文書は存在
しないため

文書不存在

学校教育
部

教育相談
課

94
・2015～2016　〇〇幼稚園での面談の記録　2016
年2月と保有している分すべて

拒否 R3.3.8
請求内容について文書は不
存在のため

文書不存在

こどもみら
い部

こども教育
保育課

95 87 R3.2.26 開示
子育て支援室での2014年～2021年
子・母親に関する相談のやりとり訪問の保有する全
記録

一部承諾 R3.3.12

個人情報（請求者の氏名を除
く）、関係職員名、決裁者、職
務上知り得た秘匿性の高い情
報
理由：開示請求者以外の個人
に関する情報及び、職務上知
り得た秘匿性の高い情報が含
まれているため。

条例第12条
の2第1項第

4号

こどもみら
い部

子育て応
援課

96 88 R3.2.26 開示

環境衛生課が2020年11月に猫のエサやりで自宅に
訪問した際のどこからの通報になのか経緯について
の情報
電話のやりとり（本人の含む）

一部承諾 R3.3.15

開示請求者以外の個人に関
する情報であって、特定の個
人を識別することができる記
述部分

条例第12条
の2第1項第

4号

環境部
環境衛生

課

97 89 R3.3.1 開示 事故状況及び消防隊とのやりとりを記録しているもの 承諾 R3.3.22
消防局
予防課

98 90 R3.3.3 開示
令和〇年〇月〇日
那覇市女性センター　〇〇弁護士との相談内容

承諾 R3.3.10

総務部
平和交流・
男女参画

課

99 91 R3.3.5 開示 介護保険要介護認定・要支援認定申請書 拒否 R3.3.10
介護保険要介護認定・要支援
認定申請の履歴がなく、開示
できる資料がないため。

文書不存在

福祉部
ちゃーが
んじゅう課

100 92 R3.3.5 開示 介護費給付費通知 拒否 R3.3.9 介護給付の実績がない 文書不存在

福祉部
ちゃーが
んじゅう課

101 93 R3.3.10 開示
令和元年または平成31年作成の主治医意見書（介
護認定用）
令和2年作成の主治医意見書（介護認定用）

承諾 R3.3.12
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

102 94 R3.3.11 開示
2015年～2016年の診療内科受診にかかるレセプト
（その際の薬局も含む）

取下げ R3.3.11
健康部

国民健康
保険課

103 95 R3.3.12 開示
生活保護法によるパート労働のための通勤の交通
費の証明書などの個人情報
令和2年1月1日から12月31日まで

一部承諾 R3.3.17
領収書に記載されている第三
者の個人氏名（印影）

条例第12条
の2第1項第

4号

福祉部
保護第1課

104 96 R3.3.23 開示
令和2年8月5日から令和3年3月23日までの戸籍謄
本、抄本、附票の戸籍に関する証明交付申請書の
写し

承諾 R3.3.25

市民文化
部

ハイサイ市
民課

一部承諾 R3.3.2
福祉部

保護第１
課

開示 交通事故発生以降の資料・記録一式

開示

87 81

86 R3.2.26

R3.2.16
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

105 97 R3.3.26 開示

１．私に関して作成された下記一切の書類
①障害者総合支援法の認定に関する書類（診断
書、医師意見書、概況調査、認定調査票、サービス
の利用状況票、勘案事項調査票、特記事項、審査
会資料、区分認定通知書、介護給付費等支給決定
通知書、サービスの支給内容、支給量の決定にあた
り供された資料等）
②各支給決定に基づき実施された各介護サービス
に関する介護報酬の支給明細書
③サービス等利用計画案
④特別障害者手当の認定に関する書類（診断書、
医師意見書、現況届出、所得状況届出、障害関連
の手帳、支給決定等）
⑤那覇市重度心身障がい者医療費等助成制度で
助成された医療費等の金額
⑥日常生活用具（収尿器等）などの購入を補助した
際の金額
⑦その他、私に関して作成された記録等一切

２．対象期間
　令和2年7月21日付那福障第〇〇〇号、令和2年8
月25日付那福障第〇〇〇号の「保有個人開示情報
決定通知書」において開示された期間以降から現在
までの期間について、開示をお願いします。

※開示済の書類と重複する分については、省略して
いただいて結構です。

承諾 R3.4.8
福祉部

障がい福
祉課

106 98 R3.3.26 開示

私関して作成された下記一切の書類
１．国民健康保険の内容について
　私が、病院への通院や、訪問看護、鍼灸などに利
用した国民健康保険の次の情報について開示請求
します。
①　金額がわかる資料（月ごとの）
②　診療報酬明細書、施術費用明細書などの請求
内容のわかるもの

２．対象期間
　令和2年7月27日付那健国第〇〇〇号「保有個人
開示情報決定通知書」において開示された期間以
降から現在までの期間について、開示をお願いしま
す。

※御方にどういった記録が保管、作成されているの
か、私には分かりかねますので、作成保管される全
ての書類を全てもれなく開示願います。

承諾 R3.4.8
健康部

国民健康
保険課

107 99 R3.3.29 開示 介護給付費（令和2年1月～12月分） 承諾 R3.4.2
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

108 100 R3.3.29 開示 介護給付費（令和2年1月～12月分） 承諾 R3.4.2
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

109 101 R3.3.31 開示

2015年～2016年　〇〇幼稚園
①　指導要録（指導に関する記録
②　指導要録（学籍に関する記録）

承諾 R3.4.8

こどもみら
い部こども
教育保育

課
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

※令和2年度は、生活衛生課に対する個人情報開示請求はありませんでした。

②保健所受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

1 1054 R3.8.18 開示

2019年度に○○○○○○○○○○○であっ
た○○○○が、2019年10月末ころ那覇市上下
水道局に提出した「降格願」及びこれに類する
書面の一切。

承認 R3.8.24 総務課

2 2280 R3.2.15 開示
令和2年6月20日の○○○○とお客様センター
との交渉記録及びそれに関連する内容につい
て。

一部承認 R3.2.24

［非公開部分］
［理由］
　開示請求者以外
の個人に関する情
報が記載されてい
る部分
[理由]
条例第12条の2第
1項第4号の規定
による個人に関す
る情報が含まれる
ため。

料金サービス課

③上下水道局受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日
非公開部分
と理由

担当部課名

1 2 R2.4.2
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.4.9 無し 診療情報管理室

2 3 R2.4.8
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.4.10 無し 診療情報管理室

3 10 R.2.4.16
個人情
報開示

診療録の写し 取り下げ R2.4.20 無し 診療情報管理室

4 23 R.2.5.1
個人情
報開示

診療録の写し 取り下げ R2.5.1 無し 診療情報管理室

5 27 R2.5.11
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.5.15 無し 診療情報管理室

6 28 R2.5.15
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.5.20 無し 診療情報管理室

7 39 R2.5.28
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.6.2 無し 診療情報管理室

8 41 R2.6.1
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.6.2 無し 診療情報管理室

9 50 R2.6.5
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.6.11 無し 診療情報管理室

10 51 R2.6.8
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.6.10 無し 診療情報管理室

11 61 R2.6.16
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.6.17 無し 診療情報管理室

12 62 R3.6.16
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.6.18 無し 診療情報管理室

13 64 R2.6.17
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.6.18 無し 診療情報管理室

14 75 R2.7.2
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.7.3 無し 診療情報管理室

15 76 R2.7.3
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.7.7 無し 診療情報管理室

16 91 R2.8.3
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.8.7 無し 診療情報管理室

17 101 R2.8.19
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.8.24 無し 診療情報管理室

18 109 R2.8.28
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.9.3 無し 診療情報管理室

19 111 R2.9.7
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.9.11 無し 診療情報管理室

20 119 R2.9.17
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.9.23 無し 診療情報管理室

21 125 R2.9.28
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.9.29 無し 診療情報管理室

④市立病院受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日
非公開部分
と理由

担当部課名

22 126 R2.9.28
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.10.1 無し 診療情報管理室

23 131 R2.10.5
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.10.7 無し 診療情報管理室

24 133 R2.10.6
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.10.8 無し 診療情報管理室

25 135 R2.10.7
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.10.12 無し 診療情報管理室

26 149 R2.10.20
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.10.27 無し 診療情報管理室

27 160 R2.10.30
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.11.5 無し 診療情報管理室

28 159 R2.10.30
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.11.6 無し 診療情報管理室

29 178 R2.11.24
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.11.26 無し 診療情報管理室

30 179 R2.11.24
個人情
報開示

診療録の写し 取り下げ 無し 診療情報管理室

31 184 R2.12.1
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.12.3 無し 診療情報管理室

32 191 R2.12.8
個人情
報開示

診療録の写し 取り下げ 無し 診療情報管理室

33 187 R2.12.3
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.12.9 無し 診療情報管理室

34 204 R3.12.15
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.12.22 無し 診療情報管理室

35 203 R2.12.17
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R2.12.22 無し 診療情報管理室

36 232 R3.1.9
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.1.14 無し 診療情報管理室

37 233 R3.1.12
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.1.15 無し 診療情報管理室

38 236 R3.1.18
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.1.22 無し 診療情報管理室

39 242 R3.1.25
個人情
報開示

診療録の写し 取り下げ 無し 診療情報管理室

40 246 R3.1.28
個人情
報開示

診療録の写し 承認 R3.1.29 無し 診療情報管理室
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（２）個人情報の目的外利用・外部提供の状況
①市政情報センター分

届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

1 R2.4.3 提供 保護第三課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金額、
受給方法、最終訪問年月日、家族構成及び結

婚歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

2 R2.4.7 提供 国民健康保険課
福岡市博多区役

所
国民健康保険加
入状況照会

調査対象者が、国民健康保険の加入があるか
どうか、また公費医療があるかどうか

条例第9条第1項第2号国
民健康保険法第113条の2

3 R2.4.7 提供 保護第三課 長崎警察署
捜査関係事項照

会

保護申請内容、保護開始決定通知内容、受給
開始年月日、受給開始事由、受給金額、受給
方法、支給開始から現在までの毎月の支給

額、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

4 R2.4.7 提供 保護第１課 中部福祉事務所

生活保護法によ
る民間住宅家賃
等代理納付開始
通知書の送付に

ついて

生活保護法による民間住宅家賃等代理納付開
始通知書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

5 R2.4.10 目的外利用 建築指導課 資産税課
固定資産税賦課

業務

建築計画概要書（リサイクル法届出受付簿の
写し及び長期優良住宅建築等計画に関する認

定申請書等含む）
条例第9条第1項第3号

6 R2.4.13 提供 保護第１課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日　・受給開始事由　・受給
金額、受給方法　・最終訪問年月日　・家族
構成及び結婚歴　・病歴　・その他参考事項

（職歴、生活状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

7 R2.4.17 提供 保護第３課
沖縄県中部福祉

事務所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護記録　・ケース記録（申請時の面接記
録表を含む）　・保護決定調書（保護決定・
廃止）　・扶養義務台帳　・その他参考資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項

及び同条第2項

8 R2.4.16 提供 保護第３課 長崎警察署
捜査関係事項照

会
保護受給者病名及び病状

生活状況
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

9 R2.4.23 提供 市民税課
阿見町保健福祉
部子ども家庭課

保育料（副食
費）の算定資料

（回答）

平成31年度　産出所得割額、調整控除額、税
額調整額、税額控除合計額、所得割額

条例第9条第1項第2号
子ども・子育て支援法第
13条、及び同法第16条

10 R2.4.25 提供 保護第１課 いしみね救護園
生活保護ケース
記録の照会（回

答）
〇〇〇の保護記録、ケース記録等

条例第9条第1項第2号
〇〇〇の施設での定着支

援

11 R2.4.25 提供 保護第２課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書について

・生活保護の受給開始日及び支給期間
・受給金額、支給認定の基準となる資料

・支給認定の際に提出された資料、申請日・
申請時の状況等

・支給終了の事由、振込先口座情報、その他
参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

12 R2.5.3 提供 保護第２課 那覇警察署

生活保護ケース
記録等の写しの
送付について
（回答）

１　保護台帳、開始時のケース記録
２　開始時の保護決定調書、廃止前1年分の保

護決定調書
３　ケース記録（廃止前1年分）

４　扶養照会回答書、医療扶助関係要否意見
書

５　戸籍関係写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

13 R2.5.7 提供 保護第２課 豊見城警察署
捜査関係事項照

会

・受給開始理由
・受給開始年月日、最終受給日

・受給額、受給方法
・その他参考事項

条例第9条第1項第2項
刑事訴訟法第197条第2項

14 R2.5.3 提供 保護第３課
浦添市福祉事務

所長

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳
・保護決定調書（直近1年分）
・保護記録（１）～（６）
・直近1年分のケース記録

・その他保護の決定に際し必要と思われる資
料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項

及び第2項

15 R2.5.8 提供 保護第１課
ケアセンター大

道

要介護認定・要
支援認定等結果
通知書等情報提
供について

要介護認定・要支援認定等結果通知書、認
定情報、主治医意見書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第２項

16 R2.4.16 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照

会書
保険加入状況、保険利用状況（利用地域・名

称等）
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

17 R2.4.30 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照

会書

保険加入年月日、発行年月日、記号番号、被
保険者氏名、保険料支払い状況、保険証の使

用状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

18 R2.4.16 提供 保護2課 浦添警察署
捜査関係事項照
会書について
（回答）

１．受給開始年月日　２。受給開始事由
３．受給金額

４．扶養義務者の連絡先　５．病院通院先、
把握している病名　６．その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

19 R2.5.12 提供 保護第1課 いしみね救護園
救護施設要入所
者予備調査票送
付について

救護施設要入所者予備調査票
条例第9条第1項第2項

生活保護法第29条第2項

20 R2.5.11 目的外利用 市民税課 地域保健課 産後ケア事業 事業の利用者が属する世帯の課税情報 条例第9条第1項第1号

21 R2.5.14 提供 保護第３課
いしみね救護園
よみたん救護園

救護施設要入所
者予備調査票送
付について

救護施設要入所者予備調査票送付について
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条第1項

22 R2.5.14 提供 保護第１課
豊見城市福祉事

務所

生活保護ケース
記録の照会（回

答）

・保護台帳、開始時のケース記録
・開始時の保護決定調書、廃止前1年分の

保護決定調書
・廃止前1年分のケース記録

・扶養照会回答書、医療扶助関係要否意見
書

・戸籍関係写し、無資産証明書
・その他、保護決定実施上必要と思われる

もの

条例第9条第1項第2項
生活保護法第29条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

23 R2.5.15 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・受給開始理由
・受給開始年月日
・最終受給日
・受給金額
・受給方法

・家族構成及び婚姻歴
・病歴

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

24 R2.5.15 提供 保護第1課
沖縄県介護保険

広域連合

生活保護廃止決
定通知書の送付

について
生活保護廃止決定通知書

条例第9条第1項第2号
生活保護法による介護扶
助運営要領[第3-2-(1)-

ｲ]

25 R2.5.18 提供 保護第3課
長崎県長崎警察

署
捜査関係事項照

会
保護受給者居住地住所

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

26 R2.5.19 提供 保護第3課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照

会

（１）受給開始年月日
（２）受給開始事由

（３）受給金額、受給方法
（４）最終受給日

（５）上記の者の生活状況
（６）その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

27 R2.5.19 提供 保護第1課
千葉市中央保健
センター社会援

護課

生活保護ケース
記録の写しの送
付について（回

答）

・保護台帳
・保護決定調書（平成29年12月22日以降）

・保護記録（１）～（６）
・平成29年12月22日以降のケース記録

・親等図
・面接記録

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

28 R2.5.21 提供 保護第1課
金沢市介護保険

課長

他市町村管轄生
活保護受給者リ
ストの送付につ

いて

他市町村管轄生活保護受給者リスト
条例第9条第1項第2号

生活保護法による介護扶
助運営要領[第3-2-(1)]

29 R2.5.22 目的外利用
企画財務部
資産税課

まちなみ共創部
建築指導課

特定建築物の定
期報告の台帳整
備について

アスベスト調査
台帳の整備につ

いて

建築物の物件所有者（氏名、住所、郵便番
号）

物件管理者（氏名、住所、郵便番号）
物件名称、物件所在地、築造年、用途、床

面積、階数、構造

条例第9条第1項第5号
審議会類型Ⅰ

30 R2.5.25 提供 保護第3課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日・受給開始事由・受給金
額、受給方法・最終訪問年月日・家族構成
及び結婚歴・病歴・職歴・生活状況・その

他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

31 R2.5.26 提供 保護第2課
沖縄県南部福祉

事務所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳・保護決定調書（保護開始～廃
止分）・保護記録（１）～（６）・ケース
記録（保護開始後～廃止分）・医療要否意
見書・年金納付記録・生活保護の適正実施

に係る調査票

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

32 R2.4.23 目的外利用
健康部

地域保健課
健康部

特定健診課
特定健診の受診
対象者決定

親子健康手帳交付申請に基づく個人データ
①宛名コード②氏名③住所④生年月日⑤申

請年月日

33 R2.5.28 提供 保護第3課
中城村役場　福

祉課
諸証明書等の交
付請求について

保護受給証明書

条例第9条第1項第2号
障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援す
るための法律第12条

34 R2.5.28 提供 保護第3課 中部福祉事務所
ケース記録等の
送付について

・保護台帳の写し・保護決定調書の写し・
ケース記録・医療要否意見書・その他参考
資料・扶養義務者台帳・戸籍謄本、改製原

戸籍謄本の写し
保護開始直近3年間

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

35 R2.6.1 提供 環境保全課
那覇市上下水道

局

下水道接続の普
及指導に関する

こと。

那覇市内の浄化槽世帯一覧
（世帯主、住所、世帯人数等）

条例第9条第1項第5号
審議会類型Ⅰ

36 R2.5.13 提供 国民健康保険課
トランス・コス
モス健康保険組

合

加入資格の照会
について

国民健康保険記号・番号及び加入期間 条例第9条第1項第1号

37 R2.5.13 提供 国民健康保険課
沖縄県警察本部
刑事部組織犯罪

対策課

捜査関係事項照
会書

保険加入状況、保険利用状況（年月日・場
所・名称等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

38 R2.6.2 提供 国民健康保険課 沖縄県警察署
捜査関係事項照
会書捜査関係事

項照会書

国民健康保険の加入年月日、加入した市町
村、診療年月日（平成31年1月から現在ま

で）、診療機関

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

39 R2.6.2 提供 国民健康保険課 読谷村役場
国民健康保険の
加入状況につい
て（読谷村）

国民健康保険証番号、世帯主の確認、16歳
未満の被保険者数、16歳以上19歳未満の被

保険者数。

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

40 R2.6.2 提供 国民健康保険課 北谷町役場
国民健康保険の
加入状況につい
て（北谷町）

国民健康保険証番号、世帯主の確認、16歳
未満の被保険者数、16歳以上19歳未満の被

保険者数。

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

41 R2.6.2 提供 国民健康保険課 読谷村役場
国民健康保険の
加入状況につい
て（読谷村）

国民健康保険証番号、世帯主の確認、16歳
未満の被保険者数、16歳以上19歳未満の被

保険者数。

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

42 R2.6.3 提供 障がい福祉課
大阪府天王寺警

察署

精神障害者保健
福祉手帳の交付
等に関する業務

精神障害者保健福祉手帳の交付年月日等
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

43 R2.6.2 提供
消防局指令情報

課
豊見城警察署

捜査関係事項照
会

119番通報受理用紙（写）
119番通報時の音声データ
消防活動報告書（写）
救急活動報告書（写）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

44 R2.6.4 提供 保護第3課 宮古島警察署
捜査関係事項照

会

1　受給年月日　　２　受給金額　３　受
給方法
４　最終受給年月日

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

45 R2.5.29 提供 消防局　救急課
株式会社生保リ
サーチセンター

生命保険業務 救急活動報告書（写）事案番号4967 条例第9条第1項第1号
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

46 R2.6.4 提供 保護第1課
千葉市中央保健
センター社会援

護課

裁判執行関係事
項照会書（甲）
について（回
答）

・扶助内容　・保護費支給日　・保護受給
期間
・直近の保護費支給日　・支給方法　・居
住地
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第1507条

47 R2.6.10 提供 保護第3課
うるま市福祉事

務所保護課
ケース記録の照

会

・生活保護受給に関する記録（保護記録、
ケース記録、保護決定・廃止調書、病状把
握記録、預貯金、生命保険調査記録回答
等、扶養義務者台帳、障害・介護サービ

ス）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項

48 R2.6.9 目的外利用 特定検診課
ちゃーがんじゅ

う課

那覇市介護予防
把握事業（那覇
市介護予防・日
常生活支援総合
事業実施要綱に
おける一般介護
予防事業）にお
ける名簿作成の

付加情報

平成31年度那覇市国保特定健康診査（長寿
健診も含む）対象者のうち、65歳以上の世
帯で健康状態不明者（過去1年間に健診・

医療の実績なし）の下記の情報
① 住基個人番号②氏名③生年月日

条例第9条第1項第2号
介護保険法第115条の45

第8項

49 R2.6.11 提供 保護第３課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・支給開始年月日　・支給日　・支給方
法、支給額

・支給の際に提出された資料（保護申請書
他）

・支給理由　・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

50 R2.6.11 提供 消防局　救急課 那覇警察署
捜査関係事項照

会書
救急活動報告書　令和2年6月2日（火）

事案番号：7663（写）
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

51 R2.6.16 提供 国民健康保険課
山梨県甲府警察

署
捜査関係事項照

会書

（１）取得者情報（住所、氏名、生年月
日、連絡先）

（２）取得情報（取得・交付年月日、有効
期限、保険証記号番号、世帯主）

（３）その他参考事項（家族情報、申請
日、保険証の写し、過去6か月間の使用）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

52 R2.6.17 提供 国民健康保険課 市原市役所

国民健康保険高
齢受給者証の一
部負担割合の資
料について（市

原市）

基準日現在（令和元年12月31日）での
（１）照会対象者の状況（世帯主、世帯員

等）
（２）照会対象者の世帯に属する19歳未満
の国保被保険者で、かつ、基準日の属する
年の合計所得が38万円以下である世帯員の

人数

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

53 R2.6.17 提供 国民健康保険課 福岡市南市役所
国民健康保険等
の資格について
（福岡市南区）

対象者の国民健康保険の資格（被保険者番
号、記号・番号、資格取得年月日、届出年

月日）

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

54 R2.6.18 提供 保護第3課
沖縄県南部福祉

事務所

生活保護ケース
記録等の写しの

送付

・保護台帳
・保護決定調書

・保護記録（１）～（６）、ケース記録
（直近1年分）

・医療要否意見書
・戸籍関係の写し
・廃止決定通知書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

55 R2.6.18 提供 保護第3課
南城市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の写しの

送付

・保護台帳
・保護記録

・決定調書（直近1年分）
・ケース記録（直近1年分）

・資産関係写し
・預貯金関係写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

56 R2.6.18 提供 保護管理課 学校教育課

日本スポーツ振
興センター災害
共済給付契約名

簿更新

令和2年5月1日現在の生活保護世帯に属す
る児童生徒の氏名、学年、在学している学

校名

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

57 R2.6.22 提供 市民税課
伊丹市総務部危

機管理室
実態調査につい
て（回答）

・令和2年度における所得の申告状況

条例第9条第1項第2号
災害弔慰金の支給等に関
する法律第13条及び同法

第16条

58 R2.6.19 目的外利用 子育て応援課 子育て応援課
子育て世帯への
臨時特別給付金

給付業務

令和2年4月分（3月分を含む）児童手当
（本則給付）受給者（公務員を除く。）

データ

条例第9条第1項第5号
審議会承認類型事項Ⅰ

59 R2.6.22 提供 国民健康保険課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照
会書（沖縄警察

本部）

国民健康保険の①資格取得日、②交付年月
日、③保険者番号、④世帯主指名、⑤解約

の事実があれば、その年月日

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

60 R2.6.25 提供 保護第３課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照

会

・支給開始年月日
・支給開始事由

・支給日、支給金額、支給方法
・その他把握している金融機関口座

・扶養義務者（家族等）の住所、氏名、連
絡先等

・通院している医療機関名、病名
・対応状況に関する記録（面談記録表、保

護記録）
・その他参考事項（金銭の貸し借りについ

ての通報があること）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

61 R2.6.25 提供 国民健康保険課
宮城県仙台東警

察署

捜査関係事項照
会書（宮城県仙
台東警察署）

国民健康保険被保険者証の①交付年月日、
②有効期限、③記号番号、④住所、⑤通院
歴（通院日、受診病院名、受診病院の所在

地など）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

62 R2.7.1 提供 保護第２課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書について
（回答）

・支給開始年月日
・支給日
・支給方法

・支給認定の際に提出された資料
・支給理由

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

63 R2.7.1 提供 花とみどり課 那覇地方法務局

登記所備付地図
作成に係る土地
所有者等の情報

提供

権利調査書（平成24年度）、測量立会関係
書類のうち調査対象地番の所有者、相続人

及び管理者の住所・氏名・連絡先

条例第9条第1項第5号
審議会類型Ⅰ

64 R2.7.1 提供 保護第3課 那覇保護観察所
照会に対する回

答

・保護記録
・ケース記録
・通報記録

・扶養義務者に関する情報

条例第9条第1項第2号
心神喪失者等医療観察法

第22条

65 R2.6.29 提供 国民健康保険課
埼玉県本庄警察

署

捜査関係事項照
会書（埼玉県本
庄警察署）

国民健康保険被保険者証の交付の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

66 R2.6.29 提供 国民健康保険課
トランス・コス

モス
健康保険組合

加入資格の照会
について

国民健康保険記号・番号及び加入期間
条例第9条第1項第1号

67 R2.7.1 提供 国民健康保険課
沖縄県市町村職

員
共済組合

傷病手当手金請
求に係る国民健
康保険加入状況
照会について

国民健康保険の資格取得年月日及び加入状
況

条例第9条第1項第1号

68 R2.7.6 提供 保護管理課
糸満市　介護長

寿課
介護保険料算定

住所、氏名、生年月日、保護開始日、受給
している扶助の種類

条例第9条第1項第5号
審議会類型Ⅰ

69 2020/76/26 目的外利用 子育て応援課 子育て応援課
ひとり親世帯臨
時特別給付金事

業

児童扶養手当受給資格者の情報
・令和2年6月分の児童扶養手当の受給の有

無
・本業務申請時点における児童扶養手当受

給資格の有無
・公的年金等受給による全部停止又は一部

停止の有無
・令和2年6月分児童扶養手当を受給の有無
・平成30年収入が支給制限限度額未満該当

の可否
・本業務申請時点における児童扶養手当受

給資格がある方

条例第9条第1項第5号
審議会類型Ⅰ

70 R2.7.7 提供 保護第３課
兵庫県須磨警察

署
捜査関係事項照

会

・人定事項（本籍、住所、氏名、生年月
日、連絡先等）

・受給開始年月日及び毎月の支給日
・受給理由　・受給金額　・受給方法

・被保護者の銀行口座情報
・収入申告書、資産申告書

・ケース記録の写し
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

71 R2.7.8 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書について
（回答）

・支給開始年月日
・給付開始事由

･給付金額、給付方法
・最終給付日

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

72 R2.7.10 提供 保護第2課 沖縄警察署
生活保護関連業

務

１．生活保護申請年月日・受給開始年月日
２．受給金額

３．生活保護費振込先
４．保護の種別
５．受給理由

６．申請者の住所、氏名。生年月日、連絡
先。

７．その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

73 R2.7.14 提供 保護第2課 沖縄福祉事務所
要保護者の情報
提供について

・保護台帳・保護決定調書・保護記録（１
～６）

・直近１年分のケース記録
・その他保護の決定に際し必要と思われる

資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項

74 R2.7.14 提供 市営住宅課
日本年金機構

那覇年金事務所
照会事項 市営住宅の契約状況、居住の有無

条例第9条第1項第2号
国民年金法第106条第1項

及び第108条第2項

75 R2.7.17 目的外利用 市民税課 子育て応援課
ひとり親世帯臨
時特別給付金事

業

本業務で給付金支給対象者の資格要件とし
て定められている児童扶養手当支給制限限
度額未満の該当可否の判断に必要とされて
いる申請者及びその扶養義務者（父母、祖
父母、子、孫、曽祖父母、曽孫、兄弟姉
妹、配偶者）の平成30年中の収入（所得）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

76 R2.7.17 提供 障がい福祉課 沖縄警察署
捜査関係事項照

会
精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療

受給者証（精神通院）の交付履歴等
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

77 R2.7.21 提供 保護第１課 沖縄警察署
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日
・受給開始事由

・受給金額、受給方法
・最終訪問年月日

・家族構成及び結婚歴
・病歴

・その他参考事項（職歴・生活状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

78 R2.7.21 提供 保護第1課
南部福祉事務所

長
生活保護業務

・保護台帳の写し、保護決定調書の写し
・開始時の保護記録およびケース記録の写

し、面接記録表
・扶養届書の写し、医療要否意見書写し
・その他保護の決定実施上必要と思われる

もの（指導、指示書）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

79 R2.7.22 提供 保護第2課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日
・受給開始事由

・受給金額、受給方法
・最終受給日
・生活状況

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

80 R2.7.22 提供 保護管理課 大阪市長 生活保護業務
・保護記録（写）
・保護台帳（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

81 R2.7.27 提供 消防局救急課 福岡県弁護士会
弁護士法第23条
の2に基づく照会

救急活動報告書（写）１枚（両面）
条例第9条第1項第2号
弁護士法第23条の2

82 R2.7.28 提供 保護第3課 豊見城警察署
生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・支給開始年月日　・支給期間
・支給額（月額及び総額）

・支給方法又は場所（口座振込であれば、
その金融機関の詳細）

・支給に至る経緯、理由　・保証人等家族
関係（キーパーソン）

・その他参考事項（最終面談日、転居日、
転居先貸主、療育手帳B2所持）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

83 R2.7.28 提供 保護第1課
豊見城市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳、開始時ケース記録
・開始時の保護決定調書、廃止前1年分の

保護決定調書
・廃止前ケース記録（直近1年分）

・医療要否意見書　・扶養照会回答書
・年金加入歴回答文書　・戸籍関係写し
・資産評価証明書等　・介護認定情報等

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

84 R2.7.28 提供
消防局

指令情報課
豊見城警察署

捜査関係事項照
会

沖縄県那覇市〇〇町〇番〇号　〇〇への出
動に関する１１９番通報の音声データ

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

85 R2.7.8 提供 国民健康保険課 南城市役所
国民健康保険の
加入状況につい
て（南城市）

国民健康保険証番号、世帯主の確認、16歳
未満の被保険者数、16歳以上19歳未満の被

保険者数。

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

86 R2.7.15 提供 国民健康保険課 新宿区役所
国民健康保険の
加入状況につい
て（新宿区）

国民健康保険証番号、世帯主の確認、16歳
未満の被保険者数、16歳以上19歳未満に被

保険者数。

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

87 R2.7.30 提供 国民健康保険課 渋谷区役所
国民健康保険の
加入状況につい
て（渋谷区）

平成30年12月31日現在の国民健康保険の加
入状況

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

88 R2.7.30 提供 国民健康保険課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照

会

1.受給開始年月日
2.受給に至る経緯（詳細）
3.受給金額（3ヶ月の月額）

4.受給方法（手渡しであれば、その言動
等）

5.保証人等家族関係（キーパーソン）
6.受給停止であれば、その理由

7.その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

89 R2.8.4 提供 保護第2課
宜野湾市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳の写し
・保護決定調書の写し

・開始時の保護記録及びケース記録の写し
・面接記録表

・扶養届書の写し
・その他保護の決定実施上必要と思われる

もの（指導、指示書等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

90 R2.8.4 提供 消防局　救急課 那覇警察署
捜査関係事項照

会書
救急活動報告書　令和2年6月14日（日）

事案番号：8261（写）
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

91 R2.8.6 提供 保護管理課
南城市福祉事務

所
保護記録等郵送

依頼

・保護台帳
・保護決定調書（令和2年2月以降）

・保護記録（１～６）
・ケース記録（直近1年分）

・その他資料（戸籍、資産照明、扶養届け
等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

92 R2.8.7 提供 保護管理課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・生活保護受給期間及び受給歴　・開始事
由

・支給日、支給金額、支給方法　・扶養義
務者の氏名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

93 R2.8.7 提供 保護管理課 那覇警察署
捜査関係事項照

会
生活保護受給の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

94 R2.8.7 提供 保護管理課
岡崎市　財務部

納税課
市税滞納処分 生活保護受給の有無

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

95 R2.8.11 提供 保護管理課 和歌山市納税課 市税の滞納整理 保護受給証明書（受給期間）
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

96 R2.8.11 提供 保護管理課 南風原町税務課
町税の徴収業務
（収入・生活状
況の把握）

・生活保護廃止年月日　・廃止理由
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

97 R2.8.12 提供 保護管理課 千葉市 生活保護業務

ケース記録（写）、保護台帳（写）、扶養
義務者調査経過表（写）、保護決定調書
（写）、預貯金の調査先一覧兼調査依頼回

答状況表（写）、面接記録票（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

98 R2.8.12 提供 保護管理課
糸満市福祉事務

所
生活保護業務

・面接記録（写）　・保護記録（写）
・ケース記録　・保護決定調書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

99 R2.8.12 提供 保護管理課
宜野湾市福祉事

務所
生活保護業務

保護台帳（写）、保護決定調書（写）、保
護記録（写）、ケース記録（写）、面接記
録票（写）、扶養届書（写）、患者実態調

査票兼医療扶助ケース検討票（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

100 R2.8.12 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会について

・生活保護の受給開始日及び支給日
・支給金額、支給方法

・支給認定の際に提出された資料の写し
・支給理由、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

101 R2.8.12 提供 市営住宅課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照

会

①入居年月日　②家賃金額、支払い方法
③保証人（氏名、住所、連絡先）

④契約申し込み時に作成した書類の写し、
賃貸契約書（請書）の写し

⑤その他参考事項（親族連絡先）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

102 R2.8.13 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・生活保護の受給開始日及び開始事由
・支給金額、受給方法

・最終受給日
・生活状況

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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103 R2.8.17 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・生活保護の受給開始日及び開始事由
・支給金額、受給方法

・最終受給日
・家族構成及び結婚歴

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

104 R2.8.14 提供 保護第2課 那覇刑務所
生活保護受給の

照会

・受給期間　・扶助の種類　・受給額
・受給に至った経緯　・受給中の生活状況
・通院について　・福祉サービス等の利用
状況
・返還金の有無

条例第9条第1項第2号
掲示収容施設及び被収容
者の処遇に関する法律91

条

105 R2.8.18 提供 消防局　救急課
第一生命保険株

式会社
保険金支払 救急活動報告書両面（写） 条例第9条第1項第4号

106 R2.8.20 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・非保護者の氏名　・非保護者の生年月日
・非保護者の住所　・受給開始年月日
・受給開始理由　　・受給金額、受給方法
・最終受給日　　　・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

107 R2.8.19 提供 保護管理課
浦添市福祉事務

所
生活保護ケース
記録等郵送依頼

・保護台帳
・保護記録（１）～（６）

・保護決定調書（令和2年4月以降）
・ケース記録（直近2年分）

・その他資料（年金振込通知書、返還金決
定通知書）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

108 R2.8.24 提供 保護第3課
沖縄県石川警察

署
捜査関係事項照

会

・支給の明細
・支給日及び支給額

・支払方法
・支給開始年月日
・支給開始の理由

・保護申請書の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

109 R2.8.24 提供 保護第3課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照

会

（１）受給開始年月日
（２）受給開始事由

（３）受給金額受給方法
（４）最終支給日、訪問日
（５）家族構成及び結婚歴

（６）病歴
（７）その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

110 R2.8.21 提供
消防局
救急課

株式会社　東京
データキャリ

保険金支払 救急活動報告者両面 条例第9条第1項第1号

111 R2.8.20 提供 消防局　警防課 那覇地方裁判所 文書送付嘱託 別紙「その他活動報告書」のとおり
条例第9条第1項第2号
民事訴訟法第226条

112 R2.8.21 提供 消防局　救急課 那覇地方裁判所 文書送付嘱託 別紙「その他活動報告書」のとおり
条例第9条第1項第2号
民事訴訟法第226条

113 R2.8.18 提供 ハイサイ市民課
沖縄県こども生

活福祉部長

令和2年度沖縄子
ども調査事業
（未就学児調

査）

那覇市在住の1歳児（平成30年4月1日～平
成31年3月31日生まれ）の名簿（①対象児

童の氏名、②郵便番号、③住所）
※必要数は1,828人分

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

子どもの貧困対策の推進
に関する法律第14条

114 R2.8.18 目的外利用 資産税課 都市計画課
国土利用計画法
に係る無届取引
等把握調査

登記情報に係る土地の所在、地番、地目、
地籍、権利者、義務者、受付年月日、登記

の目的及び原因

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ
国土利用計画法

115 R2.8.7 目的外利用
ちゃーがんじゅ

う課
福祉政策課那覇市特別定額給付金の給付業務

特別定額給付金の未申請者のうち下記に該
当する者の情報

① 特別定額給付金の未申請者の連絡先に
係る情報

② 特別定額給付金の未申請者が入所等を
している老人ホーム等の施設名及び連絡先

に係る情報

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

116 R2.8.7 目的外利用 障がい福祉課 福祉政策課那覇市特別定額給付金の給付業務

特別定額給付金の未申請者のうち下記に該
当する者の情報

①身体障害者手帳の認定を受けている者
(免疫機能障害を除く)の障害認定情報

②療育手帳の認定を受けている者の障害認
定情報

③精神障害者保健福祉手帳の認定を受けて
いる者の障害認定情報

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

117 R2.8.14 目的外利用 福祉政策課 福祉政策課那覇市特別定額給付金の給付業務

避難行動要支援者のうち下記に該当する者
の情報
①要支援者本人の連絡先の登録のある者の
情報
②緊急連絡先または協力員（避難支援者）
の連絡先の登録のある者の情報

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

118 R2.8.26 提供 保護第3課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日　・支給期間　・振込先
口座情報
・受給に至る経緯　・受給金額　・受給方
法
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

119 R2.8.26 提供 保護第２課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日　・受給開始事由　・受
給金額、受給方法　・最終訪問年月日　・
家族構成及び結婚歴
・病歴及び通院先・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

120 R2.9.2 提供 保護第3課 浦添警察署
捜査関係事項照
会書について
（照会）

・受給開始年月日　・受給開始事由
・受給金額、受給方法　・最終訪問年月日
・家族構成及び結婚歴　・病歴及び通院先
・その他参考事項（職歴、生活状況）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

121 R2.8.11 提供 国民健康保険課 豊見城警察署
捜査関係事項照
会（沖縄県豊見
城警察署）

国民健康保険の加入年月日、保険証記号、
医療機関での受信の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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122 R2.8.20 提供 国民健康保険課
うるま市福祉事

務所保

生活保護法第29
条の規定に基づ
く調査について
（うるま市福祉

事務所）

国民健康保険加入の有無、国民健康保険税
対応の有無と滞納額、国民健康保険証の現
在の有効期限

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

123 R2.8.16 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会（沖縄県那覇

警察署）

国民健康保険加入年月日、喪失年月日、保
険証記号・番号、受診した医療機関及び受
診年月日、保険者番号

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

124 R2.8.26 提供 国民健康保険課 新宿区

国民健康保険被
保険者の資格に
ついて（新宿

区）

国民健康保険の保険者番号、被保険者証記
号、番号、取得年月日、喪失年月日

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

125 R2.9.7 提供 保護第２課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

１．支給開始年月日　２。支給日　３．支
給額（月額）
４．支給方法　５．支給認定の際に提出さ
れた下記資料の写し　預貯金等の保有状況
届　生活歴　保護申請書　収入申告書・資
産申告書、家賃証明書　６．支給理由
７．その他

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

126 R2.9.8 提供 障がい福祉課
長野県千曲警察

署
捜査関係事項照

会書
身体障害者手帳の交付の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

127 R2.9.8 提供 障がい福祉課

沖縄県警察本部
生活安全部

サイバー犯罪対
策課

捜査関係事項照
会書

身体障害者手帳の交付の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

128 R2.9.8 提供 子育て応援課

沖縄県子ども生
活福祉部

青少年・子ども
家庭課

特別児童扶養手
当業務（沖縄県
子ども生活福祉
部青少年・子ど
も家庭課への所
得情報の提供）

特別児童扶養手当受給者本人、配偶者、扶
養義務者の令和2年度所得情報

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

129 R2.9.9 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

１．支給開始年月日
2．支給期間
3．支給額（月額及び令和2年本人総額）
4．支給方法・場所（口座振込先金融機関
の詳細）
5．支給に至る経緯、理由
6．保証人等家族関係（キーパーソン）・
連絡先
7．その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

130 R2.9.9 提供 保護第１課 うるま警察署
捜査関係事項照

会

・支給開始年月日
・支給理由
・支給金額
・支給先（口座　口座名義人）
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

131 R2.9.9 提供 保護第２課
犬山市社会福祉

事務所長

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて（回答）

１　保護台帳
２　ケース記録の写し（平成31年4月以
降）
３　保護決定調書（令和2年4月以降）
４　その他保護の決定に際し必要と思われ
る書類

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項

及び2項

132 R2.9.9 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

１　受給開始年月日
２　受給期間
３　受給額

４　受給認定の基準となる資料
５　受給認定の際に提出された資料

６　申請日、申請時の状況等
７　受給終了の事由
８　その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

133 R2.9.9 提供 保護第1課
九州厚生局

沖縄麻薬取締支
所

捜査関係事項照
会

生活保護受給の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

134 R2.9.7 目的外利用 保護第3課 福祉政策課
特別定額給付金
の給付事務

生活保護に係る扶助費が振り込まれている
金融機関の口座情報

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

135 R2.9.11 提供 保護第2課
沖縄麻薬取締支

所
捜査関係事項照

会

・身上事項（住所・氏名・生年月日・連絡
先）

・生活保護の支給開始年月日
・支給事由
・支給額
・支給日
・支給状況

・支給方法（振込であれば、金融機関等）
・同居人
・面談状況

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

136 R2.9.10 提供 国民健康保険課
沖縄県市町村職

員
共済組合

傷病手当手金請
求に係る国民健
康保険加入状況
照会について

国民健康保険の資格取得年月日及び加入状
況

条例第9条第1項第１号

137 R2.9.11 提供 保護第2課
ＮＨＫ沖縄放送

局

放送受信料免除
制度の適正運用
にかかる業務

生活保護受給の有無、保護廃止年月 条例第9条第1項第１号
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138 R2.9.14 目的外利用 地域保健課 福祉政策課
避難行動要支援
者名簿作成

那覇市在住で災害が発生し、又は災害が発
生するおそれがある場合に自ら避難するこ
とが困難な者で、下記に該当するすべての
者
（1）在宅難病患者のうち、特定医療費
（指定難病）受給者証所持者
（2）小児慢性特定疾病医療受給者証所持
者

条例第9条第1項第2号
災害対策基本法第49条の

10

139 R2.9.15 提供 保護第3課
沖縄県立島尻特
別支援学校y

入学準備金支給
状況の照会

・世帯員氏名及び生年月日
・入学準備金の支給金額

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

140 R2.9.16 提供 福祉政策課
沖縄県那覇警察

署
特別定額給付金
の給付業務

被疑者及び関係者の特別定額給付金の申請
に係る関係書類の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

141 R2.9.17 提供 保護第3課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・最終訪問年月日
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項（職歴・生活状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

142 R2.9.23 提供 保護第2課
南風原町長　赤

嶺正之
生活保護受給証
明書の送付

（１）生活保護受給証明書（住所、氏名、
生年月日、受給年月日、扶助の種類）

条例第9条第1項第2号
高齢者の医療の確保に関
する法律第138条第2号

143 R2.9.23 提供 保護第3課

浦添市福祉事務
所

所長　高江洲
幸子

ケース記録等の
送付について

・保護台帳の写し　・保護決定調書の写し
・ケース記録（直近1年間の記録）　・そ

の他参考資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

144 R2.9.17 提供 保護管理課 広島中央警察署
捜査関係事項照

会
生活保護受給の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

145 R2.9.17 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照

会
国民健康保険加入の有無、被保険者証番
号、受診した医療機関及び受診年月

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

146 R2.9.24 提供 国民健康保険課 新宿区役所

国民健康保険被
保険者の資格に
ついて（新宿

区）

国民健康保険の保険者番号、被保険者証記
号・番号、取得年月日

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

147 R2.9.24 提供 国民健康保険課
沖縄県市町村職

員共済組合

傷病手当金請求
に係る国民健康
保険加入状況照
会について

国民健康保険の資格取得年月日及び加入状
況

条例第9条第1項第1号

148 R2.9.24 提供 保護第2課
糸満市福祉事務

所
保護記録等郵送

依頼

・保護台帳
・保護決定調書（令和元年6月以降）

・保護記録（１～６）
・ケース記録（開始時より1年分、直近1年

分）
・その他資料（年金、介護保険料、返還金

情報等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

149 R2.9.24 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・支給開始年月日　・支給日
・支給方法、支給額

・支給の際に提出された資料（保護申請書
他）

・支給理由　・その差参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

150 R2.9.25 提供 保護管理課 那覇警察署
捜査関係事項照

会書回答

保護支給開始年月日、支給金額、振込先、
預貯金等の保有状況届、生活歴、保護申請
書、収入申告書、資産申告書、家賃証明

書、入居契約書

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

151 R2.9.30 提供 市民税課
内閣府沖縄総合
事務局　財務部

管財総括課

物件証明の交付
依頼について
（回答）

・令和2年度　物件証明書
条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

152 R2.9.30 提供 保護第1課 那覇地方検察庁
捜査関係事項照

会

・生活保護適用の有無
・支給開始年月日

・支給日
・受給金額
・受給方法

・現在の住居地

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

153 R2.9.30 提供
福祉政策課

（特別定額給付
金室）

三重県地方税管
理回収機構

特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情
報）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

154 R2.10.1 提供 保護管理課 浦添福祉事務所

生活保護ケース
記録等の写しの
送付について
（回答）

・保護台帳
・保護決定調書（直近3ヶ月分）
・保護記録及びケース記録の写し

・扶養照会回答書
その他参考となるものの写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

155 R2.10.2 提供
福祉政策課

（特別定額給付
金室）

安生市
特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情
報）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

156 R2.10.2 提供 保護管理課
沖縄県警察本部
警備部警備第一

課

捜査関係事項照
会

１　支給開始日
２　支給事由
３　支給金額

４　生活保護状況
５　その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

157 R2.10.2 提供 保護管理課
沖縄県警察本部
警備部警備第一

課

捜査関係事項照
会

１　支給開始日
２　支給事由
３　支給金額

４　生活保護状況
５　その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

158 R2.10.6 提供 保護第2課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書について
（回答）

・被保護者の氏名
・被保護者の生年月日

・被保護者の住所
・支給開始年月日

・支給日、支給金額、支給方法

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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159 R2.10.6 提供 保護第2課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会書について

・生活保護の受給開始及び受給開始事由
・受給金額、受給方法、最終訪問年月日
・家族構成、結婚歴
・病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

160 R2.10.8 提供 保護管理課
沖縄県　青少

年・子ども家庭
課長

ハーグ条約実施
法に基づく情報
の提供の求め

生活保護受給の有無

条例第9条第1項第2号
国際的な子の奪取の民事
上の側面に関する条約の
の実施に関する法律第5

条第1項

161 R2.10.8 提供 国民健康保険課 読谷村役場
国民健康保険加
入の加入状況に

ついて
国民健康保険加入の加入状況

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

162 R2.10.8 提供 保護第2課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会書について

1、支給開始年月日　　２、支給期間
３．支給金額
４、支給に至る経緯　５．支給認定の基準
となる資料
６、その他参考事項等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

163 R2.10.7 提供 消防局　救急課 那覇警察署
捜査関係事項照

会書
救急活動報告書　令和2年8月17日(月)　事

案番号：11635（写）
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

164 R2.10.12 提供 福祉政策課 那覇警察署
特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（申請書の写
し、給付日）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

165 R2.10.13 提供 消防局　救急課 那覇警察署
捜査関係事項照

会書
救急活動報告書　令和2年9月18日（金）

事案番号：13198（写）
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

166 R2.10.15 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書への回答

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額、受給方法、最終訪問年月日、家族構成
及び結婚歴、病歴、その他参考事項（職

歴、生活状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

167 R2.10.15 提供 保護第2課 浦添警察署
捜査関係事項照
会書について
（回答）

・支給開始年月日　・受給開始事由
・受給金額、受給方法　・最終受給日

・扶養義務者の連絡先　・既往歴及び通院
先

・担当者名　・本人自筆の書類（写）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

168 R2.10.14 提供 保護第3課
沖縄県立南風原
高等支援学校

入学準備金支給
状況の照会

・世帯員氏名及び生年月日
・入学準備金の支給金額

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

169 R2.10.15 提供 特定健診課
スミセイ保健

サービス株式会
社

特定健診の受診
歴の確認

国保加入者の特定期間の特定健診に受診状
況

条例第9条第1項第1号

170 R2.10.20 提供 保護第2課 沖縄県警察署
捜査関係事項照
会書について
（回答）

１．保護の種別
２．支給開始年月日

３．支給日
４．支給額

５．支給方法
６．支給理由

７．その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

171 R2.10.20 提供 保護第2課
南風原高等支援

学校

生活保護にかか
る扶助費の支給
状況について
（回答）

生業費支給額
条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

172 R2.10.21 提供 保護管理課
学校教育部　学

務課

就学援助認定処
理業務

（うち、小学校
入学準備金支給
認定処理業務に
ついて追加）

小学校入学準備金支給申請者について、生
活保護受給の有無、期間

条例第9条第1項第1号

173 R2.10.22 提供 保護管理課
福岡高等検査庁

那覇支部
捜査関係事項照

会
・生活保護受給期間　・直近の支給金額
・支給方法　・転出前の住所及び電話番号

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

174 R2.10.22 提供 保護管理課
足利市福祉事務

所
生活保護業務

・保護台帳（写）　・ケース記録（写）
・面接記録票（写）　・保護決定調書

（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

175 R2.10.23 提供 保護第2課
八街市福祉事務

所長

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳　・保護決定調書（保護開始～
保護廃止分）

・保護記録（１）～（６）　・ケース記録
（保護開始～保護廃止分）
・戸籍　・29条調査結果

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

176 R2.10.26 提供 保護第3課 中城村長
生活保護受給証
明書の発行につ

いて

・ケース番号、受給時の住所、世帯主氏
名、扶助の種類

・受給者の氏名、生年月日、続柄、性別、
受給期間

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

177 R2.10.26 提供 保護第3課 糸満警察署
捜査関係事項照

会

・生活保護開始年月日　・生活保護の理由
・生活保護費の金額　・生活保護の解除
（停廃止）があればその年月日及び理由

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

178 R2.10.28 提供 保護管理課
北海道上川総合

振興局長

児童福祉施設措
置児童の扶養義
務者に係る税額

等確認

生活保護受給の有無
条例第9条第1項第2号

児童福祉法第56条第1項
第4号

179 R2.10.28 提供 国民健康保険課 沖縄警察署
捜査関係事項照

会

国民健康保険加入の①資格取得年月日、②
資格喪失年月日及び喪失理由、③国民健康
保険税の支払い状況（滞納の有無）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

180 R2.10.29 提供 保護第3課
名護市役所　国
民健康保険課

生活保護受給証
明書の発行につ
いて（回答）

生活保護受給証明書
条例第9条第1項第2号

高齢者の医療の確保に関
する法律第138条第2号

181 R2.10.29 提供 保護第2課
うるま市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳　　・保護決定調書（直近1年
分）
・保護記録（１）～（６）
・直近1年分のケース記録
・その他保護の決定に際し必要と思われる
資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項
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182 R2.10.28 提供 保護管理課
沖縄県中央児童

相談所

児童福祉施設入
所措置児童にか
かる負担金決定

保護受給証明書（受給期間）
条例第9条第1項第2号

児童福祉法第56条第1項
第4号

183 R2.10.28 提供 保護管理課
鹿児島市福祉事

務所
生活保護業務 保護受給証明書（受給期間）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

184 R2.10.28 提供 保護管理課
明石市福祉事務

所
生活保護業務 保護受給証明書（受給期間）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

185 R2.10.30 提供 保護第2課
沖縄県那覇警察

署長

捜査関係事項照
会書について
（照会）

・受給開始年月日　・受給開始事由
・受給金額、受給方法　・最終訪問年月日
・家族構成及び結婚歴　・病歴及び通院先

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

186 R2.10.30 提供 保護第2課
コザ年金事務所

長

生活保護法に基
づく生活扶助受
給者等の情報提
供のお願いにつ
いて（回答）

・保護廃止日
条例第9条第1項第2号

国民年金法第108条第2項

187 R2.10.30 提供 保護管理課
浦添市福祉事務

所
保護記録等郵送

依頼

・保護台帳
・保護決定調書（令和2年5月以降）

・保護記録（１～６）
・ケース記録（6ヶ月分）

・その他資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

188 R2.10.30 提供 保護第１課
宜野湾市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳
・保護決定調書（直近1年分）
・ケース記録（１）～（６）

・開始時の保護記録
・面接記録票
・扶養届書

・その他保護の決定上必要と思われるもの
（援助方針）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

189 R2.11.4 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・支給開始年月日　・支給終了の事由
・支給期間　・振込先口座情報
・支給額　・支給にかかる経緯

・申請日、申請場所、申請時の状況等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

190 R2.11.5 提供 国民健康保険課
沖縄県市町村職

員共済組合

傷病手当金請求
に係る国民健康
保険加入状況照
会について

国民健康保険の資格取得年月日及び加入状
況

条例第9条第1項第１号

191 R2.11.5 提供 障害福祉課
長野県千曲警察

署
捜査関係事項照

会
身体障碍者手帳の交付の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

192 R2.11.10 提供 子育て応援課
千葉県公安委員

会
放置違反金に関
する照会書

調査対象者の児童手当資格状況や受給額に
ついて

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第146条の2

193 R2.11.2 提供 福祉政策課 宗像市
特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情
報）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

194 R2.11.11 提供 保護第3課
豊見城市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳、開始時ケース記録
・保護決定調書（令和1年10月以降）
・ケース記録（直近1年分）
・医療要否意見書
・その他資料（戸籍、施設利用料、金銭管
理月報）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

195 R2.11.11 提供 保護第3課
宜野湾市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳、開始時ケース記録
・保護決定調書（令和２年４月以降）
・ケース記録（直近1年分）
・面接記録表　・扶養届出書の写し
・その他資料（戸籍、施設利用料、金銭管
理月報）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

196 R2.11.12 提供 保護第3課
沖縄市福祉事務

所
保護記録等郵送

依頼

・保護台帳、
・保護決定調書（直近1年分）
・保護記録（１～６）
・ケース記録（直近1年分）
・その他資料（戸籍、資産証明書、扶養届
等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

197 R2.11.12 提供 保護第3課
豊見城市福祉事

務所
保護記録等郵送

依頼

・保護台帳、
・保護決定調書（直近1年分）
・保護記録（１～６）
・ケース記録（直近1年分）
・その他資料（戸籍、資産証明書、扶養届
等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

198 R2.11.13 提供 保護第3課 大分中央警察署
捜査関係事項照

会

・申請者人定事項
・給付開始年月日

・給付方法
・申請書類一式の写し

・面接面談に係る一切の資料の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

199 R2.11.13 提供 市営住宅課 豊見城警察署
捜査関係事項照

会

①契約者氏名、生年月日、勤務先、連絡
先、前住所

②契約年月日　③契約期間
④同居人氏名、生年月日、勤務先、連絡先
⑤保証人又は緊急連絡人（続柄、氏名、生

年月日、住所、勤務先、連絡先）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

200 R2.11.16 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・生活保護受給事実の有無　・受給期間
・各月の受給金額　・生活保護申請状況、
相談履歴

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

201 R2.11.19 提供 保護管理課 新潟市納税課 市税徴収 生活保護受給の有無
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

202 R2.11.19 提供 保護管理課
長野県千曲警察

署
捜査関係事項照

会
生活保護受給の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

203 R2.11.19 提供 保護管理課
福岡高等検察庁

那覇支部
裁判執行関係事

項照会
手当金等支給の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条
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204 R2.11.19 提供 保護第3課 浦添警察署
捜査関係事項照

会

１　支給開始年月日
２　受給開始事由

３　受給金額、受給方法
４　最終受給歴

５　既往歴

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

205 R2.11.19 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

１　支給開始年月日
２　支給期間
３　支給額

４　支給認定の基準となる資料
５　支給認定の際に提出された資料

６　申請日、申請時の状況等
７　その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

206 R2.11.20 提供 保護第1課
浦添市

いきいき高齢支
援課

生活保護の廃止
決定通知書の送
付について

・廃止決定通知書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

207 R2.11.16 提供 保護第3課
石垣市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳、開始時ケース記録
・保護決定調書（平成31年11月以降）

・ケース記録（直近1年分）
・医療要否意見書

・その他資料（扶養関係書類、保護記録、
法第29条調査関係書類）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

208 R2.11.18 提供 保護第2課 伊江村長
滞納者の実態調
査について（回

答）

・保護受給の有無
・受給開始年月日

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

209 R2.11.24 提供 保護第3課
浦添福祉事務所

長

保護台帳等の写
しの送付につい

て

保護台帳、保護決定調書（平成30年4月以
降）、直近に2年分のケース記録、医療要
否意見書、その他保護の決定に際し必要と

思われる資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

210 R2.11.25 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・支給開始年月日　・支給期間
・支給額　・支給に至る経緯

・支給終了の事由　・振込先口座情報
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

211 R2.11.25 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額
・申請日

・申請時の状況
・支給終了の事由

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2号

212 R2.11.25 提供 保護第2課
鹿児島県大島支

庁長

捜査関係事項照
会書について
（回答）

・対象者氏名、生年月日、住所
・保護申請日

保護の決定について

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

213 R2.11.26 提供 保護第2課
沖縄労働基準監

督署長

受診経歴等の照
会について（回

答）
医療機関受診経歴

条例第9条第1項第2号
労働者災害補償保険法第
４９条の３

214 R2.11.26 提供 障害福祉課
大阪府柏原警察

署
捜査関係事項照

会
精神障害者保健福祉手帳の交付履歴等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2号

215 R2.11.27 提供 保護３課
大阪府柏原警察

署
捜査関係事項照

会

・開始年月日　・保護開始理由　・保護費
支給額
・支給方法　・支給口座の金融機関名、口
座番号
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2号

216 R2.11.26 提供 消防局　救急課
スミセイ保険

サービス株式会
社

生命保険支払手
続きに関する事

実確認
救急活動報告書（写）両面 条例第9条第1項第1号

217 R2.11.26 提供 保護第2課
陽明高等支援学

校

生活保護にかか
る扶助費の支給
状況について
（回答）

生業費支給額
条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

218 R2.11.27 提供 保護第1課
九州厚生局

沖縄麻薬取締支
所

捜査関係事項照
会

生活保護受給の有無、生活保護の支給開始
理由及び受給期間、支給方法及び口座情
報、生活状況、面談状況、覚せい剤等の違

法薬物への関与に関する発言内容。

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

219 R2.11.27 提供 保護第1課
沖縄県中央児童

相談所長
保護受給者の情

報提供

保護記録１～６、保護決定調書、ケース記
録、医療要否意見書（各、直近1年分）、
扶養届書、援助方針、病状把握（調査票）

※直近1年以内

条例第9条第1項第2号
児童虐待の防止等に関す

る法律第13条の4

220 R2.11.30 提供 市営住宅課 沖縄地区税関
調査関係事項照

会
①入居契約書（請書）の写し　②同居証明

書
条例第9条第1項第2号
関税法第119条第2項

221 R2.12.1 提供 保護管理課 相模原税務署
国税等の滞納処

分
生活保護受給の有無

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第146条の2

222 R2.12.1 提供 保護管理課 浦添警察署
捜査関係事項照

会
保護受給の有無、申請日、決定日、決定区

分
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

223 R2.12.2 提供 保護第2課
糸満市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳の写し
・保護決定調書の写し

・開始時の保護記録及びケース記録の写し
・面接記録表

・扶養届書の写し
・その他保護の決定実施上必要と思われる

もの（指導、指示書等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

224 R2.12.3 提供 保護第1課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日
・受給に至る経緯

・受給金額
・受給方法

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

225 R2.12.2 提供 国民健康保険課
第十一管区海上

保安部
捜査関係事項照

会書

国民健康保険の①被保険者関係届、申請書
類の有無、②資格喪失証明書の有無、③加
入年月日、記号、番号、保険者番号、④料

金支払方法

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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226 R2.12.3 提供 国民健康保険課
沖縄県市町村職

員共済組合

傷病手当手金請
求に係る国民健
康保険加入状況
照会について

国民健康保険の資格取得年月日及び加入状
況

条例第9条第1項第1号

227 R2.12.4 提供 保護第2課 糸満市長
生活保護受給証
明書の提出につ

いて
・保護受給証明書

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

228 R2.12.7 提供 保護管理課 徳之島区検察庁
裁判執行関係事
項照会書（甲）

・行旅病人又は行旅死亡人としての取扱い
の有無

・生活保護扶助費等支給の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

229 R2.12.7 提供 保護第3課 南城市
生活保護ケース
記録等の写しの

送付

・保護台帳
・面接記録表

・保護記録（１）～（６）
・直近1年分の保護決定調書
・直近1年分のケース記録
・医療扶助に関する資料

条例第9条第1項第2号

230 R2.12.8 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・支給開始年月日
・支給期間
・支給額

・支給認定の基準となる資料
・支給認定の際に提出された資料

・申請日、申請時の状況等
・支給終了の事由
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

231 R2.12.8 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日　・受給開始事由
・受給金額、受給方法　・最終訪問年月日

・家族構成及び結婚歴　・病歴
・その他参考事項（生活状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

232 R2.12.10 提供 保護管理課 那覇警察署
捜査関係事項照

会
・生活保護受給及び受給歴の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

233 R2.12.10 提供 保護管理課 与那原警察署
捜査関係事項照

会
・生活保護受給及び受給歴の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

234 R2.12.10 提供 保護管理課
岡崎市　財務部

納税課
市税徴収 ・生活保護受給の有無

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

235 R2.12.10 提供 市営住宅課
九州厚生局

沖縄麻薬取締支
所

捜査関係事項照
会

市営住宅の契約関係書類（請書）の写し、
駐車場契約の有無
その他参考事項（同居証明書）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

236 R2.12.11 目的外利用
こども教育保育

課
子育て応援課

こども医療費助
成事業

那覇市内在住で、こども教育保育課管理下
における児童の災害共済給付金の決定者に
関する情報。
①被災児童生徒等氏名　②年齢　③性別
④医療費の点数　⑤支払額又は決定内容

条例第9条第1項第2号

237 R2.12.14 目的外利用
上下水道局

料金サービス課
企画調整課 令和2年国勢調査

水道に関する開栓情報のうち以下の項目
水道番号、水栓住所、異動区分、用途、料
金区分、親子区分、使用者氏名、使用者住

所、使用水量

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

238 R2.12.16 提供 保護第1課
大平特別支援学

校

入学準備金支給
証明書の発行に
ついて（回答）

・生業費支給額
条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

239 R2.12.17 提供 保護第3課 与那原警察署
捜査関係事項照

会
面談及び電話聴取に関する記録

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

240 R2.12.18 目的外利用 ハイサイ市民課 企画調整課 令和2年国勢調査

氏名（カナ含む）、住所、方書、生年月
日、性別、続柄、住定日（住所を定めた
日）、世帯コード、住民区分、世帯主名、
年齢、住民コード、国籍、住民となった異

動日、住民減異動日、前住所。

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

241 R2.12.18 提供 保護第2課
沖縄県中部福祉

事務所

生活保護ケース
記録等の写しの
送付について

・保護台帳・保護決定調書の写し
・保護記録（１）～（６）

・ケース記録
・戸籍調査・扶養調査に関する書類の写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

242 R2.12.22 提供 保護管理課
沖縄県南部福祉

事務所

生活保護ケース
記録等の資料提

供

・保護台帳　・保護決定調書
・保護記録、ケース記録（保護開始後～直
近分）
・扶養届書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

243 R2.12.22 提供 保護管理課
沖縄県南部福祉

事務所

生活保護ケース
記録等の資料提

供

・保護台帳　・保護決定調書
・保護記録、ケース記録（保護開始後～直
近分）
・医療要否意見書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

244 R2.12.22 提供 保護管理課
沖縄県南部福祉

事務所

生活保護ケース
記録等の資料提

供

・保護台帳　・保護決定調書
・保護記録、ケース記録（保護開始後～直
近分）
・医療要否意見書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

245 R2.12.22 提供 保護管理課
沖縄県南部福祉

事務所

生活保護ケース
記録等の資料提

供

・保護台帳　・保護決定調書
・保護記録、ケース記録（保護開始後～直
近分）
・医療要否意見書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

246 R2.12.22 提供 保護管理課
沖縄県南部福祉

事務所

生活保護ケース
記録等の資料提

供

・保護台帳　・保護決定調書
・保護記録、ケース記録（保護開始後～直
近分）
・扶養義務者の状況

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

247 R2.12.22 提供 保護管理課
沖縄県南部福祉

事務所

生活保護ケース
記録等の資料提

供

・保護台帳　・保護決定調書
・保護記録、ケース記録（保護開始後～直
近分）
・扶養届書
・訪問看護要否意見書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

248 R2.12.22 提供 保護第3課 与那原警察署
捜査関係事項照

会
面談及び電話聴取に関する記録

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2号

249 R2.11.17 提供 国民健康保険課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照

会

国民健康保険加入期間中における診療月、
病院名、病名の照会内容だが、該当情報な
し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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250 R2.11.17 提供 国民健康保険課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照

会
令和元年9月～令和2年9月の間における診
療月、病院名、病名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

251 R2.11.17 提供 国民健康保険課
沖縄県労働基準

監督署
受診経歴等の照
会について

平成元30年８月～令和2年８月の間におけ
る受診経歴の照会だが、国民健康保険加入
なく該当情報なし。

条例第9条第1項第2号
労働者災害補償保険法第

１２条の８

252 R2.12.22 提供 国民健康保険課 琉球大学病院
国民健康保険加
入時の記号・番
号について

国民健康保険の保険証記号・番号 条例第9条第1項第１号

253 R2.12.22 提供 国民健康保険課
三重県地方税管

理回収機構
国民健康保険の
資格について

国民健康保険の①資格の有無、②資格喪失
日、③喪失事由

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

254 R2.12.24 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・支給開始年月日　・支給期間
・支給額　・支給終了の事由

・振込先口座情報　・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

255 R2.12.24 提供 保護第2課
〇〇〇〇

（破産管財人）
財産状況につい

て
返還金について

条例第9条第1項第2号
破産法第153条

256 R2.12.23 提供 福祉政策課
群馬県桐生警察

署長
特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情
報）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

257 R2.12.24 提供 保護管理課
岡崎市　国保年

金課
市税徴収 生活保護受給の有無

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

258 R2.12.24 提供 保護管理課 新潟市納税課 市税徴収 生活保護受給の有無
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

259 R2.12.24 提供 保護管理課 沖縄刑務所
出所後の生活環
境の調整業務

・受給期間、扶助の種類、受給額
・受給に至った経緯及び受給中の生活状況
・入通院先の医療機関、疾病名、治療経過

・福祉サービス等の利用状況
・返還金の有無及び金額

条例第9条第1項第2号
刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律

第91条

260 R2.12.24 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・支給開始年月日　・支給日　・支給額
・支給方法
・支給認定際に提出された下記資料（預貯
金等の保有状況届、生活歴表、保護申請
書、収入申告書、申告書、家賃証明書、施
設利用契約書）
・支給理由　・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

261 R3.1.4 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書について

・支給開始年月日　・受給開始事由
・受給金額、受給方法　・最終訪問年月日
・家族構成及び結婚歴　・病歴及び通院先
・その他参考事項（職歴、生活状況、素行

等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

262 R3.1.5 提供 福祉政策課 宜野湾市
特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情
報）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

263 R3.1.6 目的外利用 ハイサイ市民課 商工農水課

那覇市頑張る事
業者応援事業実
施に伴う申請者
の居住確認

那覇市頑張る事業者応援事業に係る申請に
ついて、申請者の氏名、住定日

条例第9条第1項第１号

264 R3.1.7 提供 保護第2課
上田市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳、開始時ケース記録
・保護決定調書（平成イ31年4月以降）
・ケース記録（直近1年分）
・医療要否意見書　　・介護保険資料
・その他資料（戸籍、施設利用料、金銭管
理月報）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項

及び第2項

265 R3.1.8 提供 保護第2課 浦添警察署
捜査関係事項照

会書

受給の種別、直近の支給額、支給方法
支給理由、申請者の住所、氏名、生年月
日、連絡先等、申請書類等の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

266 R3.1.7 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

1．支給開始年月日
２．支給日

３．最終の支給額（月額）※直近3ヶ月
４．支給認定の際に提出された下記資料の

写し
預貯金等の保有状況届、生活歴票、保護申

請書、
収入申告書

５．支給理由
６．その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

267 R3.1.13 提供 国民健康保険課
厚生労働省関東

信越厚生局
国民健康保険の

加入状況

国民健康保険の加入状況（加入期間、被保
険者証記号・番号）

条例第9条第1項第2号
国民年金法108条第1項又
は厚生年金保険法100条
の２第2項若しくは第5項

268 R3.1.15 提供 保護第1課
よみたん救護園

長

救護施設要入所
者予備調査票送
付について

他市町村管轄生活保護受給者リスト
条例第9条第1項第2号

生活保護法介護扶助運営
要領第3-2-（1）

269 R3.1.15 提供 保護第1課
いしみね救護園

長

救護施設要入所
者予備調査票送
付について

他市町村管轄生活保護受給者リスト
条例第9条第1項第2号

生活保護法介護扶助運営
要領第3-2-（1）

270 R3.1.15 提供 保護第2課 浦添警察署
捜査関係事項照
会書について

・支給開始年月日　・受給開始事由　・受
給金額、受給方法　　・最終受給日　・扶
養義務者の連絡先
・既往歴及び通院先　・担当者名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

271 R3.1.29 提供 保護第3課
豊見城市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳、保護記録（１）～（６）
・保護決定調書（開始時、令和2年4月以

降）
・ケース記録（直近1年分）

・医療要否意見書　・戸籍、住民票の写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

272 R3.1.29 提供 国民健康保険課 嘉手納町役場

国民健康保険の
加入状況につい
て（嘉手納町）2

件

国民健康保険加入の加入状況
条例第9条第1項第2号

国民健康保険法第113条
の2

273 R3.1.29 提供 国民健康保険課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照
会書（沖縄県警
察本部）2件

国民健康保険の①加入の有無、②令和元年
9月1日から回答日までの間に係る、診療年
月、診療した医療機関、診断された病名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2校
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274 R3.1.29 提供 国民健康保険課 豊見城市役所

国民健康保険の
資格等の確認に
ついて（豊見城

市）

国民健康保険加入の①加入の有無、②保険
証記号・番号

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

275 R3.1.29 提供 国民健康保険課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照
会書（沖縄県警

察本部）

国民健康保険の①加入の有無、②加入期
間、③被保険者記号・番号、④平成26年6

月以降の医療機関の受診履歴

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

276 R3.2.1 提供 保護第3課
沖縄県中央児童

相談所
情報提供依頼 ケース記録

条例第9条第1項第2号
児童虐待防止法第13条の

4

277 R3.2.1 提供 国民健康保険課
東京都板橋区役

所

国民健康保険被
保険者の資格に
ついて（東京都

板橋区）

国民健康保険の保険者番号、被保険者証記
号・番号、取得年月日

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

278 R3.2.4 提供 保護第3課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日
・受給期間
・受給金額

・申請日、申請時の状況等
・振込先口座情報

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

279 R3.2.8 提供 保護第1課 いしみね救護園
生活保護ケース
記録の照会（回

答）
・保護記録、ケース記録等 条例第9条第1項第1号

280 R3.2.9 提供 国民健康保険課
東京都品川区役

所

国民健康保険の
加入状況につい
て（東京都品川

区）

令和元年12月31日時点での①国民健康保険
の加入有無、②対象者の続柄、③19歳未満
の国保世帯員で、かつ、その年の合計所得
が38万円以下の世帯員数

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

281 R3.2.10 提供 国民健康保険課
神奈川県厚木警

察署
捜査関係事項照

会

国民健康保険の、①加入事実の有無、②加
入・交付・資格取得年月日、③加入者、生
年月日、住所、④保険証使用状況（令和2
年1月1日以降）、⑤事業所在地、⑥事業所
名称、⑦記号・番号

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

282 R3.2.15 提供 障がい福祉課
沖縄県豊見城警

察署
捜査関係事項照

会書
身体障害者手帳の交付の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

283 R3.2.18 提供 保護第2課
沖縄県那覇警察
署　刑事第3課

捜査関係事項照
会

・支給開始年月日　・支給期間
・支給額　・支給方法又は場所

・支給に至る経緯、理由　・保証人等家族
関係

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

284 R3.2.22 提供 保護第3課
宜野湾市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・保護台帳の写し　・保護決定調書の写し
（令和2年4月以降）
・開始時の保護記録及びケース記録の写し
（保護受給期間）　・面接記録表の写し
・扶養届出書の写し
・医療要否意見書の写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項
及び第2項

285 R3.2.22 提供 ハイサイ市民課 生涯学習課
はたちの記念事

業

新成人対象者（生年月日が平成12年4月2日
から平成13年4月1日生まれの令和2年10月1
日現在の現住者（外国人含む））の住基情
報（住所、方書、氏名、生年月日、性別、
世帯主名）

条例第9条第1項第５号

286 R3.2.24 提供 保護第1課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照

会

・支給開始年月日　・支給期間
・支給額(月額及び総額)　・支給方法又は
場所
・支給に至る経緯、理由　・保証人等家族
関係（キーパーソン）
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

287 R3.2.24 提供 保護第1課
糸満市福祉事務

所長

生活保護ケース
記録等の写しの
送付について

・面接記録表
・保護決定調書（直近1年分）

・保護記録（１～６）
・ケース記録（保護開始時からの1年間分

と直近1年間分）
・その他資料（年金額改定通知書）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

288 R3.2.26 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会（回答）

・受給開始年月日
・受給開始事由

・受給金額、受給方法
・最終受給日

・家族構成及び結婚歴
・病歴

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

289 R3.2.26 提供 保護第3課 豊見城警察署
捜査関係事項照
会（回答）

・受給開始年月日
・受給開始事由

・受給金額、受給方法
・最終受給日

・家族構成及び結婚歴
・病歴

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

290 R3.3.1 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書（回答）

・生活保護開始年月日
・支給額

・支給に至る経緯　等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

291 R3.3.2 提供 保護管理課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日
・支給期間
・支給額

・支給に至る経緯
・支給認定の基準となる資料

・支給認定の際に提出された資料
・申請日、申請場所、申請時の状況等

・支給終了の事由
・振込先口座情報
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

292 R3.2.15 提供 市民税課
沖縄県沖縄警察

署
捜査関係事項照
会書（回答）

・平成31年度　市県民税申告書
・平成30年度　市県民税申告書

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

293 R3.2.26 提供 市民税課
沖縄県沖縄警察

署
捜査関係事項照
会書（回答）

・令和2年度申告書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

294 R3.3.3 目的外利用 資産税課 道路建設課
都市計画道路

真和志線街路事
業

真和志線に係る土地の資産照明
条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

295 R3.3.4 提供 保護第2課 那覇保護観察書
被保護者ケース

記録照会
被保護者ケース記録

条例第9条第1項第２号
心神喪失者等医療観察法

第22条

296 R3.3.1 提供 福祉政策課 東京都江東区
特別定額給付金
の給付事務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情
報）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

297 R3.3.3 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日
・受給に至る経緯

・受給金額
・受給方法

・保証人等家族関係
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

298 R3.3.4 提供 保護第1課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日
・支給日

・支給金額、支給方法
・支給認定の際に提出された資料の写し

・支給理由
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

299 R3.3.5 提供 保護管理課
沖縄県那覇警察

署
刑事第一課

捜査関係事項照
会

１　受給開始年月日
２　受給開始事由

３　受給金額、受給方法
４　最終訪問年月日

５　家族構成及び結婚歴
６　病歴及び通院先

７　その他参考事項（職歴、生活状況、素
行等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

300 R3.3.8 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日　・　受給開始事由
・受給金額、受給方法　・最終訪問年月日
・　家族構成及び結婚歴　・病歴及び通院
先
・　病歴、職歴、生活状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

301 R3.3.8 提供 保護第３課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・国籍、住所、氏名、公称名、生年月日
・受給開始年月日、　・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・最終訪問年月日　・家族構成及び結婚歴
・病歴　・その他参考事項（職歴・生活状
況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

302 R3.3.8 提供 保護第３課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

・支給開始年月日、　・支給開始事由
・受支給金額、支給方法
・最終訪問年月日　・家族構成及び結婚歴
・病歴

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

303 R3.3.8 提供 保護第３課 豊見城警察署
捜査関係事項照

会
・受給時期　・保護申請理由　・受給金額
・扶養義務者　・病歴　・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

304 R3.3.8 目的外利用 資産税課 建築指導課
建築物の維持保
全に関する周知
（防災指導）

下記の条件に該当する建物所有者（氏名、
住所、郵便番号）、建物所在地、築造稔、
床面積、階数、構造
　　　　　　　　　記
１．昭和47年5月15日から昭和52年5月14日
までの間に　　築造
２．地上の階数が３以上
３、用途は共同住宅

条例第9条第1項第５号
審議会類型事項Ⅰ

305 R3.3.10 提供 保護第3課
沖縄県那覇警察

署

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・受給開始年月日および受給開始事由
・受給金額、受給方法
・家族構成及び結婚歴

・病歴及び通院先
・その他参考事項（職歴、生活状況、素行

等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

306 R3.3.10 提供 消防局　救急課
株式会社　東京
データキャリ

損害保険調査業
務

救急活動報告書（写）両面 条例第9条第1項第1号

307 R3.3.11 提供 障がい福祉課 那覇保護観察所
生活環境調査の
ための照会書

①相談履歴の有無　　②苦情相談履歴の有
無
③障害福祉サービス利用の有無　④利用可
能な福祉サービス等　⑤その他参考になる
事項

条例第9条第1項第１号
心神喪失者等医療観察法

第22条による照会

308 R3.3.12 提供 保護第1課 与那原警察署
捜査関係事項照

会書

・申請状況　・支給に至る経緯　・支給開
始年月日
・支給額　・振込先金融機関及び口座

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

309 R3.3.15 提供 地域保健課
沖縄県保健医療
部地域保健課

妊婦健診・乳幼
児健診等データ
利活用による妊
産婦・乳幼児支
援体制整備推進

事業

①令和元年度分母子健康手帳交付台帳デー
タ：母子健康手帳番号、交付年月日、年
齢、妊娠週数（氏名、住所、電話番号を省
く）
②令和元年度分妊婦健康診査データ（氏
名、住所、電話番号を省く）
③令和元年度分乳幼児健康診査データ（氏
名、住所、電話番号を省く）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅴ

310 R3.3.18 提供 保護第1課 いしみね救護園
救護施設要入所
者予備調査票送
付について

救護施設要入所者予備調査票
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条第2項

311 R3.3.17 提供 福祉政策課 蒲郡市
特別定額給付金
の給付業務

特別定額給付金の申請状況（振込口座情報
等）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

312 R3.3.17 提供 保護第2課
沖縄県浦添警察

署

捜査関係事項照
会書について
（照会）

１．支給開始年月日
２．支給日

３．最終の支給額（月額）
４．支給方法

５．支給認定の際に提出された資料の写し
６．支給理由

７．その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

313 R3.3.19 提供 保護第2課
沖縄県中央児童

相談所
被保護者世帯証

明書発行

（１）生活保護受給者氏名、生年月日
（２）住所

（３）生活保護開始日

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1項

第4号

314 R3.3.19 提供 保護第2課
沖縄麻薬取締支

所
捜査関係事項照

会

・身上事項（住所・氏名・生年月日・連絡
先）

・生活保護の支給額
・支給日

・直近3ヶ月支給状況及び支給方法（振込
であれば、金融機関等）

・最終面談日
・面談状況

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

315 R3.3.19 提供 中央消防署
沖縄県那覇警察

署
交通事故の捜査

交通事故捜査のため、令和3年3月2日午前6
時40分頃から同日午前7時00分間の神原分
署庁舎の防犯カメラ映像の閲覧及びデータ

転写等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

316 R3.3.23 提供 保護第1課
糸満市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の写しの
送付について

・面接記録票　・保護記録の写し
・ケース記録　・保護決定調書の写し

・医療要否意見書　・扶養調査に関する書
類の写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

317 R3.3.24 提供 保護第3課 長崎警察署
捜査関係事項照

会

・受給方法
・現在までの毎月支給額

・同人からの受給に関する問い合わせ、相
談の有無

・病名及び病状
・介護レベル及びその生活状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

318 R3.3.26 提供 保護第2課 よみたん救護園

生活保護法に基
づく救護施設入
所委託（措置入

所）

要保護者の保護記録等の下記書類について
・面接記録表　・保護台帳

・保護決定調書　・ケース記録
条例第9条第1項第1号

319 R3.3.5 提供 国民健康保険課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照
会書（沖縄県沖
縄警察署）

国民健康保険の①加入日、②加入理由、③
保険利用履歴、④加入者情報（連絡先）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

320 R3.3.8 提供 国民健康保険課 御殿場警察署
捜査関係事項照
会書（御殿場警

察署）

国民健康保険の、①平成31年2月25日以降
の保険診療の有無・医療機関名・病名、②
平成31年2月25日から現在までの保険料納
付の有無、③被保険者証再交付の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

321 R3.3.10 提供 国民健康保険課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書（那覇警察

署）

国民健康保険の①加入状況および被保険者
証番号、②令和2年12月1日から現時点まで
の間にかかる、診療月、医療機関、病名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

322 R3.3.10 提供 国民健康保険課
沖縄県那覇警察

署

捜査関係事項照
会書（那覇警察

署）

国民健康保険の①加入期間、保険者証記
号・番号、②国民健康保険料の納付状況、
③国民健康保険料の納付方法、④国民健康

保険料の滞納、未払いの状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

323 R3.3.19 提供 国民健康保険課
東京都練馬区役

所

国民健康保険被
保険者の資格に
ついて（東京都

練馬区）

国民健康保険の記号、番号、適用開始年月
日

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の2

324 R3.3.23 提供 国民健康保険課 東京区検察庁
国民健康保険の
加入状況等につ

いて

国民健康保険の加入の有無、令和2年9月1
日から回答日までの保険料納付状況、加入

期間、被保険者証記号、番号

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

325 R3.3.26 提供 国民健康保険課
沖縄県沖縄警察

署

捜査関係事項照
会書（沖縄県沖
縄警察署）

国民健康保険の①加入日、②加入理由、③
保険利用履歴、④加入者情報

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

326 R3.3.8 目的外利用 国民健康保険課 特定健診課

はり・きゅう・
あん摩等施術助
成事業における
利用券発券者名
簿の付加情報

・令和2年度（令和3年3月現在まで）に利
用券発券を受けた40歳から74歳までの国保

加入者の次の情報。
【データ項目】

①住基番号、②氏名、③生年月日、④利用
券発券日

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

327 R2.8.3 提供 保護第1課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日
・受給に至る経緯

・受給金額
・受給方法

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

328 R2.11.26 提供 保護第1課
沖縄県那覇県税

事務所

生活保護ケース
記録等の送付に

ついて

・生活保護受給状況等について
（受給の有無、受給に至った経緯、生活保

護の扶助の種類）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

329 R3.1.7 提供 保護第1課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照

会

・受給開始年月日
・受給に至る経緯

・受給金額
・受給方法

・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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②保健所分
届出

年月日
区分 所管課

利用課
又は提供先

業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

1 R2.4.6 外部提供 生活衛生課
沖縄国税事務

所

（1）食品営業台帳
　（簡易、一時的な
ものを除く。）
（2）公衆浴場台帳
（3）旅館業法に基づ
く営業許可台帳
（4）理容・美容台帳
（5）薬局・薬店台帳
（6）あん摩マッサー
ジ指圧師・
    はり師・きゅう
師台帳
（7）柔道整復師　施
術所台帳
（8）クリーニング業
者台帳

１　許可番号、許可年月日、許可期限、初年度
許可日、開設年月日
２　営業種目別名称、営業施設の種類、業務内
容
３　電話番号、携帯番号
４　営業所（店舗）名称、所在地、電話番号
５　申請者（経営者）名、生年月日、住所
６　面積
７　従事する施術者数
８　管理人氏名、生年月日、住所

条例第９条第１項第２号
（国税通則法第74条の12

第1項）

2 R02.4.3 外部提供 生活衛生課

沖縄県警察本
部

生活安全部
生活保安課

食品衛生法に基づく
許可の有無

1　営業許可年月日、許可番号
2　営業の種別
3　申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先
4　営業所の名称、所在地
5　許可条件
6　有効期限
7　その他参考事項（申請に係る関係書類一
式）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

3 R02.4.8 外部提供 生活衛生課
沖縄県警察本
部刑事部組織
犯罪対策課

医療法に基づく申請
等の有無

1　歯科医師免許証の登録番号
2　同登録年月日
3　診療所台帳

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

4 R02.4.14 外部提供 生活衛生課
那覇労働基準

監督署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可申請者及び営業許可者の氏名
2　許可申請者及び営業許可者の住所

条例第９条第１項第２号
（労働基準法第104条）

5 R02.4.10 外部提供 生活衛生課
九州厚生局

沖縄麻薬取締
支所

食品衛生法に基づく
許可の有無

1　申請年月日
2　営業者の氏名
3　申請者の住所、生年月日、連絡先
4　営業所の名称、所在地
5　営業の種類
6　食品衛生責任者の氏名、資格
7　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

6 R2.4.6 外部提供 生活衛生課
沖縄国税事務

所
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　営業許可年月日、許可番号
2　営業の種別
3　申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先
4　営業所の名称、所在地
5　営業所の構造及び設備の概要
6　有効期限
7　その他参考事項（申請に係る関係書類一
式）

条例第９条第１項第２号
（国税通則法第74条の12

第1項）

7 R2.5.27 外部提供 生活衛生課
沖縄県警察本
部刑事部組織
犯罪対策課

食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可年月日、許可番号
2　営業者の種類
3　申請者の住所、生年月日、連絡先
4　営業所の名称、所在地
5　許可条件
6　その他参考事項（申請書類一式）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

8 R2.6.1 外部提供 生活衛生課
沖縄県那覇警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可年月日、許可番号
2　営業所の所在地、名称、電話番号
3　営業種別
4　営業者及び管理者の住所、氏名、生年月
日、連絡先
5　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

9 R2.6.9 外部提供 生活衛生課
沖縄県那覇警

察署
旅館業許可申請の有
無

1　申請者の住所・氏名・生年月日・連絡先
2　申請年月日
3　その他参考事項（営業種目、許可年月日、
許可番号）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

10 R2.6.9 外部提供 生活衛生課
沖縄県那覇警

察署
旅館業許可申請の有
無

1　申請者の住所・氏名・生年月日・連絡先
2　申請年月日
3　その他参考事項（営業種目、許可年月日、
許可番号）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

11 R2.6.12 外部提供 生活衛生課
沖縄県沖縄警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可番号
2　申請者住所
3　申請者氏名、生年月日、連絡先
4　許可年月日
5　営業の種類
6　営業所の名称
7　営業所の所在地
8　許可条件
9　有効期限

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

12 R2.6.26 外部提供 生活衛生課
沖縄県宜野湾

警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可番号
2　申請者住所
3　申請者氏名、生年月日、連絡先
4　許可年月日
5　営業の種類
6　営業所の名称
7　営業所の所在地
8　許可条件
9　有効期限

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

81



届出
年月日

区分 所管課
利用課
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13 R2.7.8 外部提供 生活衛生課

沖縄県警察本
部生活安全部
サイバー犯罪

対策課

食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可番号
2　申請者住所
3　申請者氏名、生年月日、連絡先
4　許可年月日
5　営業の種類
6　営業所の名称
7　営業所の所在地
8　許可条件
9　有効期限

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

14 R2.7.9 外部提供 生活衛生課 沖縄地区税関
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　申請者の住所・氏名・生年月日・連絡先
2　申請年月日
3　その他参考事項（営業種目、許可年月日、
許可番号）

条例第９条第１項第２号
（関税法第119条第2項）

15 R2.7.17 外部提供 生活衛生課

沖縄県警察本
部

生活安全部
生活保安課

食品衛生法に基づく
許可の有無

1　営業許可年月日、許可番号
2　営業の種別
3　申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先
4　営業所の名称、所在地
5　その他参考事項（申請に係る関係書類一
式）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

16 R2.7.17 外部提供 生活衛生課

沖縄県警察本
部

生活安全部
生活保安課

食品衛生法に基づく
許可の有無

1　営業許可年月日、許可番号
2　営業の種別
3　申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先
4　営業所の名称、所在地
5　その他参考事項（申請に係る関係書類一
式）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

17 R2.7.17 外部提供 生活衛生課

沖縄県警察本
部

生活安全部
生活保安課

食品衛生法に基づく
許可の有無

1　営業許可年月日、許可番号
2　営業の種別
3　申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先
4　営業所の名称、所在地
5　その他参考事項（申請に係る関係書類一
式）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

18 R2.8.28 外部提供 生活衛生課
九州厚生局

沖縄麻薬取締
支所

食品衛生法に基づく
許可の有無

1　申請年月日
2　営業者の氏名
3　申請者の住所、生年月日、連絡先
4　営業所の名称、所在地
5　営業の種類
6　食品衛生責任者の氏名、資格
7　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

19 R2.9.15 外部提供 生活衛生課
沖縄県那覇警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可年月日、許可番号
2　営業所の所在地、名称
3　営業種別
4　法人の名称及び代表者の住所、氏名、生年
月日、連絡先
5　許可申請に関する提出書類等（身分証の写
しを含む）の写し
6　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

20 R2.9.23 外部提供 生活衛生課
沖縄県沖縄警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可番号
2　申請者住所
3　申請者氏名、生年月日、連絡先
4　許可年月日
5　営業の種類
6　営業所の名称
7　営業所の所在地
8　許可条件
9　有効期限

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

21 R2.9.14 外部提供 生活衛生課 那覇税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可申請の有無、営業許可申請年月
日、営業許可年月日、営業許可番号、営業許可
期限年月日
２　営業所等、営業者氏名、生年月日、業種、
連絡先
　　営業所名称、所在地、連絡先
３　その他参考事項（廃業届出等があればその
内容）

条例第９条第１項第２号
(国税徴収法第146条の2)

22 R2.9.30 外部提供 生活衛生課
愛知県警察本
部刑事部組織
犯罪対策課

食品衛生法に基づく
許可の有無

(1)　営業許可申請者の氏名、住所、生年月
日、電話番号
(2)　食品営業許可申請年月日
(3)　営業所の所在地、名称、屋号又は商号、
電話番号
(4)　営業の種類、販売品、調理品又は製造品
(5)　申請者の欠格事由の有無、内容
(6)　許可年月日、有効期限
(7)　変更年月日、届出者の住居及び氏名、変
更事項、変更事由
(8)　廃止届出日、届出者の住居及び氏名、廃
止年月日、廃止した営業の種類
(9)　営業許可の更新年月日、申請者の氏名、
住所、生年月日、電話番号
(10)　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

23 R2.10.9 外部提供 生活衛生課 北那覇税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

営業許可の有無
条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)
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24 R2.10.16 外部提供 生活衛生課 京橋税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

営業者（申請者）：氏名・名称、電話、所在
地、代表者名、個人申請者又は代表者の生年月
日、
営業場所：屋号（名称）、電話、営業所の所在
地、面積、
責任者住所：資格、氏名、生年月日
営業許可：許可番号、区分、当初許可、営業の
種類、許可期限、業態
休業年月日、再開年月日、廃業年月日
上記以外の営業許可の付状況
営業所の名称、所在地、責任者、営業の種類、
許可期限

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12)

25 R2.10.19 外部提供 生活衛生課
愛知県警察本
部刑事部組織
犯罪対策課

食品衛生法に基づく
許可の有無

・営業所の名称、業種、所在地、連絡先等
・営業者の氏名（法人の場合は法人名）、住
所、生年月日、連絡先等
・許可年月日、許可番号、許可有効期限、許可
申請者等
・食品衛生責任者の氏名、住所、生年月日、連
絡先等
・廃業年月日及び廃業前にかかる上記事項照会
事項
・その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

26 R2.10.28 外部提供 生活衛生課
沖縄県嘉手納

警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1.営業種別
2.営業所の名称及び所在地
3.営業許可年月日、許可番号、有効期限、初年
度許可年月日
4.営業者（申請者）の本籍、住所、氏名、生年
月日、連絡先
5.営業所の構造、設備概要
6.許可条件
7.その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

27 R2.10.26 外部提供 生活衛生課
沖縄労働局総
務部労働保険

徴収室

食品衛生法に基づく
許可の有無

1.営業所名
2.営業所所在地
3.営業所電話番号
4.営業の種類
5.許可年月日
6.廃業年月日
7.申請者名
8.代表者役職
9.代表者名
10.申請者住所
11申請者電話番号

条例第９条第１項第２号
（労働保険徴収法第43条

の2）

28 R2.10.30 外部提供 生活衛生課
沖縄労働局総
務部労働保険

徴収室

食品衛生法に基づく
許可の有無

1.営業所名称
2.営業所所在地
3.営業所電話番号
4.営業の種類
5.許可年月日
6.廃業年月日
7.申請者名
8.代表者職・氏名
9.申請者住所
10.申請者電話番号

条例第９条第１項第２号
（労働保険徴収法第43条

の2）

29 R2.11.4 外部提供 生活衛生課
沖縄県那覇警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1.営業許可年月日
2.営業許可番号
3.営業所の名称及び所在地
4.営業者（法人の場合は名称及び代表者名）の
住所、氏名、生年月日、連絡先
5.その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

30 R2.11.4 外部提供 生活衛生課 日野税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　営業許可申請・許可年月日、営業許可申請
人の住所・氏名、許可業務内容、屋号（名
称）、店舗責任者、事業所所在地、店舗床面
積、事務所賃貸人の住所・氏名（名称）、休廃
業の届出の有無
2　許可後の変更事項
3　その他

条例第９条第１項第２号
（国税徴収法第146条の

2）

31 R2.11.17 外部提供 生活衛生課
沖縄県警察本
部警備部警備

第一課

食品衛生法に基づく
許可の有無

1.営業の種類及び許可番号
2.営業所の名称、所在地、電話番号
3.営業者の住所、氏名、生年月日、連絡先
4.許可年月日及び有効期限
5.申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先
6.申請年月日
7.申請者が提出した書類の写し
8.代表者の住所、氏名、役職、生年月日、連絡
先
9.その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

32 R2.11.17 外部提供 生活衛生課
沖縄労働局総
務部労働保険

徴収室

食品衛生法に基づく
許可の有無

1.営業所名称
2.営業所所在地
3.営業所電話番号
4.営業の種類
5.許可年月日
6.廃業年月日
7.申請者名
8.代表者職・氏名
9.申請者住所
10.申請者電話番号

条例第９条第１項第２号
（労働保険徴収法第43条

の2）
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33 R2.11.19 外部提供 生活衛生課
沖縄県警察本
部警備部外事

課

食品衛生法に基づく
許可の有無

1.営業所の所在地及び電話番号
2.営業所の名称等
3.営業許可番号及びその許可年月日
4.営業の種類
5.当該申請者にかかる、氏名、住所、生年月日
（法人の場合、その名称、事務所の所在地、代
表者氏名）
6.当該許可にかかる申請年月日
7.当該申請者の欠格事項の有無
8.当該申請者及び当該営業者の身元特定にかか
る身分証明書等（法人の場合、登記簿謄本等の
写し）
9.当該申請者及び当該営業者が異なる場合、そ
の営業者に係る氏名、住所、生年月日
10.その他参考事項（営業所の設備・構造等）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

34 R2.11.30 外部提供 生活衛生課
警視庁本所警

察署
旅館業法に基づく許
可の有無

許可申請にかかる書類の写しの交付
条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

35 R2.11.10 外部提供 生活衛生課 広島国税局
旅館業許可申請の有
無

1　許可年月日
2　営業者の住所、氏名、生年月日、連絡先
3　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(国税徴収法第146条の2)

36 R2.12.4 外部提供 生活衛生課
沖縄県那覇警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1.営業許可年月日
2.営業許可番号
3.営業所の名称及び所在地
4.営業者（法人の場合は名称及び代表者名）の
住所、氏名、生年月日、連絡先
5.その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

37 R2.12.10 外部提供 生活衛生課
沖縄県警本部
刑事部組織犯

罪対策課

食品衛生法に基づく
許可の有無

1.許可証番号
2.申請者住所
3.申請者氏名、生年月日、連絡先
4.許可年月日
5.営業の種類
6.営業所の名称
7.営業所の所在地
8.許可条件
9.有効期限
10.その他参考事項

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

38 R2.12.18 外部提供 生活衛生課 那覇税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可申請年月日、営業許可年月日、営
業許可番号、営業許可期限年月日
２　営業所等、営業者氏名、生年月日、業種、
連絡先
　　営業所名称、所在地、連絡先
３　その他参考事項（廃業届出等があればその
内容）

条例第９条第１項第２号
(国税徴収法第146条の2)

39 R2.12.22 外部提供 生活衛生課
札幌方面中央

警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　許可年月日
２、許可種別
３　許可期限
４　営業所住所・電話番号
５　営業者氏名
６　屋号
７　許可申請者氏名
８　食品衛生責任者氏名
９　その他参考事項（申請時提出書類）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

40 R3.2.1 外部提供 生活衛生課
那覇労働基準

監督署
旅館業許可申請の有
無

1　許可申請者の名称、事務所所在地、代表者
職氏名
2　許可年月日
3　その他参考事項（営業者事項の変更履歴）

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

41 R3.2.9 外部提供 生活衛生課
沖縄県沖縄警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可番号
2　申請者住所
3　申請者氏名、生年月日、連絡先
4　許可年月日
5　営業の種類
6　営業所の名称
7　営業所の所在地
8　許可条件
9　有効期限

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

42 R3.2.16 外部提供 生活衛生課
沖縄県沖縄警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可番号
2　申請者住所
3　申請者氏名、生年月日、連絡先
4　許可年月日
5　営業の種類
6　営業所の名称
7　営業所の所在地
8　許可条件
9　有効期限

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

43 R3.2.16 外部提供 生活衛生課
沖縄県沖縄警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可番号
2　申請者住所
3　申請者氏名、生年月日、連絡先
4　許可年月日
5　営業の種類
6　営業所の名称
7　営業所の所在地
8　許可条件
9　有効期限

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

44 R3.2.26 外部提供 生活衛生課
沖縄県沖縄警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可番号
2　申請者住所
3　申請者氏名、生年月日、連絡先
4　許可年月日
5　営業の種類
6　営業所の名称
7　営業所の所在地
8　許可条件
9　有効期限

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

45 R3.2.19 外部提供 生活衛生課
沖縄県沖縄警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

1　許可番号
2　申請者住所
3　申請者氏名、生年月日、連絡先
4　許可年月日
5　営業の種類
6　営業所の名称
7　営業所の所在地
8　許可条件
9　有効期限

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

46 R3.3.1 外部提供 生活衛生課 沖縄弁護士会
柔道整復師法に基づ
く届の有無

１　開設者氏名
２　開設者住所
３　開設者電話番号
４　名義変更の有無

条例第９条第１項第２号
(弁護士法第23条の２)

47 R3.3.5 外部提供 生活衛生課 那覇税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可申請年月日、営業許可年月日、営
業許可番号、営業許可期限年月日
２　営業所等、営業者氏名、生年月日、業種、
連絡先
　　営業所名称、所在地、連絡先
３　その他参考事項（廃業届出等があればその
内容）

条例第９条第１項第２号
(国税徴収法第146条の2)

48 R3.3.17 外部提供 生活衛生課
沖縄県警察本
部刑事部捜査

第二課
旅館業許可の有無

1　施設名称、施設電話番号、施設所在地
2　許可番号、許可年月日
3　申請者氏名（法人名、役職、代表者氏
名）、申請者住所
4　許可にかかる申請書類（変更届含む）の写
しすべて

条例第９条第１項第２号
（刑事訴訟法第197条第2

項）

49 R3.3.19 外部提供 生活衛生課 那覇税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可申請年月日、営業許可年月日、営
業許可番号、営業許可期限年月日
２　営業所等、営業者氏名、生年月日、業種、
連絡先
　　営業所名称、所在地、連絡先
３　その他参考事項（廃業届出等があればその
内容）

条例第９条第１項第２号
(国税徴収法第146条の2)
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③上下水道局分
届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

1 R2.4.13 提供 料金サービス課
千葉県船橋東警

察署長
捜査関係事項照
会

・契約年月日、氏名
・水道料金支払方法、口座振替先の金融機関の
口座情報
・使用料金、支払状況、水道使用量、検針日

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

2 R2.4.15 提供 料金サービス課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

住所、使用者氏名、支払い方法、支払いの履
歴、支払遅滞歴

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

3 R2.4.30 提供 料金サービス課
沖縄県豊見城警

察署
捜査関係事項照
会

契約年月日、契約期間、契約者氏名、使用料金
支払状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

4 R2.4.30 提供 料金サービス課
九州厚生局沖縄
麻薬取締所

捜査関係事項照
会

契約の有無、契約者氏名、契約者住所、請求書
送付先氏名、送付先住所、支払方法、口座情
報、水道使用量及び請求金額。

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

5 R2.5.22 提供 料金サービス課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

住所、使用者氏名、水量及び使用量
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

6 R2.6.17 提供 料金サービス課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

契約年月日、契約者住所、氏名、請求書送付
先、料金支払状況、支払方法、利用停止（解
約）年月日

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

7 R2.6.17 提供 料金サービス課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

契約年月日、契約先住所、氏名、請求書送付
先、料金支払状況、口座振替先、利用停止（解
約）年月日

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

8 R2.6.18 提供 料金サービス課
沖縄県那覇警察
署→警視庁公安
部外事第二課

捜査関係事項照
会

受給契約の有無、契約名義人、契約年月日、支
払額、支払方法、振替先金融機関、水道使用
量、受給停止の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

9 R2.6.25 提供 料金サービス課
宮城県仙台東警

察署
捜査関係事項照
会

契約者氏名、契約年月日、支払状況、支払方法
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

10 R2.6.30 提供 料金サービス課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

契約年月日、契約者の住所、氏名、請求書送付
先、契約内容、料金支払い状況、支払方法、振
替先

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

11 R2.7.10 提供 料金サービス課 阿蘇税務署 取引の照会
使用者名、使用者住所、支払方法、振替先、水
道契約年月日、使用量及び料金等の実績

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の2

12 R2.7.16 提供 料金サービス課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照
会

契約年月日、契約者住所、氏名、料金の支払
人、支払方法、振替先、料金請求書等の送付先

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

13 R2.7.22 提供 料金サービス課
沖縄県警察本部
刑事部組織犯罪

対策課

捜査関係事項照
会

契約年月日、使用者名、使用者住所、料金の支
払人、料金支払方法、振替先、料金請求書等の
送付先、契約状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

14 R2.7.22 提供 料金サービス課
沖縄県警察本部
刑事部組織犯罪

対策課

捜査関係事項照
会

契約年月日、使用者名、使用者住所、料金の支
払人、料金支払方法、振替先、料金請求書等の
送付先、契約状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

15 R2.7.28 提供 料金サービス課 広島西税務署 取引の照会
水道番号、メーター番号、使用者住所、使用者
名、開閉栓年月日、料金の受領方法、振替先、
使用年月、使用量、使用量金額

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の2

16 R2.7.28 提供 料金サービス課 千葉県柏警察署
捜査関係事項照
会

契約年月日、使用者住所、使用者名、用途、料
金支払方法、納付書送付先

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

17 R2.8.3 提供 料金サービス課
沖縄県豊見城警

察署
捜査関係事項照
会

契約年月日、契約期間、契約者氏名、使用料金
支払状況、支払方法

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

18 R2.8.17 提供 料金サービス課
沖縄県警察本部
警備部外事課

捜査関係事項照
会

使用者住所、使用者名、契約年月日及び使用開
始日、送付先住所、料金支払方法、閉栓日、休
止の有無、料金滞納の有無、契約開始日から契
約解除の間における月ごとの使用供給量、その
使用料金、引っ越し等の異動転出に伴う継続利
用申請の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

19 R2.8.18 提供
料金サービス

課
沖縄県豊見城警

察署
捜査関係事項照

会
使用者名、使用者住所、使用開始日、料金
請求書送付先、契約解除や休止の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

20 R2.9.9 提供
料金サービス

課

沖縄県那覇警察
署→沖縄県八重

山警察署

捜査関係事項照
会

水栓住所、使用者名、使用者住所、支払方
法、口座振替先、水道使用量及び請求金
額、滞納の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

21 R2.9.15 提供
料金サービス

課
滋賀県大津警察

署長
捜査関係事項照

会

使用者名、使用者住所、契約年月日、料金
支払方法、振替先、請求書送付先、過去1
年の水道使用量及び使用料金

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

22 R2.9.28 提供
料金サービス

課
沖縄県宜野湾警

察署
捜査関係事項照

会
契約年月日、使用者住所、使用者名、支払
方法、送付先住所、滞納状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

23 R2.9.29 提供
料金サービス

課
沖縄国税事務所 所得調査

使用者名、水栓住所、使用者住所、振替口
座、契約日、水道使用量及び請求金額

条例第9条第1項第2号
国税通則法第131条の2

24 R2.10.7 提供
料金サービス

課
那覇税務署 税務調査

使用者名、水栓住所、閉栓日、水道使用量
及び世旧金額

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の12第

6項

25 R2.10.22 提供
料金サービス

課
警視庁大塚警察

署長
捜査関係事項照

会
受給契約の有無、支払方法、振替先、使用
状況、給水停止の有無、名義変更の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

26 R2.10.23 提供
料金サービス

課
那覇税務署長 法人税等調査 水道使用の有無、水道使用量

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の12第

6項

27 R2.10.29 提供
料金サービス

課
沖縄県警察本部
警備部外事課

捜査関係事項照
会

水栓住所、使用者名、使用者住所、名義変
更日、送付先住所、支払方法、振替先

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

28 R2.11.13 提供
料金サービス

課
福岡県小倉北警

察署
捜査関係事項照

会

契約年月日、水栓住所、使用者名、契約時
の使用者名、料金支払の方法、上下水道使
用量、滞納の有無、支払い状況、上下水道
料金

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

29 R2.11.17 提供
料金サービス

課
大阪国税局 取引の照会 水栓住所、上下水道使用量

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第146条の2

30 R2.11.25 提供
料金サービス

課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照

会

契約年月日、使用者名、水栓住所、使用者
住所、料金支払方法、送付先住所、送付先
氏名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

31 R2.11.30 提供
料金サービス

課
千葉県柏警察署

捜査関係事項照
会

開栓年月日、水栓住所、使用者住所、使用
者名、請求書送付先、料金支払方法、水道
供給状況、契約状況、料金滞納状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

32 R2.11.30 提供
料金サービス

課
千葉県柏警察署

捜査関係事項照
会

開栓年月日、水栓住所、使用者住所、使用
者名、請求書送付先、料金支払方法、水道
供給状況、契約状況、閉栓予定日、転居予
定住所

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

33 R2.12.7 提供
料金サービス

課
東京国税局 税務調査

使用者名、水栓住所、料金の受領方法、納
付書送付先、水道番号、契約年月日、使用
量及び料金

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第146条の2

34 R2.12.8 提供
料金サービス

課
千葉県柏警察署

捜査関係事項照
会

開栓年月日、水栓住所、使用者住所、使用
者名、請求書送付先、料金支払方法、水道
供給状況、契約状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

35 R2.12.9 提供
料金サービス

課
沖縄県沖縄警察

署
捜査関係事項照

会

水栓住所、使用者名、水道供給の有無、使
用者住所、料金の支払方法、送付先住所及
び氏名、契約状況、名義変更前の会社名と
変更日

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

36 R2.12.15 提供
料金サービス

課
沖縄県沖縄警察

署
捜査関係事項照

会

契約年月日、使用者名、水栓住所、使用者
住所、送付先氏名、料金支払方法、送付
先、契約状況、滞納の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

37 R3.1.13 提供
料金サービス

課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照

会

使用者名、水栓住所、使用者住所、契約内
容、用途/料金、料金の支払方法、使用量
及び支払状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

38 R3.2.1 提供
料金サービス

課
多摩中央警察署

捜査関係事項照
会

受給契約の有無、使用者名、水栓住所、契
約年月日、料金支払方法、口座振替先、支
払先名義、支払先住所、受給停止の有無、
水道使用量実績

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

39 R3.2.24 提供
料金サービス

課
群馬県伊勢崎警

察署
捜査関係事項照

会

使用者名、水栓住所、自宅住所、請求方
法、送付先住所、送付先氏名、開栓日、滞
納による閉栓の有無、水道使用量、滞納状
況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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④市立病院分
届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

1 R2.4.24 提供 ドクターエイド室 那覇海上保安部
捜査関係事項照
会書

令和元年7月27日以降に関する
診断結果（病名及びその具体的症状等）
全治期間又は加療を要した期間
実際に上記の傷病名で入院・通院した日数、
治療内容
後遺症の有無、後遺障害ある場合は、その部
位及び具体的内容
転院の有無、転院している場合は、転院日及
び転院先
その他捜査・公判上の参考となると思われる
事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

2 R2.4.30 提供 診療情報管理室
中峯総合法律事

務所
診療業務

患者に関する診療に関して作成されたすべて
の診療科のカルテ・看護記録・各種検査記
録・その他一切の書類（CDによる送付希
望。）

条例第9条第1項第1号

3 R2.6.1 提供 診療情報管理室 那覇地方裁判所 送付嘱託書

送付嘱託
患者に関連して作成された文書（診療録、医
師指示録（表）、処方箋、看護記録、入院療
養計画書、診断書、診療情報提供書）

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法第226条

4 R2.6.5 提供 診療情報管理室
浦添署

刑事第一課
診療業務

令和2年5月14日に救急搬送された際の診療内
容についてのカルテの写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

5 R2.6.18 提供 診療情報管理室
宜野湾市健康推

進部
健康増進課

診療業務
患者の予防接種後の症状に関わる受信時
（2020.1.14-2020.2.3外来）の診療録の写し

条例第9条第1項第1号

6 R2.7.10 提供 診療情報管理室
那覇署

刑事第一課
診療業務

令和2年、7月9日、患者が貴院に受診した際の
カルテ及びCT・レントゲン等の資料の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

7 R2.8.20 提供 診療情報管理室
ふくぎ法律事務

所
診療業務

平成30年12月21日以降のすべての診療録の写
し
（B型肝炎訴訟のため）

条例第9条第1項第1号

8 R2.8.25 提供 診療情報管理室 沖縄県知事
診療業務（全国
がん登録届出）

患者氏名、性別、生年月日、現住所、診断
名、進行度、悪性新生物の既往、初心年月
日、症状初発年月日、診断（疑診）年月日、
入院の有無、診断方法、治療方法、現在の状
態、紹介した医療機関名、受診動態等　1060
件

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項Ⅰ

9 R2.9.11 提供 診療情報管理室
アディーレ法律

事務所
診療業務

肝疾患に関するか否かに関わらず、通院又は
入院した際の医療記録　※診療録、検査結果
報告書、検査データ等全て。ただし、看護記
録、診療報酬明細書及び紙媒体にすることが
容易ではない写真・画像は除く。

条例第9条第1項第1号

10 R2.9.15 提供 診療情報管理室
サイオン法律事

務所
診療業務

2019年8月2日以降受診したカルテ及び画像一
式

条例第9条第1項第1号

11 R2.10.1 提供 診療情報管理室
法律事務所
ASCOPE

診療業務
患者に関するすべてのHBs抗原検査結果（B型
肝炎訴訟のため）

条例第9条第1項第1号

12 R2.10.14 提供 診療情報管理室 那覇地方裁判所 送付嘱託書

送付嘱託
患者に関する診療録、レセプト、諸検査表、
レントゲンフィルム、看護日誌、その他治療
に関する一切の記録。
送付を求める記録の期間は、平成30年7月9日
から現在まで。

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法第226条

13 R2.6.8 提供 ドクターエイド室 豊見城警察署
捜査関係事項照
会書

１．病名
２．通院歴（受診年月日と病名）
３．入院歴（受診年月日と病名）
４．参考事項（医療費の支払い方法やその状
況）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

14 R2.6.10 提供 ドクターエイド室
兵庫県須磨警察

署
捜査関係事項照
会書

1.入院歴の有無
2.入院している場合はその詳細について(入院
日、病名、入院理由等)
3.救急搬送されているのであれば搬送元住所
等
4.治療費の支払者情報
5.面会者情報(上記の者を訪ねてくる者の住
所、氏名、連絡先等)
6.退院予定　また転院すれば、転院先の病院
について
7.その他参考となる事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

15 R2.6.15 提供 ドクターエイド室 那覇区検察庁
捜査関係事項照
会書

1.病名及び病状
2.初診年月日
3.入院及び通院期間
4.実際の治療状況（けん引、投薬等具体的に
記載願います）
5.現在（最終診察時）の症状
6.完治（予定）日
7.その他参考事項（転院先、転院年月日等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

16 R2.6.18 提供 ドクターエイド室 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

1.入退院歴（入院（措置、任意）期間）
2.通院歴
3.主治医、病名、病状、治療経過
4.処方薬（種類と効能）
5.通院時の責任能力及び是非弁別の有無、程度
6.その他参考事項（治療時における得意な言動等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

17 R2.6.29 提供 ドクターエイド室 与那原警察署
捜査関係事項照
会書

２名の者の本年1月1日から5月末迄の間の
１．.受診年月日
２．受診・治療理由
３．診断結果
４．その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

18 R2.7.10 提供 ドクターエイド室 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

令和2年7月9日受診の際の診断書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

19 R2.7.16 提供 ドクターエイド室 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

①診療年月日
②病名
③診療料金等の請求代金及びその支払い状
況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

20 R2.7.29 提供 ドクターエイド室 那覇海上保安部
捜査関係事項照
会書

1．病名
2．本年1月から現在までの通院状況及び診察
(検査、治療の内容)
3.病状
4.今後の手術(入院)又は診察(検査)予定の有
無
　・手術(入院)予定あれば、手術予定日及び
入院見込み日数
　・診察予定あれば、年月日、診察(検査)内容
等
5.治療及び投薬状況
6.現時点で、懲役刑(刑務所内での軽作業)の
執行開始可能か、不可
の場合はその理由
　(刑務所内で●●検査もしくは●●治療が可
能であれば受刑可能等の
　条件付きの回答でもかまいません。)
7.その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

21 R2.7.31 提供 ドクターエイド室 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

1.初診年月日
2.最終診断年月日
3.通院状況
5.病名及び病状
6.弁別能力の有無
7.通院中における素行、特異な言動
8.他の病院などの紹介の有無
9.その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

22 R2.8.28 提供 ドクターエイド室 宮古島警察署
捜査関係事項照
会書

1.受診日
2.PCR検査実地日
3.PCR検査結果(陽性・陰性の別)
4.入院期間
5.入院先(新型コロナ感染者受入れ先宿
泊ホテル名)
6.問診状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

23 R2.8.28 提供 ドクターエイド室 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

1.出生の状態(体重等)
2.その後の経過状態(発育、経過異常等)
3.傷病名及び同傷病の診断日
4.前記傷病が発育に与える影響
5.その他参考事項(診療録など)

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

24 R2.9.18 提供 ドクターエイド室 うるま警察署
捜査関係事項照
会書

1.初診年月日
2.最終診察年月日
3.通院歴
4.病名、病状
5.処方薬(効能)
6.是非分別の有無
7.その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

25 R2.10.20 提供 ドクターエイド室 豊見城警察署
捜査関係事項照
会書

1.初診及び最終受診年月日
2.入院及び通院履歴、あればその期間
3.診断結果(病名)
4.処方薬の種類(分量、副作用、効用等)
5.肝機能障害の有無、あればアルコール分
解の遅延の有無
　及びその程度
5.血液検査の検査結果等で、肝機能に関
する数値
6.その他参考事項【飲酒中に処方薬を服用
した場合の作用
(記憶障害の有無、是非分別等)、体調の
変化等】

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

26 R2.10.26 提供 ドクターエイド室 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

1.出生の状態(体重等)
2.その後の経過状態(発育、経過異常等)
3.傷病名及び同傷病の診断日
4.前記傷病が発育に与える影響
5.その他参考事項(診療録など)

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

27 R2.11.2 提供 診療情報管理室
那覇署

刑事第一課
診療業務

患者の2008.11．1から現在までのカルテ及び
レントゲン画像・エコー画像等資料の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

28 R2.11.9 提供 診療情報管理室
那覇署

刑事第一課
診療業務

一、患者1の2007.8．9から現在までのカルテ
及びレントゲン画像・エコー画像等資料の写し

二、患者2の2010，3，23から現在までのカル
テ及びレントゲン画像・エコー画像等資料の写
し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

29 R2.11.13 提供 診療情報管理室
弁護士法人

ALG&Associates
診療業務

・患者に関する平成27（2015）年1月以降の診
療記録全て

条例第9条第1項第1号
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

30 R2.12.2 提供 診療情報管理室 那覇地方裁判所 送付嘱託書

送付嘱託
　患者の治療行為に関する平成21年11月18
日から症状固定日までの診療録、診療報酬明
細書、画像その他の医療記録一式

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法第226条

31 R2.12.9 提供 診療情報管理室 那覇地方裁判所 送付嘱託書

送付嘱託
　患者の平成29年10月11日から令和元年9月
13日までの診療報酬明細書及び診療記録
（診療録、リハビリ記録、看護記録、検査の結
果報告書、読影結果報告書、ＸＰ画像、ＭＲＩ
画像等その他一切の記録）一式

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法第226条

32 2021.2.1 提供 診療情報管理室
浦添署

刑事第一課
診療業務

2020年12月14日受診時のカルテ及びレントゲ
ン画像資料の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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那覇市個人情報公開

個人情報保護運営審議会会長

那覇市農業委員会

会長新垣次

那覇市個人情報保護条例第Ⅱ条第3項の規定により、次のとおり通信回線による結合状況

を報告します。

:'.;,:1,r 'i,'
て..ー.ー="、61='

."'y

通信回線による結合処理状況報告書

結合により処理する

務業 名

殿

業 務

那農委第 5 号

令和 3年5月18日

農地情報公開システム整備事業

農地情報公開システム本格稼働加速化事業

接続先機関名

目

市町村農業委員会等の農地台帳システムの全国一元化
農地法・農業委員会等に関する法律に定められる都道府県知
事、市町村長、農地中間管理機構などの行政および関係機関
などに農地情報を提供できるようにすること

③農地台帳の項目のうち公表項目をインターネットの利用によ
リー般国民に公開すること

的

結

結

の

結

結合によ
保有個
の

理

全国農業会議所(全国農業委員会ネットワーク機構)

年

由

月

農業委員会等に関する法律第51条に基づき、農地情報の提供を
イ丁つ。

期

り処理する

人情報

内 容

日

接続先機関が行

保有'個人 情

漏えい等防 止

平成29年2月3日

間 期間の定めなし

農地の所有者氏名、住所、生年月日、イ甥11、世帯員構成及ぴ農地
情報全般。

届出担当部課

①通信経路・個人情報の暗号化
②閲覧可能ユーザの限定

③利用記録の取得
④誤って削除されないような仕組みの準備
⑤削除記録の取得
※「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠
する。

結

備

状

経済観光部商工農水課

況 地図情報の閲覧のみ。

考

、

91

"

鵡
鞘
,
非
.
、
.
底
:

員
P

名
岑

尋
'

①
②

合

合

合

・
つ
報
策

合



^

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会

会長朝崎喰殿

通信回線による結合処理状況報告書

那覇市個人情報保護条例第Ⅱ条第3項の規定により、通信回線による結合処理状況を報告

します。

結合により処理する業務名

業

接続先機関名

務

結

那企情第 13号

目

結

結

の

的

結合により処理する保有個

人情報の内容

コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付業務

令和3年5月18日

理

年

コンビニエンスストアにおいて住民票等の交付を行う

由

地方公共団体情報システム機構証明書交付センタ'

月

期

接続先機関が行う保有個人

情報漏えい等防止策

那覇市長城間幹

コンビニエンスストアにおいて住民票等の交付を行うた
め、証明書交付センターからの申請情報の送信を受けて、
証明書情報の送信を行う必要がある。

日

間

平成28年8月12日

届

平成28年8月12日以降継続

結

出担当

β覇
市彪P

備

別紙1のとおり

・コンビニ店舗のキオスク端末(マルチコピー機)、コンビ
二事業者通信事務センター(ECセンター)、証明書交付
センターとは、専用回線を利用して接続する。

・証明書データを含む個人情報は、マルチコピー機、 EC
センター証明書交付センターに記録されず削除される。

部課

状 況

企画財務部情報政策課

考

別紙2のとおり
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1.住民票・住民票記載事項証明書

①氏名、②氏名の片仮名表記、③通称名、④生年月日、⑤性別、⑥続柄、

⑦世帯主、⑧住民となった日、⑨住所、⑩前住所、⑪本籍、⑫筆頭者、

⑬住民基本台帳法第 30条の 45 に定める外国人住民の区分(中長期在留者、
特別永住者等)、⑭在留資格、⑮在留期間等、⑯在留期間の満了日、

⑰在留力ード等の番号、⑱国籍・地域、⑲住民票コード

2.印鑑登録証明書

①氏名、②氏名の片仮名表記、③生年月日、④住所、⑤性別、⑥印影

3.戸籍証明書

①戸籍の表示(本籍・筆頭者)、②氏名、③出生の年月日、

④戸籍に入った原因及び年月日、⑤実父母の氏名及び実父母との続柄、

⑥養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、

④夫婦については、夫又は妻である旨、

⑤他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示、

⑥身分に関する事項(出生、婚姻等)

4.戸籍附票の写し

①戸籍の表示(本籍・・筆頭者)、②氏名、③住所、④住所を定めた年月日

5.所得証明書・課税証明書

①氏名、②住所、③生年月日、④所得情報、⑤控除情報、⑥課税情報

6.資産証明書・公課証明書

①氏名、②住所、③所在地、④評価額、⑤課税情報

結合により処理する保有個人情報の内容

別紙1
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那覇市情撮公開・個人情報保護運営審議会会長様

ずJ

那覇市個人情縦保護条例第 11条第3項の規定により

状況を縦告します。

粘介により処理する

傍業 名

通信回線による結介処理状洸般告書

那市ハ市第90号

令和3年5月6日

務

接続先機関名

那覇市長城間幹

目

住民雇本台帳ネットワークシステム

r1勺

結

居住関係等を發録し公祉tる業務

ム、
ιJ

那覇
市長「

結

0)

沖縄県及び地方公共1列体が典詞して運営tる地方公共団体恬緩

システム機構

△、
1.↓

理

結

次のとおり通信EⅡ線による結合

年

由

結合により処埋する

保有個人情級

の内容

月

法律の規定に基づく(f主民応本台帳法第30条の6第2頃ほか)

日

期

平成14年8村 5日(改正住民菓本台帳法(平成 11年法律第 1
3 3号)の施行日)

届出担当部課

間 住民基本台帳怯の定めによる

結

氏名、旧氏、住所、,陛別、生午月日、住民票コード、個人番号

備

状

市民文化部ハイサイ市民課

況 別紙のとおり

考

.
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に
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・
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頼
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市
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※
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。
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情
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那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会

会長朝崎峰様

マy

那覇市個人情報保護条例第H条第3項の規定により、通信回線による結合状況を報告しま

す。

結合により処理する業務名

那覇市長

通信回線による結合処理状況報告書

業 務

接続先機

目

那福福第15号

令手Π3年4月26日

結

避難行動要支援者対策事業

災害対策基本法により、市町村に作成が義務付けられた避
難行動要支援者名簿について、平常時より地域の避難行動
要支援者の把握を行い、災害時の生命の危機を回避する取
り組みを行う。

的

関

結

の

名

結

那覇市民生委員児童委員連合会

理

平常時より地域の実態把握のため、行政、消防局、民生員
児童委員連合会、那覇市社会福祉協議会とのネットワーク
を形成し、要支援者や支援希望者、また福祉サービスに繋
がっでいないが支援が必要な方の実態を把握し、関係者間
で情報を共有するため、避難行動要支援者情報管理システ
ムを結合する。

城間幹

結合により処理する保有個

人情報の内容

年

由

β覇
市影P

月

期

日

接続先機関が行う保有個人

情報漏えい等防止策

平成27年3月

間 平成27年3月以降継続

氏名、住所、生年月日、性別、要介護認定区分、障がい名
及び等級(程度)、在宅難病患者(児)の病名、その他避難
支援等を必要とする事項(視覚障がい、聴覚障がいなどの
種類及びデ劉亥、避難支援を必要とする理由)

届

結

出

・アンチウイノレスソフトの導入

・使用しているVPN通信はインターネットからの接続は
できず、限られた拠点間しか通信できな.い。また仮想専用
線のため専用回線と同等の安全性がある。
・システムに接続されているパソコン端末ビとにパスワー
ドが設定され、システム操作者は約3名で限られた人が使用
している。

備

担 当 部課

状

福祉部福祉政策課

況 個人情報の閲覧、入力

考
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Ⅲ  審議会の答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



那覇市長城間幹子 様

令和2年7月21日付け諮問第1号で、諮問のあったみだしのことにっいて、下記のと

おり答申いたします。

特定個人情報保護評価書の第三者点検について(答申)

答申第 1 号

令和2年11月10日

那覇市情報公開・個人情報保護運営

会長朝崎

特定個人情報保護評価書 q主民基本台帳に関する事務全項目評価書)に記

載された次の項目について、審議会の意見等があった。それを受けた所管課か

らの回答を反映させるものとして承認する。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概要[(3)送付先情報ファイル]

6 特定個人情報の保管・消去

※②保管期間のその妥当性の中で、「送付先情報は機構への提供のみに・・」
の機構とは何か。具体的に記載したほうがよいのではないか。

回答:機構と記載している複数箇所について、「地方公共団体情報システム

機構」に改める。

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるりスク対策

3 特定個人情報の使用について(りスク3:従業者が事務外で使用する

リスク)

※りスクに対する措置の内容の中で、「違反行為を行った場合は、契約上の損

害賠償規定により措置を講ずる予定。」とあるが、「措置」について、具体的に

.、. m慢奪公
点・個入精隷

1,、談城、h・・痴瓢
会§具卓
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記載したほうがよいのではないか。

回答:他都市の記載状況を調査し必要なら修正する。

4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託

※委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定の中の規定の

内容の中で、「外部委託業者又は外部要員個人が本市の情報セキュリティ保

持に関する契約に違反した場合の措置について記載する」とあるが、「措置」

について具体的に記載したほうがよいのではないか。

回答:委託契約の特約において、「個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、

必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。ル定めている

ので、具体的にそれを記載する。

Ⅳその他のりスク対策

※②監査については、実施されていることから記載内容を検討してはどう

か。

回答:令和元年度の監査実績を踏まえ修正する。
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那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会
様長朝崎呼^

ユ式

100

^^'.

みだしのこ.とにっいて、市民文化部長から那覇市情報公開,個人情報保護運営審議会への

諮問の付議依頼があるため、下記のとおり諮問いたします。

特定個人情報保護評価書の第三者点検について(諮問)

諮問第1号

令和2年7月21日

1

1、_

根'拠

那覇市長城間幹

2 案件名

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会規則第2条第1項第3号

住民基本台帳に関する事務に係る「特定個人情報保護評価書(全項目評価

書)」の第三者点検について

3 諮問内容

那・覇
市長「

特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規

則第1号)第15条に基づき作成された特定個人情報保護評価書(住民基本

台帳に関する事務全項目評価書)に記載された特定個人情報ファイルの

取扱いにつき、審議会の意見を求める。

一i
゛
ノ

記
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令和２年７月２日 

 

総 務 部 長 様 

 

市 民 文 化 部 長 

（ハイサイ市民課） 

 

 

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会への付議について（依頼） 

 

 

那覇市では、平成 25年度に公布された「行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律」による社会保障・税番号（マイナンバー）制度の

導入にあたり、同法及び規則の規定に基づき、特定個人情報ファイルを保有する前に、

特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減するために適切な措

置を講ずるため、「住民基本台帳に関する事務に係る特定個人情報保護評価書（全項

目評価書）」を策定して平成 27年 2月 24日付けで公表しました。 

また、同法に基づき設置された「個人情報保護委員会」の「特定個人情報保護評価

指針」において、評価実施機関(那覇市)は、特定個人情報保護評価書を公表してから 

５年を経過する前に、特定個人情報保護評価を再実施するよう努めるものとする、と

定められております。 

さらに、「特定個人情報保護評価書（全項目評価書）」は、住民等からの意見を求め

た後、第三者点検を受け、その後個人情報保護委員会へ提出し、公表することとなっ

ております。 

つきましては、那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会規則第 2条第 1項第 3号

の規定に基づき、第三者点検として審議会の意見を聴く必要があるため、下記案件を

付議いただきますようよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 案件名：「住民基本台帳に関する事務に係る特定個人情報保護評価書 

（全項目評価書）」の第三者点検について 

 

２ 添付文書：「住民基本台帳に関する事務に係る特定個人情報保護評価書 

（全項目評価書）」 

 

                                     担当 ハイサイ市民課 

住民記録グループ 島袋 真左樹 

                       ソフトフォン 704631 



特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

Ⅲ

閏 4 4 希4 拶.¥4 ^

那覇市は、住民基本台帳に関する事務における特定個人情報ファイルの
取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等
の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えい
その他の事態を発生させるりスクを軽減させるために適切な措置を講じ、
もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを、宣
言する。

111 -

住民基本台帳に関する事務全項目評価書

102

特記事項

那覇市長

Ⅲ

住民基本台帳事務では、事務の一部を委託する外部業者に対し、業者選定の際に業者の情報保
護管理体制を確認し、併せて秘密保持に関しても、契約書への特記事項として記載している。また職
員に対しても個人情報保護のための研修を実施するなど必要な措置を行っている。

閏

[平成30年5月様式4]

4

二

,
加

冨長



項目一覧

1 基本情報

・事務の流れ図(フローチャート)

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるりスク対策

Ⅳその他のりスク対策

V 開示請求、問合せ

103



1 基本情報
閏

①事務の名称

[0]庁内連携システム

[]既存住民基本台帳システム

[]税務システム

沖 ,〔

住民基本台帳に関する事務

104

那覇市(以下「本市」という。)が住民を対象とする行政を適切に行い、また、住民の正しい権利を保障
するためには、本市の住民に関する正確な記録が整備されていなけれぱならない。
住民基本台帳は、住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号。以下「住基法」という。)1こ基づ

き、作成されるものであり、本市において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他住民
に関する事務の処理の基礎とするとともに、住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民
に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行うものである。
また、住基法に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム(住基

ネット)を都道府県と共同で構築している。
本市は、住基法及ぴ行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成
25年5月31日法律第27号。以下「番号法」という。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り
扱う。(別添1を参照)
①個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を作成
②転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の
修正

③住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置
④転入届に基づき住民票の記載をした際の転出元市町村に対する通知
⑤本人又は同一の世帯に属する者、その他法で定める者の請求による住民票の写し等の交付
⑥住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事に対する通知
⑦地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への本人確認情報の照会
⑧住民からの請求に基づく住民票コードの変更
⑨個人番号の通知及ぴ個人番号力ードの交付
⑩個人番号力ード等を用いた本人確認
なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号力ードの交付」1こ係る事務については、総務省令により

機構に対する事務の委任が認められているため、機構に対する情報の提供を含めて特定個人情報
ファイルを使用する。

心、

②事務の内容※

③対象人数

澗

システム1

①システムの名称

30万人以上

ち

既存住民基本台帳システム(以下「既存住基システム」という。)

②システムの機能

1.住民基本台帳の記載
転入、出生、入国、職権等により住民基本台帳に新たに住民を記載(住民票を作成)する機能
2.住民基本台帳の記載変更
住民基本台帳に記載されている事項に変更があったときに、記載内容を修正する機能
3.住民基本台帳の消除処理
転出、死亡、出国、職権等により住民基本台帳から住民に関する記載を消除(住民票を除票)する機能
4.住民基本台帳の照会
住民基本台帳から該当する住民に関する記載(住民票)を照会する機能
5.帳票の発行機能
住民票の写し、住民票記載事項証明書、転出証明書、住民票コード通知書等の各種帳票を発行する
機能

6.住民基本台帳の統計機能
異動集計表や、人口統計用の集計表を作成する機能
フ.住民基本台帳ネットワークシステムとの連携機能
機構、県、他自治体と住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を通じ連携する
機能。
8.法務省への通知事項の作成機能
外国人住民票の記載等に応じて、市町村通知の作成を行う機能。
9.戸籍システムへの連携
住民票の記載等に応じ.戸籍システムへ附票情報等を連携する機能。

1)1,000人未満
3)1万人以上10万人未満
5 30万人以上

③他のシステムとの接続

システム2

2)1,000人以上1万人未満
4)10万人以上30万人未満

]情報提供ネットワークシステム

]住民基本台帳ネットワークシステム

]宛名システム等

]その他(
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①システムの名称

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)
※「3.特定個人情報ファイル名」に示す「本人確認情報ファイル」及び「送付先情報ファイル」ほ、住民基
本台帳ネットワークシステムの構成要素のうち、市町村コミュニケーションサーバにおいて管理がなされ
ているため、以降は、住民基本台帳ネットワークシステムにおける市町村コミュニケーションサーバ部分
について記載する。

1.本人確認情報の更新
:既存住基システムにおいて住民票の記載事項の変更又は新規作成が発生した場合に、当該情報を元
に市町村コミュニケーションサーバの本人確認情報を更新し、都道府県サーバへ更新情報を送信する。
2.本人確認
特例転入処理や住民票の写しの広域交付などを行う際、窓口における本人確認のため、提示された個

人番号力ード等を元に住基ネットが保有する本人確認情報に照会を行い、確認結果を画面上に表示す
る。

3.個人番号力ードを利用した転入(特例転入)
:転入の届出を受け付けた際に、あわせて個人番号力ードが提示された場合、当該個人番号力ードを用
いて転入処理を行う。
4.本人確認情報検索
:統合端末において入力された4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報
の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。
5.機構への情報照会
:全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は4情報の組合せをキーとした本人確認情報照会要求
を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。

本人確認情報整合
.本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事が都道府県サーバにおいて保有している都道府県知事
保存本人確認情報ファイル及び機構が全国サーバにおいて保有している機構保存本人確認情報ファイ
ルと整合することを確認するため、都道府県サーバ及ぴ全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情
報を提供する。

送付先情毅通知
個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類(通知力ード、

個人番号力ード交付申請書(以下「交付申請書」という。)等)を送付するため、既存住基システムから当
該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理
する個人番号力ード管理システムに通知する。
8.個人番号力ード管理システムとの情報連携
:機構が設置・管理する個人番号力ード管理システムに対し、個人番号力ードの交付、廃止、回収又はー
時停止解除に係る情報や個人番号力ードの返還情報等を連携する。

②システムの機能

ス

[0

]庁内連携システム

]既存住民基本台帳システム

]税務システム

③他のシステムとの接続

システム3

①システムの名称

105

]情報提供ネットワークシステム

]住民基本台帳ネットワークシステム

]宛名システム等

]その他(

②システムの機能

庁内連携システム

1.情報連携テーブル格納機能
:各事務システム間の連携において、各事務システムの連携用テーブルに情報を格紬する。
2.情報連携テーブル修正機能
:各事務システムにおいて、異動等により情報に修正があった場合、その異動情報等を連携用テーブル
に格納する。
3.情報連携テーブル参照機能
:各事務システムにおいて、他システムの情報が必要な場合に、他システムの連携用テーブルを参照す
る。

③他のシステムとの接続

システム4

①システムの名称

]庁内連携システム

]既存住民基本台帳システム

]税務システム

[]情報提供ネットワークシステム

[]住民基本台帳ネットワークシステム

[0 ]宛名システム等

[0 ]その他(各事務システム

②システムの機能

宛名システム(番号連携サーバー)

1.名番号付番能

:宛名番号が未登録の個人について、新規に宛名番号を付番する。各事務システムからの宛名番号要
求に対し、宛名番号を付番し、各事務システム及び中間サーバーに対し返却する。
2.宛名情報等管理機能
:宛名システムにおいて宛名情報を宛名番号、個人番号と紐付けて保存し、管理する。
3.中間サーバー連携機能
:中間サーバー、又は中間サーバー端末からの要求に基づき、宛名番号に紐付く宛名情報等を通知す
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③他のシステムとの接続

、)0

システム5

4.各事務システム連携機能
:各事務システムからの要求に基づき、個人番号、又は宛名番号に紐付く宛名情報を通知する。

①システムの名称

[]情報提供ネットワークシステム

[]住民基本台帳ネットワークシステム

[]宛名システム等

[0 ]その他(中間サーバー

中間サーバー

1.符号管理機能
情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定するため

に利用する「宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する。
2.情報照会機能
:情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及ぴ情報提供受領(照
会した情報の受領)を行う。
3.情報提供機能
情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及ぴ当該特定個人情報(連携対象)の提

供を行う。
4.各事務システム接続機能
中間サーバーと各事務システム、宛名システム及ぴ既存住基システムとの間で情報照会内容、情報提

供内容、特定個人情報(連携対象)、符号取得のための情報等について連携する。
情報提供等記録管理機能

:特定個人情報(連携対象)の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。
情毅提供データベース管理機能

特定個人情報(連携対象)を副本として保持・管理する。
データ送受信機能

中間サーバーと情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシステム)との間で情報照会、情報提
供、符号取得のための情報等について連携する。

セキュリティ管理機能
:セキュリティを管理する。
9.職員認証・権限管理機能
中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報

(連携対象)へのアクセス制御を行う。
10.システム管理機能
ソくツチ処理の状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管切れ情報の削除を行う。

③他のシステムとの接続

②システムの機能

[0 ]庁内連携システム

]既存住民基本台帳システム

]税務システム

]庁内連携システム

]既存住民基本台帳システム

]税務システム

]情報提供ネットワークシステム

]住民基本台帳ネットワークシステム

]宛名システム等

]その他(
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゛浦 、,

(1)住民基本台帳ファイル
(2)本人確認情報ファイル
(3)送付先情報ファイル

' こ 描 ニ」゛

①事務実施上の必要性

本市では、以下の3ファイルを下記に記載している理由により取り扱う。
(1)住民基本台帳ファイル
①住基法に定める住民基本台帳の整備、正確な記録及び記録の管理等を行うため。
②番号法に定める個人番号とすべき番号の生成要求及ぴ個人番号の指定を行うため。

(2)本人確認情報ファイル
:本人確認情報ファイルは、転出入があった場合等にスムーズな住民情報の処理を行うため、また全国
的な本人確認手段として、1つの市町村内にとどまらず、全地方公共団体で、本人確認情報を正確かつ
統一的に記録・管理することを目的として、以下の用途に用いられる。
①住基ネットを用いて市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うため、

区域内の住民に係る最新の本人確認情報を管理する。
②都道府県に対し、本人確認情報の更新情報を通知する。
③申請・届出の際に提示された個人番号力ード等を用いた本人確認を行う。
④個人番号力ードを利用した転入手続きを行う。
⑤住民基本台帳に関する事務において、本人確認情報を検索する。
⑥都道府県知事保存本人確認情報及び機構保存本人確認情報との整合性を確認する。

(3)送付先情報ファイル
市町村長が個人番号を指定した際は通知力ードの形式にて全付番対象者に個人番号を通知するもの

とされている(番号法第7条第1項)。通知力ードによる番号の通知及び交付申請害の送付については、
事務効率化等の観点から、市町村から、機構に委任しており、機構に通知力ード及ぴ交付申請書の送
付先情報を提供する。

二1ミ=ニ

②実現が期待されるメ1ナ外

描

住民票の写し等にかえて本人確認情報を利用することにより、これまでに窓口で提出が求められていた
行政機関が発行する添付書類(住民票の写し等)の省略が図られ、もって住民の負担軽減(各機関を訪
問し、証明害等を入手する金銭的、時間的コストの節約)につながることが見込まれる。
また、個人番号力ードによる本人確認、個人番号の真正性確認が可能となり、行政事務の効率化に資
することが期待される。

'

法令上の根拠

1.番号法
・第7条(指定及ぴ通知)
・第16条(本人確認の措置)
・第17条(個人番号力ードの交付等)
2.住基法
(平成25年5月31日法律第28号施行時点)
・第5条(住民基本台帳の備付け)
・第6条(住民基本台帳の作成)
・第7条(住民票の記載事項)
・第8条(住民票の記載等)
・第12条(本人等の請求に係る住民票の写し等の交付)
・第12条の4(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特伊D
・第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
・第24条の2(個人番号力ードの交付を受けている者等に関する転入届の特伊D
・第30条の6(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)
・第30条の10
(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)
・第30条の12
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)

.

①実施の有無

,
卓

実施する 1)実施する
2)実施しない
3
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・番号法第19条第7号に係る別表第二(特定個人情報を提供できる事項)の各項
(別表第二の第三欄(情報提供者)が「市町村長」であり、第四欄(特定個人情報)が「住民票関係情報」
で主務省令で定めるもの)
:・()は「番号法別表第二の主務省令で定める事務及ぴ情報を定める命令」(内閣府・総務省令)に規
定された項

1(第1条第2号ハ)、 2(第2条第5号口、第10号ハ、第11号ハ、第17号ハ、第18号)、3(第3条第6号口、第
11号ハ、第12号ハ)、 4(第4条第2号ハ)、6(第6条第3号、第7号口、第8号口、第16号)、8(第7条第1号
ロ、第2号ハ、第3号ハ、第4号口、第5号口)、9(第8条第1号ホ、第2号ホ、第4号)、11(第10条第1号ハ、
第3号ハ、第4号ハ)、16(第12条第1号ハ、第2号口、第4号ハ、第6号口、第8号ハ)、18(第13条第1号
ロ、第2号二)、20(第14条第1号ハ、第2号ハ、第3号二)、23(第16条第2号)、 27(第20条第9号口)、3
1(第22条第1号二)、34(第22条の3第4号口、第5号口、第6号)、35(第22条の4第1項第1号、第2号
ニ、第2項第1号、第2号ホ、第3項第1号、第2号ホ、第4項第1号、第2号ホ)、37(第23条第3号)、38(第
24条第3号)、39(第24条の2第4号口、第8号ハ、第9号ハ、第10号)、 40(第24条の3第2号)、42(第25
条第8号二、第9号、第10号)、48(第26条の3第1号口、第3号口)、53(第27条第1号イ、第2号イ、第3号
ニ)、54(第28条第1号ホ)、57(第31条第1号ホ、第2号二、第5号ホ)、58(第31条の2第5号口、第9号
ハ、第10号ハ、第11号)、59(第31条の3第2号)、 61(第32条第1号ハ、第2号ハ)、 62(第33条第5号)、
66(第37条第1号口、第2号イ)、67(第38条第1号口)、70(第39条第4号)、74(第40条第1号口第2号第
3号口)、フフ(第41条第1号、第2号)、80(第43条第1号口、第5号ハ)、84(第43条の3第2号)、85の2
(第43条の4第1号二)、91(第44条の2第2号)、92(第45条第2号)、94(第47条第1項第2号二、第3号
ニ、第4号二、第5号二、第6号二、第7号二、第8号二、第9号二、第10号二、第11号二、第12号二、第13号
ニ、第14号二、第15号二、第16号二、第17号ハ、第18号二、第19号二、第22号二、第23号二)、96(第48
条)、97(第49条第1号口、第3号口)、101(第49条の2第2号)、102(第50条第1号、第2号口、第3号
ロ、第4号口、第5号口)、103(第51条第2号、第3号、第4号口、第5号、第6号、第8号、第9号、第10号、
第11号、第12号)、106(第53条第2号へ、第3号ホ、第5号ハ)、108(第55条第1号ハ、第6号口、第7号
ロ、第9号口、第10号口、第11号口)、111(第56条)、112(第57条)、113(第58条第1号口、第2号口)、
114(第59条第2号)、116(第59条の2第1号ハ)、117(第59条の2の2第2号)、120(第59条の3第1
号ホ、第2号ホ、第4号)

②法令上の根拠

①部署

"1

②所属長の役職名
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,.
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市民文化部ハイサイ市民課

参事兼課長
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「(1)住民基本台帳ファイル」を取り扱う事務の内容(既存住基システムを中心とした事務の流れ)

、' ,宅▲

既存住基システム

市町村の住民基本台

帳事務のために、市町

村独自にコンピュータ

を導入し、データベー

ス化されているシステ
ム

既存住基

ンステム

灘加

5・①更

市町村CS

4、①統計処理

4.②統計出

5・②住民基本台
帳の記載等により
本人確認情報等
の連携を行う

住民

1、①異動届(転入
出生・死亡等)提出

6・①法務省への

通知事項の作成

1③更新 6②法務省へ
の通知事項の

出力

紗

、;1
^1';
無、

詠
釜1詮手手M

連携サー

顎慧聾ゑゑ灘、'
'、ー・・・、・都

'違、§1§、謹;11§、亀ミ 灘ーー、、、.1、、、、、、、

よ
N

'

ノ、

庁内連携システ

3、①住民票の写し等

の交付申請

、、之キ^、

1、^゛

3、③住民票の写し

等の交付

即沖獣^

、

避

、、ヲ

、':1、、、1

1・②
ノス
テム
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(備考)

1.住民基本台帳の更新に関する事務
1一①.住民より転入、出生、転居、転出、死亡等の届出等を受け付ける。
1一②既存住基システム端末に異動情報の入力をする。
1逗).住民基本台帳ファイルを更新する。

2.住民基本台帳の照会
2イD.4情報の組み合わせや個人番号をキーワードとして、既存住基システム端末より住民基本台帳を検索する。

3.帳票の発行に関する事務
3①.住民より住民票の写し等の交付申請を受け付ける。
3②.既存住基システム端末を操作し、該当証明書を作成、発行する。
3→③.発行した住民票の写し等の証明書を住民に交付する。

4.住民基本台帳の統計
4@.既存住基システムにて各種統計処理を行う。
4イ②.既存住基システムより各種統計情報を出力する。

5.住基ネットとの連携
5近).本人確認情報に変更等があった場合、市町村コミュニケーションサーバ内の本人確認情報ファイルを更新する。
5一②.更新された本人確認情報ファイルを機構、都道府県、各市町村と連携する。

6.法務省への通知事項の作成
6<).既存住基システムにて外国人住民等の住民票記載情報等の通知情報を作成する。
6セ).既存住基システムより外国人住民等の住民票記載情報等の通知情報を出力する。
6③.法務省端末に外国人住民等の住民票記載情報等の通知情報を入力する。
6@).法務省端末を通じて法務省と連携する。

フ.戸籍システムとの連携
フ<).那覇市に本籍を置いている住民の戸籍の附票の情報を連携する。
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「(2)本人確認情報ファイル」及び「(3)送付先情報ファイル」を取り扱う事務の内容(市町村CSを中心とした事務の流れ)

1' ,宅▲

・既存住基システム
市町村の佳民基木台帳串務
のために、市町村独自にコ
ンピユヤタを導入し、デー
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テム.
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(備考)

1.本人確認情報の更新に関する事務
1→⑩.住民より転入、転出、転居、出生、死亡等の届出等を受け付ける。
1セ).本市の住民基本台帳(既存住基システム)を更新する。
1イ③.本市の住民基本台帳にて更新された住民情報を基に、市町村コミュニケーションサーバの本人確認情報を更新する。
Iq).市町村コミュニケーションサーバにて更新された本人確認情報を当該都道府県の都道府県サーバに通知する。

2.本人確認に関する事務
2゛).住民より、住民票の写しの交付申請等、本人確認が必要となる申請を受け付ける。
2セ),③.統合端末において、住民から提示された個人番号力ードに記録された住民票コード(又は法令で定めた害類に

記載された4情報)を送信し、市町村コミュニケーションサーバを通じて、全国サーバに対して本人確認を行う。
2→④全国サーバより、市町村コミュニケーションサーバを通じて、本人確認結果を受領する。

3.個人番号力ードを利用した転入(特例転入)
3゛).転入手続を行う住民から提示された個人番号力ードを利用して本人確認(「2.本人確認」を参照)を行う。
3セ).統合端末から、市町村コミュニケーションサーバを経由して転出地市町村に対し転出証明書情報の送信依頼を行う。
3イ③.市町村コミュニケーションサーバにおいて転出地市町村より転出証明書情報を受信する。
3イ④.既存住基システムにおいて、市町村コミュニケーションサーバから転出証明書情報を受信し、転入処理を行う。
3→⑤.市町村コミュニケーションサーバより、既存住基システムから転入処理完了後に受け渡される転入通知情報を

転出地市町村へ送信すると同時に、都道府県サーバへ本人確認情報の更新情報を送信する。
3超).転入処理完了後、個人番号力ードの継続利用処理を行い、個人番号力ード管理システムに対し、

個人番号力ード管理情報の更新要求を行う。

4.本人確認情報検索に関する事務
4近).4情報の組み合わせをキーワードとして、市町村コミュニケーションサーバの本人確認情報を検索する。
※検索対象者が自都道府県の住所地市町村以外の場合は都道府県サーバ、他都道府県の場合は全国サーバに対して
それぞれ検索の要求を行う。

5.機構への情報照会に係る事務
5イ⑩機構に対し、個人番号又は4情報等をキーワードとした本人確認情報の照会を行う。
5一②機構より、当該個人の本人確認情報を受領する。

6.本人確認情報整合に係る事務
6゛)市町村コミュニケーションサーバより、都道府県サーバ及ぴ全国サーバに対し、整合性確認用の本人確認情報を送付する。
6イ②.都道府県サーバ及び住基全国サーバにおいて、市町村コミュニケーションサーバより受領した整合性確認用の本人確認情報を用いて

保有する本人確認情報の整合性確認を行う。
6イ③.都道府県サーバ及ぴ全国サーバより、市町村コミュニケーションサーバに対して整合性確認結果を通知する。

フ.送付先情報通知に関する事務
フ().既存住基システムより、当該市町村における個人番号力ードの交付対象者の送付先情報を抽出する。
7→②.個人番号力ード管理システムに対し、送付先情報を通知する。

8.個人番号力ード管理システムとの情報連携
8→①個人番号力ード管理システムに対し、個人番号力ードの交付、廃止、回収又は一時停止解除に係る情報や

個人番号力ードの返還情報等を連携する。
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Ⅱ特定個人情報ファイルの概要

(1)住民基本台帳ファイル

①ファイルの種類※

②対象となる本人の数

③対象となる本人の範囲※

システム用ファイル

④記録される項目

その必要性

10万人以上100万人未満

住基法第5条(住民基本台帳の備付け)1こ基づき住民基本台帳に記録された住民
※住民基本台帳に記録されていた者で、転出・死亡等の事由により住民票が消除された者を含む。

法令に基づき住民基本台帳を作成し必要に応じて住民票に記載、消除又は修正すべきとされているた
め

<選択肢>

1)1万人未満

2)1万人以上10万人未満

3)10万人以上100万人未満

4)100万人以上1,000万人未満

5)1,000万人以上

<選>
1)システム用ファイル
2)その他の電子ファイル(表計算ファイル等)

・識別情報

[0 ]その他識別情報(内部番号)]個人番号対応符号[0]個人番号

・連絡先等情報

]連絡先(電話番号等)[ 0 ]4情報(氏名、性別、生年月日、住所)

[0]その他住民票関係情報

・業務関係情報

[]健康・医療関係情報[]国税関係情報 []地方税関係情報

[0]医療保険関係情報[0]児童福祉・子育て関係情報[]障害者福祉関係情報

[]生活保護・社会福祉関係情報[0]介護・高齢者福祉関係情報

[0]学校・教育関係情報[]雇用・労働関係情報[0]年金関係情報

[]災害関係情報

[0 ]その他(戸籍に関する情報、外国籍住民に関する情報

100項目以上

主な記録項目※

<選>
1)10項目未満
3)50項目以上100項目未満

別添2のとおり

その妥当性

⑤保有開始日

全ての記録項目

⑥事務担当部署

2)10項目以上50項目未満
4)100項目以上

平成27年7月1日

ハイサイ市民課、真和志支所、首里支所、小禄支所

住基法第7条(住民票の記載事項)にて住民票に記載すべきものとなっている。
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①入手元※

ゞ' 「・噐

[0]本人又は本人の代理人

[]評価実施機関内の他部署(

[0 ]行政機関・独立行政法人等(地方公共団体情報システム機構

[0 ]地方公共団体・地方独立行政法人(市町村

[]民間事業者(

[]その他(

②入手方法

③入手の時期・頻度

④入手に係る妥当性

^

]紙 []電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]電子メール []専用線 []庁内連携システム

]情報提供ネットワークシステム

]その他(住基ネット

⑤本人への明示

⑥使用目的※

転入、入国等の住民異動届及ぴ出生、国籍取得等の戸籍届の申請を受けたとき

本市住民基本台帳に記載する時点での入手となることから上記方法、時期、頻度となる。

変更の妥当性

⑦使用の主体

住基法第7条(住民票の記載事項)1こおいて明示されている。

住基法に基づき住民基本台帳への記載を行う。

使用部署
※

使用者数

ハイサイ市民課、真和志支所、首里支所、小禄支所

⑧使用方法※

^

100人以上500人未満

]フラッシュメモリ

・住民基本台帳へ記載することで、本人からの希望及ぴ使用目的に応じて住民票の写しに記載する。
・機構、県、及び他市町村間での通知に使用する。
・個人番号の管理を行う。

情報の突合※

情報の統計分析
:・

<選択肢>
1)10人未満

3)50人以上100人未満

5) 500人以上1,000人未満

⑨使用開始日

権利利益に影響を
与え得る決定※

を行う。
・機構で新たに個人番号が生成された場合は、個人番号の要求時に提供を行っている住民票コードと突
合を行う。

人口統計等個人番号を用いない統計は行うが、個人番号を用いた統計分析は行わない。

J、^

該当なし

2)10人以上50人未満

4)100人以上500人未満

6) 1,000人以上

平成27年10月1日

^ 、
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'

委託の有無※

委託事項1

1ヤ

①委託内容

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

'

委託する

住民基本台帳システムのデータ入出力業務委託

既存住基システムにて行う各種処理の実行

対象となる本人の
数

3)件

[特定個人情報ファイルの全体]

対象となる本人の
範囲※

<選>

1)委託する

その妥当性

10万人以上100万人未満

③委託先における取扱者数

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

2)委託しない

④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

・住民の異動に係る記載等処理や発行処理を行う場合、既存住基システムに蓄積されている住民基本
台帳ファイルの全てのデータが処理の対象となるため。
・既存住基システムの多岐にわたる入力業務を、専門的な知識を有し業務に精通した民間事業者に委
託することによって効率・安定的に実施している。

<'

1)
2)

>

特定個人情報ファイルの全体
特定個人情報ファイルの一部

<選択肢>
1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満

3)10万人以上100万人未満

4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

⑤委託先名の確認方法

⑥委託先名
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10人未満

[]電子メール[]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)]専用線

フラツシユ[]紙]フーツシュメモ

]その他(既存住基システム端末の直接操作

⑦再委託の有無※

確認できる。(問合せがあれぱ回答する)

⑧再委託の許諾方法

(株翔B覇データ・センター

<選択肢>
1)10人未満

3)50人以上100人未満
5) 500人以上1,000人未満

⑨再委託事項

再委託しない

2)10人以上50人未満

4)100人以上500人未満

田 1,000人以上

<選>
わ再委託する 2)再委託しない

、
.
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委託事項2

①委託内容

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

住民異動届受付事務及ぴ証明書発行等市民課窓口業務委託

法令等により職員に限定される事務以外の郵送請求郵便物(申請書)の仕分け、受付簿への入力、電話
照会、発送処理、届書の受付、証明書の交付等市民課窓口業務。

対象となる本人の
数

[特定個人情報ファイルの全体]

対象となる本人の
範囲※

その妥当性

10万人以上100万人未満

③委託先における取扱者数

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

・住民の異動届けの受付や、交付請求に基づく証明婁の検索、発行処理を行う場合、既存住基システム
に蓄積されている住民基本台帳ファイルの全てのデータが処理の対象となるため。
・法令等により職員に限定される事務以外の事務を民間事業者に委託することで、柔軟性のある運用体
制の確立と効率化、作業品質の確保と安定した業務運営の維持を図り、コストの低減と行政サービスの
向上を図っている。

<'

1)
2)

>

特定個人情報ファイルの全体
特定個人情報ファイルの一部

⑤委託先名の確認方法

<選>

1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

⑥委託先名

10人以上50人未満
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]専用線 []電子メール[]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]フーヅユメモラツシユ[]紙

]その他(既存住基システム端末の直接操作

⑦再委託の有無※

確認できる。(問合せがあれば回答する)

⑧再委託の許諾方法

那覇市市民課窓口業務運営連合体(株式会社PBコミュニケーションズ

⑨再委託事項

<'
1)
3)
5)

>

10人未満
50人以上100人未満
500人以上1,000人未満

再委託しない

2)10人以上50人未満
4)100人以上500人未満
6)1,000人以上

<'

1)

>

再委託する 2)再委託しない

株式会社沖縄コングレ)
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委託事項3

①委託内容

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

住民基本台帳システムの運用保守委託

対象となる本人の
数

住民基本台帳システムの運用保守

[特定個人情報ファイルの全体]

対象となる本人の
範囲※

その妥当性

③委託先における取扱者数

10万人以上100万人未満

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

・既存住基システムの運用保守において、データバックァップ等を行うにあたり、住民基本台帳ファイル
の全体を取り扱う必要があるため。
・既存住基システムの安定した稼動のため専門的な知識を有する民間事業者に委託している。

<選>
1)特定個人情報ファイルの全体
2)特定個人情報ファイルの一部

⑤委託先名の確認方法

<選>
1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

⑥委託先名

10人以上50人未満

[]電子メール[]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)]専用線

ラツシユ[]紙

]その他(サーバ室内にてシステムの直接操作

⑦再委託の有無※

確認できる。(問合せがあれぱ回答する)

⑧再委託の許諾方法

沖縄行政システム株式会社

⑨再委託事項

<'

1)
3)
5)

>

10人未満

50人以上100人未満
500人以上1,000人未満

再委託しない

2)10人以上50人未満
4)100人以上500人未満
6) 1,000人以上

<選>
1)再委託する 2)再委託しない
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C

提供・移転の有無

提供先1

1"

①法令上の根拠

.

②提供先における用途

C;

③提供する情報

[0 ]提供を行っている

[]行っていない

番号法第19条第7号別表第2に定める情報照会者

④提供する情報の対象となる
本人の数

'

番号法第19条第7号別表第2

1-

番号法別表第2に定める各事務

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

住民票関係情報(住基法第7条第4号に規定する事項.世帯主についてはその旨、世帯主でない者につ
いては世帯主の氏名及ぴ世帯主との続柄)であって主務省令で定めるもの

⑥提供方法

56 )件

10万人以上100万人未満

[ 0 ]移転を行っている

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様。

提供先2

[0 ]情報提供ネットワークシステム

[]電子メール

[]フラッシュメモリ

[]その他(

①法令上の根拠

②提供先における用途

<' >

1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

③提供する情報

情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供依頼があるとき

④提供する情報の対象となる
本人の数

那覇市教育委員会学校教育部学務課

14 )件

番号法第19条第9号

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務に使用

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

⑥提供方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様
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]情報提供ネットワークシステム

]電子メール

]フラッシュメモリ

]その他(庁内連携システム

<'

1)
2)
3)
4)
5)

>

1万人未満
1万人以上10万人未満
10万人以上100万人未満
100万人以上1,000万人未満
1,000万人以上

特定個人情報の提供依頼のある都度

,択
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睡
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移転先1

①法令上の根拠

②移転先における用途

③移転する情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

健康部国民健康保険課

番号法第9条第1項別表第11こ定める事務

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

国民健康保険、後期高齢者医療事務

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

移転先2

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

①法令上の根拠

]庁内連携システム

]電子メール

]フラッシュメモリ

]その他(

②移転先における用途

<'

1)
2)
3)
4)
5)

③移転する情報

>

万人未満
万人以上10万人未満
0万人以上100万人未満
00万人以上1,000万人未満

,000万人以上

住民基本台帳ファイルの更新の際

④移転する情報の対象となる
本人の数

福祉部ちゃーがんじゅう課

番号法第9条第1項別表第11こ定める事務

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険、在宅福祉サービス、施設入所管理

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項

119

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様。

[0 ]庁内連携システム

[]電子メール

[]フラッシュメモリ

[]その他(

<' >

1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

住民基本台帳ファイルの更新の際
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[
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[
[
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[
[



移転先3

①法令上の根拠

②移転先における用途

③移転する情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

こどもみらい都子育て応援課

番号法第9条第1項別表第11こ定める事務

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

児童手当、児童扶養手当、児童相談、母子寡婦貸付事務

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

移転先4

[0]庁内連携システム

[]電子メール

[]フラッシュメモリ

[]その他(

①法令上の根拠

②移転先における用途

<' >

1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

③移転する情報

住民基本台帳ファイルの更新の際

④移転する情報の対象となる
本人の数

福祉部保護管理課・保護第1課・保護第2課・保護第3課

番号法第9条第1項別表第11こ定める事務

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

生活保護ケースワーク、支給点検、相談、医療・介護

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様
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]庁内連携システム

]電子メール

]フラッシュメモリ

]その他(

<' >

1)1万人未満

2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

住民基本台帳ファイルの更新の際

[
[
[
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[
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移転先5

①法令上の根拠

②移転先における用途

③移転する情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

福祉部障がい福祉課

番号法第9条第1項別表第11こ定める事務

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

精神障害者福祉、地域生活支援、障害者福祉給付、障害者福祉サービス

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

移転先6

①法令上の根拠

]庁内連携システム

]電子メール

]フラッシュメモリ

]その他(

②移転先における用途

<選>
1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

③移転する情報

住民基本台帳ファイルの更新の際

④移転する情報の対象となる
本人の数

健康部健康増進課

番号法第9条第1項別表第11こ定める事務

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

母子支援、成人健診、予防接種

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

[0]庁内連携システム

[]電子メール

[]フラッシュメモリ

[]その他(

<選>
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万人未満
万人以上10万人未満
0万人以上100万人未満
00万人以上1,000万人未満
,000万人以上

住民基本台帳ファイルの更新の際
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移転先7

①法令上の根拠

②移転先における用途

③移転する情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

こどもみらい部こども政策課

番号法第9条第1項別表第11こ定める事務

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

幼稚園保育、子育て支援事業の実施に関する事務

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

移転先8

[0]庁内連携システム

[]電子メール

[]フラッシュメモリ

[]その他(

①法令上の根拠

②移転先における用途

<選>
1)1万人未満

2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満

4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

③移転する情報

住民基本台帳ファイルの更新の際

④移転する情報の対象となる
本人の数

企画財務部市民税課

番号法第9条第1項別表第11こ定める事務

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

市民税の賦課に関する事務

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項
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]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様。

[0 ]庁内連携システム

[]電子メール

[]フラッシュメモリ

[]その他(

<'

1)
2)
3)
4)
5)

>

1万人未満
1万人以上10万人未満
10万人以上100万人未満
100万人以上1,000万人未満
1,000万人以上

住民基本台帳ファイルの更新の際

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙
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移転先9

①法令上の根拠

②移転先における用途

③移転する情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

企画財務部納税課

番号法第9条第1項別表第1に定める事務

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

市税の徴収に関する事務

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

移転先10

1専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

①法令上の根拠

]庁内連携システム

]電子メール

]フラッシュメモリ

]その他(

②移転先における用途

<'

1)
2)
3)
4)
5)

③移転する情報

>

1万人未満
1万人以上10万人未満
10万人以上100万人未満

100万人以上1,000万人未満
1,000万人以上

住民基本台帳ファイルの更新の際

④移転する情報の対象となる
本人の数

企画財務部市民税課

番号法第9条第1項別表第11こ定める事務

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

税証明発行事務

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項
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]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

'

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

[0 ]庁内連携システム

[]電子メール

[]フラッシュメモリ

[]その他(

<' >

1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

住民基本台帳ファイルの更新の際

0[
[
[
[

[
[
[

[
[
[



移転先Ⅱ

①法令上の根拠

②移転先における用途

③移転する情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

企画財務部資産税課

番号法第9条第1項別表第1に定める事務

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

土地、家屋、償却資産の課税に関する事務

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

移転先12

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

①法令上の根拠

]庁内連携システム

]電子メール

]フラッシュメモリ

]その他(

②移転先における用途

<'

1)
2)
3)
4)
5)

③移転する情報

>

1万人未満
1万人以上10万人未満
10万人以上100万人未満

100万人以上1,000万人未満
1,000万人以上

住民基本台帳ファイルの更新の際

④移転する情報の対象となる
本人の数

まちなみ共創部市営住宅課

番号法第9条第1項別表第11こ定める事務

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

市営住宅の管理に関する事務

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項
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]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

[0 ]庁内連携システム

[]電子メール

[]フラッシュメモリ

[]その他(

<' >

1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

住民基本台帳ファイルの更新の際

0[
[
[
[

[
[
[

[
[
[



移転先13

①法令上の根拠

②移転先における用途

③移転する情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

こどもみらい部こどもみらい課

番号法第9条第1項別表第1{こ定める事務となる予定

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

子ども子育て支援法による保育園業務

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様

移転先14

①法令上の根拠

]庁内連携システム

]電子メール

]フラッシュメモリ

]その他(

②移転先における用途

<'

1)
2)
3)
4)
5)

③移転する情報

>

万人未満
万人以上10万人未満
0万人以上100万人未満
00万人以上1,000万人未満
,000万人以上

住民基本台帳ファイルの更新の際

④移転する情報の対象となる
本人の数

健康部地域保健課

番号法第9条第1項別表第Uこ定める事務となる予定

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

母子保健法による保健業務

住所、氏名、個人番号等住基法第7条に規定する事項

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

⑥移転方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様
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]庁内連携システム

]電子メール

]フラッシュメモリ

]その他(

<' >

1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

住民基本台帳ファイルの更新の際

0[
[
[
[

[
[
[

0[
[
[
[

[
[
[
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①保管場所※

<本市における措置>
セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物の中で、さらに入退室管理(※)を行っている部屋
(サーバ室)1こ設置したサーバ内に保管する。
※サーバ室への入室権限を持つ者を限定し、入退室管理力ードによりサーバ室に入退室する者が権限
を有することを確認する等の管理を行う。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサー
バー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックァッ
プもデータベース上に保存される。

②保管期間

期間

その妥当性

20年以上

・住民基本台帳に記載されている限り保管が必要
・住基法施行令第8条(住民票の消除)、第8条の2(日本の国籍の取得又は喪失による住民票の記載
及ぴ消除)、第10条(転居又は世帯変更による住民票の記載及ぴ消除)若しくは第12条第3項(職権に
よる住民票の記載等)の規定により消除された住民票について、住基法施行令第34条(保存)1こ基づい
て5年間保管する。

③消去方法

<

1)
4)
フ)
10)

>

1年未満
3年
6年以上10年未満
定められていない

<本市における措置>
住民基本台帳システムに記録されたデータのうち、住民票の削除後5年を経過したデータをシステムに
て判別し消去することができる。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中問サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者にお
いて、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去す
る。
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2年
5年
20年以上

1年
4年
10年以上20年未満
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Ⅱ特定個人情報ファイルの概要

(2)本人確認情報ファイル

①ファイルの種類※

②対象となる本人の数

③対象となる本人の範囲※

システム用ファイル

10万人以上100万人未満

その必要性

④記録される項目

区域内の住民(住基法第5条(住民基本台帳の備付け)に基づき住民基本台帳に記録された住民を指
す)
※住民基本台帳に記録されていた者で、転出等の事由により住民票が消除(死亡による消除を除く。)さ
れた者(以下「消除者」という。)を含む

住基ネットを通じて全国共通の本人確認を行うため、本特定個人情報ファイル(本人確認情報ファイル)
において区域内の全ての住民の情報を保有し、住民票に記載されている住民全員の記録を常に正確に
更新・管理・提供する必要があるため。

<選択肢>

1)1万人未満

2)1万人以上10万人未満

3)10万人以上100万人未満

4)100万人以上1,000万人未満

5)1,000万人以上

<'

1)
2)

>

システム用ファイル

その他の電子ファイル(表計算ファイル等)

10項目以上50項目未満

・識別情報

]個人番号対応符号 ]その他識別情報(内部番号)[01個人番号

・連絡先等情報

]連絡先(電話番号等)[ 0 ]4情報(氏名、性別、生年月日、住所)

[0]その他住民票関係情報

・業務関係情報

[]健康・医療関係情報[]地方税関係情報[]国税関係情報

[]医療保険関係情報[]児童福祉・子育て関係情報[]障害者福祉関係情報

[]生活保護・社会福祉関係情報[]介護・高齢者福祉関係情報

[]学校・教育関係情報[]雇用・労働関係情報[]年金関係情報

[]災害関係情報

[]その他(

主な記録項目※

<選>
1)10項目未満
3)50項目以上100項目未満

.

叉^途f

その妥当性

⑤保有開始日

全ての記録項目

⑥事務担当部署

2)10項目以上50項目末満
4)100項目以上

・個人番号、4情報、その他住民票関係情報
住基ネットを通じて本人確認を行うために必要な情報として、住民票の記載等に係る本人確認情報(個

人番号、4情穀、住民票コード及ぴこれらの変更情報)を記録する必要があるため

127

縦嵐、.§^讐M,゛.*'ー
づt^・ミ^↓

別添2のとおり

平
郊饗;

ハイサイ市民課、真和志支所、首里支所、小禄支所

6

一
坐

武
r一

一

冥
゛

霊
毛
.

"
ニ

三



①入手元※

'

[]本人又は本人の代理人

[]評価実施機関内の他部署(

[]行政機関・独立行政法人等(地方公共団体情報システム機構

[]地方公共団体・地方独立行政法人(市町村

[]民間事業者(

[ 0 ]その他(自部署

②入手方法

③入手の時期・頻度

④入手に係る妥当性

[]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)[]紙

[]庁内連携システム[]電子メール[]専用線

[]情報提供ネットワークシステム

[0]その他(既存住基システム

⑤本人への明示

住民基本台帳の記載事項において、本人確認情報に係る変更又は新規作成が発生した都度入手す
る。

⑥使用目的※

法令に基づき住民に関する記録を正確に行う上で、住民に関する情報に変更があった又は新規作成さ
れた際は、住民からの申請等を受け、まず既存住基システムで情報を管理した上で、全国的なシステム
である住基ネットに格納する必要があるため

市町村コミュニケーションサーバが既存住基システムより本人確課情報を入手することについて、住基
法第30条の6(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)及び平成14年6月10日総務
省告示第334号(第6-フ(市町村長から都道府県知事への通知及び記録)1こ記載されている。

変更の妥当性

⑦使用の主体

住基ネットを通じて全国共通の本人確認を行うため、本特定個人情報ファイル(本人確認情報ファイル)
において区域内の全ての住民の情報を保有し、住民票に記載されている住民全員の記録を常に正確に
更新・管理・提供する。

使用部署
※

使用者数

ハイサイ市民課、真和志支所、首里支所、小禄支所
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⑧使用方法※

]フラッシュメモリ

100人以上500人未満

更新情報を受領し(既存住基システム→市町村コミュニケーションサーバ)、受領した情報を元に本人確
認情報ファイルを更新し、当該本人確認情報の更新情報を都道府県知事に通知する(市町村コミュニ
ケーションサーバ→都道府県サーバ)。
・住民から提示された個人番号力ードに登録された住民票コードをキーとして本人確認情報ファイルを検
索し、画面に表示された本人確認情穀と申請・届出害等の記載内容を照合し確認することで本人確認を
行う(個人番号力ード→市町村コミュニケーションサーバ)。
・4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。
・本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事保存本人確認情報ファイル(都道府県サーバ)及ぴ機構
保存本人確認情報ファイル(全国サーバ)と整合することを確認するため、都道府県サーバ及ぴ全国
サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する(市町村コミュニケーションサーバ→都道府県
サーノ(/企・国サーノ丈),

^ 口

情報の突合※

<選択肢>
1)10人未満

3)50人以上100人未満

5) 500人以上1,000人未満

情報の統計分析
※

・本人確認情報ファイルを更新する際に、受領した本人確認情報に関する更新データと本人確認情報
ファイルを、住民票コードをもとに突合する。
・個人番号力ードを用いて本人確認を行う際に、提示を受けた個人番号力ードと本人確認情報ファイル
を、住民票コードをもとに突合する。

権利利益に影響を
与え得る決定※

個人に着目した分析・統計は行わず、本人確認情報の更新件数の集計等、事務処理実績の確認のた
めの統計のみ行う。

ロ、

該当なし。

2)10人以上50人未満
4)100人以上500人未満

6)1ρ00人以上
口心月

軸
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゛
一
.

)
)
)
)
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⑨使用開始日 平成27年6月1日
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'

委託の有無※

委託事項

①委託内容

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

'

委託する

住民基本台帳ネットワーク保守業務委託

住民基本台帳ネットワーク機器等の運用保守

対象となる本人の
数

1)件

[特定個人情報ファイルの全体]

対象となる本人の
範囲※

<'

1)

>

委託する

その妥当性

10万人以上100万人未満

③委託先における取扱者数

「2.③対象となる本人の範囲」と同様。

2)委託しない

④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

・住基ネットの運用・保守作業を実施するため、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要が
ある。
・住基ネットコミュニケーションサーバ(市町村コミュニケーションサーバ)の安定した稼動のため専門的な
知識を有する民間事業者に委託している。

<'

1)
2)

>

特定個人情報ファイルの全体
特定個人情報ファイルの一部

<選択肢>
1)1万人未満

2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満

5)1,000万人以上

⑤委託先名の確認方法

⑥委託先名

10人以上50人未満
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]専用線 []電子メール[]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]フラッシュメモ1ラツシユ[]紙
]その他(サーバ室内にてシステムの直接操作

⑦再委託の有無※

確認できる。(問合せがあれぱ回答する)

⑧再委託の許諾方法

沖縄行政システム株式会社

<選択肢>
わ 10人未満
3)50人以上100人未満

5) 500人以上1,000人未満

⑨再委託事項

再委託しない

2)10人以上50人未満
4)100人以上500人未満
6) 1,000人以上

<'

1)

>

再委託する 2)再委託しない

毛P'
、
一
.

再
委
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提供・移転の有無

提供先1

1 '

①法令上の根拠

,

②提供先における用途

[ 0 ]提供を行っている

[]行っていない

③提供する情報

都道府県

④提供する情報の対象となる
本人の数

'

住基法第30条の6(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)

;t

.市町村より受領した住民の本人確認情報の変更情報(当該提供情報)を元に都道府県知事保存本人
確認情報ファイルの当該住民に係る情報を更新し、機構に通知する。
・住基法に基づいて、本人確認情報の提供及び利用等を行う。

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

住民票コード、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日

⑥提供方法

2 )件

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様。

]移転を行っている

提供先2

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

①法令上の根拠

]情報提供ネットワークシステム

]電子メール

]フラッシュメモリ

]その他(住基ネット

②提供先における用途

<選>
1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

③提供する情報

住民基本台帳の記載事項において、本人確認情報に係る変更又は新規作成が発生した都度、随時。

④提供する情報の対象となる
本人の数

都道府県及び機構

)件

住基法第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)

住民基本台帳の正確な記録を確保するために、本人確認情報ファイルの記載内容(当該提供情報)と
都道府県知事保存本人確認情報ファイル及び機構保存本人確認情報ファイルの記載内容が整合する
ことを確認する。

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲
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住民票コード、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

ノ

⑥提供方法

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様。

[]情報提供ネットワークシステム

[]電子メール

[]フラッシュメモリ

[ 0 ]その他(住基ネット

<選>
1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

必要に応じて随時(1年に1回程度)。
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①保管場所※

' ,

②保管期間

セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物の中で、さらに入退室管理を行っている部屋(サーバ
室)に設置したサーバ内に保管する。
サーバへのアクセスはゆ/パスワードによる認証が必要となる。

期間

③消去方法

その妥当性

20年以上

・住民票の記載の修正後の本人確認情報は、新たに記載の修正の通知を受けるまで保管する。
・住民票の記載の修正前の本人確認情報(履歴情報)及び消除者の本人確認情報は、平成14年6月1
0日総務省告示第334号(第6-8(1)市町村長における本人確認情報の消去)に定める期間(5年間)
保管する。

本人確認情報ファイルに記録されたデータをシステムにて自動判別し消去する。

<選>

1)1年未満
4) 3年
フ)6年以上10年未満
10)定められていない

2年
5年
20年以上

1年
4年

10年以上20年未満
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Ⅱ特定個人情報ファイルの概要

(3)送付先情報ファイル

'^

①ファイルの種類※

非

②対象となる本人の数

③対象となる本人の範囲※

システム用ファイル

10万人以上100万人未満

その必要性

④記録される項目

区域内の住民(住基法第5条(住民基本台帳の備付け)に基づき住民基本台帳に記録された住民を指
す)

番号法第7条第1項(指定及び通知)1こ基づき、通知力ードを個人番号の付番対象者全員に送付する必
要がある。
また、同法第17条第1項(個人番号力ードの交付等)1こより、個人番号力ードは通知力ードと引き換えに
交付することとされていることから、合わせて、交付申請書を通知力ード送付者全員に送付する必要が
ある。

市町村は、法令に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。

<選択肢>

1)1万人未満

2)1万人以上10万人未満

3)10万人以上100万人未満

4)100万人以上1,000万人未満

5)1,000万人以上

<選>
1)システム用ファイル
2)その他の電子ファイル(表計算ファイル等)

50項目以上100項目未満

・識別情報

]個人番号対応符号 ]その他識別情報(内部番号)[ 0 ]個人番号

・連絡先等情報

]連絡先(電話番号等)[ 0 ]4情報(氏名、性別、生年月日、住所)

[0]その他住民票関係情報

・業務関係情報

[]国税関係情報 []地方税関係情報 []健康・医療関係情報

[]医療保険関係情報[]児童福祉・子育て関係情報[]障害者福祉関係情報

[]生活保護・社会福祉関係情報[]介護・高齢者福祉関係情報

[]学校・教育関係情報[]雇用・労働関係情報[]年金関係情報

[]災害関係情報

[0 ]その他(通知力ード及び交付申請書の送付先の情報

主な記録項目※

<選>
1)10項目未満
3)50項目以上100項目未満

ハイサイ市民課、真和志支所、首里支所、小禄支所

4+"、、゛↓、e、゛、,、、、^ゑ十注、コh、、N、、、、、、,'、ノ.、、、

その妥当性

⑤保有開始日

2)10項目以上50項目未満
4)100項目以上

・個人番号、4情報、その他住民票関係情報
個人番号力ードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。
・その他(通知力ード及び交付申請書の送付先の情報)
機構に対し、法令に基づき通知力ード及ぴ交付申請書の印刷、送付並びに個人番号力ードの発行を委
任するために、個人番号力ードの券面記載事項のほか、通知力ード及び交付申請書の送付先に係る情
報を記録する必要がある。

全ての記録項目

⑥事務担当部署

0,5日{一ー"'ーー"ν一ーー出一、、"・'ーーー、ーーー¥
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①入手元※

'

2)10人以上50人未満

4)100人以上500人未満

6) 1,000人以上

]本人又は本人の代理人

]評価実施機関内の他部署(

]行政機関・独立行政法人等(地方公共団体情報システム機構

]地方公共団体・地方独立行政法人(市町村

]民間事業者(

]その他(自部署

②入手方法

③入手の時期・頻度

ノ

④入手に係る妥当性

[]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)]紙

]電子メール []専用線 []庁内連携システム

]情報提供ネットワークシステム

]その他(既存住基システム

⑤本人への明示

使用開始日(平成27年10月5日)から通知力ード送付までの一定の期間に、番号法施行日時点における
住民の送付先情報をまとめて入手した。(以降は、新たに個人番号の通知対象者が生じた際に入手して
いる)

⑥使用目的※

送付先情報の提供手段として住基ネットを用いるため、市町村コミュニケーションサーバにデータを格納
する必要がある。
また、提供手段として電子記録媒体を用いる場合には、暗号化の機能を備える市町村コミュニケーショ
ンサーバにおいて電子記録媒体を暗号化した後に提供する必要がある。

変更の妥当性

⑦使用の主体

番号法の規定による通知力ード及ぴ個人番号力ード並ぴに情報提供ネットワークシステムによる特定個
人情報の提供等に関する省令第8条(住民票に基づく通知力ードの記載)において明示されている。

使用部署
※

法令に基づく委任を受けて通知力ード及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号力ードの発行を行
う機構に対し、通知力ード及ぴ交付申請書の送付先情報を提供するため。

使用者数

134、

⑧使用方法※

ハイサイ市民課、真和志支所、首里支所、小禄支所

]フラッシュメモリ

100人以上500人未満

・既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、通知力ード及ぴ交付申請書等の印刷
及び送付に係る事務を法令に基づいて委任する機構に対し提供する(既存住基システム→市町村コミュ
ニケーションサーバ又は電子記録媒体→個人番号力ード管理システム(機構))。

情報の突合※

情報の統計分析
※

⑨使用開始日

権利利益に影響を
与え得る決定※

<選択肢>
1)10人未満

3)50人以上100人未満

5) 500人以上1,000人未満

入手した送付先情報に含まれる4情報等の変更の有無を確認する(最新の4情報等であることを確認す
る)ため、機構(全国サーバ)が保有する「機構保存本人確認情報」との情報の突合を行う。

送付先情毅ファイルに記録される個人情報を用いた統計分析は行わない。

該当なし。

平成27年10月5日

.
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委託の有無※

委託事項

1冒

①委託内容

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

委託する

住民基本台帳ネットワーク保守業務委託

住民基本台帳ネットワーク機器等の運用保守

対象となる本人の
数

1)件

[特定個人情報ファイルの全体]

対象となる本人の
範囲※

<選>

1)委託する

その妥当性

10万人以上100万人未満

③委託先における取扱者数

「2.③対象となる本人の範囲」と同様。

2)委託しない

④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

・住基ネットの運用・保守作業を実施するため、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要が
ある。
・市町村コミュニケーションサーバの安定した稼動のため専門的な知識を有する民間事業者に委託して
いる。

<'

1)
2)

>

特定個人情報ファイルの全体
特定個人情報ファイルの一部

<選択肢>
1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満
4)100万人以上1,000万人未満

5)1,000万人以上

⑤委託先名の確認方法

⑥委託先名

10人以上50人未満

135

[]電子メール[]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)]専用線

]フーツシュメモフラツシユ[]紙

]その他(サーバ室内にてシステムの直接操作

⑦再委託の有無※

確認できる。(問合せがあれぱ回答する)

⑧再委託の許諾方法

沖縄行政システム株式会社

<選択肢>
1)10人未満
3)50人以上100人未満
5) 500人以上1,000人未満

⑨再委託事項

再委託しない

2)10人以上50人未満
4)100人以上500人未満
6) 1,000人以上

、

<'
1)

>

再委託する 2)再委託しない

▲
・'モ舮'一
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一
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再
委
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提供・移転の有無

提供先1

'

①法令上の根拠

弔

②提供先における用途

③提供する情報

1年
4年
10年以上20年未満

]提供を行っている

]行っていない

④提供する情報の対象となる
本人の数

機構

'

番号法の規定による通知力ード及び個人番号力ード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個
人情報の提供等に関する総務省令第35条第1項

1ご

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

市町村からの法令に基づく委任を受け、通知力ード及び交付申請書を印刷し、送付する。

「2.④記録される項目」と同様。

⑥提供方法

1)件

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度

「2.③対象となる本人の範囲」と同様。

]移転を行っている

.

136

]情報提供ネットワークシステム

]電子メール

]フラッシュメモリ

]その他(住基ネット

①保管場所※

<' >

1)1万人未満
2)1万人以上10万人未満
3)10万人以上100万人未満

4)100万人以上1,000万人未満
5)1,000万人以上

使用開始日(平成27年10月5日)から通知力ード送付までの一定の期間に、番号法施行日時点における
住民の送付先情報をまとめて提供した。(以降は、新たに個人番号の通知対象者が生じた際に提供して
いる)

,

②保管期間

)件

セキュリティゲート1こて入退館管理をしている建物の中で、さらに入退室管理を行っている部屋(サーバ
室)に設置したサーバ内に保管する。
サーバへのアクセスはID/パスワードによる認証が必要となる。

期間

③消去方法

2年
5年
20年以上

]専用線

]電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)

]紙

その妥当性

1年未満

送付先情報は機構への提供のみに用いられ、また、送付後の変更は行わないことから、セキュリティ
上、速やかに削除することが望ましいため。

保存期間が到来した送付先情報は、機構より指定された方法により、システム上、一括して消去する仕
組みとする。

<

1)
4)
フ)
10)

>

1年未満
3年
6年以上10年未満
定められていない

,
.

=
町二

、
"
.

一
一

Ⅱ
一,

吼
司

.
一
開

二「

0[
[

0

[
[
[
[

[
[
[

2
 
5
 
8

3
 
6
 
9



^

、

a 住基本台帳フタイル 1/2

拠

利用団体コード
2 住コード
3 異
4 改慾即
露

鈎

項貫名

?

票コード

増違掬茎分
増事歯コード

増届日
加

11

12

減這携区分

1威事由口ード
認 ;威届出
14

暁

最新異勣日
妬

詑

、

最新趣捺区分
16

通称本番
飴

1?

3

終

邇斜支番

子

最新一全区,
18

L卯j喉番
部

所コー、

最新異動届出日

通制Ⅶ喉番
能

事歯コード

通 、

訴

雛

通称方書
能

名
生年月日元号

認

冊

1

鈴

死亡日元号

ヌコード

世帯主
知

24

死亡日

世帯主名
"

謝両
朗

陀

齢台ムコード

船

住民どなうた異勣日

dヰ.区コード
胎

住民とナ、た届出日
芥

照

中学区コード

鈴

投粟区コード
猫

本
鈴

崎

兆

本籍地

123

加

W内リート
毯帯オション

"

本籍地郵便番如
粧

124

ニード

保護者コード
究

125

詑

住所履歴数

保
胎

票コーゞ識貸

12今

羽

住所異勧日

部

転入前街万コード

127

鎚

住所届出

r

暁

転入前街π
那

128

ナ

^

詑

能

123

誠保
鵠

転

玲0

誹

曳

届肝

成敏
M

転入前街兵世帯主名
那

1飢

、

舗

破産人区分

132

舗

住F両郵便番号

寡転入区分
能

区,

如

玲S

国籍

゛

部

41

玲4

^

耒由^訊前住所方書

外国住民なった異動日

慌考

人区分

能

^

龍

未届☆訊前1生所重E便番号

135

前住所コード

タ梱人住民な"識日

氏名雁叟
鵠

如

玲輩

耒届ま訊前{

¥f

氏名

30条45規定区分

80

气ワーグ

覗

玲7

転出捌主F両コード

在留貪格

田

肪

138

転出先住所

在留司等

能

.1甥1臓^★

舵

139

転出矧

在留鰐占の満了の貸

榔リ
冊

転

日

覗

140

在留力ード等の番号

94

鵡

141

世帯主

生年月日履歴数

主居1

舗

朝

142

大字コード

生辱月日異勧日
船

方妻

本番

143

驗

出

世帯主名

法務省通

"

144

51

国籍等履雁妻曳

年月日届出日

能

^

鞄

145

d隔

国

捜区

羽

dV1喉善

148

玲

国籍等

出日

100

番

側砺出日

マン、

M7

54

野国人住民日届歴数

101

14合

勣日

検江ード
翁

外国人住民日異勣日

102

瀞一

14愈

郭

部屋コード

103

日

f 定日

150

辨

ンコード

104

本籍履歴竪★

30条45須定区分

異

151

驗

105

日届出日

30条45窺定区,

'室

15之

住定事雷コード
卵

10B

30会・45

本

153

住定届出日
部

異動日

在腎

10?

塗顛者履簸数

154

方書

届出日

メ分

在蟹貪1

109

筆顛者異勣日

155

在智格届出日

108

筆6

各履

妬8

HO

従前住ヂ而履歴隻女

157

在血綱遍等異日

IU

従前住所異動日

15輩

在留其臓.届出甘

熊2

1趙'む住所届出日

15S

漫

貸

届出日

113

昏

玲匙

留鰐,の満了の日履歴鞁

註4

1畷

'抑

蝿余異動日

在留,

115

ゑ嘱余届出日

16念

難B

在'"カード等の番号履歴赦

IB3

在留

H7

一主

世帯主異勧日

164

在血力ード,

118

世帯主届出日

165

満了日出日

漣番

11S

偏考艾履歴散

玲霊

^

表デ、纐

詑0

蔭

玲7

、

1を1

係考丈届出貸

玲8

豆

122

住民票コ、'ド履歴数

、

玲g

柳

動日

170

主民 二t-

胃1
余日

地江一

171

都
,主所地コード

172

1需

、

1?4

、、

ニード

175

、

17e

綴員番

番号

1??

一全区分

178

^

173

玲0

届出甘

181

137

182

申靖 f

玲3

串藷考氏名

玲4

エー

区,

係

寺コード

ミ逗

日

a出

歴

力

一
冨三

,

日

日出

日届人

f
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「(2)本人確認,圭報ファイル」及ぴ「(3)送付先情報ファイル」
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住民票コード

3

漢字氏名

4

外字数(氏名)

5

ふりがな氏名

6
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外字フラグ
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目

ファイル
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外字パターン

大字・字コード
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11
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郵便番号
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住所
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外字数(住所)
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18

市町村コード(転入前)

19

2

転入前住所

20

送付先管理番号

3

外字数(転入前住所)

21

送付先郵便番号

4

続柄

22

送付先住所漢字項目長

送付先

5

異動事由

23

送付先住所漢字

6

異動年月日

24

送付先住所漢字外字数

7

異動事由詳細

25

送付先氏名漢字項目長

8

旧住民票コード

26

送付先氏名漢字

ファイル

目

9

住民票コード使用年月日

27

送付先氏名漢字外字数

10

依頼管理番号

28

市町村コード

U

操作者ID

29

市町村名項目長

12

操作端末ID

30

市町村名

13

更新順番号

31

14

異動事更新順番号

町村郵便番号

32

市町村住所項目長

15

更新禁止フラグ

33

市町村住所

16

予定者フラグ

34

市町村住所外字数

17

排他フラグ

35

市町村電話番号

18

外字フラグ

36

交付場所名項目長

19

レコード状況フラグ

交付場所名

20

タイムスタンプ

交付場所名外字数

21

交付場所郵便番号

22

交付場所住所項目長

23

交付場所住所

24

交付場所住所外字数

25

交付場所電話番号

26

カード送付場所名項目長

27

カード送付場所名

28

カード送付場所名外字数

29

カード送付場所郵便番号

30

カード送付場所住所項目長

31

カード送付場所住所

32

カード送付場所住所外字数

33

カード送付場所電話番号

34

対象となる人数

35

処理年月日

36

操作者ID

37

操作端末ID

38

印刷区分

39

住民票コード

40

氏名漢字項目長

41

氏名漢字

42

氏名漢字外字数

43

氏名かな項目長

44

氏名かな

45

郵便番号

46

住所項目長

47

住所

48

住所外字数

49

生年月日

50

性別

51

個人番号

52

第30条の45に規定する区分

53

在留期間満了の日

54

代替文字変換結果

55

代替文字氏名項目長

56

代替文字氏名

57

代替文字住所項目長

58

代替文字住所

59

代替文字氏名位置情報

60

代替文字氏名住所位置情報

名項

一
=

一
=

名

N

ゞ
●
4
●

一
告
一

認確人

項



Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるりスク対策知.叺仂⑨を胤。,

(1)住民基本台帳ファイル

^

リスク1

武一

二F 4 .
-1',1 一

目的外の入手が行われるりスク

対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

2)十分である

十分である

・届出の窓口において届出内容や本人確認書類として写真付きの書類(運転免許証や住民基本台帳
カードなど)、または複数点の書類(保険証など)の提示を求めて確認を厳格に行い、対象者以外の情報
の入手の防止に努める。
・届出書をシステムへ入力後、異動届とシステムの入力内容を照合し、確認を行う。
・住基ネットを通じての入手は対象者以外の情報を入手できないよう、仕組みとして担保されている。

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク2:不適切な方法で入手が行われるりスク

・届出書に記載された情報以外は入力できない仕組みとなっている。
・届出書をシステムへ入力後、届出書とシステムの入力内容を照合し、確認を行う。
・住基ネットを通じての入手は対象者以外の情報を入手できないよう、仕組みとして担保されている。

リスクに対する措置の内容

【ゞ

十分である

・住民異動届出においては住基法第27条の規定に基づき、書面にて本人あるいは代理人による届出
のみを受領することとし、受領の際は必ず本人あるいは代理人の本人確認(本人確認書類として写真付
きの書類(運転免許証や住民基本台帳力ードなど)、または複数点の害類(保険証など)の提示を求めて
確認)及び委任状の確認を行うこととしている。
・親権者や法定代理人については、戸籍謄抄本等の提示または本籍地の市町村へ照会して確認する。
・任意代理人の持参した委任状の内容(委任の範囲、権限等)に不明瞭な点がある場合には委任者へ電
話等で確認する。その場合、委任者の住民票または戸籍の記録をもとに本籍地・世帯構成・前住所等を
聞き取る方法で本人確認を行う。
・システムを利用する必要がある職員を特定し、ユーザ1Dによる識別とパスワードによる認証を実施す
る。また、認証後は利用機能の認可機能により、そのユーザがシステム上で利用可能な機能を制限する
ことで不適切な方法で入手が行えない対策を実施している。

リスクへの対策は十分か

リスク3:入手した特定個人情報が不正確であるりスク

入手の際の本人確認の措置
の内容

特に力を入れている
'が残されている

特に力を入れている
題が残されている

140

個人番号の真正性確認の措
置の内容

十分である

・窓口において、対面で本人確認害類の提示を受け、本人確認を行う。
・通知力ード(番号法第7条)、個人番号力ード(同第17条)の提示を受け、本人確認を行う。
,写真入りの官公庁発行の身分証明書となるものの提示を求める。
・写真なしの官公庁発行の資格証(保険証など)と住基情報等の聞き取りを行う。

特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

2)十分である

・個人番号力ード等の提示を受け、本人確認を行う。
・出生等により新たに個人番号が指定される場合や転入の際には個人番号力ード(若しくほ通知力ードと
法令により定められた身分証明書の組み合わせ)の提示がない場合には、住基ネット1こて本人確認情
報と個人番号の対応付けの確認を行う。

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か 2)十分である

特に力を入れている
が残さている

・特定個人情報の入力、削除及ぴ訂正を行う際は、整合性を確保するために、入力、削除及ぴ訂正を行
なった者以外の者が確認する等、必ず入力、削除及ぴ訂正した内容を確認する。
・入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等は、当市で定める規程に基づいて管理し、保管する。
・特定個人情報に誤りがあった際に訂正を行う場合には、特定個人情報管理責任者の許可を得て行うこ
ととする。また、訂正した内容等については、その記録を残し、法令等により定められた期間保管する。
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リスク4:入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)におけるその他のりスク及びそのりスクに対する措置

・住民からの届出害については、特定個人情報の漏洩及ぴ紛失を防止するため、入力及び照合した後
は、鍵付の書庫に保管する。
・既存住基システムは住基ネット以外とは外部接続できない仕組みである
・住基ネットワークでの通信は全て専用回線及び専用交換装置で構成されたネットワークを介して行い、
また、通信を行うごとに、意図した通信相手に接続されたことを相互に認証する仕組みを採用している。

十分である
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特に力を入れている
が残されている

=
2)十分であるわ
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点.

リスク1

非'「・冨馨

目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるりスク

宛名システム等における措置
の内容

事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・統合宛名システムは、番号法別表第1及ぴ関係主務省令に定められた部署以外からの特定個人情報
へのアクセスが行えないような仕組みを構築する。また、統合宛名システムへは個人番号、氏名や生年
月日等の基本的な情報のみ保持する仕組みとする予定であり、当該事務にて必要のない情報との紐付
けは物理的に不可能である。
・統合宛名システムへは、権限のない者の接続を認めない。

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク2:権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)1こよって不正に使用されるりスク

・既存住基システムと住基ネット市町村コミュニケーションサーバ間では、法令に基づく事務で使用する
以外の情報との紐付けは行わない。
・戸籍システムでは個人番号を用いた連携を行えないよう仕組みとして担保する。また、戸籍システムに
は特定個人情報を保有しない。

ユーザ認証の管理

具体的な管理方法

アクセス権限の発効・失効の
管理

十分である

・システムを利用する必要がある職員を特定し、ユーザ1Dによる識別とパスワードによる認証を実施す
る。また、認証後は利用機能の認可機能により、そのユーザがシステム上で利用可能な機能を制限する
ことで不正利用が行えない対策を実施している。
・なりすましによる不正を防止する観点から、共用IDの利用を禁止する。

行っている

具体的な管理方法

アクセス権限の管理

行っている

①ID/パスワードの発行管理
・アクセス権限と業務の対応表を作成する。
・業務に対応したアクセス権限を確認し、業務に必要なアクセス権限のみを申請しなけれぱならないもの
としている。

②失効管理
・権限を有していた職員の異動退職情報を確認し、異動退職があった際はアクセス権限を更新し、当該
IDを失効させている。

142

特定個人情報の使用の記録

具体的な管理方法

特に力を入れている
題が残されている

具体的な方法

'ーつている

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

ユーザ1Dやアクセス権限を定期的に確認し、業務上アクセスが不要となったIDやアクセス権限を変更ま
たは削除する。

行っている

リスク3:従業者が事務外で使用するりスク

2)十分である

1)行っている

・システムを操作した履歴を磁気ディスクに記録し、必要に応じて操作履歴を解析する。
・バックアップされた操作履歴は定められた期間、保管する。

記録を残している

リスクに対する措置の内容

2 'ーつていナ'い

リスクへの対策は十分か

1)

2)行っていない

'ーつてし、る

十分である

・システムの操作履歴(操作ログ)を記録し、その旨を職員及ぴ受託者へ周知することで不正な使用の防
止を図る。

・職員に対しては、データ保護に関する研修を行っていく。
・委託先に対しては業務外で使用しないよう仕様書に定め、個人情報保護にかかる誓約書を提出させて
いる。また、セキュリティ研修の実施も義務付けている。
・違反行為を行った場合は、契約上の損害賠償規定によリ措置を講じる予定。

残している

2)ーつていない

2)十分である特に力を入れている
題がされている

十分である
2)十分である特に力を入れている

"が残されている

2氾 していない
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リスク4:特定個人情報ファイルが不正に複製されるりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

特定個人情報の使用におけるその他のりスク及ぴそのりスクに対する措置

・所管課設置の端末からは物理的に複製できない仕組みとなっている。
・委託先に対しては仕様害にて許可を得ない複製を禁止し、個人情報保護にかかる誓約書を提出させ
ている。また、セキュリティ研修の実施も義務付けている。
・職員に対しては、データ保護に関する研修を行っていく。
・違反行為を行った場合は、契約上の損害賠償規定によリ措置を講じる予定。

・端末機は、スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり特定個人情報を表示させない。
・スクリーンセーバの解除は再度ID/パスワードの入力を行い、ログインすることが必要となる。
・特定個人情報が表示された画面のハードコピー(特定個人情報の入力、削除及び訂正を行う際に正確性を確保するため、異動届受
付担当と審査担当で二重にチェックする目的で使用)は、事務処理に必要となる範囲にとどめ、使用後はシュレッダーにて廃棄する。

十分である
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特に力を入れている
が残されている

2)十分であるわ
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'点.!E' 1' ゛

委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するりスク
委託先による特定個人情報の不正な提供に関するりスク
委託先による特定個人情報の保管・消去に関するりスク
委託契約終了後の不正な使用等のりスク
再委託に関するりスク

2)定めていない

情報保護管理体制の確認

144

特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

委託契約を締結するときは、「那覇市情報セキュリティボリシー」に基づき作成された「外部委託時の契
約に関する手順」において、委託に関する責任を有する部署を明確にするとともに、セキュリティ要件を
記載した契約書の締結を定めている。また、「那覇市情報セキュリティボリシー」1こおいて、管理体制につ
いても報告を求めている。

具体的な制限方法

特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

特定個人情報の提供ルール

具体的な方法

・委託にかかる実施体制の提出を義務付けている。
・委託事業者に対し、個人情報保護にかかる誓約書を提出させている。また、セキュリティ研修の実施も
義務付けている。
・誓約書の提出があった要員に対してのみシステム操作の権限を与えている。

制限している

委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及ぴルール遵守
の確認方法

・アクセスログによる記録を残している。

委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

記録を残している

特定個人情報の消去ルール

1)制限している

・提供の禁止を契約書に明記している

定めている

・保守運用委託やオペレーション業務委託に関しては、仕様書にて委託業務実施場所を本市庁舎内に
限定し、外部への持ち出しを禁止している。
・住民異動届関係受付事務及び郵送請求証明害発行等業務委託に関しては、仕様書にて委託業務実
施場所を本市庁舎内に限定し、適切な取扱を行うよう規定している。
・委託契約の調査条項に基づき必要があると認めるときは調査を行い、または報告を求める。

ルールの内容及ぴ
ルール遵守の確認方
法

委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

1)記録を残している

2)制限していない

・保守運用委託やオペレーション業務委託に関しては、委託実施場所を本市庁舎内のみとしており、か
つ直接のシステム操作であるため、特定個人情報を含むデータの受け渡しは発生しないため、消去の
委託はしない。

・住民異動届関係受付事務及ぴ郵送請求証明書発行等業務委託に関しては、特定個人情報が記載さ
れた紙媒体については、シュレッダーもしくほ溶解処理を行うことを契約書に記載。
・委託契約の調査条項に基づき必要があると認めるときは調査を行い、または報告を求める。

定めている

めている

2)記録を残していない

規定の内容

r那覇市情報セキュリティボリシー」に基づき作成された「外部委託時の契約に関する手順」及び「那覇市
個人情報保護条例第22条」、「那覇市個人情報保護条例施行規則第14条」に基づき、特定個人情報を
含む、すべてのデータに対して以下のことを規定している。
・受託者及び受託者の従業員は、本市の業務で知り得た情報を、本市の許可なく第三者に開示しない。
この契約に基づく委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においても同様とする。
・本市が貸与する情報、成果品(作成途中を含む。以下同じ)を当該業務以外で使用しない。
・特に認める場合を除き、本市が貸与する情報、成果品を指定場所以外で使用しない。
・本市が貸与する情報、成果品の破壊、滅失、改ざん、盗難、又は漏洩等がないよう十分に管理し、取り
扱う。

・本市が貸与する情報、成果品を使用する必要がなくなった時は、速やかに返却、納品、又は破棄する。
・本市が貸与する情報、成果品の破壊、滅失、改ざん、盗難、又は漏洩等が起きたとき、又は起きる懸念
があるときは、速やかに本市に報告する。
・本市が情報セキュリティに関する検査を行うときは、外部委託事業者又は外部要員個人は、関係書類
の提出等、検査への積極的な協力を行う。
・外部委託業者又は外部要員個人が本市の情報セキュリティ保持に関する契約に違反した場合の措置
について記載する。

2

定めている

めていない

めている

1)定めている

2 めていない
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再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

具体的な方法

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のりスク及びそのりスクに対する措置

・許可のない再委託は禁止している。許可した場合でも通常の委託と同様の措置を義務付けている。

再委託していない

十分である

1)特に力を入れて行っている
3)十分に行っていない
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特に力を入れている
題が残されている

=

2)十分に行っている
4)再委託していない

2)十分であるわ
田



リスク1:不正な提供・移転が行われるりスク

尾

特定個人情報の提供・移転
の記録

特定個人情報の提供・移転
に関するルール

具体的な方法

ルールの内容及ぴ
ルール遵守の確認方
法

・庁内連携システムを利用した情報の移転は全て記録を残しており、どのシステムから移転の要求が
あったかまで記録される。

記録を残している

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

・データ移転先からの「データ利用申請」を求め、データ移転元がその法的根拠等を判断し、承認を得た
もののみ、データの移転を許可することを「那覇市情報セキュリティポリシー」1こ定めている。

定めている

リスク2:不適切な方法で提供・移転が行われるりスク

・庁内連携システムはデータの移転が認められた移転先からのみアクセスを許可された連携システムヘ
データを移転している。
・違反行為を行った場合は、法の罰則規定によリ措置を講じる。
・個人番号の盗用等が発生した場合は、番号法第7条第2項により、職権及び該当者からの申請により
個人番号の変更を行う。

リスクに対する措置の内容

,'

1)記録を残している

.

リスクへの対策は十分か

:ご

リスク3:誤った情報を提供・移転してしまうりスク、誤った相手に提供・移転してしまうりスク

1)定めている

リスクに対する措置の内容

・情報照会・情報提供の記録が逐一保存される仕組みが確立した庁内連携システムを通してやりとりす
ることで、不適切な方法で特定個人情報がやりとりされることを防止している。

十分である

リスクへの対策は十分か

特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)1こおけるその他のりスク及びそのりスクに対
する措置

2)記録を残していない

. ゛

・庁内連携システムでは本業務で保有する情報を全て連携することはできず、移転元から承認された情
報しか移転できないよう、仕組みとして担保されている。また、決められた提供・移転先のみにしか情報
の提供・移転ができない仕組みとなっている。

十分である

・特定個人情報をフラッシュメモリ等の媒体を用いて移転する場合は、セキュリティ機能付きの媒体を用い、かつ、データの暗号化の措
置を施したうぇで移転を行う。

2)定めていない

2)十分である

特に力を入れている
"がされている

C;」

十分である
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特に力を入れている
題が残されている

2)十分である

2)十分である

特に力を入れている
がされている

.
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.

リスク1

リスクに対する措置の内容

,
'

目的外の入手が行われるりスク

リスクへの対策は十分か

リスク2:安全が保たれない方法によって入手が行われるりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

'

リスク3.入手した特定個人情報が不正確であるりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク4:入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するりスク、

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

.

リスク5:不正な提供が行われるりスク

リスクに対する措置の内容

<既存住基システムにおける措置>
①番号法によって認められている機関等、番号法によって認められている理由をシステム的又は職員
による検査にて判断し、提供できる仕組みを構築する予定。

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①情報提供機能(※)により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合りストを情報提供
ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リ
スト1こ基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワーク
システムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した
情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるりスクに対応している。
③特に慎重な対応が求められる情報にっいては自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定
し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定
個人情報が不正に提供されるりスクに対応している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログィン時の職員認証の他に、ログィン・ログァウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。

(※)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う
機能。

,

熨

リスクへの対策は十分か
十分である
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特に力を入れている
'が残されている

2)十分である
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リスク6:不適切な方法で提供されるりスク

リスクに対する措置の内容

<既存住基システムにおける措置>
①提供の記録が逐一保存される仕組みが整備された情報提供ネットワークシステムを用いて連携する
ことで、不適切な方法で特定個人情報が提供されることを防止する。

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①セキュリティ管理機能(※)1こより、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者か
ら受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログァウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。

(※)暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合りストを管理する機能。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、不適切な方法で提供される
リスクに対応している。

②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで漏えい・紛失のりスクに対応している。
③中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務に
はアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。

リスクへの対策は十分か

リスクフ 誤った情報を提供してしまうりスク、誤った相手に提供してしまうりスク

リスクに対する措置の内容

<既存住基システムにおける措置>
①中間サーバへの連携は適切な頻度で行い、その正確性を担保する。また、情報提供の際は相手先と
その妥当性について検証し、誤った相手に提供してしまうことを防止することが担保されたシステムを国
が構築する予定である。

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情
報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に
特定個人情報が提供されるりスクに対応している。
②情報提供データベース管理機能(※)1こより、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式
チエックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備するこ
とで、誤った特定個人情報を提供してしまうりスクに対応している。
③情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原
本と照合するためのエクスボートデータを出力する機能を有している。

(※)特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

十分である

リスクへの対策は十分か 2)十分である

特に力を入れている
題が残されている

特に力を入れている
が残されている

2)十分である

十分である

＼
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情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のりスク及ぴそのりスクに対する措置

<本市における措置>
情報提供ネットワークシステムにおいてのりスク及びそのりスクに対する措置については、今後国が作成、公表を行う情報提供ネット
ワークシステムの特定個人情報保護評価において明示される予定である。

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログィン時の職員認証の他に、ログイン・ログァウトを実施した職員、時刻、操作内
容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
②情報連携においてのみ、情綴提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるりスクに対
応している。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総
合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を
確保している。
③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理(アクセス制御)してお
り、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏
えい等のりスクを極小化する。
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リスク1

縫 :ニ

特定個人情報の漏えし、・滅失・殿損りスク

①NISC政府機関統一基準群

2)十分に行っている

②安全管理体制

③安全管理規程

④安全管理体制・規程の職
員への周知

⑤物理的対策

政府機関ではない

十分に整備している

十分に整備している

具体的な対策の内容

十分に周知している

<本市における措置>
①電子計算機の盗難を防ぐために、施錠ができる場所等に保管し、施錠をしている。
②停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐために、電子計算機に無停電電源装置等を付設している。
③火災によるデータ消失を防ぐために、施設内に消火設備を完備している。
④新耐震基準に基づいて設計、施工された施設内にサーバ室を設置している。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバー・プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視
及び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントと
の混在によるりスクを回避する。

⑥技術的対策

十分に行っている

2)発生なし

特に力を入れて遵守している
十分に守していない

特に力を入れて整備している
に整していナ'い

2)十分である

特1
十
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力を入れて整備している
に整していない

特に力を入れて周知している
十に知していない

具体的な対策の内容

特に力を入れている
題が残されている

特に力を入れて行っている
に'ーつていない

十分に行っている

<本市における措置>
①ネットワークを通じて悪意の第三者が侵入しないよう、ファイアウォールを設置している。
②コンピュータウィルス対策ソフトウェアを導入している。
③OS1こは随時パッチ適用を実施している。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバー・プラットフォームではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネット
ワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及ぴ侵入防止を行う
とともに、ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
③導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

2)十分に遵守している
4)政府ではない

⑦バックァップ

2)十分に整備している

⑧事故発生時手順の策定・
周知

2)十分に整備している

⑨過去3年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

2)十分に周知している

2)十分に行っている

管している

特に力を入れて行っている
ノに'ーつていない

その内容

⑩死者の個人番号

十分に行っている

再発防止策の内容

十分に行っている

具体的な保管方法

その他の措置の内容

発生なし

リスクへの対策は十分か

2)十分に行っている

2)

住基法第8条(住民票の記載等)の規定により削除された住民票について、住基法施行令第34条(保
存)1こおいて定める期間(5年間)、システム上にて保管する。

特に力を入れて行っている
に'ーつていない

管していない
保管している

特に力を入れて行っている
十分にーつていない

<選択肢>
1)発生あり

十分である

2)十分に行っている
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リスク2:特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク3:特定個人情報が消去されずいつまでも存在するりスク

消去手順

住基法第14条第1項(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)の規定に基づき調査等を実
施することにより、住民基本台帳の正確な記録を確保する。

手順の内容

その他の措置の内容

十分である

リスクへの対策は十分か

・住民基本台帳ファイルに記録されたデータのうち、住民票の消除後5年を経過したデータをシステムに
て判別し消去することができる。
・磁気ディスクの廃棄時は、規定に基づき、内容の復元及ぴ判読が不可能になるような方法により消去
する。

・帳票については、規定に基づき、帳簿等を作成し、保管及び廃棄の運用が適切になされていることを
適時確認するとともに、その記録を残す。
・廃棄時には、規定に基づき、廃棄を行うとともに、廃棄文書目録を残す。

特定個人情報の保管・消去におけるその他のりスク及ぴそのりスクに対する措置

定めている

、

特に力を入れている
題が残されている

2)十分である

1)

十分である

めている

2)十分である

2
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特に力を入れている
題が残されている

めていない
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Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるりスク対策知.叺勿⑨を献。,
闘

(2)本人確認情報ファイル

リスク1

C. 女一

潤 非4 .
-1'釘 ,

目的外の入手が行われるりスク

対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内

2)十分である

十分である

本人確認情報の入手元は既存住基システムに限定されるため、既存住基システムへの情報の登録の
際に、届出の窓口において届出内容や本人確認書類(写真付の公的機関発行証明書等)の確認を厳格
に行い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

・平成14年6月10日総務省告示第334号(第6-7 本人確認情報の通知及ぴ記録)等により市町村
コミュニケーションサーバにおいて既存住基システムを通じて入手することとされている情報以外を入手
できないことを、システム上で担保する。
・正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の検索を
行う際の検索条件として、少なくとも性別を除く2情報以上(氏名と住所の組み合わせ、氏名と生年月日
の組み合わせ)の指定を必須とする。

リスク2:不適切な方法で入手が行われるりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク3:入手した特定個人情報が不正確であるりスク

1ゞ

入手の際の本人確認の措置
の内容

十分である

本人確認情報の入手元を既存住基システムに限定する。

個人番号の真正性確認の措
置の内容

本人確認情報の入手元は既存住基システム((1)住民基本台帳ファイル)に限定される。また、既存住
基システムへの情報の登録の際に、届出の窓口において本人確認書類の確認を厳格に行った情報が
自動的に市町村コミュニケーションサーバの本人確認情報ファイルに連携されることから、本人確認情
報ファイルにおける入手の際の本人確認は行わない。

十分である

特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

特に力を入れている
題が残されている
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・本人確認情報の既存住基システムからの取得が適切に行われることをシステムにより担保する。
・出生等により新たに個人番号が指定される場合や転入の際には個人番号力ード(若しくは通知力ードと
法令により定められた身分証明害の組み合わせ)の提示がない場合には、住基ネット1こて本人確認情
報と個人番号の対応付けの確認を行う。

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

・既存住基システムへの登録の、際に正確性確保の措置がされた住民基本台帳ファイルと本人確認情報
ファイルとの整合性の確認を定期的に行うことで、特定個人情報の正確性確保を図る。
・本人確認情報に誤りがあった際に統合端末上で直接訂正を行う場合には、本人確認情報管理責任者
の許可を得て行うこととする。また、訂正した内容等については、その記録を残し、法令等により定めら
れる期間保管する。

2)十分である

特に力を入れている
題が残されている

特に力を入れている
題が残されている

2)十分である

,
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リスク4:入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

・機構が作成・配付する専用のアプリケーション(※)を用いることにより、入手の際の特定個人情報の漏
えい・紛失の防止に努める。
・操作者の認証を行う。
※市町村コミュニケーションサーバのサーバ上で稼動するアプリケーション。市町村コミュニケーション
サーバで管理されるデータの安全保護対策、不正アクセスの防止策には、最新の認証技術や暗号化技
術を採用し、データの盗聴、改ざん、破壊及び盗難、端末の不正利用及びなりすまし等を防止する。ま
た、市町村CSのサーバ自体には、外部からのこじあけ等に対して防御性に優れた耐タンパー装置(通
信時の相互認証及ぴデータの暗号化に必要な情報を保管管理する)を内蔵している。

特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)1=おけるその他のりスク及ぴそのりスクに対する措置

十分である 特に力を入れている
題がされている

=
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リスク1

宛名システム等における措置
の内容

非' r・噐

目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるりスク

事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

その他の措置の内容

市町村コミュニケーションサーバと宛名管理システム間の接続は行わない。

リスクへの対策は十分か

庁内システムにおける市町村コミュニケーションサーバへのアクセスは既存住基システムに限定してお
り、また、既存住基システムと市町村コミュニケーションサーバ間では、法令に基づく事務で使用する以
外の情毅との紐付けは行わない。
なお、市町村コミュニケーションサーバには住基ネットの管理及び運用に必要なソフトウェア以外作動さ
せず、また、市町村コミュニケーションサーバが設置されたセグメント1こある通信機器は入退室者を制限
したマシンルーム内にあり、さらに、施錠を施したラック内に設置している。なお、ラックの鍵も厳重に入
退室管理を施された別の部屋に管理されている。

リスク2:権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるりスク

ユーザ認証の管理

具体的な管理方法

アクセス権限の発効・失効の
管理

十分である

行っている

・システムを利用する必要がある職員を特定し、その者に対し照合IDと生体認証登録を行い、それらに
よるアクセス管理を実施する。
・そのユーザがシステム上で利用可能な機能を制限することで不正利用が行えない対策を実施してい
る。

口冊゛

具体的な管理方法

アクセス権限の管理

行っている

①ID/生体認証登録管理
・アクセス権限と業務の対応表を作成する。
・業務ごとに更新権限の必要があるか、照会権限のみでよいかを確認し、業務に必要なアクセス権限の
みを申請しなけれぱならないものとしている。
・申請に対して、操作者照合情報認証管理責任者が対応表を確認の上、アクセス権限を付与する仕組
みである。
②失効管理
・権限を有していた職員の異動や退職によりその都度アクセス権限の失効管理を行っている。
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特に力を入れている
がされている

残していない

0

具体的な管理方法

特定個人情報の使用の記録

'ーつている

・ユーザ1Dやアクセス権限を操作者照合情報認証管理責任者が定期的に確認し、業務上アクセスが不
要となったIDやアクセス権限を変更または削除する。
・不正アクセスを分析するために、市町村CS及ぴ統合端末においてアプリケーション操作履歴の記録を
取得し、保管する

具体的な方法

行っている

2)十分である

その他の措置の内容

1)行っている

リスクへの対策は十分か

2 'ーつていなし、

・システム管理者はシステムを操作した履歴を磁気ディスクに記録し、情報保護管理者から操作履歴の
内容について提供の要請があれぱ速やかに対応する。
・業務上やむを得ず本人確認情報が表示された画面のハードコピーを保管する場合には、本人確認情
報表示画面のハードコピー管理簿に記入する。
・バックァップされた操作履歴は定められた期間、保管する。

記録を残している

1)

2)行っていない

ーつている

十分である

兇 残している

2)ーつていない

2)十分である特に力を入れている
題が残されている

2)兇

.
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わ
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リスク3:従業者が事務外で使用するりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク4.特定個人情報ファイルが不正に複製されるりスク

・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。
・職員に対しては、データ保護に関する研修を行っていく。
・委託先に対しては業務外で使用しないよう仕様書に定め、個人情報保護にかかる誓約書を提出させて
いる。また、セキュリティ研修の実施も義務付けている。
・違反行為を行った場合は、契約上の損害賠償規定によリ措置を講じる予定。

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

特定個人情報の使用におけるその他のりスク及ぴそのりスクに対する措置

十分である

・システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製はできない仕組みとなっている。
・委託先に対しては仕様書にて許可を得ない複製を禁止し、個人情報保護にかかる誓約書を提出させ
ている。また、セキュリティ研修の実施も義務付けている。
・職員に対しては、データ保護に関する研修を行っていく。
・違反行為を行った場合は、契約上の損害賠償規定によリ措置を講じる予定。

その他、特定個人情報の使用にあたり、以下の措置を講じる。
・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない。
・スクリーンセーバの解除は再度ID/パスワードの入力を行い、ログインすることが必要となる。
・統合端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く。
・本人確認情報が表示された画面のハードコピー(特定個人情報の入力、削除及び訂正を行う際に正確性を確保するため、異動届受
付担当と審査担当で二重にチェックする目的で使用)ほ、事務処理に必要となる範囲にとどめ、使用後はシュレッダーにて廃棄する。

2)十分である

特に力を入れている
'が残されている

十分である
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委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するりスク
委託先による特定個人情報の不正な提供に関するりスク
委託先による特定個人情報の保管・消去に関するりスク
委託契約終了後の不正な使用等のりスク
再委託に関するりスク

情報保護管理体制の確認

'

特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

.

i' '

委託契約を締結するときは、「那覇市情報セキュリティポリシー」に基づき作成された「外部委託時の契
約に関する手順」において、委託に関する責任を有する部署を明確にするとともに、セキュリティ要件を
記載した契約書の締結を定めている。また、「那覇市情報セキュリティポリシー」1こおいて、管理体制につ
いても報告を求めている。

具体的な制限方法

特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

特定個人情報の提供ルール

具体的な方法

・委託にかかる実施体制の提出を義務付けている。
・委託事業者に対し、個人情報保護にかかる誓約書を提出させている。また、セキュリティ研修の実施も
義務付けている。
・誓約書の提出があった要員に対してのみシステム操作の権限を与えている。

制限している

委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

・アクセスログによる記録を残している。

委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及ぴルール遵守
の確認方法

記録を残している

特定個人情報の消去ルール

1)制限している

・提供を禁止している

定めている

ルールの内容及ぴ
ルール遵守の確認方
法

・保守運用委託やオペレーション業務委託に関しては、仕様書にて委託業務実施場所を本市庁舎内に
限定し、外部への持ち出しを禁止している。
・委託契約の調査条項に基づき必要があると認めるときは調査を行い、または報告を求める。

委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

1)記録を残している

2)制限していない

・保守運用委託やオペレーション業務委託に関しては、委託実施場所を本市庁舎内のみとしており、か
つ直接のシステム操作であるため、特定個人情報を含むデータの受け渡しは発生しないため、消去の
委託はしない。

定めていない

めている

2)記録を残していない

規定の内容

「那覇市情報セキュリティポリシー」に基づき作成された「外部委託時の契約に関する手順」及び「那覇市
個人情報保護条例第22条」、「那覇市個人情報保護条例施行規則第14条」に基づき、特定個人情報を
含む、すべてのデータに対して以下のことを規定している。
・受託者及び受託者の従業員は、本市の業務で知り得た情報を、本市の許可なく第三者に開示しない。
この契約に基づく委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においても同様とする。
・本市が貸与する情報、成果品(作成途中を含む。以下同じ)を当該業務以外で使用しない。
,特に認める場合を除き、本市が貸与する情報、成果品を指定場所以外で使用しない。
・本市が貸与する情報、成果品の破壊、滅失、改ざん、盗難、又は漏洩等がないよう十分に管理し、取り
扱う。

・本市が貸与する情報、成果品を使用する必要がなくなった時は、速やかに返却、納品、又は破棄する。
・本市が貸与する情報、成果品の破壊、滅失、改ざん、盗難、又は漏洩等が起きたとき、又は起きる懸念
があるときは、速やかに本市に報告する。
・本市が情報セキュリティに関する検査を行うときは、外部委託事業者又は外部要員個人は、関係書類
の提出等、検査への積極的な協力を行う。
・外部委託業者又は外部要員個人が本市の情報セキュリティ保持に関する契約に違反した場合の措置
こついて記載する。

定めている

2) めていない

めている

1)定めている

2 めていナ'い

2)定めていない
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再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

具体的な方法

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のりスク及びそのりスクに対する措置

・許可のない再委託は禁止している。許可した場合でも通常の委託と同様の措置を義務付けている。

再委託していない

十分である

1)特に力を入れて行っている
3)十分に行っていない

1)特に力を入れている
3)課題が残されている

2)十分に行っている
4)再委託していない

2)十分である
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リスク1

竃

特定個人情報の提供・移転
の記録

不正な提供・移転が行われるりスク

具体的な方法

特定個人情報の提供・移転
に関するルール

ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

特定個人情報(個人番号、4情報等)の提供・移転を行う際に、提供・移転の記録(提供・移転日時、操作
者等)をシステム上で管理し、5年分保存する。
なお、システム上、提供に係る処理を行ったものの提供が認められなかった場合についても記録を残
す。

記録を残している

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク2.不適切な方法で提供・移転が行われるりスク

・相手方(都道府県サーバ)と市町村CSの間の通信では相互認証を実施しているため、認証できない相
手先への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。

定めている

リスクに対する措置の内容

「サーバ室等への入室権限」及び「本特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限」を有する
者を適切に管理する。

,.

1)記録を残している

リスクへの対策は十分か

. :ご

リスク3:誤った情報を提供・移転してしまうりスク、誤った相手に提供・移転してしまうりスク

相手方(都道府県サーバ)と市町村コミュニケーションサーバの問の通信では相互認証を実施している
ため、認証できない相手先への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。
また、媒体へ出力する必要がある場合には、逐一出力の記録が残される仕組みを構築する。

十分である

1)定めている

リスクに対する措置の内容

2)記録を残していない

1,
亘 ^

・誤った情報を提供・移転してしまうりスクへの措置
システム上、照会元から指定された検索条件に基づき得た結果を適切に提供・移転することを担保す

る。

また、本人確認情報に変更が生じた際には、市町村コミュニケーションサーバへの登録時点で項目の
フォーマットチェックや論理チェック(例えぱ、現存する住民に対して転入を異動事由とする更新が行われ
ようとした場合や、転居を異動事由とする更新の際に住所以外の更新が行われようとした場合に当該処
理をエラーとする)がなされた情報を通知することをシステム上で担保する。

・誤った相手に提供・移転してしまうりスクへの措置
相手方(都道府県サーバ)と市町村コミュニケーションサーバの間の通信では相互認証を実施するた

め、認証できない相手先への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。

十分である

リスクへの対策は十分か
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2)定めていない

特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)におけるその他のりスク及びそのりスクに対
する措置

特に力を入れている
題が残されている

特に力を入れている
が残されている

2)十分である

特に力を入れている
が残されている

弓.辻

2)十分である

十分である

2)十分である
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リスク1:目的外の入手が行われるりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分力

リスク2.安全が保たれない方法によって入手が行われるりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク3:入手した特定個人情報が不正確であるりスク

リスクに対する措置の内容

'

リスクへの対策は十分か

リスク4:入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分力

リスク5:不正な提供が行われるりスク

.

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分力

リスク6:不適切な方法で提供されるりスク

リスクに対する措置の内容

.

リスクへの対策は十分か

リスクフ:誤った情報を提供してしまうりスクイ誤った相手に提供してしまうりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分力

情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のりスク及ぴそのりスクに対する措置
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C

リスク1

①NISC政府機関統一基準群

特定個人情報の漏えい・滅失・殿損りスク

②安全管理体制

③安全管理規程

④安全管理体制・規程の職
員への周知

⑤物理的対策

政府機関ではない

十分に整備している

具体的な対策の内容

⑥技術的対策

十分に整備している

十分に周知している

・電子計算機の盗難を防ぐために、施錠ができる場所等に保管し、施錠をしている。
・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐために、電子計算機に無停電電源装置を付設している。
・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内に消火設備を完備している。
・新耐震基準に基づいて設計、施工された施設内にサーバ室を設置している。

十分に行っている

具体的な対策の内容

している

⑦バックァップ

特に力を入れて遵守している
十分に守していない

⑧事故発生時手順の策定・
周知

特に力を入れて整備している
に整していない
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⑨過去3年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

特に力を入れて整備している
十分に整していない

十分に行っている

・ネットワークを通じて悪意の第三者が侵入しないよう、ファイアウォールを設置している。
・コンピュータウィルス対策ソフトウェアを導入している。
・OS1こは随時パッチ適用を実施している。

特に力を入れている
題が残されている

特に力を入れて周知している
十に知していない

2)発生なし

特に力を入れて行っている
にーつていない

2)十分に遵守している
4)政府ではない

その内容

⑩死者の個人番号

2)十分に整備している

十分に行っている

再発防止策の内容

2)十分に整備している

十分に行っている

2

具体的な保管方法

その他の措置の内容

特に力を入れて行っている
に'ーつていない

2)十分に周知している

発生なし

リスクへの対策は十分か

2)十分に行っている

仙していナ'い

生存する個人の個人番号とともに、死亡による消除後、平成14年6月10日総務省告示第334号(第6
-8(1)市町村長における本人確認情報の消去)に定める期間保管する。

特に力を入れて行っている
に'ーつていない

2)十分である

保管している

特に力を入れて行っている
十分にーつていない

2)十分に行っている

<選択肢>
1)発生あり

十分である

2)十分に行っている

2)十分に行っている
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リスク2:特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク3:特定個人情報が消去されずいつまでも存在するりスク

消去手順

既存住基システムとの整合処理を定期的に実施し、保存する本人確認情報が最新であるかどうかを確
認することにより担保する。

手順の内容

その他の措置の内容

十分である

・システム上、平成14年6月10日総務省告示第334号(第6-8(1)市町村長における本人確認情報
の消去)1こ定める保存期間を経過した住民票の記載の修正前の本人確認情報(履歴情報)及ぴ消除者
の本人確認情報を消去する仕組みとする。
・磁気ディスクの廃棄時は、規定に基づき、内容の復元及び判読が不可能になるような方法により消去
する。
・帳票については、規定に基づき、帳簿等を作成し、保管及び廃棄の運用が適切になされていることを
適時確認するとともに、その記録を残す。
・廃棄時には、規定に基づき、廃棄を行うとともに、廃棄文書目録を残す。

リスクへの対策は十分か

特定個人情報の保管・消去におけるその他のりスク及ぴそのりスクに対する措置

定めている
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特に力を入れている
題が残されている

2)十分である

1) めている

十分である

2)十分である

2 めていない

に力を入れている
題が残されている
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Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるりスク対策知.叺勿⑨を胤。,
闘

(3)送付先情報ファイル

特に力を入れている
題が残されている

リスク1:目的外の入手が行われるりスク

^

対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

2)十分である

必要な情穀以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
J、

.

送付先情報の入手元は既存住基システムに限定されるため、既存住基システムへの情報の登録の際
に、届出の窓口において届出内容や本人確認婁類(写真付の公的機関発行証明書等)の確認を厳格に
行い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

・平成14年6月10日総務省告示第334号(第6-7 本人確認情報の通知及び記録)等により市町村C
Sにおいて既存住基システムを通じて入手することととされている情報以外を入手できないことを、シス
テム上で担保する。
・正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の検索を
行う際の検索条件として、少なくとも性別を除く2情報以上(氏名と住所の組み合わせ、氏名と生年月日
の組み合わせ)の指定を必須とする。

リスク2:不適切な方法で入手が行われるりスク

リスクに対する措置の内容

.,

リスクへの対策は十分か

リスク3:入手した特定個人情報が不正確であるりスク

1ゞ

入手の際の本人確認の措置
の内容

十分である

送付先情報の入手元を既存住基システムに限定する。

個人番号の真正性確認の措
置の内容

特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

送付先情報の入手元は既存住基システム((1)住民基本台帳ファイル)に限定される。また、既存住基
システムへの情報の登録の際に、届出の窓口において本人確認書類の確認を厳格に行った情報が自
動的に市町村コミュニケーションサーバの送付先情報ファイルに連携されることから、送付先情報ファイ
ルにおける入手の際の本人確認は行わない。

十分である

特に力を入れている
が残されている

その他の措置の内容

システムに

個人番号の生成元である機構が設置・管理する全国サーバから住民票コードに対応付く個人番号を適
切に取得できることを、システムにより担保する。

リスクへの対策は十分か

子

保する。
なお、送付先情報ファイルは、既存住基システムから入手後、個人番号力ード管理システムに送付先情
報を送付した時点で役割を終える(不要となる)ため、送付後速やかに市町村コミュニケーションサーバ
から削除する。

そのため、入手から削除までのサイクルがごく短期間であることから、入手から削除の間の正確性を維
持するための特段の対策は講じない。
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システムに'し、て正

特に力を入れている
題が残されている

2)十分である

力

2)十分である

十分である
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リスク4:入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

・機構が作成・配付する専用のアプリケーション(※)を用いることにより、入手の際の特定個人情報の漏
えし、・紛失の防止に努める。
・操作者の認証を行う。
※市町村コミュニケーションサーバで稼動するアプリケーション。市町村コミュニケーションサーバで管理
されるデータの安全保護対策、不正アクセスの防止策には、最新の認証技術や暗号化技術を採用し、
データの盗聴、改ざん、破壊及び盗難、端末の不正利用及ぴなりすまし等を防止する。また、市町村コ
ミュニケーションサーバは、外部からのこじあけ等に対して防御性に優れた耐タンパー装置(通信時の相
互認証及ぴデータの暗号化に必要な情報を保管管理する)を内蔵している。

特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)1こおけるその他のりスク及ぴそのりスクに対する措置

十分である
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特に力を入れている
題が残されている

2)十分であるわ
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リスク1

澗 IF '「・噐

目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるりスク

宛名システム等における措置
の内容

2)氾

事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

その他の措置の内容

市町村コミュニケーションサーバと宛名管理システム間の接続は行わない。

リスクへの対策は十分か

庁内システムにおける市町村コミュニケーションサーバへのアクセスは既存住基システムに限定してお
り、また、既存住基システムと市町村CS間では、法令に基づく事務で使用する以外の情報との紐付け
は行わない。
なお、市町村コミュニケーションサーバにおいて住基ネットの管理及び運用に必要なソフトウェア以外作
動させず、また、市町村コミュニケーションサーバが設置されたセグメント1こあるハブには権限の無い者
が機器を接続できないよう、適切な対策(物理的なアクセス制限、MACアドレスによるフィルタリング等)
を講じる。

リスク2:権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)1こよって不正に使用されるりスク

ユーザ認証の管理

具体的な管理方法

アクセス権限の発効・失効の
管理

十分である

行っている

・システムを利用する必要がある職員を特定し、その者に対し照合IDと生体認証登録を行い、それらに
よるアクセス管理を実施する。
・そのユーザがシステム上で利用可能な機能を制限することで不正利用が行えない対策を実施してい
る。

具体的な管理方法

アクセス権限の管理

行っている

①ID/生体認証登録管理
・アクセス権限と業務の対応表を作成する。
・業務ごとに更新権限の必要があるか、照会権限のみでよいかを確認し、業務に必要なアクセス権限の
みを申請しなけれぱならないものとしている。
・申請に対して、操作者照合情報認証管理責任者が対応表を確認の上、アクセス権限を付与する仕組
みである。
②失効管理
・権限を有していた職員の異動や退職によりその都度アクセス権限の失効管理を行っている。
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特に力を入れている
がされている

丁つ。

残していない

具体的な管理方法

特定個人情報の使用の記録

ーつている

・ユーザ1Dやアクセス権限を操作者照合情報認証管理責任者が定期的に確認し、業務上アクセスが不
要となったIDやアクセス権限を変更または削除する。
・不正アクセスを分析するために、市町村CS及び統合端末においてアプリケーション操作履歴の記録を
取得し、保管する

具体的な方法

行っている

2)十分である

その他の措置の内容

1)行っている

リスクへの対策は十分か

2)ーつていない

・システム管理者はシステムを操作した履歴を磁気ディスクに記録し、情報保護管理者から操作履歴の
内容について提供の要請があれぱ速やかに対応する。
・バックアップされた操作履歴は定められた期間、保管する。

記録を残している

2)行っていない

'ーつている

特に力を入れている

暑己 残している

2)ーつていない

2)十分である特に力を入れている
題が残されている

わ
3

わ
の



リスク3:従業者が事務外で使用するりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク4:特定個人情報フナイルが不正に複製されるりスク

・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。
・職員に対しては、データ保護に関する研修を行っていく。
・委託先に対しては業務外で使用しないよう仕様害に定め、個人情報保護にかかる誓約書を提出させて
いる。また、セキュリティ研修の実施も義務付けている。
・違反行為を行った場合は、契約上の損害賠償規定によリ措置を講じる予定。

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

特定個人情報の使用におけるその他のりスク及ぴそのりスクに対する措置

十分である

・システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製はできない仕組みとなっている。
・委託先に対しては仕様書にて許可を得ない複製を禁止し、個人情報保護にかかる誓約書を提出させ
ている。また、セキュリティ研修の実施も義務付けている。
・職員に対しては、データ保護に関する研修を行っていく。
・違反行為を行った場合は、契約上の損害賠償規定によリ措置を講じる予定。

・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない。
・スクリーンセーバの解除は再度ID/パスワードの入力を行い、ログインすることが必要となる。
・統合端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く。
・特定個人情報が表示された画面のハードコピー(特定個人情報の入力、削除及び訂正を行う際に正確性を確保するため、異動届受
付担当と審査担当で二重にチェックする目的で使用){ま、事務処理に必要となる範囲にとどめ、使用後はシュレッダーにて廃棄する。

2)十分である

特に力を入れている
が残されている

十分である 特に力を入れている
題が残されている

2)十分である
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委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するりスク
委託先による特定個人情報の不正な提供に関するりスク
委託先による特定個人情報の保管・消去に関するりスク
委託契約終了後の不正な使用等のりスク
再委託に関するりスク

情報保護管理体制の確認

特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

委託契約を締結するときは、「那覇市情報セキュリティボリシ・'」に基づき作成された「外部委託時の契
約に関する手順」において、委託に関する責任を有する部署を明確にするとともに、セキュリティ要件を
記載した契約書の締結を定めている。また、「那覇市情報セキュリティポリシー」1こおいて、管理体制につ
いても報告を求めている。

具体的な制限方法

特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

特定個人情報の提供ルール

具体的な方法

・委託にかかる実施体制の提出を義務付けている。
・委託事業者に対し、個人情報保護にかかる誓約婁を提出させている。また、セキュリティ研修の実施も
義務付けている。
・誓約書の提出があった要員に対してのみシステム操作の権限を与えている。

制限している

委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

・アクセスログによる記録を残している。

委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及ぴルール遵守
の確認方法

記録を残している

特定個人情報の消去ルール

1)制限している

・提供を禁止している

定めている

ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・保守運用委託やオペレーション業務委託に関しては、仕様婁にて委託業務実施場所を本市庁舎内に
限定し、外部への持ち出しを禁止している。
・委託契約の調査条項に基づき必要があると認めるときは調査を行い、または報告を求める。

委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

1)記録を残している

2)制限していない

・保守運用委託やオペレーション業務委託に関しては、委託実施場所を本市庁舎内のみとしており、か
つ直接のシステム操作であるため、特定個人情報を含むデータの受け渡しは発生しないため、消去の
委託はしない。

1)

定めていない

めている

2)記録を残していない

規定の内容

「那覇市情報セキュリティボリシー」に基づき作成された「外部委託時の契約に関する手順」及び「那覇市
個人情報保護条例第22条」、「那覇市個人情報保護条例施行規則第14条」に基づき、特定個人情報を
含む、すべてのデータに対して以下のことを規定している。
・受託者及ぴ受託者の従業員は、本市の業務で知り得た情報を、本市の許可なく第三者に開示しない。
この契約に基づく委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においても同様とする。
・本市が貸与する情報、成果品(作成途中を含む。以下同じ)を当該業務以外で使用しない。
・特に認める場合を除き、本市が貸与する情報、成果品を指定場所以外で使用しない。
・本市が貸与する情報、成果品の破壊、滅失、改ざん、盗難、又は漏洩等がないよう十分に管理し、取り
扱う。
・本市が貸与する情報、成果品を使用する必要がなくなった時は、速やかに返却、納品、又は破棄する。
・本市が貸与する情報、成果品の破壊、滅失、改ざん、盗難、又は漏洩等が起きたとき、又は起きる懸念
があるときは、速やかに本市に報告する。
・本市が情報セキュリティに関する検査を行うときは、外部委託事業者又は外部要員個人は、関係書類
の提出等、検査への積極的な協力を行う。
・外部委託業者又は外部要員個人が本市の情報セキュリティ保持に関する契約に違反した場合の措置
について記載する。

定めている

2 めていない

めている

1)定めている

2 めていナ'い

2)定めていない
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再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

具体的な方法

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のりスク及びそのりスクに対する措置

,、

・許可のない再委託は禁止している。許可した場合でも通常の委託と同様の措置を義務付けている。

再委託していない

十分である

1)特に力を入れて行っている
3)十分に行っていない
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特に力を入れている
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2)十分に行っている
4)再委託していない
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リスク1:不正な提供・移転が行われるりスク

鳳

特定個人情報の提供・移転
の記録

具体的な方法

特定個人情報の提供・移転
に関するルール

七. 」

ルールの内容及ぴ
ルール遵守の確認方
法

特定個人情報(個人番号、4情報等)の提供・移転を行う際に、提供・移転の記録(提供・移転日時、操作
者等)をシステム上で管理し、5年分保存する。
なお、システム上、提供に係る処理を行ったものの提供が認められなかった場合についても記録を残
す。

キ

記録を残している

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク2:不適切な方法で提供・移転が行われるりスク

・相手方(都道府県サーノリと市町村コミュニケーションサーバの間の通信では相互認証を実施している
ため、認証できない相手先への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。

定めている

リスクに対する措置の内容

「サーバ室等への入室権限」及ぴ「本特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限」を有する
者を適切に管理する。

リスクへの対策は十分か

1)記録を残している

.^

リスク3:誤った情報を提供・移転してしまうりスク、誤った相手に提供・移転してしまうりスク

相手方(都道府県サーバ)と市町村コミュニケーションサーバの間の通信では相互認証を実施している
ため、認証できない相手先への情報の提供はなされない二とがシステム上担保される。
また、媒体へ出力する必要がある場合には、逐一出力の記録が残される仕組みを構築する。

十分である

わ定めている

リスクに対する措置の内容

2)記録を残していない

1
,

舮
^'

リスクへの対策は十分か

十分である

特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)1こおけるその他のりスク及びそのりスクに対
する措置

・誤った情報を提供・移転してしまうりスクへの措置
システム上、既存住基システムから入手した情報の内容に編集を加えず、適切に個人番号力ード管理

システムに提供することを担保する。

誤った相手に提供・移転してしまうりスクへの措置
:相手方(個人番号力ード管理システム)と市町村CSの間の通信では相互認証を実施するため、認証で
きない相手先への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。

2)十分である

2)定めていない

特に力を入れている
題が残されている
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2)十分である

特に力を入れている
がされている

特に力を入れている
題が残されている二

2)十分である

十分である
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リスク1:目的外の入手が行われるりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク2:安全が保たれない方法によって入手が行われるりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分力

リスク3:入手した特定個人情報が不正確であるりスク

リスクに対する措置の内容

'

リスクへの対策は十分力

リスク4 入手の際に特定個人情報が漏えし、・紛失するりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分力

リスク5:不正な提供が行われるりスク

.

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分力

リスク6:不適切な方法で提供されるりスク

リスクに対する措置の内容

.

リスクへの対策は十分力

リスクフ:誤った情報を提供してしまうりスク、誤った相手に提供してしまうりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分力

情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のりスク及ぴそのりスクに対する措置
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リスク1

1鐙 =
二

特定個人情報の漏えい・滅失・殿損りスク

①NISC政府機関統一基準群

2)十分に行っている

②安全管理体制

③安全管理規程

④安全管理体制・規程の職
員への周知

⑤物理的対策

政府機関ではない

十分に整備している

具体的な対策の内容

⑥技術的対策

十分に整備している

十分に周知している

・電子計算機の盗難を防ぐために、施錠ができる場所等に保管し、施錠をしている。
・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐために、電子計算機に無停電電源装置を付設している。
・火災によるデータ消失を防ぐために、施設内に消火設備を完備している。
・新耐震基準に基づいて設計、施工された施設内にサーバ室を設置してぃる。

十分に行っている

具体的な対策の内容

⑦バックァップ

特に力を入れて遵守している
十分に守していない
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⑧事故発生時手順の策定・
周知

特に力を入れて整備している
に整していない

特に力を入れている
題が残されている

⑨過去3年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

特に力を入れて整備している
十分に整していない

十分に行っている

・ネットワークを通じて悪意の第三者が侵入しないよう、ファイアウォールを設置している。
・コンピュータウィルス対策ソフトウェアを導入している。
・OS1こは随時パッチ適用を実施している。

2)発生なし

特に力を入れて周知している
十に知していない

している

特に力を入れて行っている
にーつていない

2)十分に遵守している
4)政府ではない

その内容

⑩死者の個人番号

2)十分に整備している

十分に行っている

再発防止策の内容

2)十分に整備している

十分に行っている

2

具体的な保管方法

その他の措置の内容

特に力を入れて行っている
にーつていない

2)十分に周知している

発生なし

リスクへの対策は十分か

2)十分に行っている

倖していない

特に力を入れて行っている
にーつていない

2)十分である

保管していない

特{
十

2)十分に行っている

<選択肢>
1)発生あり

力を入れて行っている
にーつていない

十分である

2)十分に行っている
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リスク2:特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるりスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

リスク3:特定個人情報が消去されずいつまでも存在するりスク

本特定個人情報ファイル(送付先情報ファイル)ほ、送付先情報の連携を行う必要が生じた都度作成/
連携することとしており、システム上、連携後速やか(1営業日後)1こ削除する仕組みとする。
また、媒体を用いて連携する場合、当該媒体は連携後、連携先である機構において適切に管理され、市
町村では保管しない。
そのため、送付先情報ファイルにおいて特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるりスクは存在し
ない。

消去手順

手順の内容

その他の措置の内容

リスクへの対策は十分か

特定個人情報の保管・消去におけるその他のりスク及ぴそのりスクに対する措置

十分である

システム上、保管期間の経過した特定個人情報を一括して削除する仕組みとする。

送付先情報ファイルは、機構への特定個人情報の提供後、速やかに市町村コミュニケーションサーバから削除される。
その後、当該特定個人情報は機構において管理されるため、送付先情報ファイルのバックァップは取得しない予定である。

定めている

2)十分である

特に力を入れている
がされている

十分である

2)1) めている

2)十分である
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Ⅳその他のりスク対策*

①自己点検

具体的なチェック方法

<本市における措置>
①年に1回担当部署内において、評価書の記載内容通りの運用がなされていることにっいて、自己点
検を行い、運用状況を確認する。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及ぴ事業者に対し、定期
的に自己点検を実施することとしている。

十分に行っている

②監査

具体的な内容

1)特に力を入れて行っている 2)十分に行っている
3)十分にーつていない

十分に行っていない

<本市における措置>
①現在は行っていないが、今後監査の実施に向けて検討を行う。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームにつぃて、定期的に監査を行うこととしている。

"

従業者に対する教育・啓発

".

1)特に力を入れて行っている 2)十分に行っている
3 十分にーつていない

具体的な方法

<本市における措置>
①職員に対しては、個人情報保護に関する研修を行っていく。
②委託業者に対しては、契約内容に個人情報保護に関する研修の実施を義務付け、秘密保持契約を
締結している。
③違反行為を行った者に対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりうる。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施す
ることとしている。

②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしてい
る。

十分に行っている

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、Πりテ
ラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及ぴ技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を
実現する。

' Ⅱ'

1)特に力を入れて行っている 2)十分に行っている
3)十分にーつていない
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V 開示請求、問合せ

①請求先

澗

②請求方法

垰'

特記事項

③手数料等

那覇市役所総務部法制契約課(市政情報センター)
〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号
電話:098-869-8191

指定様式による害面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

④個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイル名

(手数料額、納付方法:

有料

公表場所

⑤法令による特別の手続

⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

1)有料 2)無料 1

写しの交付を受ける場合には、那覇市個人情報保護条例施行規則に規
定する写しの作成に要する費用(伊上A4一枚10円)、郵送により写しの交
付を受ける場合は郵送料の負担が必要

行っていない

①連絡先

掲

②対応方法

'

那覇市役所市民文化部ハイサイ市民課
〒900一舗85 那覇市泉崎1丁目1番1号
電話:098-862-3274

L点旦

<選択肢>
1)行っている

・問い合わせの受付時に受付票を起票し、対応について記録を残す。

2)行っていない
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Ⅳ  審査会の答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



答申第1号

第1 審査会の結論

那覇市長(以下「実施機関」という。)が、令和元年12月25日付け那福保管第

289号で行った保有個人情報開示決定処分(以下「本件処分」という。)は妥当で

ある。

第2 諮問に至る経緯

1 保有個人情報開示請求

審査請求人は、令和元年12月3日付けで、那覇市個人情報保護条例(平成3

年那覇市条例第21号。以下「条例」という。)第16条の規定により、実施機関

に対し、 7医療機関(●●●)に係る平成24年1月から平成28年3月までの期

間におけるレセプト(以下「本件対象文書」という。)の開示請求を行った。

答申書

2 本件処分

実施機関は、令和元年12月25日、条例第18条第1項の規定により、本市が

保有する情報(公文書)は●●●の平成27年10月分及び●●●の平成26年8月

分並びに●●●の平成26年8月分から同年10月分及び平成27年5月分の合計6

件であると特定して、その全部を開示することを決定し、本件処分を行った。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、令和2年1月30日付けで、条例第

20条第1項の規定により、審査請求を行った。

4 諮問

実施機関は、令和2年4月7日付けで、条例第21条第1項の規定により、

当審査会に対して審査請求に係る諮問を行った。

第3 審査請求人の主張の要旨

1 審査請求の趣旨

全開示する裁決を求める。

2 審査請求の理由

審査請求人が審査請求書によって述べている審査請求の主たる理由は、概

ね次のとおりである。

①審査請求人は、平成21年に勤めていた事業所内事故により複数骨折損傷

を負っている。労災事故について、係争中である。
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②那覇市保護課に医療報酬請求は沖縄労働局に請求すべきものです。(原

文ママ)

(3)●●●、●●●(「●●●」の誤記かと思われる。〔所管課注〕)、●●

■、●●●のレセプトが開示されておりません、受診をしました診療分は

全て開示されるべきである。

第4 実施機関の説明の要旨

1 開示決定とした要旨

実施機関が、弁明書によって述べている主張は、次のとおりである。

審査請求人により開示請求されたレセプトのうち、本市が保有するもの

についてはすべて開示しております。

2 審査会における説明等の要旨

審査会において、実施機関が行った説明等の概要は、次のとおりである。

(1)生活保護の医療費扶助に係るレセプトは、平成18年度から導入したレセ

プト管理システムにおいて管理しており、審査請求人の開示請求に係るレ

セプトについて、審査請求人の氏名で検索した結果、実施機関が保有して

いるレセプトは、審査請求人に開示した3医療機関の6件のみであった。

なお、レセプトの保存年限は5年となっている。

(2)医療費扶助は、現物給付となっており、その手続きとしては、通常、被

受給者からの申し出により医療機関ごと、月ごとに、保護管理課(生活保護

に係る医療費扶助の所管課)が発行する医療券を被受給者が医療機関に持

参したうえで、受診するものとなっている。

③今回の審査請求を受けて、本件対象文書に係る医療券の発行記録を検索

したところ、本件処分で開示した6件に係るものを除けば、●●●の平成

27年6・7月分、●●●の平成25年9・10月分及び平成26年1月分並びに●●

●の平成25年8月分の6件のみの記録があっただけである。

なお、医療券の発行があっても、生活保護費受給者が医療機関を受診し

ていない場合もあることから、その6件も同様であったと思われるもので

ある。

④以上のとおり実施機関が保有する本件対象文書については全て開示し

ているため、本件審査請求は棄却されるべきである。

第5 審査会の判断

当審査会は、条例第21条第1項に規定する諮問に応じ、審査請求人の主張

及び実施機関の処分理由説明等の内容を踏まえ、本件処分の妥当性について

審査をした結果、以下のとおり判断する。

1 実施機関の説明等、審査請求人の主張及び条例の関係規定について
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(1)審査会は、実施機関の担当職員からの説明等により、審査請求人が開示

請求した本件対象文書のうち、実施機関が保有する公文書(レセプト)は開

示決定した6件のみであり、その余については保有していないことを確認

した。

②実施機関が開示請求に係る保有個人情報を全部開示した本件処分に対

し、審査請求人が如何なる理由により「全開示する裁決を求める。」とする

審査請求を提起したのか、当該審査請求書及び反論書からは、必ずしも明

らかにはなっていない。

(3)保有個人情報とは、条例第2条第9号において「実施機関の職員が職務上

作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に

利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、

公文書(「略」)に記録されているものに限る。」と規定されている。

2 本件処分について

実施機関は、開示請求に係る実施機関が保有する個人情報の全部を開示し

ており、実施機関が行った本件処分は、妥当である。

3 まとめ

以上のことから、当審査会は、「第1

第6 処理経過

当審査会の処理経過は次のとおりである。

令和2年4月7日・審査会への諮問書を受領

令和2年6月25日・令和2年度第1回審査会

実施機関職員からの説明及び聴取、案件審議

令和2年7月30日・令和2年度第2回審査会

答申書の確定

審査会の結論」のとおり判断する。

那覇市情報公開・個人情報保護審査会

長上原義信
メ△、
ユ弐

副会長当山恵子

委員林千賀子

委員渡名喜庸安
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  １ 会議公開制度の目的 

 

 

  情報公開制度の目的が実効的に保障されるためには、市政に関する情報が広く公開される必要があり、

そのためには公文書の公開だけではなく、会議の公開についてもその充実を図らなければなりません。

このような観点にたち、市政に関する意思形成に重要な役割、機能を有する市の会議について、会議運

営の公正性を確保するとともに、市政への市民参加を一層推進するため「公開原則」のもとに会議の公

開を行っています。 

 

    会議公開制度の主な内容 

  (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員

会、消防局長、上下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人（市立病院）をいう。 

  (2) 公開の対象となる会議 

   ① 条例で設置された審議会、審査会等の会議 

   ② 行政委員会の会議 

  (3) 会議公開の基準 

    原則公開ですが、①情報公開条例により非公開とすることができる情報に関して審議する場合、  

     ②公開することにより公正、円滑な審議が著しく阻害される場合は、公開しないことができます。 

  (4) 公開の内容 

    公開される会議の主な内容は、①開催日時、議題等の事前公表、②傍聴の可否、③意見書の提出、

④会議録等の公開となっています。 

 

 

  ２ 会議公開制度の運用状況 

 

 (1) 会議の開催について市政情報センターに報告があったのは140件となっています。 

  (2) 報告のあった会議について傍聴できたものは41件、傍聴できなかったものは99件となっていま 

す。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会議の開催状況（次項もあります）

部名 課名 会議の名称 開催数 公開 非公開
傍聴
人数

意見
提出

防災会議委員会 1 1 0 0 0

防災会議幹事会 1 1 0 0 0

秘書広報課 那覇市市政功労者表彰審査委員会 1 0 1 0 0

管財課 那覇市財産評価委員会 3 0 3 0 0

那覇市建設工事等入札監視委員会 2 0 2 0 0

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会 1 1 0 0 0

那覇市行政不服審査会 2 0 2 0 0

那覇市情報公開・個人情報保護審査会 2 0 2 0 0

企画財務部 企画調整課 那覇市真和志複合施設建設委員会 5 5 0 1 0

商工農水課 那覇市中小企業振興審議会 1 1 0 0 0

観光課 那覇市観光審議会 1 1 0 0 0

市民生活安全課 那覇市安全で住みよいまちづくり推進協議会 2 2 0 0 0

文化振興課 那覇市文化行政審議会 3 1 2 0 0

文化財課 那覇市立壷屋焼物博物館協議会 2 2 0 0 0

まちづくり協働推進課 那覇市協働によるまちづくり推進審議会 2 0 2 0 0

那覇市こども政策審議会（書面開催） 1 0 1 0 0

保育所等認可・利用定員設定等部会 2 0 2 0 0

こども政策課・子育て応援課
那覇市こども政策審議会指定管理予定候補者選
定部会

1 0 1 0 0

那覇市社会福祉審議会（書面） 1 0 1 0 0

那覇市民生委員推薦会 3 0 3 0 0

那覇市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会 1 1 0 0 0

那覇市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 1 1 0 0 0

那覇市精神障がい者地域生活支援センター指定管理者予定候
補者審査部会 1 0 1 0 0

那覇市社会福祉審議会障がい者専門分科会
（非公開2件は書面開催）

3 1 2 0 0

那覇市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会
審査部会

4 0 4 0 0

那覇市社会福祉協議会高齢者福祉介護専門分科
会

5 4 1 0 0

那覇市老人ホーム入所判定委員会 3 0 3 0 0

こども政策課

福祉部

福祉政策課

障がい福祉課

総務部

防災危機管理課

法制契約課

経済観光部

市民文化部

ちゃーがんじゅう課

こどもみらい部

178



会議の開催状況

部名 課名 会議の名称 開催数 公開 非公開
傍聴
人数

意見
提出

国民健康保険課 那覇市国民健康保険運営協議会 1 1 0 0 0

地域保健課 那覇市小児慢性特定疾病審査会 12 0 12 0 0

那覇市都市景観審議会 1 1 0 3 0

那覇市都市計画審議会 1 1 0 0 0

那覇市都市みらい部及びまちなみ共創部指定管
理者選定委員会

2 0 2 0 0

建築指導課 那覇市建築審査会 3 3 0 13 0

那覇市住宅政策等審議会 1 1 0 0 0

那覇市空家等対策審議会 2 0 2 0 0

総務課 那覇市教育事務点検評価委員会 5 5 0 0 0

那覇市奨学生選考委員会 3 0 3 0 0

那覇市生涯学習推進協議会 1 1 0 0 0

市民スポーツ課 那覇市スポーツ推進審議会 2 2 0 0 0

那覇市就学支援委員会 10 0 10 0 0

那覇市いじめ問題専門委員会
※各会議2時間のうち前半25分間を公開とし、
以降は非公開とした。

35 0 35 0 0

教育研究所 那覇市立教育研究所運営審議会 1 1 0 0 0

学校給食課 学校給食運営審議会（部会含む） 5 3 2 0 0

合　計 ※前頁と本頁の合計 140 41 99 17 0

生涯学習課

学校教育課

まちなみ共創部

まちなみ整備課

学校教育部

生涯学習部

健康部

都市みらい部 都市計画課
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